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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年１１月２７日

自  午後１３時３０分

至  午後１３時３７分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委 員 長 ごうまなみ 君

副 委 員 長 中村 一三 君

委 員 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 山本 由夫 君

〃 山口 経正 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 堤  典子 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午後 １３時３０分 開会 ―

【ごう委員長】ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、山本（啓）委員、山本（由）

委員のご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和元年11月定例会におけ
る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

審査方法について、お諮りいたします。

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １３時３１分 休憩 ―

― 午後 １３時３６分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもって本日

の文教厚生委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 １３時３７分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年１２月１０日

自  午前１０時 ０分

至  午前１１時４０分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) ごうまなみ 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委   員 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 山本 由夫 君

〃 山口 経正 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 堤  典子 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

総 務 部 長 平田 修三 君

学事 振興課 長 門池 好晃 君

６、審査事件の件名

〇予算決算委員会（文教厚生分科会）

第119号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第4号）
（関係分）

第123号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第5号）
(関係分)

７、付託事件の件名

〇文教厚生委員会

（1）議 案

第126号議案
職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（関係分）

第127号議案
長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例

第128号議案
長崎県幼保連携型認定こども園の学級の編

制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例

第135号議案
公の施設の指定管理者の指定について

（2）請 願

・ゆきとどいた教育を求める請願

（3）陳 情

・要望書（人材確保対策について 外）

・要望書（福祉医療制度の助成対象範囲の拡大

について 外）

・要望書（半島振興対策の充実について 外）

・長崎県議会棟は全面禁煙としてください

・令和2年度離島・過疎地域の振興施策に対す
る要望書

・要望書（私立学校等に対する助成制度の充実

について 外）

・要望書（高田南土地区画整理事業の整備促進

について 外）

・「国民が将来にわたり必要な医療・介護を安

心して受けられるための適切な財源の確保」

に関する意見書の提出について（要望）
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・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活

用・公開・整備に関する陳情書 Ⅴ

・県立学校の体育館におけるＧＨＰ（ガスヒー

トポンプ）エアコンの導入について

・難病相談・支援センターの運営における、県

北地区での難病相談の充実について

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【ごう委員長】ただいまから文教厚生委員会及

び予算決算委員会文教厚生分科会を開会いたし

ます。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

126号議案「職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例」のうち関係部分外3件であり
ます。

そのほか、請願1件、陳情11件の送付を受け
ております。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を文

教厚生分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第119号議案「令和元年度長崎県一般会
計補正予算（第4号）」のうち関係部分外1件で
あります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり、総務部、

教育委員会、こども政策局を含む福祉保健部の

順に行うことといたしたいと存じますが、ご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。

これより、総務部関係の審査を行います。

【ごう分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

総務部長より議案説明をお願いいたします。

【平田総務部長】 おはようございます。

総務部関係の議案について、ご説明をいたし

ます。

総務部の「予算決算委員会文教厚生分科会関

係説明資料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第123号議案
「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）」のうち関係部分であります。

初めに、第119号議案「令和元年度長崎県一
般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分に
ついて、ご説明いたします。

歳出予算は、大学費53万5,000円の増、私立
学校振興費124万7,000円の減、合計71万2,000
円の減であります。

これは、総務部職員の給与費について関係既

定予算の過不足の調整に要する経費であります。

次に、第123号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につ
いて、ご説明いたします。

歳出予算は、大学費8万2,000円の増、私立学
校振興費18万9,000円の増、合計27万1,000円の
増であります。

これは、総務部職員の給与改定に要する経費

であります。

この結果、令和元年度の総務部所管の歳出予

算総額は、合計112億9,875万1,000円となりま
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す。

以上をもちまして総務部関係の説明を終わり

ます。よろしくご審議を賜りますようお願い申

し上げます。

【ごう分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第119号議案のうち関係部分及び第123号議
案のうち関係部分については、原案のとおり、

それぞれ可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案については、原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。

【ごう委員長】次に、総務部関係の委員会によ

る審査を行います。

総務部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明及び提

出資料に関する説明を受けた後、議案外所管事

項についての質問を行います。

それでは、総務部長より所管事項説明をお願

いいたします。

【平田総務部長】総務部関係の議案外の主な所

管事項について、ご説明いたします。

「文教厚生委員会関係説明資料」をお開きく

ださい。

今回、ご報告いたしますのは、県立大学の卒

業予定者の就職内定状況について、「長崎県総

合計画チャレンジ2020」の数値目標の進捗状況
について、地方創生の推進について、事務事業

評価の実施について、「長崎県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の数値目標の進捗について、

令和2年度の重点施策についてであります。
資料の1ページをお願いいたします。
まず、県立大学の卒業予定者の就職内定状況

についてでありますが、来年3月卒業予定者の
10月末現在における就職内定率は81.6％で、前
年同期比1.4ポイントの増となっており、佐世保
校が77.7％で1.6ポイントの増、シーボルト校が
90.0％で1.9ポイントの増となっております。
一方、就職内定者のうち県内企業の割合は

28.1％で、前年同期比6.0ポイントの減となって
おり、佐世保校が27.1％で6.6ポイントの減、シ
ーボルト校が29.9％で4.9ポイントの減となっ
ており、10月末時点では前年同期を下回る県内
内定率となっております。

今後も、県内内定者の増に向けて未内定者に

対して働きかけを続けるとともに、県内内定割

合の低下要因を分析し、県内就職率向上への取

組を推進してまいります。

次に、「長崎県総合計画チャレンジ2020」の
数値目標の進捗状況についてであります。

「長崎県総合計画チャレンジ2020」に掲げる
数値目標の平成30年度末における進捗状況の
うち、総務部関係分の数値目標3項目の平成30
年度の進捗状況は、目標を達成したものが1項
目、目標を達成できなかったものの、総合計画

策定時点から改善傾向にあり、やや遅れと整理

したものが2項目となっております。
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引き続き、最終目標の達成に向けて取り組み、

総合計画の実現を図ってまいります。

次に、地方創生の推進についてであります。

第2期総合戦略では、「地域で活躍する人材
を育て、未来を切り拓く」、「力強い産業を育

て、魅力ある仕事を生み出す」、「夢や希望の

あるまち、持続可能な地域を創る」の3つの施
策体系を掲げ、これまで根づいた地方創生の意

識や取組を継続する一方で、第1期総合戦略で
残された課題や、新たに生じた課題に対応する

ための視点を積極的に取り入れ、施策の深化と

施策体系のステップアップを図るとともに、施

策ごとに重要業績評価指標（ＫＰＩ）を定め、

目標管理を行うこととしております。

施策体系ごとに総務部関係分の具体的取組を

ご説明しますと、「大学と連携した地域が求め

る人材の育成と地元定着の推進」において、魅

力ある・選ばれる県立大学づくりとして、情報

セキュリティ学科の定員増と産学連携機能を備

えた情報セキュリティ産学共同研究センター

（仮称）の整備、地域に根ざした実践的な教育

の実施、佐世保校の建替えの推進などを行い、

大学の魅力向上と若者の地元定着推進に取り組

んでまいります。

今後、本定例会でのご意見や、外部有識者等

で構成する懇話会などのご意見、加えて、現在

実施しておりますパブリックコメントなどによ

り広く県民のご意見をお伺いした上で、来年3
月を目途に策定してまいります。

次に、事務事業評価の実施について。

事務事業評価については、6件の事業群評価
調書により、12件の評価を実施いたしましたが、
そのうち7件の事業について、令和2年度に向け
て「改善」の見直しを検討いたしております。

今後、県議会における論議を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどを実施してまいり

ます。

次に、「長崎県まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の数値目標の進捗についてであります。

総務部におきましては、総合戦略に掲げる18
の基本的方向のうち、「「人材県長崎」の実現

により、「ひと」と「しごと」の好循環を生み

出す」に取り組んでおり、関連する事業等につ

いて評価・検証を実施いたしました。

県立大学においては、平成28年4月の学部学
科再編で情報セキュリティ学科を設置し、高い

専門性と実践力を身につけた情報セキュリティ

人材の育成を行っており、来年3月に第1期生が
卒業を迎えることとなります。

今後の方向性といたしましては、将来におい

ても情報セキュリティ人材の不足が見込まれる

ことから、当学科を強化し、人材育成の充実に

取り組んでいくこととしております。

次に、「文教厚生委員会関係説明資料（追加

1）」をご覧ください。
令和2年度の重点施策でありますが、総務部

の予算編成における基本方針としましては、地

域に根ざした実践的な教育等を通じて、若者の

地元定着を推進するほか、企業との連携強化・

大学の競争力向上に向けた教育環境の整備・充

実を図ることで、魅力ある・選ばれる県立大学

を目指します。

また、少子化の進行、グローバル化や情報化

の進展など教育を取り巻く環境が変化する中、

建学の精神に基づいた特色ある教育による魅力

ある私立学校づくりを推進します。

そのため、大学の特色強化と企業との連携推

進により、県立大学のさらなる強みを生み出す

ための拠点として、県立大学情報セキュリティ

産学共同研究センター（仮称）の整備に取り組
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むとともに、県立大学佐世保校の学部学科再編

を踏まえ、新たな機能を有する校舎への建替え

を推進してまいります。また、創意工夫による

特色ある教育を行う私立学校の魅力を高め、教

育力を一層向上させる取組への支援を図ってま

いりたいと考えております。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分に踏まえながら、予算編成の

中でさらに検討を加えてまいりたいと考えてお

ります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【ごう委員長】次に、学事振興課長より補足説

明をお願いいたします。

【門池学事振興課長】 「令和元年11月定例県
議会文教厚生委員会課長補足説明資料」の1を
ご覧ください。

県立大学の卒業予定者の就職内定状況につい

て、補足して説明をいたします。

学科ごとに10月末現在の就職内定状況を記
載しております。

表の左側になりますけれども、令和2年3月卒
業予定者の10月末現在における県内企業への
就職内定状況は、経営学科27.4％、国際経営学
科4.8％、公共政策学科35.0％、実践経済学科
28.3％、旧学部33.3％で、佐世保校全体では
27.1％となっており、昨年度比6.6ポイントの減
となっております。

次に、シーボルト校ですが、国際社会学科

19.0％、情報システム学科16.7％、情報セキュ
リティ学科32.3％、看護学科41.1％、栄養健康
学科30.0％、旧学部50.0％で、シーボルト校全
体では29.9％となっており、前年度比4.9ポイン
トの減となっております。

表の下段ですけれども、大学全体としまして

は28.1％で、前年度比6.0ポイントの減となって
おります。

学科ごとに見ますと、国際経営学科、国際社

会学科、情報システム学科の県内内定率が低い

状況となっており、要因としましては、県内外

問わず、企業の採用意欲が高く、学生の就職に

対する選択肢が広くなっていることなどが影響

しているものと考えております。

今後につきましては、まだ就職活動を続けて

いる学生もいることから、県内企業の情報を積

極的に提供するなど、就職活動に対する支援を

続けるとともに、今年度、低下した要因を分析

して県内就職率の向上に向けて大学と一体とな

って取り組んでまいりたいと考えております。

続きまして、情報セキュリティ産学共同研究

センター（仮称）の整備について、補足説明い

たします。

配付しております資料2ページをご覧くださ
い。

県立大学においては、平成28年4月の学部学
科再編で情報セキュリティ学科を設置し、高い

専門性と実践力を身につけた情報セキュリティ

人材の育成を行っております。

現在、情報セキュリティ分野の人材は全国的

にも不足しており、今後も人材の企業ニーズが

見込まれることから、情報セキュリティ学科の

入学定員を40名から80名に増員するとともに、
これに併せて企業との連携強化を図るために、

情報セキュリティ産学共同研究センター（仮称）

を整備しようとするものであります。

施設の概要としましては、教員研究室、学生

実験室、セキュリティ演習室に加え、企業が一

定期間、入居し、研究するラボ施設や交流スペ

ース等の整備を検討しており、事業費について
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は、今後、精査していく必要がありますが、概

算の事業費として全体で20億円程度を想定し
ております。

これにより、さらなる大学の強みを生み出し、

教育の質の向上や優秀な学生の確保のほか、企

業と連携し、共同研究に積極的に取り組むこと

で誘致企業の拡大、地場企業の技術力向上につ

なげていきたいと考えております。

また、企業にとっても、大学の資源を活用し

た高度な研究の実施や、優秀な人材の確保、パ

イロット的なオフィスを置くことで本格的な拠

点進出のきっかけづくりが可能となるなどの効

果を見込んでおります。

今後のスケジュールですが、施設の詳細につ

きましては、今後、検討を進めていくことにな

りますが、令和3年4月に情報セキュリティ学科
の定員増を行い、施設整備については、令和2
年度に設計、令和3年から建設に着手し、令和5
年度の供用開始を目指して検討を進めておりま

す。

以上、補足説明とさせていただきます。よろ

しくご審議お願いいたします。

【ごう委員長】 次に、提出がありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について、説明をお願いいたします。

【門池学事振興課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出しま

した総務部関係の資料について、ご説明いたし

ます。

附属機関等会議結果について、本年9月から
10月の実績は、9月2日に開催しました「長崎県
私立学校審議会」の1件となっております。会
議の結果については、資料2ページから3ページ
に記載のとおりでございます。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

【ごう委員長】 ありがとうございました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査の対象の陳情番号は、74番でございます。
陳情書について、何か質問はございませんか。

【前田委員】 74番で長崎県私立中学高等学校
協会等から陳情の要望書が出ております。従来

と同様な項目が重なった形で要望されておりま

すけれども、それぞれについて、まずは県とし

ての考え方についてご答弁いただきたいと思い

ます。

【門池学事振興課長】まず、私立高等学校等に

対する私立学校助成費の充実等についてですけ

れども、特に、年収590万円以上世帯の就学支
援金の拡充についてですが、令和2年度から就
学支援金の大幅な拡充により、年収590万円未
満世帯を対象に、私立高等学校授業料の実質無

償化が実現されることになっておりますが、年

収590万円以上世帯は現行と同じ支援となるた
め、本年6月の政府施策要望において、さらな
る拡充を要望しております。今後も、保護者の

負担軽減が図られるように国に対して要望して

まいりたいと考えております。

次に、中学校等実証事業の制度の恒久化でご

ざいますけれども、私立小中学校等に通う児童

生徒への経済的支援に関する実証事業について

は、事業料負担の軽減を行いつつ、義務教育に

おいて私立学校を選択している理由や、家庭の

経済状況などについて実態把握のための調査が

行われております。

保護者の負担軽減に向け、制度の恒久化につ

いて国に対して働きかけてまいりたいと考えて
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おります。

それから、校舎等の耐震化の促進についてで

すけれども、学校施設の耐震化については、緊

急性の高い重要な課題と考えておりまして、国

に対しては、学校法人の耐震化計画に支障が出

ないように、必要とされる事業費を当初予算に

おいて十分確保するように要望を行っていると

ころです。

県としても、国庫に上乗せして補助しており

ますけれども、指定避難所である学校施設に対

しては、補助率をさらに引き上げて支援を強化

しております。

今後とも、国に対する助成制度の充実につい

て要望を行っていきますけれども、学校側の耐

震化の完了に向けて、未整備の施設については、

早期に着手していただくように働きかけを強め

ていきたいと考えております。

続きまして、ＩＣＴ環境整備の財源確保につ

いてでございますけれども、教育用のコンピュ

ーターや情報通信ネットワーク機器などＩＣＴ

の環境整備については、重要な課題と認識して

おりまして、補助金の交付額も毎年増加してい

るような状況です。

今年度は、国の予算に限りがあり、本県から

の申請については、満額の交付ではなかったん

ですけれども、さらなる財源の確保については、

国に伝えてまいりたいと考えております。

それから、県内就職推進員の事業費の補助金

の充実についてですけれども、県内高等学校の

県内就職推進事業については、高校の新卒者の

県内就職率を上げることを目的として、県内推

進員の配置に対して支援を行っております。

県内就職推進員の配置により一定の効果があ

ると考えておりますけれども、私立高校の県内

就職割合は、近年、減少しているという状況が

あります。これについては学校と連携しながら

就職推進員の予算を確保しながら取組を進めて

いきたいと考えております。

それから、公私立間の定員問題の協議でござ

いますけれども、公立高校の定員については、

公私立高等学校連絡協議会において協議を行っ

ているところでありまして、教育委員会におい

ては、「第三期長崎県高校改革推進会議」の報

告書を踏まえて検討されることになると思いま

すけれども、学事振興課としては、従来のルー

ルも尊重しながら十分な協議ができるように努

めてまいりたいと考えております。

それから、経常費補助の不交付基準の緩和の

検討でございますけれども、定員充足率に伴う

不交付要件の緩和については、まずは令和3年
度から公立高校の入試の見直しに伴い、実際に

どのような影響があるのかを見極めていきたい

と考えております。

それから、専修学校各種学校への補助につい

てでございますけれども、学校法人立の専修学

校に対する経常費の補助制度の継続と、それか

ら、職業実践専門課程の補助の拡充でございま

すけれども、専修学校においては、実践的な職

業教育を行い、県内産業の人材育成の一翼を担

っていることは、十分認識をしているところで

す。

令和2年度から低所得者世帯を対象とした高
等教育の無償化が実施されることとなっており

ますけれども、県内の職業実践専門過程は、そ

の対象となっており、より多くの生徒の進学が

期待されております。現行の専修学校への経常

費補助については、継続していきたいと考えて

おります。

それから、専各連合会が主催して実施する事

業への支援についてでございますけれども、専
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修学校各種学校連合会が実施する教職員の資質

向上に係る事業についても、引き続き支援をし

ていきたいと考えております。

それから、私立学校退職金財団補助金への補

助について、補助率の維持ということで上がっ

ておりますけれども、私立学校教職員の福祉を

増進し、私立学校教育の振興を図るために補助

の必要性というのは認識しております。

県の補助については、県の財政状況、それか

ら要支給額に対する資産の保有状況、運用利率

などを踏まえて支援に努めてまいりたいと考え

ております。

【前田委員】今、考え方についてご答弁いただ

きましたが、高等学校等の就学支援金ですね。

常々、公立学校と私立学校の格差があるという

ことは、課題として要望されておりますが、こ

の就学支援金については、国の制度であります

ので、ぜひ県としても国に対して働きかけを答

弁があったような形で行っていただきたいと思

います。

そして、耐震化の促進ですけれども、私学の

児童数が減ってきている中で、どこも経営が厳

しくなっています。そうした中で耐震化が公立

と比べて遅れているという現状を鑑みた時に、

働きかけもそうですが、それに対して何がしか

県としての補助ができないかということを考え

ていただきたい。特に、ほぼほぼ、私立の学校

においては、最初から空調の設備については、

今、公立高校はやっと完了しかけておりますが、

幾つか残ってますもんね、空調のついてない学

校が。そこについては、そもそものところから

付けるべきだと思うんですが、先ほど言ったよ

うに、耐震化においても財源が厳しい中で空調

にまで手が回らないということで、ＰＴＡ等保

護者の負担の中で設置しているような現況も見

られますので、これについても制度の創設とい

うものをご検討いただきたいということを要望

しておきます。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１０時２５分 休憩 ―

― 午前１０時２５分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【前田委員】専修学校各種学校の補助について

ということでご答弁がありましたけれども、今

日は総務部長が所管ということで出席されてい

ますが、県全体として財政が厳しい中で補助金

を削減するという流れにきているということで、

各種業界や団体等から補助金の削減が余りにも

加速度的に減らされているということで、いろ

んな団体から補助金の削減について、現状維持

なり、むしろ増額してほしいという要望が出て

おりますけれども、この私立学校に関する経常

費の補助金の継続のお願いをされていますが、

今現在、経常費の補助金というものは、どの程

度の金額なのかということとあわせて、当初予

算、これから予算査定に入るんでしょうけれど

も、そうした中で継続というよりも、現状維持

の中で当初予算の計上に向いているのかどうか、

そのあたりの感触的なことをお答えいただきた

いと思います。

答弁がそろう前に、総務部長として補助金の

減額をここ何年か、一気にやっているというこ

の現状については、どんな認識のもとに進めら

れているのか。そして、各種団体から、「補助

金については維持してほしい」という要望がか

なり出ていると思うんですが、そのことに対す

る考え方ですね。財政が厳しいのはわかります。

しかし、本当に必要な補助金というものがある

と私は思っていて、そこに対して切り込まなけ
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ればいけない現況というのは、まだまだほかに

財政の中で調整できる部分があるんだという認

識を私はしているんですが、県だけで行政を運

営しているわけではなくて、いろんな団体、各

市町も含めて運営していく中で、補助金につい

ては、最終手段だという認識を私はいたしてお

りますが、その点については総務部長として全

体的な答弁をまず求めたいと思います。

【平田総務部長】補助金の見直しにつきまして

は、従来、県として行っていた補助について、

全てそれが本当に必要なものなのかという原点

に立ち戻って検討していただくという作業にな

ると思います。

そもそも、県の財政状況がこれだけ厳しくな

ってきておりますので、なかなか従来どおりの

支援をこれまでどおり続けていくことは難しい

面があると。とにかく現状の課題を、とりわけ

人口減少を初めとしたさまざまな課題に対して

施策を打っていくためには、そのための財源を

県としても中で確保しないといけないという側

面もあるところでございます。

ただ一方で、各種団体、あるいは各種事業に

おいて、その削減による影響というものが、ど

ういうものであるかということもしっかりと見

極める必要があると考えております。それは各

部各課とよく話をし、各部各課においては、各

団体、あるいは各事業者とよく話をして、お互

い、正直、我慢すべきところは我慢をしていた

だく、見直すべきところは見直していただくと

ころもあるかと思いますけれども、その中で見

直しができるところはやっていくというふうに

考えております。

【前田委員】個人的な意見になるかもしれませ

んけれども、今、答弁があった中で、真に必要

なものを見極めるという話、それから、相手と

話し合ってということですが、私たちが要望を

聞く中では、十分な話し合い、当然、求める側

としては、「補助金を減らさないでください」

という主張なのかもしれませんが、先方がなか

なか納得しない中で補助金を、言葉を悪く言え

ば一方的に切られているということもお聞きし

ております。

そうした時に、補助金としての額は減ったの

かもしれませんが、これから本当に効果的な行

政運営を行っていく中で、額がわかりませんけ

れども、その減らした額がどのような影響をも

たらすかということは、もっと議論をやってい

っていいんじゃないのかなと思います。

仮に、財政が厳しい中で、補助金まで突っ込

んでいかなきゃいけないという話であるならば、

もっと違ったところ、例えば、私は以前から個

人的に主張しておりますが、人事委員会勧告に

基づく人件費のアップについては、一定ここは

考える時期がきているんじゃないかということ

を言わせていただいておりますが、そういうと

ころは全く検討の俎上にのってないですよね。

事例でいくと、過去になりますけれども、北

海道の高橋はるみ前知事が知事に就任した際に、

なかなか厳しい財政の中で職員の給与を据え置

かせてほしいと。自分の任期の4年間、据え置
かせてほしいということで職員に呼びかけて4
年間据え置いた｡そして、4年間やった中で、そ
れでもまだ財政が好転しないから、次の4年間
も据え置かせてくださいということをお願いし、

実施しているような自治体もあるわけですよ。

そういったことを考えた時に、今般、人事委

員会勧告に基づく給与の議案が上がっています。

賛成いたしますが、やっぱり最低限の補助金と

いうものはしっかり守ってほしいということを

この際要望しておきたいと思います。
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【門池学事振興課長】専修学校への経常費の補

助でございますけれども、今年度の予算額は

1,234万2,000円でございます。
考え方としましては、1人当たり補助単価が

6,300円ということで、補助対象の生徒数分を措
置している状況でございます。令和2年度につ
いても同様の考え方で今要求をしているところ

でございます。

【ごう委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【山本(由)委員】 この私立学校審議会の会議結
果報告のことでお伺いをしたいんですけれども、

この中で長崎女子商業高校の収容定員に係る学

則変更ということで書いてあるんですけれども、

今年度に600名から450名に収容定員を減員を
したと、だけど、入学者が予想以上に増えたの

で、また変えるというような理解をしておりま

す。

この収容定員に係る学則変更の審議会の基本

的なルールといいますか、いつまでに審議会に

かけなければいけないとか、そういったものが

そもそもあるのかということと、1回変更した
ら何年間かは変更してはいけないとか、そうい

うルールというのは特にないのかということを

まずお伺いします。

【門池学事振興課長】 審議会については、年2
回程度は開催をしているんですけれども、今回、

その学則の変更で来年度の定員が変わるという

ことでございますので、募集に間に合うような

形で学則変更の認可申請をしていただいて私立

学校審議会に図るというような形で今回実施を

したということでございます。

それと、定員を何年間変えてはいけないとい

うような規則はございません。

【山本(由)委員】 そうすると、今回、事前にい
ただいた資料の中で来年の入学定員を変えてい

る学校が相当数あると思うんですけれども、こ

れについては今回何校か上がっていますけれど

も、その前の1回目の審議会で審議をされたの
か、それとももう前年度の段階で、例えば、再

来年度から変えますという形で審議に上がった

のかどうかを教えてください。

【門池学事振興課長】今回、定員の変更があっ

ている学校につきましては、今回の審議会で議

論しているところです。前からやっているとい

うことではございません。

【山本(由)委員】 そうすると、今回、来年の入
学者の定員というのが、トータルで今年度より

も何人増減をしたのかということと、たしか、

公立高校と私立高校の7対3というのがあった
と思うんですけれども、この比率というのが、

この結果、来年4月入学の入試についてはどう
いう比率になったのかということを教えてくだ

さい。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前 １０時３５分 休憩 ―

― 午前 １０時３６分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開します。

【門池学事振興課長】入学定員の令和元年と令

和2年の比較においては、トータルで20人、減
少することになっております。
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それから、公立の7に対して私学が3という割
合がございますけれども、定員の決め方としま

しては、公立高校が定員の7割をもとに入学定
員というのを決めているんですけれども、私立

学校につきましては、残りの中で自由に決める

ことができるので、トータル的に3割になるか
どうかというのは、特段ルールとしてはござい

ませんが、結果的に3割になるような形になっ
ております。

【山本(由)委員】募集定員が7対3ということで
はなくて、最終的に入学者が7対3というのを維
持しますよという考え方で理解していいですか。

【門池学事振興課長】入学定員を決定するに当

たって、公立が7割を決めて、それ以外は私立
学校が自由に決めるというような形になってお

ります。

【ごう委員長】 暫時休憩します。

― 午前 １０時３８分 休憩 ―

― 午前 １０時４０分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開します。

【山本(由)委員】 今、私立高校の定員の充足率
というのは大体9割ぐらいというふうにお聞き
しております。3分の2ぐらいが定員を割れてい
るという状況だろうと思います。九十何％のと

ころもあるでしょうが、大半が80％台とか70％
台というのが現状だろうと思うんですね。今言

われたように、総定員に対して7割を切るとい
う形になってくると補助金がなくなるという仕

組み、逆の130％というのはあんまりないんで
しょうけれども、そういうことだと思うんです

けれども、今後、子どもが減っていく中で、公

立学校は公立学校で、とにかく何とかしてキー

プをしようという形で今計画が立てられている

わけですけれども、現状と、特に70％、結構ぎ

りぎりのところがあるようですけれども、こう

いったところの私立高校の今後の見通しといい

ますか、その辺についてどういうお考えになっ

ているのか最後にお聞きいたします。

【門池学事振興課長】今後も少子化傾向は続く

と考えておりまして、定員については、毎年の

入学状況を踏まえながら学校法人の方で判断し

ていきながら、定数の変更をしていただくこと

で70％以上を確保していただく必要があるの
かなと思っております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事項に対する質問を行うこと

といたします。

【北村委員】情報セキュリティ産学共同研究セ

ンター（仮称）の整備について少々お伺いをい

たします。

セキュリティ人材が19万人不足するという
ような見通しもありまして、これは非常に期待

をしておりますので、ぜひしっかりいいものに

仕上げていただきたいと思っております。

まず、先ほど説明がありましたが、事業費が

20億円程度というようなお話でありました。こ
の20億円の内訳ですね。大体国が幾らなのか、
どういった補助金を使うのか、県費がどれぐら

いかかるのか、そういったところを、今の見通

しの部分で結構ですのでお示しください。

【門池学事振興課長】 概算で20億円というこ
とで今考えているところですが、精査でもう少

し削減する必要があるんじゃないかと考えてお

ります。

それから、財源についてでございますけれど

も、現在、国の地方創生推進交付金の活用を検

討しているところであります。地方創生推進交
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付金は補助が2分の1ではあるんですけれども、
対象となる部分が、全体を対象にするというわ

けではなくて、産学が連携した部分についてが

対象となるような話を伺っております。

それで、現在のところ、これはあくまでも試

算ですけれども、試算でいけば国庫補助金で5
億円程度、その国庫補助金の裏には地方創生推

進のための起債が充てられるものがございまし

て、そこにつきましても交付税措置が一定なさ

れることになっておりますので、そこを踏まえ

て、あと、県の負担としては大体13億円程度を
見込んでいるところです。ただ、あくまでもこ

れは試算でございます。

【北村委員】わかりました。地方創生推進交付

金ということで、本県選出の北村大臣の所管に

なってこようかと思いますので、しっかりと確

保していただきたいと思います。

平面図を見ておりますと、企業ラボ1、2、3
というようなことで、企業が学生と交流するん

だというような施設になるかと思いますが、こ

こに参入というか、入る企業は、一体どういっ

た企業を想定されているのかということと、こ

れは要望も含めてになるかと思いますが、地場

企業の企業枠をつくってほしいなと思っている

んですが、いかがでしょうか。

【門池学事振興課長】入居していただく企業で

すけれども、具体的に今決まっていることはご

ざいませんが、やはりＡＩとかＩｏＴとか、そ

ういった関連の企業でセキュリティを研究され

ているような企業に入っていただきたいという

ことと、大学としては、ある程度有名な企業に

来ていただいた方がＰＲにもつながるので、そ

ういった企業に来ていただければというふうに

思っております。

あと、地場企業のことでございますけれども、

説明資料にもあるとおり、地場企業の技術力向

上というのも、この施設では目的としておりま

すので、地場企業についても入っていただきた

いというふうに考えております。

【北村委員】 わかりました。ぜひ、上場企業と

いうか、非常にメジャーな企業を呼び込んでい

ただいて学生と交流をしていただきたいなと思

うと同時に、やはり地場企業も参入できるよう

な仕組みをつくっていただきたいなと思います。

これ、家賃も取るというようなことでよろし

いですか。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１０時４６分 休憩 ―

― 午前１０時４６分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開します。

【門池学事振興課長】地場企業のことですけれ

ども、ここのラボに入るか入らないかというと

ころは、先ほど私の答弁では入るような想定に

なるということだったんですが、地場企業とい

うのは大学に直接来れるというメリットもあり

ますので、そういったところで共同研究とか学

生との交流につなげていければと考えておりま

す。

【北村委員】わかりました。所在地が長崎県内

ということであれば、企業の規模にかかわらず、

この企業と学生の交流スペースを使って交流し

ていただくというような理解でよろしいんでし

ょうか。

【門池学事振興課長】企業に大学の方に来てい

ただいて交流共同研究につなげていただきたい

と思っております。

【北村委員】わかりました。ぜひこういった企

業との連携と、そして、これは長崎大学にも情

報データ科とか、佐世保工専とか、そういった
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関連するというか、連携できるような学校があ

ると思いますが、そういったところの連携につ

いては、どう考えていらっしゃいますでしょう

か。

【門池学事振興課長】長崎大学や佐世保高専に

つきましては、サイバーセキュリティ研究会と

いうものを県立大学で設けておりまして、その

中のメンバーとして両校が参入されております。

その中で情報共有を進めながら、連携できると

ころについては連携していきたいと考えており

ます。

【北村委員】私の母校が、いさはやコンピュー

タ・カレッジですので、そういったところと交

流ができたらいいなとちょっと思っているんで

すが、よろしくお願いします。

そういった企業と学校との連携も進めていた

だいて、40名から80名に定員が倍増するという
ようなことでございますから、受験者がいるの

かどうかというような数ですね。直近の数字で

結構ですので、この40名の枠に何名応募してい
るのか。これが県外なのか、県内なのか、そう

いったところについてお示しください。

【門池学事振興課長】 平成31年の入試の状況
でございますけれども、情報セキュリティ学科

の志願者が179人、受験者が109人、合格者が46
人ということで、競争倍率は2.6倍となっており
ます。

県内、県外の内訳でございますが、志願者は

県内89人、県外90人ということでほぼ同数、受
験者は県内46人、県外63人、合格者は県内15
人、県外31人、入学者は県内14人、県外28人と
いったような状況になっておりまして、倍増し

ても確保できるのではないかと考えております。

【北村委員】 80名にしても、これまでの経緯
を見れば学生は集まるだろうということでござ

います。

こういった倍率をそのまま維持していくため

には、さらに受験をしたい、この学校に入りた

いという学生を増やしていくということが必要

だと思いますが、国内唯一のセキュリティ専門

の学科でございますので、それをどうやってＰ

Ｒしていくかということだろうと思います。

事前の説明の中では、ＩＰＡ、情報処理推進

機構が国家試験を行っておりまして、卒業要件

として、ＳＧ、情報セキュリティマネジメント

試験に合格していただくことと聞いております

かが、さらに上位の、これは実務経験が必要で

あるということも入ってまいりますので卒業と

同時にということはなかなか難しいかなと思い

ますが、この学科を卒業して最高位のＳＣです

ね、情報処理安全確保支援士に合格した人が、

この学校から何名出てますよというＰＲの仕方

があると思います。よく予備校で東大何名合格

とか、そういったことを企業向けにやると、Ｓ

Ｃを持っていれば年収4桁という状況も今ござ
いますので、そういったところのＰＲをしては

いかがかなと思います。

あとは、現況、学校を卒業した資格者が何名

いるのかとか、そういった数字を追っていらっ

しゃるんでしょうか。

【門池学事振興課長】県立大学の卒業要件とし

て情報セキュリティマネジメント試験というも

のをやっているんですが、その上位の試験の状

況については把握はしてないところです。

【北村委員】これはぜひ検討していただきたい

んですが、ここを卒業した者でＳＣが何人いる

んだというような学校になれば、もっともっと

アピールすると、ここにどんどんそういった人

材が集まってきてシリコンバレーみたいな場所

になるんだというようなこともあるのかなと思



令和元年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１０日）

- 15 -

っております。

それと、もう1点ですが、コンピューターの
世界というのは、本当に日進月歩で、半年前の

技術が更新されてしまう、10年なんて、もうひ
と昔だというような、がらっと変わってしまう

ような状況でありますから、さまざま、サーバ

ーとか設備をされていくと思うんですけれども、

量子コンピューターの活用が今非常に叫ばれて

おりまして、そういった非常に拡張性の高い、

汎用性の高いセンターにしていただきたいなと

思いますが、いかがでしょうか。

【門池学事振興課長】設備につきましては、日

進月歩ということで、新しいのがどんどん出て

くるような状況でございますが、なるべくそう

いう新しい施設、設備を導入していきたいと考

えております。量子コンピューター自体が、ま

だかなり高額なところもありますので、そうい

うのが導入できるかどうかというところは、予

算との兼ね合いも踏まえて考えていければと考

えております。

【北村委員】最後にいたしますが、この定員増

というのが、文科省の調整でオーケーだという

お話で、ほぼほぼ通るのかなということなんで

しょうけれども、さらなる増員を考えているの

かということと、もう1点忘れておりました、
施設が供用開始になるのが令和5年度からであ
りますが、定員が40名に増えるのは令和3年度
から、いわゆる2年間は施設がまだできていな
いうちに学生の数が増えるということになりま

す。そういった状況の中で、現況の施設で十分

足りているのかどうかということをお示しくだ

さい。

【門池学事振興課長】 令和3年度から定員を増
員しまして、この施設が完成するのは令和5年
の予定なので、2年間、そういう施設の整備が

追いついてない状況がありますが、実際に入学

して3年から専門課程をやっていただくことに
なっておりまして、この専門課程のために今回

整備する教育研究室であったり学生実験室を使

うようになりますので、そこは間に合うような

形になっております。

それから、これ以上の定員の増についてでご

ざいますけれども、現在、定員の増に伴っては、

こういった施設の増であったり、あと、先生方

の確保も必要になってきます。なかなか先生方

の確保も厳しいような、なかなか人が集まらな

いような状況もございますので、今のところ、

80人でやっていければと考えております。
【北村委員】わかりました。冒頭申し上げまし

たけれども、セキュリティの人材が19万人不足
するという中で、国内唯一のセキュリティ学科

でございます。

先般も県内の企業で、ガス会社だったと思い

ますが、ランサムウェアで復旧に1,000万円ぐら
いかかるというようなサイバー攻撃を受けると

いう被害も出ているところでありますから、県

内の企業としても非常に期待がかかっている事

業かなと思いますので、ぜひしっかり仕上げて

いただきたいなと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山口(経)委員】 関連ですけれども、私の地元
の長与町に、そういう施設がまたできるという

ことで大変喜ばしく思っております。セキュリ

ティ人材の、情報系の人材の育成という形から

一歩踏み込んで、今度は産学共同研究センター

という形で産業界を巻き込んでこういうセンタ

ーができるということは大変喜ばしいことであ

ります。そしてまた、県内の企業誘致にも拍車

がかかるんじゃないかと思っております。そう

いった意味で立派な施設をつくっていただきた
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いという思いがありまして、少しばかり聞かせ

ていただきたいと思います。

今、共同研究というのが県立大学では4つか
ら5つぐらい進められているということです。
また、その共同研究の需要もまだまだあるとい

うことですけれども、現状の設備では、それを

受けきらないという課題もあるそうですが、こ

の共同研究についてセンターを設けて、どれく

らいの共同研究をやろうと見込んでおられるの

か、そこを聞かせていただきたいと思います。

【門池学事振興課長】共同研究を実施するには、

サーバーの容量の増加が必要になってくると思

いますけれども、現在、そのサーバーの規模と

いうところは検討しているところでありまして、

今後、教員の方々のお話を聞きながら、どのく

らいの規模が適正かというところを検討してい

きたいと考えております。

【山口(経)委員】 共同研究のセンターができて
令和5年からスタートということですけれども、
それまでに、今も共同研究のサーバーが足りな

いという点もあるということですから、今から

でも増やしていくような形をとりながら、この

センターができたら、またさらに増やすという

ことも大事かと思うんですけれども、現状、サ

ーバーを増やして共同研究を今の時点から増や

していくという考え方はないんですか。

【門池学事振興課長】サーバーの増設につきま

しては、この施設の完成で増設することになる

んですけれども、それまでの間に不足が見込ま

れているところもありまして、現在、サーバー

の増設について、予算の関係で折衝をしている

ような状況でございます。

【山口(経)委員】 新たなセンターにもセキュリ
ティ演習室というのができるようですが、現状

の演習室との使用の兼ね合いというのはどうな

りますか。

【門池学事振興課長】セキュリティ演習室の使

用の話ですが、まず、定員が倍増することにな

りますので、面積も約2倍近くに拡張する必要
があるのではないかと考えております。それに

伴って設備についても、それに見合った設備に

拡充するような形で考えているところです。

【山口(経)委員】 セキュリティの加藤教授とい
う人がいらっしゃいますけれども、現状のセキ

ュリティ演習室の設備、組み立ては、その先生

が行っておられて、通常であれば4億円か5億円
ぐらいかかるところを1～2億円で抑えていら
っしゃると、自分で設計をして、そういう組み

立てをしたということを伺っております。

ですから、国内でもトップクラスの講師の先

生がいらっしゃって、その知見を十分活用した

中で、こういう新たな共同研究センターをつく

っていただきたいと思うんですけれども、そう

いうお考えはないですか。

【門池学事振興課長】この産学共同研究センタ

ーの整備に当たっては、情報セキュリティ学科

の加藤先生ほか、先生方と相談をしながら進め

ているところでございまして、当然、そういっ

た先生方の意見を反映するように考えていると

ころでございます。

【山口(経)委員】 そして、県内就職につなげる
というのが、学生のインターンシップといった

ことが非常に大事かと思うんですけれども、イ

ンターンシップについては、どういうお考えで

すか、この共同研究センターができればですね。

【門池学事振興課長】現在、情報セキュリティ

学科は、長期インターンシップを選択制という

形でやっておりまして、ここで企業との交流が

できると。一定期間、企業と一緒になって研究

ができるということで、これがインターンシッ
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プに、そのあたり教育的な面があるので私の方

からは何とも言えないんですけれども、インタ

ーンシップの要件を満たすような形でできれば、

それがインターンシップと認められるような形

になるのではないかと考えております。

【山口(経)委員】 今は県内に学生さんがインタ
ーンシップに出ていくような企業がないから県

外に出ていかれているということもあります。

ですから、県内にそういう誘致企業を呼んでい

ただくという面において、こういう共同研究セ

ンターをつくるんですよということを早くから

十分周知をして、そして企業の方に注目いただ

くということも大事かと思うんですよ。その点

についてはいかがですか。

【門池学事振興課長】 今年の10月末現在で情
報セキュリティ学科の県内就職率は、資料にあ

りますとおり、32.3％ということでございます
けれども、これ以外に県が誘致したＩＣＴ企業

にも就職していただいておりまして、そこまで

含めると大体5割を超える方々が、そこも含め
て就職されているということでございます。そ

ういった企業をもっと呼び込んで県内就職につ

ながるような取組になればと考えております。

【山口(経)委員】 来年3月に卒業生が出るわけ
で、その方々の就職内定率が96％だそうであり
ます。ですから、非常に注目されている人材育

成の状況です。ですから、そこをしっかりと周

知、広報しながら、長崎県のアピールをしなが

ら企業にも来てもらって、さらなる共同研究セ

ンターが充実していくようにはからっていただ

きたいということを要望して、終わります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【宮本委員】それでは、幾つか確認の意味で質

問をさせていただきます。

説明資料の1ページですが、県立大学の卒業

予定者の就職内定状況について。毎議会、委員

会で県内就職率についていろいろ議論をしてい

るような感じがします。それだけ関心も高いの

だろうと思うんですが、今回、補足説明資料の

1をいただきまして、10月末での詳細にわたる
資料をいただきました。

個別で見せていただければと思いますが、ま

ず、左側の方、令和元年度10月末時点での内定
の状況で、今、佐世保校が27.1、そしてシーボ
ルトが29.9ということでありまして、選択肢が
広くなっているということで全国に散らばって

いるというお話もいただきました。

他に、国際経営学科とありますよね。これを

ちょっと掘り下げてみたいんですが、45人就職
希望者、42人内定しているんですが、2名しか
県内に内定してないという状況で、これは新学

部になった1期生ですよね。
これはすみませんけど、就職先というんです

かね、内定先というんですか、どういったとこ

ろに内定をいただいているようなことはわかり

ますか。就職先についてちょっとお尋ねいたし

ます。

【門池学事振興課長】 10月末現在の国際経営
学科の学生さんの内定先ですけれども、東京の

有名な企業に内定されている方もいらっしゃい

ます。例えば、日本電気株式会社、ＮＥＣであ

ったり、日本航空であったり、あとＮＴＴコミ

ュニケーションズであったり、そういった国際

的な展開を図っている企業に就職している傾向

がございます。

【宮本委員】長崎で学んだ学生が全国に散らば

って活躍するというのは非常にうれしいことで

ある一方、県内就職率を追う私たちにとっては、

痛し痒しの部分もあると思っています。

長崎県内に、この国際経営学科を必要とする
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ような企業というのが果たしてあるのかと思っ

たんですね。なければ、多分この数字が年々続

いていくんじゃないかなと思います。1期生で
行った学生さんは、後輩をまた呼ぶというか、

そういったことがありますよね。1期生が活躍
しているところに行くという風潮があるかなと

思いますが、実際、県内からの求人というか、

国際経営ですから、そういったところのニーズ

というのは県内に実際あるのかなというところ

を模索したりとか、県の方でも調べたりとかい

うのはされていらっしゃるのかということをお

聞きいたします。

【門池学事振興課長】そういう国際的に展開を

している企業というのは、県内にはそんなに多

くないという認識は持っておりますけれども、

具体的にどのくらいという話はちょっと、今の

学生は、結構、マイナビとかリクナビとかで自

分たちで就職先を決めていく傾向がございます

ので、そこについては特段、今のところ、把握

していない状況でございます。

ただ、そういった企業も県内にあるのは間違

いない話でございまして、そこについては例え

ば今年度ですけれども、長崎倉庫という会社が

あるんですが、そこに体験で3名ほど学生が行
かれまして、そこが給与の面でもそれなりに待

遇があるということ、あと、入港手続なんかで

クルーズ船なんかも扱っているところがありま

して、入港手続で英語が生かせるというような

ことがわかって就職に結びついた例というのも

ございます。

そういう意味では、県内企業の情報をまだよ

く把握してない部分もあるかと思いますので、

今後、そういった企業の開拓を大学では検討し

ようと考えているところでございます。

【宮本委員】そこは追究していただきたいなと

思います。恐らく実感として、このような数字

がずっと年々続いて議会でも追究されていく体

制が続くのではないかなと懸念しています。

長崎県内でも海外に進出したいという企業で

あったり、今、長崎県も佐世保市も誘致してい

るＩＲが来た際には、ものすごく大事な学部に

なろうかなとは思うんですが、まだまだちょっ

と先はわからない状況がありますので、英語が

ものすごく優れている学生さんを育成されてい

らっしゃると思います。ですから、こういった

方々に長崎県内で働く場の提供というのか、そ

ういったところをもうちょっと深く研究してほ

しいということを考えました。

ともすれば、ずっと県外に流れてしまって、

英語で優秀な方々が長崎県内に残ってないとい

う状況が続くという可能性がありますから、そ

こはしっかりと見ていただいて、研究していた

だいて、そして、県内の企業にも、こういった

優れた学生がいるということを大学とタイアッ

プして広報活動などをしていただきたいと思っ

ています。

もう一つ、看護学部についても、これも前の

委員会でも申したんですけど、今、41.1％にな
っています。91.8％ですから、ほぼほぼ、これ
が動くことはないかなと思っています。これ、

やはり半分以上、県外に流出しているというこ

とですよね。これは前の委員会でも確認しまし

たけど、福利厚生とか、給料とか、そういった

ことが原因になっているんでしょうか。県外と

いうのは、給料の面であったりとか、福利厚生

の部分で進んでいる求人先が多いのかなと思う

んですけども、そこあたりの分析をされている

のかどうか、確認させてください。

【門池学事振興課長】看護学科につきましては、

学生に直接アンケートというか、ヒアリングを
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しまして、いろいろ聞いてみたんですけれども、

多かった意見というのが、看護学科というのは、

県内生が結構多い学科ではあるんですけれども、

大学まで長崎を出たことがなかったから、1度、
就職を機に出たいというような学生が結構多か

ったということ、それから、先ほど、福利厚生

面の話もありましたけれども、それに加えてス

キルアップ、今後のキャリア形成というか、看

護の技術を磨いていくという面で、都会の方が

症例が多いとか、あと、認定看護師とか、そう

いった資格が比較的取りやすい環境にあるとい

うことがあるので県外に出たというような声が

多く聞かれました。

ただし、一方で、1回そういう経験を積んだ
ら長崎にまた戻ってきたいというふうな意向を

持っている学生もそれなりにおりましたので、

そういう意味ではＵターンの対策なんかも必要

ではないかと考えているところです。

【宮本委員】まさしく先ほど課長がおっしゃっ

たとおり、Ｕターン対策も大事だと思っていて、

県立大学ですから、県が出資している大学です

ので、他大学であればそこまで追求しないんで

しょうけど、例えば、同窓生であったりとか、

県立大学を卒業されたＯＢとかＯＧの方、同窓

会の方々が県外に行った方々に対して、長崎は

こういったのがあるんだよというような活動で

あったりとか、おっしゃるように、誰しも若い

時に一回県外へ出たいという気持ちがあります、

私もそうでした。それを戻すための手だてを強

化していく必要があるのかなと思います。まさ

しく、国際経営学科に関してみると、顕著かな

と思っていて、看護学科についてもそうかなと

思っていますが、そういう組織、同窓会、同窓

生に対するそういう動きというのがあるのかど

うか、県の方で把握していたりとかされますか。

【門池学事振興課長】看護学科においては、卒

業されたＯＧ、ＯＢの方に大学に来ていただい

て在校生と交流する機会を何度も持っていると

ころでございます。

今後は、それに加えて実際にＯＢ、ＯＧじゃ

なくて、長崎にＵターンされた方とか、Ｉター

ンされた方、こういった方々と交流する機会を

持って長崎の良さをわかってもらうような取組

をしていきたいと考えております。

【宮本委員】 長崎は、10月から福岡にオフィ
スを構えてＵターンを強化しようという取り組

みもされています。県立大学は、今後、建替え

がありますよね。産学の共同研究センターとい

う大きい流れがあります。今からずっと発展し

ていく大学であることは間違いないです。ただ、

人数が減って人手不足、そうなれば選択肢が広

がって全国に散らばる率も高くなってくるかな

と思います。県内の来年度の就職率の目標は

44％だったですかね、それに向かっていらっし
ゃるというのは、もちろんわかりますけど、そ

れについて追究していく時に、若い方々のニー

ズを考えた時に一回県外へ出たい、これは消す

ことはできない。そうなれば、出た方をいかに

戻すかというところも大事かなと思っています。

ですから、そこは県も大学と、そしてまた、

ＯＧ、ＯＢ、同窓会の方々と協力しながら取り

組んでいただきたいということを要望させてい

ただきます。今から2期生、3期生が、新学部の
方々が卒業していかれます。この数値を見るに

つけて非常に怖いなということで懸念するとこ

ろが大いにあるんですよね。ですから、そうい

ったところをしっかりと研究をしていただきた

いと思っています。

ＮＥＣとか、ＮＴＴとか、日本航空とか、今

まで就職できてなかったところに長崎県からも
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どんどん行っているという状況はうれしいこと

ではありますけど、やはりそこは県内就職とい

うことから見れば、とどまっていただきたいと

いう気持ちもあるので、その狭間に立っていた

だいて、学事振興課の方でもしっかりと注視し

ていただきたいなと思います。

それから、もう1点、産学の共同研究センタ
ーについては、非常に大事な取組だなと思って

見てました。定員を40名から80名に増やすとい
うことは、ものすごく高いハードル、挑戦だな

と私は思っています。これが年々続くかどうか

わからない中で、倍増するというのは非常に強

い挑戦を県としてはしているなというイメージ

があります。

一つ、考えとしては、企業ラボというのをつ

くって企業誘致を拡大するという中で、早くか

ら産業労働部と連携していただきたいと思うん

ですけど、今の段階でそういう考えがないかも

しれませんけど、今後、産業労働部と連携しな

がら人材をずっと育てていくというような考え

があるのかないのかということだけお聞かせい

ただけますでしょうか。

【門池学事振興課長】産業労働部との連携でご

ざいますけれども、まず、この施設をつくるよ

うに計画するに当たっては、産業労働部の意見

も聞きまして、それから、産業労働部を通じて

県内の企業の方々に、どういった施設が大学に

あったら企業としても来て一緒に研究できるか

といったような声も聞いていただいたりしてい

るところです。そういう意味で、今後も産業労

働部とは連携をしていきたいと思います。

このセキュリティ産学共同研究センターは、

大学だけでは当然運営できるものではございま

せん。どういう企業に来ていただくかに当たっ

ては、産業労働部とか、産業振興財団とか、そ

ういったところの意見を聞く必要もあると思っ

ていますし、実際に運営する中でいろいろ連携

していかなければならないようなところもある

と思いますので、そこはしっかりやっていきた

いと思います。

【宮本委員】ありがとうございます。もはや一

つの部だけでは、課だけでは県内就職率を上げ

る取組とか、Ｕターンとかについてもそうです

けど、人口流出は止められない状況であると思

います。もちろん、産学ですので連携はとって

いかれると思いますけど、早い段階からしっか

りと連携をとって、何が必要なのかということ

を考えていただければと思っています。私たち

も現場に入って、どういったニーズがあるのか

ということは引き続き調査をしてまいります。

部長、最後に、今後、県立大学としては、県

内就職率は10月段階ではこういったことが出
ています。今から建替えであったり、こういっ

た共同研究センターができるに当たって大きな

流れが出てくると思います。ただ、一方では県

外に出ていく学生も多い中で、佐世保校、そし

てシーボルト校の特色を出していく必要がある

と思いますけど、今後、期待すること。そして

また、今からやっていこう、力を入れていこう

ということとかを、最後に県立大学についてお

聞かせいただければと思います。

【平田総務部長】県立大学の卒業生については、

我々ももちろん、県内就職を拡大していこうと

いうことで考えているんですけれども、一方で

卒業生が大体600人就職するわけですけれども、
600人全員を県内に就職させようと思っている
わけではないわけであります。そこは大学の質

を高めて、先ほども話がありましたように、全

国で活躍する人材を育てていくという目標も当

然ありますし、そうは言いながら、大学として
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は地域に貢献する大学である、地域から選ばれ

る大学であるということの位置づけをすること

が絶対必要だというふうに考えています。

そのために、やはりさまざまな特色を出して

いくということが重要だと思っていますので、

今回の学科改編の成果が、新しい卒業生が出て

きて、先ほども言いましたように、さまざまな

就職先とかもいろいろ変わってきているところ

もあります。

そういう面も含めて、県内の高等学校に今年

の夏、大学の方から各進学校を回ってもらって、

今、県立大学もこういうふうに変わってきてい

るんだ、こういう成果が上がってきているとい

うことも情報提供しながら、ぜひ優秀な高校生

に県立大学を、受験させてほしいとはちょっと

言いにくいですけれども、まあ、一つの選択肢

としてきちんと認識をさせてほしいというよう

なことも伝えてきているところでございます。

あるいは県内の企業、つまり企業からも評価

される大学、地元の経済に評価される大学とい

う関わりをつくっていく中で、大学と企業との

情報交換といいますか、こういう就職先がある

んだということも大学の中にきちんと伝わるこ

とによって県内就職先としても確保していくと

いうことになると思います。

いずれにしても、強制的に学生を連れてきた

り、強制的に学生を県内に就職させたりという

ことは我々はできないわけですから、全ては選

択、選ばれる中にあるということで考えるべき

だと考えています。高校生から選ばれる大学、

あるいは県内就職を選ぶ、選択肢として学生に

認めてもらえるようにきちんと教育をしていく、

情報提供をしていくということが重要だろうと

思っています。

それから、情報セキュリティの研究センター

に関して言いますと、予算的な制約もあります

から、どのような設備ができるかはわかりませ

んが、私が1個、大学にお願いしているのは、
箱、建物そのものはそんなにお金をかけなくて

もいいんですけれども、先ほど、山口委員から

も話がありましたけれども、中身に関していけ

ば、何か一つでもいいので、長崎でないとでき

ないと、ここじゃないとできない、ここに来れ

ばこれができるというようなものを何かやって

くれないかというオーダーというか、お願いを

大学にはしているところです。

そういうことも含めて今検討していただいて

いると思いますので、そういうことも含めて、

とにかく魅力のある大学にしていただきたいと

いうふうに考えているところでございます。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(啓)委員】今回、議案外の質疑にあって、
県内就職とセンターに集中して質疑がなされて

いると思います。ちょっとまとめ的な質問をし

たいと思うんですけれども、よろしければ部長

にお答えいただきたいんですが、情報セキュリ

ティ産学共同研究センター（仮称）ということ

で説明をいただいて、事前にもいろいろとやり

とりをさせていただきました。

今、長崎県全体が、外から人も経済も、いろ

んなものが入ってきているという認識を私は持

つんですね。それはもう駅前周辺の開発も含め

てですけれども、それは恐らく長崎県が抱えて

いる経済的なものに対する可能性のみならず、

県内で今育っている若者や学んでいる学生の

方々が活躍する場が多く増えていくだろうなと

いう明るいものを見ているんですね。

そういったいろんなことの中の一つとして、

このセキュリティの分野においては、先駆けて

県立大学内において、人材としては非常に魅力
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のあるものがあるという評価をいただいて、さ

らに40名から80名に、さらには研究センターと
いう展開をしていると。産業労働部とのやりと

りも当然あるということであったんですけれど

も、もう少し、私は目に見える面積や箱やスケ

ジュールというよりも、入り口として、まずは

産業労働部の方に本県の情報通信産業における、

新産業における進み方、その中の人材育成につ

いては、こうこうこういうのがあって、県立大

学の中にもこういうのがあってと。さらには、

ラボをつくって、そこに、その後、企業が誘致

できるような、そういった企業、有名企業とい

う言い方をされていますけれども、それが県立

大学のラボの中に入っていただいてとか、そし

て、そことの連携によって県内での就職率も上

がってと、全てがつながっていくような流れを

入り口としては、少し理念とか目的といった形

で示すべきなのかなと。もちろん、もう既にこ

れを打ち出している時点で、オープンになって

いる時点で、他地域や他企業との闘いが始まっ

ているので、戦略性からすると、全ての説明を

求めることはしませんが、部長、これは産業労

働部が描くものなのかもしれませんが、そこは

連携しているので、県立大学における今回の共

同研究センターの整備についての初めの部分、

理念とか目的について説明をいただきたいと思

います。

【平田総務部長】まず、大前提の話を申し上げ

ますと、先ほど担当課長も申し上げましたけれ

ども、この共同研究センターの整備について、

今、具体的な整備の検討を進めておりますけれ

ども、一番最初の段階から産業労働部とはやり

とりをして中身の検討もしています。

それから、この整備について、地方創生交付

金の活用を検討しているということで申し上げ

ましたけれども、地方創生交付金を申請するに

当たってのプロジェクトとしては、産業労働部

が中心となって進めているＩｏＴ・次世代産業

の育成と、この情報セキュリティセンターのハ

ードの整備というものはセットで一つのプロジ

ェクトとして形成をしています。つまり単体と

してこれがあるわけではなくて、全体としての

ＩｏＴやＡＩを含めた次世代情報産業の育成と

いうことの中で、このセンターも位置づけると

いうプロジェクトで考えています。

それは大学からすれば県内就職を増やしてい

きたい。そのためには優秀な大学生が県外では

なくて県内に就職する場をつくりたいという認

識があります。一方で、産業界からすれば、そ

のために我々は企業誘致をしなければいけない。

立地する企業は、今年に入ってからの実績を見

ていただいてもわかると思うんですけれども、

極めてビッグネームの会社が、ある意味、人材

を求めてこちらに立地をしてくる。その過程に

おいては、県立大学、あるいは長崎大学の情報

の人材であったり、教育のやり方であったりと

いうことを、その企業には紹介をさせていただ

いた上で誘致をしてきているというような流れ

もあります。

ということは、こういうセンターをつくるこ

とによって、企業にまず興味ではないんですけ

れども、長崎に研究のためでも何でもいいので

長崎に来ていただく。そして、行く先々は拠点

を構えていただくということも考えられると。

さらには、地場企業も検討していかなければ

いけない。底上げと言ったら失礼ですけれども、

競争力の強化、技術向上という面にも貢献して

いかなきゃいけないというようなことをさまざ

ま考えた時に、こういう拠点があれば、今言っ

たようなさまざまなニーズに対して応えられる
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のではないかということで、もともとは、もち

ろん大学の方で発想としてはあったわけですけ

れども、そういうようなさまざまな現在の情勢

を踏まえた時に、これを進めようということに

なったわけであります。

そういう意味で、人材の育成と産学連携によ

る産業の集積、それから新たなビジネスの創出

ということが、全てこれの、単体ではないです

けれども、産業労働部と連携したところでの目

指す姿になってくると思っています。それが結

果として大学生の県内就職に結びつくというふ

うに考えております。

【山本(啓)委員】 非常にまとまったご答弁をい
ただいて、すとんと落ちたような気がいたしま

した。

今、まさしく部長が答弁された内容、または

これまでの経緯も含めてですけれども、これか

ら取り組む流れとか行動そのものがＰＲされる

ことで長崎県の魅力として発信されれば、また、

さらに多くの入学希望者や、さらには企業、さ

らには県内の地場の企業の方々にも新しい目線

というか、見るべき場所として県立大学が捉え

られると。これは集積地という表現をされまし

たけれども、人や情報や、また、経済のハブと

して長崎県の県立大学がそこに位置すると、非

常にすばらしい理想であろうかと思いますので、

それを各方面でぜひ発信をしていただきたいと

思います。

ただ、そのことをするには、我々議会は何を

見ているかとなると、我々はやはり県立大学と

県の学事振興課を通じた関係性とか、ガバナン

スとか、どっちがどう企画をして、どっちがど

う運営していってと。県の予算が入っているわ

けですから、まさしく県立大学なんですけど、

そこがどうしても具体的なことになると数字に

ついても出てこなかったり、方向性についても

出てこない。我々は、ひょっとしたら大学と審

議をしなきゃいけないのかなと思うぐらいのと

ころまで非常に重要な場面にきていると思うん

ですね。もちろん、大学側は大学の取組をして

いただく。そこで我々は学事振興課を通じて、

総務部とやりとりしていくと。今後、そうやっ

て明るい未来が見えている大学に対して、私た

ちの立場もあるんですけれども、総務部長とし

て、今後、大学に対する経営とか、方向性とか、

運用とか、そういった部分についてのトライに

何かしら変化とか影響があればご説明いただき

たいと思います。

【平田総務部長】大学は、あくまでも独立した

法人ですから、その姿勢というのは尊重しなけ

ればいけないということは当然でございますけ

れども、県は、もともとの設置者であるという

ことであって、そもそも制度的なところでいき

ますと、大学が目指すべき目標というものは、

前回の委員会でもご審議いただきましたけれど

も、県議会の議決を踏まえて目標を設定して大

学に対して提示をしていると。その中には、こ

ういう意味での教育環境の整備であったり等は

一般的な言葉ですけれども、しかし、県内就職

の向上であったり、県内からの学生の入学者の

増加ということは、目標の中に明確に書いてい

るわけであります。大学は、自分たちはこうい

うふうなことでやっていきますということで計

画をつくって取り組む、それを我々は確認をし

ながら、その達成状況も確認しながらしていく

という仕組み、法的な仕組みとしては、そうい

う仕組みになっていますから、ガバナンスとし

ては、きちんと効く体制にはなっていると思っ

ています。それはもちろん、評価する時には県

だけではなくて、外部の委員にも見てもらうと
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いうことになっていますから、県として明確に

立てた目標に対しては、大学も取り組んでいく

ということになっています。これは事実として

そうなっています。

問題は、中身として実際の思いとしてどうか

という部分に対していけば、我々と日頃から大

学との間の意見交換、意思疎通というのは非常

に大事になってくるだろうと思っています。私

自身も大学の事務局とは、もう何度となく、さ

まざま意見交換をさせていただいておりますし、

私の意向を踏まえて担当課長もそれぞれの大学

とは意思疎通を図りながら進めています。

ですから、制度は制度としてありながら、そ

こはやはりお互い共通の目標として認識を共通

化することによって、本来、自立的に大学が私

たちと同じ目標で、自分たちの判断で取り組ん

でいく。そうなっていくことが一番いいわけで

すから、県がああせろこうせろいう話ではなく

て、今、県内就職に関していけば、そういう方

向になってきていると思います。10月の段階で
の内定率がどうかということを確認しているわ

けですけれども、その時点で、既に大学の方で

は、じゃ、今からどうするかという案は検討し

て、もう提示されているところもありますから、

そういうところでは一種の共通認識というのは

進んできているというふうに理解をしています。

【山本(啓)委員】 抑制とかネガティブなイメー
ジのことをもってガバナンスという言葉を用い

たわけではなくて、先ほど、山口委員とのやり

とりでもあったように、どこに、どう打てば、

必要なものはどこにあるかという、このジャン

ル、この分野においては、現場で視察させてい

ただいてわかるように、日々、新たなテクノロ

ジーに対して突っ込んでいかないと、なかなか

それを学ぶ環境が整わないということを我々は

知ったわけです。

ですから、産業労働部との連携の中で、打つ

べき予算、打つべきものは、やっぱりどんどん

打っていけば効果が出るということが少し見え

ているものですから、そういったところを県側

から、もちろん、議会側もそういった理解が必

要なんでしょうけれども、やっていただきたい。

まとめますが、その上で申し上げるならば、

少しスタートが緩いのかなと、もう少し見える

旗を揚げないと、そっと始まっているような気

がするんですよ。多分、皆さんもそう思ってい

るような節もあると思うんです。戦略性がある

のかもしれませんし、ほかとの連携もあるのか

もしれませんが、もう少しわかりやすい旗を日

本全体、世界というのはまだ早いんでしょうけ

ど、示して、県立大学はこうなるんだ、そして、

本県の産業労働部とか本庁では、こういうふう

な中に人材育成の一つとして、企業の誘致の一

つとして、県立大学があるんだというような部

分が、もう少し鮮やかに示されたらいいのかな

と思うんですけれども、そのことについての考

えをご答弁いただいて、終わりたいと思います。

【平田総務部長】 何にせよ、県が、あるいは大

学がこれからこういうことをやっていきますと

いうことを明確に示すということは非常に大切

だと思っています。それは、今、委員がおっし

ゃられた旗印だろうと思っています。

産業労働部では、ＩｏＴであったり、ＡＩで

あったり、航空エンジンであったりということ

を目指すということを明確にして、さまざまな

誘致であったり、地場企業とリンクさせていく。

大学もその中にあるわけですから、はっきりと

その中でどういう役割を果たすということの旗

を立てるということは重要だろうと思っていま

す。
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現段階では、さまざまな関係者と、まだ調整

が必要なところもありますので具体的には言え

ないわけですけれども、先ほどちょっと申し上

げましたように、このセキュリティ産学共同研

究センターをつくるに当たって、今後、中身を

詰めていくに当たって大学にお願いしているの

は、さっきもちょっと言いましたけれども、こ

こじゃないとできないこと、ここだからこそで

きることというのを一個はっきりしてくれとい

うお願いをしています。

そういうことも含めて明確にすることによっ

て旗印を立てて、目指すべき姿を明確にしてい

くということが重要だろうというふうに認識を

しています。

【山本(啓)委員】明確にできないと言いながら
も、そこまではっきりおっしゃったのであれば、

いつできますか。いつ明確に旗が揚がるんです

か。そこだけ、最後と言いましたけど、申し訳

ないです、もう一回お願いします。

【平田総務部長】それは予算をきちんと成立さ

せていただいた後に時期を見て考えさせていた

だきたいと思っています。どういう形で、どう

いうふうにするかというのは、それこそ、これ

は県だけの話ではないので、大学の方ともよく

話し合う必要があるというふうに思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

議案外の所管事務一般に対する質問を終了した

いと思います。

総務部関係の審査結果について整理したいと

思います。 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３９分 休憩 ―

― 午前１１時３９分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時４０分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年１２月１１日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４５分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） ごうまなみ 君

副委員長（副会長） 中村 一三 君

委   員 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 山本 由夫 君

〃 山口 経正 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 堤  典子 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

教 育 長 池松 誠二 君

政 策 監 島村 秀世 君

教 育 次 長 本田 道明 君

総 務 課 長 中尾美恵子 君

県立学校改革推進室長 小野下和宏 君

福利 厚生室 長 竹中  望 君

教育環境整備課長 日高 真吾 君

教 職 員 課 長 上原 大善 君

義務 教育課 長
（ 参 事 監 ）

木村 国広 君

義務教育課人事管理監 高鍋 洋 君

高校 教育課 長 鶴田 栄次 君

高校教育課人事管理監 本村 公秀 君

高 校 教 育 課
児童生徒支援室長

立木 貴文 君

特別支援教育課長 分藤 賢之 君

生涯 学習課 長 山口 千樹 君

新県立図書館整備室長 吉田 和弘 君

学芸 文化課 長 草野 悦郎 君

体育 保健課 長 松﨑 耕士 君

体育保健課体育指導監 小柳 勝彦 君

教育センター所長 林田 和喜 君

学事 振興課 長 門池 好晃 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【ごう委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより、教育委員会関係の審査を行います。

【ごう分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

教育長より、予算議案の説明をお願いいたし

ます。

【池松教育長】 おはようございます。

教育委員会関係の議案について、ご説明いた

します。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第123号議案
「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第5
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号）」のうち関係部分であります。

第119号議案「令和元年度長崎県一般会計補
正予算（第4号）」のうち関係部分についてご
説明いたします。

教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。

この結果、令和元年度の教育委員会所管の予

算総額は1,363億5,053万2,000円となります。
次に、補正予算の内容についてご説明いたし

ます。

職員給与費既定予算の過不足調整に要する経

費として2億6,024万4,000円の減を計上いたし
ております。

また、債務負担行為については、記載のとお

り、教育行政県有施設等管理業務68万2,000円
の増、県立学校管理運営費3,630万円の増を計上
いたしております。

繰越明許費については、佐世保中央高校校舎

棟外部改修及びエレベーター改修工事において、

災害復旧等によりエレベーター取付作業員が確

保できず、年度内の完成が困難になったことか

ら1億542万円を設定しようとするものであり
ます。

次に、第123号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につ
いてご説明いたします。

教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。

この結果、令和元年度の教育委員会所管の予

算総額は1,367億1,033万円となります。
補正予算の内容についてご説明いたします。

職員の給与改定に要する経費として3億
5,979万8,000円の増を計上しております。
以上をもちまして教育委員会関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【ごう分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山本(由)委員】 債務負担行為のスクールバス
の関係で確認をさせていただきたいんですけれ

ども、これは医療的ケアが必要な児童生徒のス

クールバスの安全確保ということが制度改正で

はないかと思うんですけれども、この増額の内

訳と内容を、まず、お伺いします。

【日高教育環境整備課長】現在、県立特別支援

学校のスクールバスの運行に係る経費につきま

しては、県費による負担のほか、スクールバス

を利用する児童生徒等の保護者の方にもその一

部をご負担いただいております。

詳細は、横長資料の8ページをご覧いただけ
ますでしょうか。

横長資料の右側の表の中に、限度額、補正前

が1億3,872万6,000円、それから補正額が3,630
万円とございます。これは補正前の金額、これ

が県が単独で支払っていた金額でございまして、

補正額の3,630万円、これを保護者から児童生徒
の障害者定期券の額をお支払いしていただいて

おりました。この保護者が負担する額につきま

しては、就学奨励費の補助金という形で、全額

県から補助をしているという状況でございまし

た。したがいまして、保護者の負担はゼロだっ

たんですけれども、今回の国の改正によりまし

て、国の交付税が増額されたものですから、全

額スクールバスに係る経費につきましては、こ

の1億7,500万円を県が負担するようにという
形になりまして、保護者が支払っておりました

保護者負担分のバス代につきましては、なくな

るという形になります。ですから、保護者に補
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助しておりました就学奨励費等の事務手続もな

くなると。全額県の方で負担するという形にな

っております。

【山本(由)委員】 わかりました。今度の制度改
正というのが医療的なケアの関係で何か増えた

のかなと思ったのですが、そういうことではな

いということですね。わかりました。

今、県内でスクールバスを公費を使って就学

させている学校数と台数というのはわかります

か。

【日高教育環境整備課長】 学校数は8校、スク
ールバスは17コースでございます。
【ごう分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第119号議案のうち関係部分及び第123号議
案のうち関係部分については、原案のとおりそ

れぞれ可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案については、原案のとおり可

決すべきものと決定されました。

【ごう委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

教育長より、総括説明をお願いいたします。

【池松教育長】教育委員会関係の議案について

ご説明いたします。

「文教厚生委員会関係議案説明資料」教育委

員会の1ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第126号議案「職員の給与に関する条例等の一
部を改正する条例」のうち関係部分であります。

この条例は、10月9日に行われた県人事委員
会の職員の給与等に関する報告及び勧告や、国

家公務員の取扱いの状況等を踏まえ、職員の給

与改定等を実施するため、関係条例を改正しよ

うとするものであります。

改正の内容は、平成31年度の給与改定におい
て、若年層の給料月額の引き上げ、勤勉手当の

0.05月分の引き上げとなっております。
また、令和2年度以降における住居手当につ

いて、手当の支給対象となる家賃額の下限額で

ある基礎控除額を4,000円引き上げるとともに、
最高支給限度額を1,000円引き上げることとな
っております。

なお、具体的内容については、後ほど担当課

長から補足説明いたします。

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

（第三期長崎県立高等学校改革基本方針素案

について）

21世紀を切り拓き本県の将来を築く人づく
りを担う高等学校づくりを推進するため、これ

まで、平成21年3月に策定した「第二期長崎県
立高等学校改革基本方針」に基づき、第5次か
ら第8次にわたる実施計画を策定し、併設型中
高一貫教育校の設置拡大や新たな連携型中高一

貫教育の導入、時代の要請に対応した学科の設

置・改編などの様々な施策に取り組んでまいり

ました。

この第二期基本方針の計画期間が令和2年度
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末に終期を迎えることから、県教育委員会では、

第三期長崎県高校改革推進会議から本年8月に
提出された報告書の内容等を踏まえ、令和3年
度から10年間を計画期間とする「第三期長崎県
立高等学校改革基本方針」の策定に取り組み、

このたび、素案としてとりまとめ、現在、県民

の皆様からのご意見をいただくため、パブリッ

クコメントを実施しているところです。

今回とりまとめた素案では、「変化の激しい

社会において自立的に生き、社会の形成に参画

する力」や「ふるさと長崎への愛着と誇りを持

ち、本県の未来を担う力」の育成を担う高等学

校の魅力化を推進するため、今後の教育改革や

適正配置等に関する基本的な考え方を示してお

ります。

今後、県議会をはじめ県民の皆様からのご意

見を踏まえた上で、さらに検討を重ね、今年度

末の策定を目指してまいります。

なお、具体的内容について、後ほど担当室長

から補足説明いたします。

（令和2年3月高等学校卒業予定者の就職内定
状況について）

本県が独自に調査した公立高等学校の新規高

等学校卒業者の就職内定率は、10月末現在で
78.3％と、前年同期の79.0％と同程度となって
おります。また、就職内定者における県内就職

割合は61.4％と前年同期を3.4ポイント大きく
上回っております。一方、就職未内定者は577
人おり、県内定着の観点からも、県内就職支援

を継続していくことが非常に重要と考えており

ます。

県教育委員会では、これまで、関係機関と連

携し、県内企業に対して採用枠拡大や処遇改善、

早期求人を要請するとともに、進路指導担当職

員やキャリアサポートスタッフを中心に学校と

一体となって県内就職支援に取り組んでまいり

ました。また、就職希望者の多い高等学校で、

地元企業の職場見学会や企業説明会を開催し、

県内企業の認知度を高める取組の実施や、本県

の暮らしやすさ等を紹介する講演会の開催など、

あらゆる機会を通して生徒や保護者に県内就職

の魅力を周知しております。

引き続き、関係機関との連携強化を図り、就

職を希望する高校生全てが就職できるよう支援

してまいります。

4ページをご覧ください。
（第二期長崎県特別支援教育推進基本計画の

策定について）

本県の障害のある子どもの教育の推進につい

ては、平成23年10月に策定した「長崎県特別支
援教育推進基本計画」に基づき、これまで第1
次から第4次にわたる実施計画を策定し、各種
施策に取り組み、特別支援教育の充実に努めて

まいりました。

そうしたなか、現行の基本計画策定から8年
が経過しており、障害のある子どもたちを取り

巻く環境も大きく変化していることから、これ

までの蓄積を踏まえつつ、新しい時代にふさわ

しい本県の特別支援教育の在り方を求めていく

必要があると考えております。

そのため、現行の基本計画を見直し、令和4
年度以降の基本方針や施策の方向性を示す第二

期の基本計画の策定に向け、幅広く県民や各界

からの意見を求めるため、学識経験者等を委員

とする、「障害のある子どもの教育の在り方に

関する検討委員会」を設置し、本年12月中に第
1回会議を開催することとしております。
本検討委員会においては、「特別支援学校の

環境整備と教育の充実」、「幼稚園等、小・中

学校、高等学校における特別支援教育の充実」、
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「特別支援教育に携わる教職員の専門性の向

上」、「関連する諸課題への対応」等を協議し

て、令和2年9月までに報告書を提出していただ
くこととしております。

県教育委員会では、提出された報告書を踏ま

えた上で、基本的な考え方をまとめた「第二期

長崎県特別支援教育推進基本計画」を策定する

予定としております。

（長崎県立世知原少年自然の家の廃止につい

て）

長崎県立世知原少年自然の家については、旧

世知原町の自然豊かな県有地に200名宿泊可能
な青少年教育施設として整備し、昭和50年に供
用を開始いたしました。平成18年度から指定管
理者制度を導入し、現在は特定非営利活動法人

長崎県青少年体験活動推進協会が管理運営をし

ております。

現在、県立の青少年教育施設は5施設ありま
すが、このうち世知原を含む4施設については、
設置から40年以上が経過しており、これから大
規模改修を行う時期を迎えます。

このような現状や本県の厳しい財政状況を踏

まえ、限られた予算や人員を集中するために、

佐世保市内にある佐世保青少年の天地に世知原

少年自然の家の機能を集約することとし、令和

2年度末の世知原少年自然の家の廃止に向け、
準備を進めてまいります。

なお、廃止後の施設等の活用については、地

元の方々などのご意見を伺いながら検討してま

りまいす。

8ページをご覧ください。
（教職員の不祥事について）

平成30年8月に、自宅において、ＳＮＳを通
じて知り合った県外在住の女性に対し、相手が

18歳未満であることを認識していながら、自身

の裸の写真を撮らせ、その画像を送らせた小学

校教諭を10月11日付けで懲戒免職処分といた
しました。

また、本年7月、公共の乗り物内において、
眠っていた女性の胸部を触るわいせつ行為を行

った高等学校の男性教諭を同じく10月11日付
けで懲戒免職処分といたしました。

さらに、本年10月に、自宅で飲酒した後、大
村市内において酒気帯びの状態で自家用車を運

転し、現行犯逮捕された小学校教諭を11月15日
付けで懲戒免職処分といたしました。

本委員会においても重ねて厳しいご指摘を受

け、県内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根

絶と信頼回復に向けて取り組んでいるにもかか

わらず、こうした不祥事が発生したことにより、

学校教育に対する信頼と期待を裏切り、県民に

深い失望と不信感を与えてしまいました。

県議会はじめ県民の皆様に対し、深くお詫び

申し上げます。

県内全教職員に対して、引き続き、強い危機

感を持って教育職にあることの自覚を厳しく促

すとともに、すべての教職員が力を合わせ、不

祥事根絶と信頼回復に向けた取組に全力を尽く

してまいります。

「文教厚生委員会関係議案説明資料（追加1）」
の1ページをご覧ください。
（令和2年度の重点施策）
令和2年度の予算編成に向けて、「長崎県重

点戦略（素案）」を策定いたしました。これは

長崎県総合計画チャレンジ2020並びに長崎県
まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる目標

の実現に向けて、令和2年度に重点的に取り組
もうとする施策について、新規事業を中心にお

示ししたものであります。このうち、教育委員

会の予算編成における基本方針及び主要事業に
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ついては記載のとおりであります。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

でさらに検討を加えてまいりたいと考えており

ます。

そのほか、公立学校児童生徒の問題行動等調

査について、子どもたちの文化活動の推進につ

いて、県庁舎跡地の埋蔵文化財発掘調査につい

て、スポーツの振興について、長崎県総合計画

チャレンジ2020の数値目標の進捗状況につい
て、事務事業評価の実施について、地方創生の

推進についての内容については、「文教厚生委

員会関係議案説明資料」に記載させていただい

ております。

以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう委員長】 次に、教職員課長より、補足説

明をお願いいたします。

【上原教職員課長】配布しております文教厚生

委員会説明資料、横長の資料を説明させていた

だきたいと思いますので、準備をよろしくお願

いいたします。

資料の1ページをお開きください。
第126号議案「職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例」のうち関係部分について

ご説明いたします。

この条例は、本年10月9日に行われました県
人事委員会報告及び勧告や国の取扱い等を踏ま

え、本年度及び次年度以降の給与改定を行うた

め、関係条例を改正しようとするものでありま

す。

具体的な内容ですが、2、改正内容の括弧の
部分になりますけれども、（1）職員の給与に

関する条例等の一部改正については、ア、給料

表の改定とイ、諸手当の改定がありますけれど

も、いずれも県の人事委員会勧告に基づき、国

に準じて改定しようとするものであります。

アの給料表の改定につきましては、各給料表

の水準を国家公務員の俸給表に準じて改定する

もので、行政職給料表は30代半ばまでの職員が
在職する号給について改定し、平均0.12％引き
上げを行い、その他の給料表についても行政職

給料表との均衡を考慮し、引き上げようとする

ものであります。

次に、イ、諸手当の改定についてご説明いた

します。

①住居手当の改定につきましては、手当の支

給対象となる家賃の下限である基礎控除額、こ

れを1万2,000円から1万6,000円に引き上げる
とともに、手当額の上限を2万7,000円から2万
8,000円に引き上げるものであります。また、経
過措置として、基礎控除額の引き上げに伴い、

手当額が最大4,000円減額になるということを
考慮し、手当の月額が1,000円を超えて減額とな
る職員については、令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの間、減額を1,000円とするという
ものであります。

2ページをお開きください。
②期末勤勉手当の改定につきましては、年間

の支給月数を引き上げるもので、現行の年間

4.45月を勤勉手当について0.05月引き上げ、4.5
月とするものであります。

次に、（2）長崎県教育委員会教育長の給与、
旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

の一部改正については、教育長の期末手当の支

給月数について、国の指定職俸給表適用者の改

定に準じまして、0.05月引き上げようとするも
のであります。
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3ページをご覧ください。
実施時期につきましては、給料表の改定につ

いては平成31年4月1日から、令和元年12月期の
期末勤勉手当の支給月数については、令和元年

12月1日から、住居手当の改定及び令和2年度以
降の期末勤勉手当の支給月数につきましては令

和2年4月1日から適用したいと考えております。
以上、議案についての補足説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようよろしくお願い

いたします。

【ごう委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】では、質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。

第126号議案のうち関係部分は、原案のとお
り可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第126号議案のうち関係部分につい
ては、原案のとおり可決すべきものと決定され

ました。

次に、県立学校改革推進室長より、補足説明

をお願いいたします。

【小野下県立学校改革推進室長】教育長から説

明がございました「第三期長崎県立高等学校改

革基本方針（素案）」について、補足して説明

をさせていただきます。

配付しておりました冊子「第三期長崎県立高

等学校改革基本方針（素案）」のご準備をお願

いいたします。

冊子の説明に入ります前に、まず高校改革基

本方針の位置づけについて説明いたします。

基本方針は、県立高校の教育改革や適正配置

等についての基本的な考え方や改革の方向性を

示したもので、実際の改革の対象校や時期、具

体的な内容については、基本方針を踏まえまし

た実施計画を策定し、改革を実施することとな

ります。

それでは、今回取りまとめました素案につい

て説明いたします。

第三期基本方針の計画期間は、令和3年度か
ら令和12年度までの10年間となります。
冊子1ページをご覧ください。3段落目でござ
います。

第三期基本方針の大きな考え方について示し

ております。

4ページをお開きください。
育成を目指す人材を掲げた上で、今後の高校

教育改革の方向性について示しております。

5ページをお開きください。
学科コースの改革について、（1）に4つの基
本的な考え方を示しております。具体的には、

普通科及び国際科などの普通科系の学科におい

ては、6ページの上になりますが、グローバル
化・情報化の進展等の社会環境の変化や国にお

ける高校教育改革の在り方などを踏まえて、学

科の在り方を検討いたします。

また、職業系の学科におきましては、7ペー
ジ以降となりますが、県内企業や大学等との連

携を深め、後継者育成、県内就職等につながる

教育を推進することとしております。
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13ページをお開きください。
離島留学制度、中高一貫教育などの教育制度

等についての基本的な考え方を（1）に示して
おります。これらの教育制度については、継続

的に検証を行い、必要な改善を図り、教育効果

を高めることとしております。

具体的には、14ページの連携型中高一貫教育
については、導入地区の課題等を踏まえ、中高

一貫教育の在り方について、地元市町、学校関

係者等との協議を進めたいと考えております。

また、15ページにあります長崎東、諫早、佐
世保北高に導入している併設型中高一貫教育校

の設置拡充及び中等教育学校の新たな設置につ

いては、小学校卒業者数が減少傾向にあり、地

元公立中学校への影響も懸念されることなどか

ら、当分の間、原則として行わないことで考え

ております。

また、離島留学制度については、留学生の受

け入れ態勢の充実に向けた検討を行います。

さらに、県立夜間中学の設置についての検討

を行いますが、通学区域については、原則とし

て現行制度を維持することで考えております。

17ページをお開きください。
再編整備についてであります。本県の高校教

育の大きな課題は、学校の小規模化、少人数化

が進行し、高校教育の質的低下が懸念されるこ

とであります。第三期の期間においても、中学

校卒業者数は減少傾向であり、小規模化・少人

数化がさらに進む見込みであることから、この

課題についての対策を検討する必要があります。

このことを踏まえ、適正な学校規模に近づける

ための実施計画を策定し、取り組んでまいりた

いと考えております。

小規模校について、第三期方針では、基本的

な考え方として学校機能と教育水準の維持を図

るとともに、再編整備についても併せて検討す

ることとし、協議会を設置して、期間を定め、

学校、市町、地元関係者等と協議する方向で考

えております。

18ページ、②適正な学校規模の基準をご覧く
ださい。適正な学校規模は、1学年3から8学級
を標準とし、必要性が認められる場合には、1
学級下回る、または1学級上回る規模の高校の
配置についても弾力的に運用することで考えて

おります。

1学年1学級については、キャンパス校と一島
一高校のみを認めるとし、高校教育を円滑に進

める観点から、ア、イにありますとおり、キャ

ンパス校は20人以上、一島一高校は10人以上を
望ましい人数としております。

なお、キャンパス校は19ページの③キャンパ
ス校の導入要件に示しておりますとおり、しま

地区のみに導入することとしております。

18ページにお戻りください。
（3）②適正配置基準等では、先ほどの②ア、
イで示した生徒数等を踏まえ、入学者数の状況

や将来的な見通し等から、県教委が指定した高

校について、学校、市町、県、地元関係者等で

組織する協議会を設置し、指定した高校の活性

化策等について、期間を定めて協議し、策定し

た活性化策などに取り組むこととしております。

アは、1学年2学級、19ページのイはキャンパ
ス校、ウは一島一高校に関する基準等を示して

おります。ア、イは、数値は異なりますが、同

様の考え方に基づいております。地元の関係者

が入った協議会で、期間を定めて活性策を検討

し、県、地元市町が一体となって、その活性化

策に取り組みます。

活性化策を実施したにもかからわず、少人数

化の進行に歯止めがかからない場合は、統廃合
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についても検討が必要になることもあり得ると

考えております。

ウになりますが、一島一高校では、その地域

性などを踏まえ、協議期間、具体的な基準等に

ついて明示してはおりません。

最後に、方針策定にかかる今後の予定につい

ては、今定例県議会における委員の皆様のご意

見やパブリックコメント等の意見を踏まえ、必

要な修正を加え、修正した基本方針案を計画案

件として2月議会に提出させていただきたいと
考えているところでございます。

以上で補足説明を終わります。

【ごう委員長】 ありがとうございました。

次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。

【中尾総務課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した教育庁関係の資料についてご説明いたしま

す。

対象期間は令和元年9月から10月まででござ
います。

まず、提出資料1ページから2ページは、県が
箇所付けを行って実施します市町に対し内示を

行った補助金についての実績でございまして、

直接補助金として、地域こども教室推進事業費

補助金など計21件となっております。
次に、3ページは、1,000万円以上の契約案件

の実績で、計5件であり、競争入札の結果につ
きましては4ページから8ページに記載のとお
りであります。

次に、9ページから13ページでございます。
これは知事及び部局長に対する陳情・要望のう

ち、県議会議長あてにも同様の要望が行われた

もので、内容は、長崎県庁舎跡地に所在する遺

跡の発掘調査に関する陳情書など2件となって
おります。

最後に、14ページから17ページでございます。
これは附属機関等会議結果の報告であり、第4
回長崎県社会教育委員の会議など2件の会議結
果を掲載しております。

説明は以上でございます。

【ごう委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。

お手元にお配りいたしております陳情書一覧

表のとおり、陳情書の送付を受けておりますの

で、ご覧願います。

審査対象の陳情番号は、66番、69番、77番、
81番、82番です。
陳情書について、何か質問はありませんか。

【山口(経)委員】 おはようございます。
陳情書の77番、長与町から出されております
教育施設の充実に必要な財源の確保についてお

尋ねをいたします。

インクルーシブ教育ということが叫ばれて、

その推進を図っているということでありますけ

れども、その中でバリアフリー化がなかなか財

源不足で進まないということでこういう要望が

出ておりますけれども、現状をお知らせいただ

きたいと思います。

【日高教育環境整備課長】県立学校のバリアフ

リーの状況ですが、高等学校では、56校中スロ
ープが50校、設置率が89.3％、多目的トイレが
47校、83.9％、階段への手すり等が51校、91.1％
でございます。

また、特別支援学校につきましては、分校を

入れて16校中スロープが15校、93.8％、多目的
トイレが16校、94.1％、階段への手すり等が16
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校で100％でございます。
【ごう委員長】 引き続き答弁できますか。

暫時休憩いたします。

― 午前１０時３４分 休憩 ―

― 午前１０時３５分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【日高教育環境整備課長】市町では、昇降機の

データしかないんですけれども、まず、長与町

につきましては長与小学校1校だけでございま
す。あと読み上げますと、長崎市につきまして

は14校、15基、佐世保市につきましては4校4
基、島原市につきましては4校4基、諫早市につ
きましては5校5基、大村市は2校2基、松浦市4
校4基、五島市4校5基、南島原市2校2基、長与
町が1校1基、それから新上五島町が4校4基の設
置状況でございます。

【山口(経)委員】 そのデータをいただければと
思います。そういうことで各市町、なかなか設

置が進んでいないということで、対象の児童生

徒はそこに行ってくださいという状況で、通学

距離にしてみますと、大変遠くから通学をしな

ければならないという現状もありますので、や

っぱりバリフリー化というのが進むように補助

対象とか、補助単価を多くしてくださいという

陳情要望でございます。

そして、その補助単価につきまして、現状と

開きがあるということで、それをどうにかして

ほしいということなんですけれども、補助単価

については国の基準ということになっておりま

すか、いかがですか。

【日高教育環境整備課長】建物の改築にかかり

ます補助単価につきましては、現在、令和元年

度で18万3,700円でございます。これは国の単
価でございます。

【山口(経)委員】 18万円というのはちょっと大
きいようですけれども、現状と補助単価にはち

ょっと開きがあるということで、そこら辺も改

善をしてほしいという要望でございます。

県内でも、いろいろバリアフリー化が進まな

い現状があるということで、それを捉えての要

望でありますので、国の方にもしっかりと要望

していただきたいと思います。よろしくお願い

します。

【ごう委員長】 では、今、山口(経)委員からあ
りましたように、先ほどご答弁いただいたデー

タを、後ほど皆様にお配りいただいてもよろし

いですか。お願いいたします。

暫時休憩いたします。

― 午前１０時３８分 休憩 ―

― 午前１０時３９分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。

【日高教育環境整備課長】国の校舎等の新築・

改築にかかります補助単価につきましては、平

米当たり18万3,000円となっております。実際
建物の新築の場合につきましては、平米当たり

29万円から30万円かかっておりますので、まだ
補助単価が低いというのは我々も認識しており

ます。ただ、平成30年度から令和元年度につき
ましては、8,7000円増額があっておりますので、
これについては今後も要望を続けてまいりたい

と思っております。

【ごう委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【前田委員】 陳情番号の82番、県立学校の体
育館におけるＧＨＰ（ガスヒートポンプ）エア

コンの導入についての陳情について質疑をさせ

ていただきます。

まず、現況の確認として、県立高校の体育館

の数と、その中でいわゆるエアコン、空調を設
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置してある数が幾つあるのか。また、全国平均

として体育館への空調の設置率が何％であるの

かが一つ。

もう一つは、県立高校の体育館で市町が指定

する避難所になっている体育館が特別支援学校

を含めて幾つあるのかを、まず確認させてくだ

さい。

【日高教育環境整備課長】県立の高等学校の体

育館ですけれども、これは56校にございまして、
そのうち体育館が避難所に指定されているのは

53校でございます。また、特別支援学校につき
ましては、分校を含めまして16校ございますけ
れども、そのうち9校が避難所に指定されてお
ります。

体育館に空調がついているところにつきまし

ては、高等学校については2校、これは諫早農
業高校のウェイトリフティング場です。これは

国体の会場になったため、国体の時に整備をし

ております。もう一校は、長崎南高校に移動式

のスポットクーラーがついているのがございま

す。

特別支援学校の体育館には、空調は設置して

おりません。

【前田委員】 全国の平均が1.2％ですから、今
の数字というのはしっかり受け止めますけれど

も、その上で、この陳情内容についての見解を

を述べていただきたいと思います。

【日高教育環境整備課長】避難所として使われ

ております体育館につきましては、各市町が各

自治体の状況に応じて避難所指定を行ってます。

また、避難所に指定されております県立学校に

つきましては、当該学校長と各自治体との間で

避難所施設利用に関する協定書を締結しており

ます。この協定書の中で、避難所に設置する工

作物や備品等につきましては各自治体が設置す

るものとなっております。

また、指定避難所の防災機能につきましては、

市町の地域防災計画の中で検討されるものだと

認識しております。

ただ、学校施設としての教育環境の一環とし

ての体育館への空調につきましては、現在、普

通教室における空調設置につきましても優先的

な学校教育のＩＣＴ化ですとか、老朽化した建

物の改築・改修などに取り組んでおりますので、

普通教室への設置も困難な状況の中で、さらに

体育館への空調設置につきましては大変困難な

状況だということで認識しております。

【前田委員】困難な状況であるという認識とい

うことは、つけることについて、もちろん望ま

しいとか、検討するという話ではないと思うん

ですけれども、本年2月の環境省、文部科学省、
農林水産省、国土交通省、気象庁が合同で公表

した「気候変動の観測予測評価・影響に関する

統合レポート2018」の中では、今後、熱中症が
大幅に全国的に増加するであろうということが

うたわれています。併せて、ご承知のとおり災

害も頻発しているというか、深刻化するような

状況の中で、災害のことは置いておいて、教育

環境、教育施設としての体育館への空調設備の

設置については、教育長にお尋ねしますが、こ

れは国として方針が出ているんじゃないですか。

その点を明らかにしてください。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１０時４４分 休憩 ―

― 午前１０時４４分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。

【前田委員】私の認識では、国としての体育館

への空調の設置について、方向性、方針が示さ

れているという認識をしているんですが、まず、



令和元年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日）

- 37 -

そのことの確認をさせてください。

【日高教育環境整備課長】私の勉強不足ですけ

れども、体育館への空調設置についての国の基

準が示されていることは、認識しておりません

でした。

【前田委員】 国の方針においては、「学校施設

についても、地域住民の避難所として十分に役

割を果たすことができるよう防災機能をより一

層強化することを課題とした上で、社会的要請、

地球温暖化等の自然的要因を踏まえ、これに適

温に対応するため、また、教育環境の質的な向

上を図ることが必要である」とのエアコン設置

に向けた方向性は示されているんです。ただ、

そこに対する財源とか、それを推進するための

仕掛けがまだないと思っていますけれども、た

だ、国としては、そういう推進の方向性を示し

ているんですよ。そのことを踏まえた上で、県

として、県立高校の体育館に限定して結構です

けれども、体育館の設置に対して、避難所とい

う観点も含めて56校中53校が避難所に指定さ
れている、特別支援学校も16分の9というお話
も今聞く中で、教育的見地からもこれは必要だ

という認識を私はしているんですけれども、こ

こに対する認識を持っていただかないとこの話

は先に進まないので、まずもってこのことにつ

いて、教育長としての見解を問いたいと思いま

す。

【池松教育長】必要性ということを言われると、

確かに平均気温が上がってきている状況の中で、

快適に体育の授業を行うと、熱中症の危険を除

去するという意味では体育館に空調があった方

がいいとは思います。

ただ、避難所としての機能のことを考えた時

に、それを全て教育委員会の予算でしなければ

いけないのかと。市町村が地域防災計画で位置

づけているのであれば、その避難所としての機

能の充実ということについては、教育委員会サ

イドだけではなくて、防災とか、避難所運営の

関係から、やはり首長部局においても検討して

いただく必要があるのではないかと考えており

ます。

【前田委員】その点を含めて、事前に福祉保健

部と協議してくださいということをお願いして

おりましたので、その協議の中でどういう方向

性というか、議論になったのかお知らせいただ

きたいと思います。

【日高教育環境整備課長】福祉保健部との協議

につきましては、今現在の状況等について確認

を行っただけでございます。

【前田委員】今いま、すぐ結果を出してくださ

いという話ではないんですけれども、さっき申

し上げたように、教育的見地からも望ましいと

いう国としての方向性が出されているというこ

と、並びに避難所という意味では、教育長が言

われたような市町における地域防災という意味

で言えば、先ほどから財源に限りがある中で望

ましいことは認識するけれども、やっぱり優先

順位、これは普通高等学校の教室の質疑の中で

も本会議場の中で優先順位のことを理由の一つ

として言われた中で、ただ、知事も含めて望ま

しいんですよという話は、もちろんこれは誰も

否定することではないと思っているんですが、

そうする中で、防災の視点からしても財源がな

いという中で、総務省の緊急防災・減災事業債

は来年度いっぱい、これは元利償還金で70％地
方交付税措置ができるというのがあります。

そういうことも含めて、他部署ではあります

が、有利なそういった事業債があるということ、

並びに文科省でいっても、多分学校施設環境改

善交付金、これも充当されると思うんですが、



令和元年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日）

- 38 -

それもあると。ただ、この交付金についてはほ

かにも使途がいろいろあると思いますので、ま

さしくそれも優先順位の問題だと思うんですが、

一方で、やはり避難所の状況を見る中で、今、

災害が起こった時に避難生活が長期化する傾向

にある。なおかつ夏であったり冬であったり、

気候的に厳しい時期にも災害が起こりかねない

ということを考えた時に、両方の視点からして、

両方の立ち位置からしても、体育館の空調設備

の推進というものは望ましいと思うんですね。

そういうことを考えた時に、市町のそれぞれの

地域防災の中での考え方もあるでしょうけれど

も、県立高校というところで限定されるかもし

れないけれども、県の教育委員会が設置に向け

て推進というか、検討を進めていくということ

が各市町の教育委員会も、またそれに追随する

ような形、もしくは同調しながら、県下の体育

館に、拠点となるところだけでも計画的な設置

の方向性になろうかと思うので、ぜひ国の方向

性も示されていること、そして、国で足らざる

部分があるとするならば、積極的に、他都市が

やっているような地方から国に対し、体育館へ

の空調設置の支援に対する要望活動をする等の

働きかけをしてほしいと思っているんですが、

現状のままでいくと、状況はわかるし教育的見

地からも望ましいことはわかるけれども、手を

つけませんという話ではないですか、今の答弁

でいくと。そういうことを考えた時に、この陳

情を区切りとして、一つでも先に進めてほしい

ので、教育長、改めてもろもろのことを考えた

時に、さっき教育環境整備課長の答弁もありま

したが、現況を福祉保健部と確認する中で、ど

うか、まずは県の中での福祉保健部と連携をと

る中で体育館の空調の設置について、検討をこ

れからしたいと、もしくは研究でもいいですよ、

前向きな答弁を求めたいと思いますが、いかが

ですか。

【池松教育長】我々普通教室への公費負担につ

いても議会から一般質問等で要請があっており

ます。体育館は、おっしゃるように我々も先ほ

ど言った温度変化、熱中症の危険があるという

ことで、必要性、なくてもいいとは全然考えて

いないんですけれども、避難所の絡みで言われ

た時に、避難所に指定した市町村の責任という

のは、どこにあるんでしょうかというのはしっ

かり議論をしなければいけないと思っています。

我々が、別に責任逃れをして体育館にクーラー

をつけないというふうに言っているわけではな

くて、役割分担として、避難所の充実というの

は一義的にどこが責任を負うべきなのかという

ことについては、危機管理監ともしっかり議論

をしていきたいと思いますし、高校が中核とな

る避難所なのかどうかというのは、その市町村

によって違うと思うんです。小中学校も避難所

に指定されているわけですから、市町村が避難

所としてどのような対応をしていくかというの

は、市町村ごとにそれぞれ考え方があると思う

んですけれども、市町の教育委員会と県の危機

管理監とはそういうご意見があったということ

を、踏まえて協議を進めていきたいと考えてお

ります。

【前田委員】 わかりました。

一義的には市町村が体育館を指定したという

ことに基づいて、その責任があられるというこ

とはよくわかります。また、もう一方でおっし

ゃった53校の指定されている体育館の市町の
中での避難の位置づけというんですか、今、中

核ということを言われましたが、中核なのか、

そうでないのか、そういうのもあると思います

が、実態、そこは私はよくわからないので、そ
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の一校一校ごとに、そこを逆に確認し合って、

仮に中核ということであれば、やはりそこから

優先的にということも含めて、今、教育長の方

から検討するという回答がいただけましたので

了としたいと思いますが、縦割りの中でなかな

か難しいところはあるかもしれませんけれども、

それぞれの中で事業債や交付金という形で、確

かに財源がなくはないと、あるということを含

めて、その手厚さとか、もしかすると国の採択

が厳しい、体育館は優先順位が低いのかもしれ

ませんけれども、他県、他市において、体育館

の空調の設置に推進的に望まれている自治体も

ありますので、そういうところも含めて研究し

ながら、また改めて、私もいろいろ勉強します

ので、協議を重ねさせていただきたいと思いま

すが、この陳情の趣旨を受けとめて、少し研究

してほしいということを要望し質疑を終わりた

いと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(由)委員】 今の前田委員の質問に関連を
してということで、方針的な部分は今お話をい

ただいたので、細かいところになるんですけれ

ども、ここの中で「普通教室におけるエアコン

の設置はほぼ完了している」というようなこと

が書いてあるんですけれど、今現状、電気とガ

スがそれぞれ何校あるのかというのはわかりま

すか。

【日高教育環境整備課長】 今、高校43校で空
調が設置されております。これはＰＴＡ設置で

ございます。そのうち電気が30校、ガスが12校、
ガスと電気の併用が1校でございます。
【山本(由)委員】 陳情者の方から非常時の適性
についてということ、それから、コスト比較と

いうことで出されているんですけれども、これ

は先方がこういうことだということでアピール

されているんですけれども、この非常時の適性

と、それからコスト比較、イニシャルコストは

高いけれども、ランニングコスト、トータルで

は安くなるんだという試算をされているんです

けれども、この2つに対する県の見解をお願い
します。

【日高教育環境整備課長】今回、陳情書でご提

案がありました、自律式のガス空調につきまし

ては、供給設備の設置が容易であるとか、災害

時の復旧が早いなどのメリットもありまして、

停電時もＬＰガスを燃料とした非常用発電機と

組み合わせることで、電源と冷房とを確保する

ことができるということを私ども承知しており

ます。

ただ、空調設備の駆動方式につきましては、

電気によるものとガス等によるものがございま

して、それぞれメリット、デメリットを比較し

ながら検討していかなければならないと思って

います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【山口(経)委員】 初歩的なことで聞かせていた
だきたいと思うんですけれども、8ページの入
札結果一覧でありますが、1者応札であったの
か。また、それが3回入札をされておりますけ
れども、どうして3回だったのか。予定価格に
届かなかったのかなという思いもありますけれ
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ども、いかがですか。

【草野学芸文化課長】この入札は、対馬市と県

が、今、一体的に整備を進めております対馬の

博物館、それと対馬歴史民俗資料館再整備の部

分で、宗家文書の資料を今度新しくできた博物

館の収蔵庫の方に移転をさせるというものの入

札でございます。文化庁の方からは、重要文化

財が含まれているということから、そういった

文化財が扱える業者で実績があるようなところ

を選ぶようにということで、九州内では、私ど

もが調査したところ5者ぐらいの業者がおりま
した。そういったことで一般競争入札をしたん

ですけれども、実際に入札に来たのは1者とい
うことで、3回に及んだのは、これが超過をし
ておりまして、3回行ったということでござい
ます。

【山口(経)委員】 5者がいて応札してくれなか
ったというのが、競争性に欠けるのかなという

思いがあるんですけれども、やっぱり専門性と

いうことを問われれば、その応札者が少ないと

いうことなんですか。

【草野学芸文化課長】実際、そういった文化財

が扱える従業員がいる企業ということになるん

ですけれども、やはり対馬という地域性、離島

ということもありまして、今、実際、対馬にあ

るのはヤマト運輸や日通といったところが営業

所を持っておりますけれども、その他は島外か

ら来なければいけないというような事情もあっ

たかと思います。実際、入札に応じたのは1者
ということでさせていただきました。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 ちょっと不勉強で、事前に少
し伺った話ではあるんですけれども、委員会の

方でお尋ねしたいと思います。

16ページの長崎県教育振興会議、基本的なと

ころで申しわけございません、位置づけと今回

の中身についてどのように評価をされているの

か、少しご説明いただければと思います。

【中尾総務課長】長崎県教育振興会議の位置づ

けについてのお尋ねでございますが、教育委員

会の事務事業につきましては、「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」の中で報告書を

作成して公表しなければならないとなっており

ます。この作成・公表に当たりましては、その

点検・評価を行うに当たって、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るということ

になっておりまして、その点検・評価について、

教育振興会議に意見を求めたものでございます。

【山本(啓)委員】 この出席されている会長以下
委員は、各地区の教育委員長、教育長とか、そ

ういったメンバーなんでしょうか。

【中尾総務課長】各市町の教育委員会を代表す

る教育長にも出ていただいております。その他

は、学識経験者ということで、大学の先生であ

りますとか、そういった方から選出をしており

ます。

【山本(啓)委員】 これは全員出席されて、この
人数ということでよろしいですか。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１１時 ０分 休憩 ―

― 午前１１時 １分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。

【中尾総務課長】 委員は、全員で10名おりま
す。10名のうち、こちらに記載しております委
員の皆様に出席をいただきました。

委員の構成をもう一度申し上げますと、学識

経験者としまして大学の教授、それから保育協

会の副会長、県商工会連合会から代表の方、地

域婦人団体連絡協議会の方、それから、先ほど
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申し上げました教育委員会の代表としましては、

市町の教育委員会教育長からお一人出ていただ

いております。あとは学校関係者、それから保

護者の方にも参加をいただいております。

【山本(啓)委員】 一遍に聞けばよかったんです
けれども、この委員の選出の根拠と年間の開催

回数等々についてご説明いただけますか。

【中尾総務課長】 委員の選出に関しましては、

教育委員会事務局の方で選定をさせていただい

ております。

それから、会議の開催については、年に1回
から2回の開催となっております。昨年度は1回
の開催でございました。

【山本(啓)委員】 ご協力いただいて、委員とし
て名を連ね、そして時間を割いてお集まりいた

だいて意見をお寄せいただくという作業でござ

いますので、細かいことについては触れないよ

うにしますが、議事概要の中に目を向けてみる

と、非常に先進的なというか、大分自由な発言

が多く、こういう目線を設けるべきだというよ

うなことが多々出ているんですね。

こういったそれぞれの意見、主な意見ですか

ら、それ以外にもたくさんあるんだと思います

けれども、こういったものが点検・評価等につ

いてなされていると。

教育委員会としては、こういった発言を受け

て、もちろん示したものがあるわけですから、

成果指標とか、それに対する意見ですから、ど

う具体的に反映していくというそういう手続の

部分を少し説明していただけますか。

【中尾総務課長】 本会議では、今、第三期の教

育振興基本計画がスタートしておりますけれど

も、昨年度で終了しました第二期の長崎県教育

振興基本計画の成果指標についてのご意見、そ

れと毎年の事業群評価の数値目標、これの達成

状況についてのご意見をいただいております。

第二期の計画についてのご意見に関しまして

は、第三期の計画を今進めておりますので、そ

の事業を実施する中で反映をしていく、事務事

業の評価につきましては、毎年の評価でありま

すので、今年度実施している事業に対して反映

をしていくということになっております。

【山本(啓)委員】 わかりました。ありがとうご
ざいます。

最後にしますけれども、ただ、この中の発言

に、具体的な取組とか、結構掘り下げたものが

ありますよね。そういったものを具体的な行動

に移すような形というのは、何か検討したりす

るんですか。

【中尾総務課長】それぞれの事業担当課で検討

をし、実施をしていくということでございます。

【ごう委員長】 ほかに質問がありますか。

【宮本委員】それでは、確認の意味で質問いた

します。

いただきました資料の1ページの補助金内示
一覧表の地域子ども教室推進事業費補助金につ

いて、各市町に補助金がありますが、まず、地

域子ども教室事業について、どういった事業な

のか、詳しくお伝えいただけますでしょうか。

【山口生涯学習課長】地域子ども教室でござい

ますけれども、これは学童保育ではなくて、学

校が終わった後の子どもたちの居場所をつくる

という文部科学省の事業の一環でございます。

市や町が3分の1、県が3分の1、国が3分の1
お金を出しまして、毎日ではございませんが、

例えば毎週水曜日、それから土曜日に子どもた

ちがお茶を習ったり、習字を習ったり、あるい

はそこで勉強を習ったりするというような場を

つくる事業でございます。

【宮本委員】ありがとうございます。私は学童
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保育だと思っておりました。

そうするならば、実施箇所名（施設名）とあ

り、例えば島原市内は21カ所、諫早市内は9カ
所とかありますが、これは学童ではないんです

よね、学校という認識でよろしいんでしょうか。

【山口生涯学習課長】これは学校もございます

し、公民館や住民センターなどで行われる場合

もございます。市や町によって違います。

【宮本委員】 そうするならば、例えば、これを

見た時に南島原市は110カ所、非常に多いです
よね。島原市内だと21カ所、諫早は9カ所とあ
りますが、地域性があるんでしょうね。という

のは、地域によっては、非常に活発にやってい

るところ、なかなかやれてないところとかある

かと思いますが、県内ではこの事業について広

くやられているのか、やられてないのか、確認

させてください。

【山口生涯学習課長】まず、箇所数でございま

すが、これは市や町が出してきたものを数えて

おりまして、例えば、島原市は21カ所ですけれ
ども、そこで毎週2回やっていくということを
しております。

南島原市は、それぞれ110ヵ所ありますけれ
ども、数え方が市や町で違うものですから、こ

ういう出方になっているところです。

それから、全体的にはどうかということです

が、長崎市、佐世保市の中核市を含めまして292
ヵ所がございまして、これは全国的に見ると比

較的やれているのではないかと思っております。

市や町でやっておりませんのは波佐見町だけ

でございまして、波佐見町にもやってください

ということで働きかけておりますが、町が比較

的小さいということで、そこまでしなくてもで

きるということを聞いております。

【宮本委員】地域子ども教室というのは、簡単

に言いますならば、地域と学校と、例えばそこ

に関係するＰＴＡ、育友会とかが一堂に参加し

て子どもたちを、生徒たちを見守っていきまし

ょう、地域で育んでいきましょうという事業に

なろうかと思いますが、非常に大事な事業です

ので、県としても再度推進していただきたいと

いうことだけ要望させていただきます。

【ごう委員長】 ほかに質問がありますか。

【宮島委員】契約の中で、早岐川の河川改修工

事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務の委託という

のがございます。この内容について、少しお聞

かせいただきたいと思います。

【草野学芸文化課長】これは、早岐川の河川の

付け替えに伴います埋蔵文化財の発掘調査をす

る、今回は本調査という形で入札をしておりま

す。

時代は、結構深いところに古い層があるとい

うことで、金額も大きい状態になっております。

今度は本調査ですので、人員等もたくさん必要

となりまして、そういった図面等の作成を行っ

て記録保存するという調査になります。

【宮島委員】この調査につきましては、期間は

いつまでと設定されているのか。

それと、昨日、県庁舎の跡地も視察をさせて

いただいて、今後の計画に対する影響というも

のもお聞きいたしましたけれども、この発掘調

査の結果いかんによっては河川の改修工事にも

いろいろな影響があり得るのか、そうした点に

ついてもお聞かせいただきたいと思います。

【草野学芸文化課長】この分は、対象面積がお

よそ570平米あります。県庁舎跡地は973平米で
すから、少しこちらの方が面積的には少ないん

ですけれども、先ほど言いましたように本調査

ということで、記録保存をして調査を進めると

いう形になります。
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期間は、令和2年1月31日までで実施をするよ
うにしております。

これは本調査という形で、記録保存で残しま

すので、工事への影響は出ません。記録して残

すという形になります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事項に対する質問を行うこと

といたします。

質問のある方はいますか。

【堤委員】 まず、1点目は、公立高等学校の中
途退学者数が324人ということで、前年度より
増加しています。学校が一つなくなるぐらいの

数だと思うんですけれども、この退学の理由に

ついて把握していらっしゃいますか。

【立木児童生徒支援室長】中途退学者の数につ

きましては、今、委員からご指摘がありました

とおり、5年ぶりに増加の傾向を示しておりま
す。その理由につきましては、既に公表してお

ります問題行動等調査の中にも記してございま

すけれども、前年度と比べて理由が増えている

ものが、「別の高校への入学を希望する」とい

うもの、あるいは「人間関係がうまくたもてな

い」、「学業不振」、こういった理由を挙げて

いるものが増えているということでございます。

【堤委員】この退学の理由で、別の高校への入

学ということと人間関係というのはどこでもあ

るのかなと思っているんですが、校種別とか、

大体何年次ぐらいでの退学が多いのかというよ

うなことはわかりますか。

【立木児童生徒支援室長】 まず、校種別、全日

制、定時制、通信制についてですけれども、そ

の数につきましては、全日制が235名、定時制
が66名、通信制が23名で、合計324名というこ

とになります。

学年別につきましては、正確な数値は、今、

手元に持ってございません。傾向として1年次、
低い学年の方が多い状況にあるなということは

分析をしてはおります。

【堤委員】 1年次が多いということ、それから
学業不振もありました。別の高校にかわりたい

という理由で退学があったということですと、

中学校での進路指導とか、その段階で本当に本

人の希望、それから保護者の意向というのを十

分尊重したような進路指導が行われてきたのか

なと気になるところなんですが、その点につい

てはいかがでしょうか。

【木村義務教育課長】中学生の進路指導につき

ましては、全ての学校において本人の意向、ま

た、保護者等を含めた三者で話し合いをして望

ましいものを決めております。

【堤委員】退学者の数が非常に多いということ

は、やはりこのことはしっかり受け止めて、自

分が本当に選んだ学校で3年間頑張って、卒業
まで頑張ってほしいなと思いますし、途中で進

路変更するというのは、やむを得ない時もあり

ますけれども、人生の上で大きな問題だと思い

ますので、ぜひそこのところはしっかり力を入

れた指導をお願いしたいと思います。

それと、県立の世知原少年自然の家の廃止に

ついて、先ほど説明がありました。先日の新聞

にも掲載してあったわけですけれども、昭和50
年に供用を開始し、今まできているわけですけ

れども、今、県内に5施設、県立の青少年教育
施設があるということです。この世知原の施設

を置けば、必ずその施設を維持していく必要が

あるわけですけれども、今日までどういう展望

を持ってこの施設を運営してこられたのか、お

聞きしたいと思います。
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【山口生涯学習課長】どういう展望でと言われ

ると大変難しいところでございますが、そもそ

も、これは青少年の健全育成に資するというこ

とです。特に、それを体験活動をもとにしてや

っていくということが根本にあった理念だろう

と思っております。

【堤委員】 その意義はわかるんですけれども、

建設をすればその施設の維持管理が必要になっ

てきます。そして、年数が経てば、やはり老朽

化をしてきます。そうすると、改修が必要にな

ってくるということで、大規模改修が今後見込

まれるということはありますけれども、それは

もう当然のことであって、それを見越した運営

というのがされるべきではないかと思っている

んですが、いかがですか。

【山口生涯学習課長】本当に委員のご意見はご

もっともではございますが、現在の県の財政状

況を考えた場合、それから子どもが少しずつ減

っていっているということを考えた場合、どう

しても県内を見渡しますと、佐世保市に2つあ
るというのは、これは多いと思います。県南の

千々石、それから県央地区は国立の諫早、長崎

市内は日吉というふうに分担して考えていった

場合でも、県北に2つ施設があるというのは多
過ぎると考えているところでございます。そし

て、この2つを集約していくというのが県民に
対する私たちの責任だと思っております。

【堤委員】 財政が厳しいということ、市内に2
つあるということ、もともと合併前は北松浦郡

と佐世保市に分かれていましたので、言われる

ことはわかるんです。ただ、佐世保市内に、確

かに今、青少年の天地と世知原少年自然の家と

2カ所あるわけですが、この世知原の自然の家
が、もう利用者から魅力がない、選ばれない、

利用されない、そういう施設であるならば、言

われることはよくわかるんですけれども、実際

のところを見ると、昨年度も目標を上回る利用

があった。そして、佐世保市内の小学校のかな

りの数が世知原を利用している。平戸市もほぼ

100％ではなかったかと思います。松浦市も多
くが利用されている。

2つ施設があるのに、特に佐世保市内はすぐ
そこに青少年の天地があるのに、わざわざ世知

原を選んで利用をしています。というのは、や

っぱりそこにいろいろな魅力がある、本当に教

育的効果を高めるような、そこでしかできない

プログラムがある、そういうことで選ばれてい

ると思うんです。

今、利用者が非常に多い、子どもが少なくな

ってくるのは全国どこでもそうなんですが、そ

ういう状況で廃止を検討されるというところに

納得がいかないんです。利用者が非常に多くて、

皆さんから選ばれている施設の廃止を検討する

ということについて、教育長の見解を求めたい

と思います。

【池松教育長】教育長説明でも申し上げました

けれども、現在の世知原少年自然の家が、委員

ご指摘のように全然利用されないから廃止する

ということではなくて、将来を見越して、今回

も空調のお話がいろいろ出ましたけれども、こ

の青少年施設は全て空調がついておりませんで

した。やっぱり夏の夜というのが昔と違って、

窓を開けて寝るような状況ではないということ

もあって、新たな設備投資も必要になってきて

いると。そうすると、全ての青少年施設につい

て、そういう設備投資も含め、また改修も含め

てやっていくことが困難であると判断をしたと

いうことであります。

確かに、ご利用いただいているわけですが、

それはそこにあるからご利用いただいていると
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いうこともあると思うんです。世知原少年自然

の家をご利用いただいているのは県北地区の

方々が主であります。というのは、そこにある

から、それはご利用いただいて、まさに我々も

いろんな体験学習を提供してきましたから、ご

利用いただいていることについては大変感謝を

していますし、青少年の体験を通じた健全育成

という目的も果たしていると思うわけですが、

現状はそういうことですけれども、将来を見越

して、快適な環境を維持するためには、ここで

一定整理をしなければいけないという判断に立

ったということであります。

【堤委員】将来を見越してと言われると、ごも

っともとで、言われていることはわかるんです

が、世知原少年自然の家では沢登りができます。

それが大きな魅力の一つだと思っています。青

少年の天地やほかの施設では、例えばいろいろ

なレクリエーション活動であったり、天地では

オリエンテーリングとか、そういうことはでき

ますが、沢登りといった、本当に今、子どもた

ちが川遊びする機会なんてほとんどない中で、

毎年、川での水難事故などの報道もある中で、

安全に所員の皆さんが配慮をしながら、子ども

たちがなかなかよそではできないような体験を

味わえるということで、本当に自然に触れ合え

る、すばらしいプログラムだと思います。そう

いうことができるということでやっぱり選ばれ

ている。そこにあるからと教育長は言われまし

たけれども、あるからではなくて、もう一つ近

いところにあっても世知原を使っている学校が

たくさんあるわけです。そういう得難い、子ど

もの時に体験ができる施設というのは、やはり

もっと守っていくべきではないかと思っており

ますが。

【池松教育長】確かに沢登りというのは、我々

が所有している青少年自然の家の中では世知原

の特徴だというふうに思います。

ですから、そういう体験をするという要望が

強ければ、別に沢は逃げるわけではありません

ので、そういうことが継続的にできないかとい

うことについては検討していきたいと考えてお

ります。必ずしも、施設がなければ沢登りの体

験ができないということではないと考えており

ますので、それはそれとして、貴重な体験を子

どもたちに与えられる環境があるということで

あれば、そこを利用する小学校、中学校と協議

をしながら、どのような形でそういう体験が継

続できるかは協議をしていきたいと考えている

ところです。

【堤委員】沢登りについては、私も自然の家の

所員の方にお話を聞きましたけれども、常時、

天候によって川はどんどん変化をしますから、

その都度というか、ずっと見守っていって、危

険個所がないかとか、いろんなことを点検をし

ないといけない。あるいは、沢まで行く道路で

あったり、さまざまなところの整備をしなけれ

ばいけない。安全に子どもたちが活動するため

には、沢登りだけ利用しましょうといったこと

では、非常に難しい。そういうことはできない

ということをお聞きしました。

それから、ちょっと所管外というか、ずれる

かもしれませんけれども、長崎県の最重要課題

は人口減少対策です。今、さまざまに取り組ま

れていますが、周辺部の市町というか、中山間

地域であったり、そういったところからどんど

んいろいろなものがなくなっていって、これが

やはり人口減少に拍車をかけているような気が

しています。

世知原少年自然の家は、開所前から住民の皆

さんに土地の提供で何人も協力をしていただい
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て、できてからも地元の皆さんに本当に支えら

れて今まで継続されてきていますし、地域の自

然を活かした主催事業などもたくさん行われて

います。地元の小学校は、毎年、宿泊して登校

するという取組も行っています。そうやって地

域に支えられて続いてきた施設でありまして、

そういうものが今後廃止になっていくというの

は、本当に火が消えてしまったように、ますま

す過疎化、人口減少に拍車をかけていくように

思っています。

それ以外のところでもいろいろな商業施設、

店だったり、あるいはＪＡの支所だったりとい

うものがどんどんなくなっていっている。そう

いう中で、県立で唯一残った施設でありますし、

本当に選ばれている施設で、皆さんがそこを選

んで使っていただいている、そういう施設であ

るならば、やはりもう少し存続することを検討

するべきではないか。

そして、こういう得難い体験ができるという

ことは、本当にふるさと教育にも力を入れてい

らっしゃいますけれども、ふるさとの自然を愛

するとか、子どもたちにそういう体験を味あわ

せるというのは、本当にかけがえのないことで

はないかと思っています。

改めて、本当に将来的には廃止になるかもし

れませんけれども、もう少し継続させていただ

きたいという強い思い、そして、地元の皆さん

とかもやはりそういう思いは十分持っていらっ

しゃる。強い思いがあると思いますし、学校現

場からも、200人収容で、単独で大きい学校は
使えますし、小さい学校もいろいろ利便性があ

って使いやすいということで今まで続いてきて

いますので、学校からの要望も非常に多いんで

はないかと思っていますので、そういう地域や

利用団体の声も十分に聞いて、そして存続でき

ないかということを検討していただきたいと思

っています。

以上です。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１１時２８分 休憩 ―

― 午前１１時２９分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

審査の途中ではありますが、午前中の審査は

これにてとどめ、午後は1時30分より再開いた
します。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

これより、請願審査を行います。

関係理事者として学事振興課長に出席いただ

いております。したがいまして、理事者の出席

範囲として、お手元に配付しております配席表

のとおり決定したいと存じますので、ご了承を

お願いいたします。

第3号請願「ゆきとどいた教育を求める請願」
を議題といたします。

紹介議員から説明をお願いいたします。

【堀江紹介議員】 請願第3号「ゆきとどいた教
育を求める請願」、紹介議員の堀江ひとみです。

委員長の許可をいただき、請願趣旨説明を簡

潔にいたします。

本請願は、長崎の豊かな高校教育を目指す会

が4,130筆の署名を添えて提出しています。
国への要望として4項目、小学校、中学校、

高等学校の35人以下学級の実現、教職員定数の
改善、特別支援学校の新設・増設、給付型奨学

金制度の拡充をお願いしています。
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長崎県への要望として2項目、35人以下学級
を順次実現すること、教職員を増員すること、

いずれも教育予算を大幅に増やし、教育条件の

整備改善を進めてほしいと、生徒、保護者、教

職員の切実な要望です。

採択いただきますようよろしくお願いいたし

ます。

なお、請願人より、趣旨説明をお願いしたい

との要望があっております。私の発言内容は議

事録に掲載されますが、請願人の趣旨説明は議

事録に掲載されません。重複することをお許し

いただき、請願人よりの趣旨説明をよろしくお

願いいたします。

【ごう委員長】 この際、お諮りいたします。

請願人から趣旨説明を行いたい旨の申し出が

あっておりますが、これを許可することにご異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。

なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で、簡明にお願いいたします。
しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３１分 休憩 ―

― 午後 １時３７分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。

質疑はございませんか。

【北村委員】 この請願書の3ページに具体的な
要請事項がございますが、まず、この1番、国
の責任で35人以下の学級を一刻も早く実現し
てほしいということで、現在の状況といいます

か、そういったところについて理事者側から現

況をお知らせいただければと存じます。

【高鍋義務教育課人事管理監】私から小・中学

校の状況についてお知らせいたします。

現在、小学校の94.9％、中学校の82.8％が35
人以下学級の編制となっております。

【北村委員】わかりました。結構いいというか、

進んでいるんだなということで理解をいたしま

す。

3番の特別支援学校にだけない設置基準を策
定しというようなことでご要望をいただいてお

りますけれども、この設置基準というのは、そ

もそも県がどう捉えているのかというところを

お聞かせください。

【分藤特別支援教育課長】特別支援学校に関す

る設置基準につきましては、ご指摘のとおり、

現在、国では策定されておりません。理由とし

ましては、各都道府県、設置に関する実情がさ

まざまでありまして、例えば本県は特に離島を

抱えており、分教室の設置や分校の設置を進め

ていく上では、その設置基準があることにより、

逆に不都合が生じる可能性もありますので、こ

の設置に関する方針については、各県で設定し

て設置を進めていくということが、望ましいと

考えます。

【北村委員】 わかりました。そうですね、本県

は離島などを含んで、人口減少が進んでいる地

域もあるので、一つの基準ではかってしまうと、

逆に不都合が出てくるところもあるんじゃない

かという理解でもいいんですか。

【分藤特別支援教育課長】例えば、大規模校に

準じた一律の設置基準がございますと、今、県

内には30人規模の本校とか、20人規模の分校と
かありまして、その設置基準に合わなくなり、

学校として、認められないということになりま

す。全国一律の設置基準というのは、逆に特別

支援学校適正配置を進めていく上でも難しいこ

とになるのかなと思っております。
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【北村委員】 わかりました。

最後に、高等学校等就学支援金制度の所得制

限について記載がございますが、現在の所得制

限の上限というのがあれば、その辺を教えてい

ただきたい。

【日高教育環境整備課長】県立学校の就学支援

金の所得制限でございますけれども、標準的な

子ども2人の家庭で大体910万円以上の方に授
業料を負担していただいている状況です。

【ごう委員長】 ほかに質疑がありますか。

【山口(経)委員】 教育関係の予算を大幅に増や
してほしいという請願でありますけれども、内

容は、一つひとつずっとチェックさせていただ

けば、本当に大幅な予算が必要なものばかりの

ようであります。

そして、先ほど紹介議員から「順次進めてほ

しい」というお言葉があったんですけれども、

請願の中には「一刻も早く」という形で表現し

てございます。順次進めるというのは、だんだ

ん進んでいるんじゃないかという実情を見ます

と、そう思っておりますけれども、その点はい

かがなんですか。

【堀江紹介議員】私が順次といったのは、請願

項目の第2の①小学校、中学校、高等学校の30
人以下学級を目指す計画を策定し、小・中学校

については35人以下学級の学年を低学年から
順に増やすことということで順次実施してほし

いという意味で使いました。

1の国に要望する内容につきましては、一刻
も早く実現することという要望をいたしており

ますが、長崎県に対しましては、計画をつくっ

て順次やってほしいという要望内容ですので、

私の趣旨説明のそういう表現になっております。

【山口(経)委員】 理解いたしました。
そうしたら、執行部側にお尋ねいたしますけ

れども、35人未満の学級が、ただいま小学校で
94.9％、中学校で82.8％という数字を挙げられ
ましたけれども、これが35人学級を100％にす
るためにはどれくらいの予算がかかりますか。

【上原教職員課長】 35人学級を実現するとし
た場合に、小・中学校の方で約14億5,000万円、
高校の方で約12億6,000万円、合計で約27億
1,000万円という試算をしております。
【山口(経)委員】 その場合、今、少人数指導加
配というのが措置されているようでありますけ

れども、この加配については、少人数学級を実

現すれば100％なくなるということですか。
【高鍋義務教育課人事管理監】現在、少人数指

導、あるいは少人数学級を編制するための加配

として565名の加配を得ておりますが、そのう
ち35人以下の学級を実現するために162名の加
配を活用しております。残りの人数につきまし

ては、例えば1学級を2人で指導したり、習熟度
別の授業をするために加配を配置しまして、き

め細かな指導に当たっておりますので、単純に

人数だけで言えば可能ではありますが、そうし

ますと、先ほど申しましたような少人数のため

の指導などの加配が少なくなるという現状がご

ざいます。

【ごう委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【山本(啓)委員】 理事者側にお尋ねしたいと思
うんですけれども、やりとりの中で、長年、毎

年こういった請願がある中で、少人数学級の有

効性というのは、その場面、場面で我々も感じ

たり、教員の方からも聞きますけれども、それ

が唯一のものではなくて、現場での、今説明が

ありましたチームティーチングとか、少人数指

導など工夫をしながら関わっていっていると。

その部分で少人数学級のみの有効性というもの

を捉えているわけではないですよね。そのあた
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りを少しご説明いただけますか。

【高鍋義務教育課人事管理監】少人数学級編制

を実施している学校につきましては、毎年度ア

ンケート調査をしておりますが、子どもへのア

ンケートの中で小学校の6年生では90％、中学
校の84％が授業がよくわかるようになったと
いう回答が出ております。また、教職員につき

ましては、個々の児童生徒の実態の把握と適時

適切な指導が充実したということが挙がってき

ておりますので、少人数学級編制、加配が非常

に教育的に有効であるということは十分認識を

しております。

ただ、少人数学級編制だけではなく、いろん

な課題を持った子どもたちがおりますので、1
クラスに2人の担任が付いて指導することとか、
習熟度別にする方が教育効果が高まるとか、学

校の経営に寄与するという部分もありますので、

そのようなことを考えて少人数指導加配を配置

しているというところでございます。

【ごう委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【山本(啓)委員】 私は、反対の立場で少し意見
を述べたいと思いますのでご理解をいただきた

いと思います。

既に義務教育学校における教職員定数改善の

ための法整備が行われ、計画的な定数改善が今

現在進んでいるというふうに理解しています。

この請願にある少人数学級の拡大については、

各自治体でのさまざまな取組を踏まえ、少人数

学級以外の指導形態にも効果が見られることか

ら、全国一律的な拡大ではなく、その効果につ

いては慎重に検討すべきだと考えます。

また、財政上の制約も大きいことから、この

請願が求める少人数学級の完全実施というのは、

大変厳しいものがあるのかなと理解をしていま

す。

また、高校授業料無償化に所得制限を設ける

措置は、平成26年4月1日より、新高校1年生を
対象に既に導入をされています。所得制限を設

けることで、就学支援金の拡充など、真に考慮

が必要な方々への支援にその財源は充てられて

いるという現実もあります。所得制限の撤廃は、

そういったことからも少し厳しいものがあろう

かと思います。

さらに、特別支援学校の設置基準についての

文言がございます。特別支援学校には、さまざ

まな障害を持つ方々がいらっしゃる。さらには、

それらを複数お持ちになる障害のある子どもた

ちが在籍をしているため、児童生徒の障害種別

や障害の程度に応じた教育課程が編制され、障

害の状態に合わせた施設整備が必要となると。

また、しま地区や病院施設に隣接した設置、小・

中学校や高等学校を活用した分校、分教室の設

置など、地域の実情や特性に応じた柔軟な施設

整備が求められているため、全国一律の設置基

準は設けられていないというのが現状であろう

と理解をしています。

以上のことなどを含め、請願の内容について

は反対を表明したいと思いますので、委員の皆

様のご賛同をお願いします。

【ごう委員長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

しばらく休憩いたします。
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― 午後 １時５０分 休憩 ―

― 午後 １時５０分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。

第3号請願に対する質疑・討論が終了しまし
たので、採決を行います。

第3号請願「ゆきとどいた教育を求める請願」
を採択することに賛成の委員の起立を願います。

〔賛成者起立〕

【ごう委員長】 起立なし。

よって、第3号請願は、不採択とすべきもの
と決定されました。

以上で請願の審査を終了いたします。

請願人におかれましては、大変お疲れさまで

ございました。

本委員会を代表いたしまして、お礼を申し上

げます。ありがとうございました。

請願人におかれましては、ご退室いただきた

いと存じます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５１分 休憩 ―

― 午後 １時５８分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、議案外所管事項に対する

質問を行うことといたします。

【立木児童生徒支援室長】午前中の堤委員のご

質問への回答で、高校の中途退学者の学年別の

数についてお答えできていなかった部分につい

て、確認がとれておりますので、追加でご報告

差し上げます。

全日制の生徒235名の中途退学、学年別1年か
ら3年、順に申し上げます。1年生が122名、2
年生が76名、3年生が37名となります。
定時制につきましては、66名のうち、1年生

から4年生までと、それから単位制という括り
でしているところがありますので、5つ数字を
分けて申し上げますが、1年生が15名、2年生が
7名、3年生が3名、4年生が4名、そして最後、
単位制というところで37名の合計66名となり
ます。

通信制につきましては、課程の特性上、学年

ごとを出しておりませんので、以上、ご報告を

申し上げます。

【ごう委員長】 ありがとうございました。

資料が提出されましたので、この資料につい

ての説明を求めます。

【山口生涯学習課長】お手元に県立青少年教育

施設についてという資料をご用意ください。

まず、1でございます。各施設の概要でござ
います。左から2番目に設置日を書いておりま
すが、ご覧のとおり、上から見ていただきます

と、上から2番目の青少年の天地以外は築40年
を超えているところでございます。

施設の規模は、その右側の敷地面積、建物面

積、収容人員を見ていただけたらわかると思い

ます。収容人員をご覧になりますと、世知原は

宿泊室が200名、それに対して佐世保青少年の
天地は526名ということになっております。参
考までに、その下の千々石が250名でございま
して、世知原と千々石は県の施設の中では中規

模ということになります。

一番右側です。主な設備でございますが、世

知原はご覧のとおりでございますが、先ほどか

ら出ておりますとおり、沢登りがメインとなっ

ている、目玉となっております。上から2番目
の青少年の天地のところは、本館、ロッジ、ケ

ビン、その次に多目的ホールとありますが、こ

れは体育館のことでございまして、ここの体育

館にはエアコンがございます。それから、2段
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目の運動場でございますが、これは人工芝でご

ざいます。青少年の天地の目玉は登山でござい

ます。3番目の千々石は海のそばにあって、海
洋スポーツがメインとなっております。

2番の各施設利用者数をご覧ください。まず、
一番下の計を見ていただきたいのですが、平成

25年には15万1,000人ほどおりましたけれども、
これが平成30年には13万1,000人と、2万人ほど
減っております。ところが、一番上の世知原を

見ていただきますと、25年に2万5,000人ぐらい
だったのが、ずっと2万5,000人をキープしてお
りまして、これは堤委員がおっしゃるとおり、

世知原は一生懸命頑張って利用者を増やしてい

るというところで、頑張ってくれているものと

思っております。

今度は裏をご覧ください。3番目の各施設利
用者数でございます。学校教育と社会教育別に

しております。学校教育とは、学校のカリキュ

ラムの中で泊まりに行く、宿泊体験をするとい

うものでございます。社会教育は、部活動とか、

それから地元の公民館とか、そういったものが

使うというふうにご理解ください。

一番下の計で平成30年を見ていただきます
と、県全体では学校教育と社会教育が大体同じ

ぐらいの割合で使われております。

一番上の世知原でございますけれども、学校

教育が1万5,461人、社会教育が9,746人と、学
校教育が大体61％ぐらいでございます。世知原
は、学校に利用されている施設であるというこ

とが言えると思います。

以上で資料の説明を終わります。

【ごう委員長】 ありがとうございました。

では、説明が終わりましたので、引き続き、

議案外所管事項に対する質問を行います。

質問のある方はいらっしゃいますか。

【堤委員】資料をもとにしてのご説明ありがと

うございました。

今、説明があったとおり、本当に利用者に選

ばれて、そして毎年、活用していただいている

施設である、かけがえのない、なくてはならな

い施設であると思っています。

午前中の質問の時に、どういった展望で運営

をしてこられたのかという質問をしたんですが、

うまく言えなかったんですけれども、すみませ

ん、こうやって施設を建設すると、当然その施

設の維持管理、補修、改修といったことが必要

になってくるわけですけれども、どれくらい経

ったらとか、どんな状態になったら改修とか、

基準などはないんでしょうか。

【山口生涯学習課長】基本的に壊れたら修理を

いたすというようなことでございまして、その

ようなものはないと考えております。

【堤委員】壊れたら、いろんなところに不具合

が出てきたら修理をしながら使っていくという

ことしかないということですが、それぞれ設置

してから年数が経っているので、当然どの施設

も古くなっていくというのは予想はできたと思

うんですが、こういう施設の維持について、ど

ういった見通しを持っていらっしゃったのかと

いうのを改めてお聞きしたいです。

【山口生涯学習課長】過去どういう見通しであ

ったのかというのは、私どもも現在知ることは

できないところでございます。

【ごう委員長】 ほかに質問のある方。

【宮島委員】 ただいまの質問に関連しまして、

世知原少年自然の家の廃止についてお聞きした

いと思います。

午前中の堤委員との質疑応答の中で少し気に

なりましたのが、佐世保市に2つ施設があると
いうことでありました。お話にもあったように、
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当初は佐世保市と北松浦郡と別の自治体であっ

たわけでありますけれども、これが合併をされ

たわけでありまして、その合併の推進の主導的

な立場をとったのは、やはり県であったと思っ

ております。

したがって、ここ近年では、合併した自治体

の方からは、もう合併しなければよかったとい

うお話も聞こえてきております。それはひとえ

に、効率化のもとに、いろいろな施設が廃止に

なってきている。そういうのを見て、合併した

町はそういう声を上げているんだなということ

を痛感しておりますので、愛情あふれる教育委

員会の皆様方でありますので、ぜひそこら辺は

愛情をもって接していただきたいと思います。

国の方では、地方創生という形で、それぞれ

地方の活力を活かしていこうという方針をとっ

てきております。もちろん、長崎県も地方であ

りますので、その一翼を担って、今、その推進

を図っているわけでありますが、長崎県内だけ

を見ても、やはり町部と田舎、いわゆる都市と

地方、そこら辺の格差がいろいろ出てきている

ということでありますので、県全体を見ても、

やはり均衡ある発展とは申しませんが、やはり

地域、地域の特色を活かした、特色のある発展

というものをどうやって考えていくかというこ

とを、ぜひ県全体でいろいろとこれから考えて

いただきたいということを強く思っているとこ

ろであります。

そこで、この少年自然の家などというのは、

まさに世知原地域、あるいはこの地域の特色を

活かした施設だなということを、これまでも思

っておりました。それはまさに、自然教育の中

で、子どもたちがそういう自然の場を直接楽し

めるという意味で非常に有効な施設、そういっ

たことが、先ほど課長からご説明いただきまし

た利用率の推移につながっているんじゃないか

と思います。

先ほど、教育長からは空調のお話もありまし

たけれども、そもそも、自然を楽しもうと思っ

て、また、自然を勉強しようと思って子どもた

ちがここに行かれているわけでありますから、

むしろ、空調、クーラーなどはない方が、もち

ろん世知原というのはほかの施設と比べても非

常に涼しいところでありますので、いわゆる避

暑地的な感覚でもあるので、ここが選ばれてい

るということを考えれば、そういう施設という

ものも、当面私は要らないんじゃないかと。

ただ、私も抜本的に、大幅に資金を投入して、

それをずっと続けるということについてはいか

がなのかなというところもあります。

しかしながら、なぜこの令和2年度の末、あ
と1年ばかり猶予があるわけでありますが、こ
れだけ利用者があるのに、あと1年でどうして
やめなければならないのか。むしろ、しばらく

は今のままでも利用者があるわけですから、こ

れを続けていくべきだと考えますけれども、こ

のことについていかがでしょうか。

【山口生涯学習課長】先ほど、私が世知原の人

数が減ってないということ、世知原の努力だと

申しましたのは、今の委員のお考えに対して逆

でございまして、つまり、ここを閉めようとい

うのは、世知原が減っているからではなくて、

県全体のことを考えた時に、苦渋の決断でここ

を閉めざるを得ないのだということでございま

す。

つまり、そのことで生じたリソースをほかの

施設に回していくということで、これまで以上

に教育活動とかをよくしていこうという考えで

ございますので、ご理解を賜りたいと思います。

【宮島委員】 今の件で、そうすれば、そもそも
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の考え方の中で、青少年の天地とか、ほかの施

設は減っているんですね。それなのに、なぜ世

知原がカットされなければならないのか。その

辺について、どうやってこの判断をされたのか

をお聞かせください。

【山口生涯学習課長】午前中、冒頭申し上げま

したけれども、地区でございます。多分この施

設ができた頃は世知原と佐世保の天地の間は車

で移動するのも大変だっただろうと思いますが、

現在は車で30～40分ほどで移動できるように
なっております。メインの利用者は、佐世保市

内の小学校、それから平戸市内の小学校でござ

いますが、平戸からは世知原も青少年の天地も

あまり時間は変わりません、松浦は少し遠くな

るかもしれませんが。そのようなことでござい

まして、やはり近いところにある施設を大きな

青少年の天地の方に、小さな世知原を吸収して

いくということが集約する基本ではないかと考

えておりまして、ここで集約をさせていただき

たいと考えているところでございます。

【宮島委員】今、この方針についてお聞きをす

れば、地元の自治体や、あるいは周辺の教育委

員会の皆様方も決して賛同しているわけではな

いということも聞き及んでおりますので、そう

いうこともしっかりと念頭に置いていただきた

いと。

それともう一つは、午前中にも沢登りの話が

ありましたけれども、これは施設があろうがな

かろうが沢登りは活かせるという話がありまし

たが、今日の説明の中にも、この廃止後の施設

の活用については、地元の方々の意見を伺いな

がら検討していくという話がありますが、むし

ろ、この施設を廃止した後にどうするのか。そ

のことは基本的にセットで考えなければならな

いのではないかと。

先ほど申し上げましたとおりに、どんどん、

どんどん周辺の施設が効率化のもとに廃止をさ

れているということを考えれば、地元の皆さん

方にしても、やっぱりこの施設をどうするのか、

どう活かしてくれるのかということを並行して

考えるべきではないか。そういう意味でも、私

は廃止ということを、年限を決めずにしばらく

存続をしながら、その期間に、1～2年でもいい
ですから、その中で廃止後の跡地の活用という

ものをしっかり検討して、それを示すべきだと

思うわけでありますが、いかがでしょうか。

【山口生涯学習課長】ごもっともなご意見だと

思います。私も今回、教育長がここで表明いた

しましたので、来週から地元の方々とお会いし

て、ご意見を賜りたいと思っております。

それから、跡地の問題につきましても、でき

るだけ地元に寄り添うことができるように、し

っかりと研究していきたいと考えているところ

でございます。

【北村委員】学校司書について幾つかお尋ねを

いたします。

私の手元に、これは長野県の毎日新聞なんで

すが、諏訪市の諏訪清陵高校の取組の紹介記事

がございまして、これは2022年度から始まる高
校の新学習指導要領に位置付けられたアクティ

ブラーニング、総合的な探究の時間ということ

で、生徒さんがいろいろな課題を、自分が興味

を持ったテーマを1年間かけて練習をして論文
にまとめて発表する、問題発見するという非常

にすばらしい取組だなということで、この中で

活躍されている、学生の力になっているのは学

校司書だよという記事でございます。

そういった中で、本県の状況について、先般

の一般質問でもいろいろとお伺いいたしました

けれども、21市町については各市町の教育委員
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会の考え方があろうかと思いますが、県立高校

についてはこちらの委員会でしっかりと議論を

しながら、さらに、よりよい環境をつくってい

かなければならないんだろうと思います。

今年、第39回九州地区学校図書館研究大会長
崎大会で、ある方が基調講演で発表された資料

によりますと、九州内の県立の高等学校司書配

置率の資料が提示をされまして、2016年の時点
では福岡、佐賀、熊本、大分、鹿児島、沖縄、

これらは100％だと。宮崎県、こちらは95.1％
だと。長崎県はどれくらいかというような話に

なってくるんですが、非常に高い、ほぼ100％
に近い数字に比べて、長崎県が2016年で42.1％
と突出して低いような状況だということでいろ

いろとお訴えをされていたところでございます。

本県としてもいろいろな取組をされているん

だろうと存じますが、平成27年度から専任の司
書を配置するという事業をやられていると思い

ますけれども、それについてお伺いいたします

が、まず、現在、2016年で42.1％だったものが
何％になっているのか、お答えください。

【本村高校教育課人事管理監】令和元年度で現

在、専任の学校司書の配置率は52％になってお
ります。

【北村委員】 わかりました。若干上向いて、こ

れを追いつき追い越せと伸ばしていただきたい

と思うんですけれども、県立高校56校あるうち
で、専任の配置校52％は29校ですね。そして、
図書館担当職員、これは学校司書と、そして司

書教諭ということでいいんですか。図書館担当

職員配置校が47校ということですね。
ただ、56校あるうちの47校でありますから、

差し引き9校は担当職員も司書もいないという
ような状況の中で、これらをどう均等な学習の

機会を与えられるようにすることが非常に課題

なんだろうと思いますけれども、その平成27年
度から司書を配置されておりますが、これが5
年間を切って配置をするということと聞いてお

りますけれども、今後、どうなっていくのか、

その見通しをお答えください。

【本村高校教育課人事管理監】学校司書につき

ましては、先ほど委員がおっしゃったように、

新学習指導要領で主体的、対話的で深い学びを

実践していく、効果的に進めていく基盤として

学校図書館というものがありまして、その中で

学校司書の担う役割というのは非常に大きいと

思っております。

現在52％配置をしているところですけれど
も、今後、数年かけましてこの配置校数を増や

す工夫をしながらやっていきたいと思っており

ます。

【北村委員】ぜひ工夫をしていただきたいと思

いますけれども、基本的に100％を目指すんだ
という考え方があるのかどうかお尋ねいたしま

す。

【本村高校教育課人事管理監】 先ほど平成29
年度の九州地区内のパーセントをおっしゃった

ところですけれども、全国でまいりますと、こ

の比率が66％というところでございました。本
県といたしましては、今、52％ですので、令和
4年度ぐらいを目処に70％程度まで引き上げた
いと思っております。

【北村委員】 わかりました。いきなり100％と
いうのも高過ぎるハードルだろうということで、

令和4年度には70％までもっていくんだという
ことで努力をしていただきたいと思います。

あと一点、学校司書の待遇というか、いわば

雇用の状況であります。聞きますと、もうちょ

っと愛情をかけてほしいなと思いますけれども、

単年度、非正規で、ちょっと制度が変わりまし
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たので、5年で雇い止めということはなくなっ
たと聞き及んでおります。こういった学校司書

の待遇というところで、もう少し改善をしてい

ただきたいと思いますが、その現況と、まずそ

ういったことを課題として捉まえているのかど

うかというところのお考えをお聞かせいただけ

ればと思います。

【本村高校教育課人事管理監】本課の方の予算

で配置している方が、先ほどおっしゃった4名
の方でございます。この方々は、皆さん司書の

資格をお持ちの方であります。報酬といたしま

しては、月額18万円ということでございます。
また、それ以外にも非常勤の方も配置をしてお

りまして、この方が年額で87万円程度というこ
とでさせていただいております。

【北村委員】これは財源が必要になってくる話

でありましょうから、ここでどうこうするとい

う話はないと思いますけれども、やはりこうい

ったアクティブラーニング、本県の若者をさら

に学習を充実させていこうという意味では、な

かなか十分な待遇ではないのかなというところ

で、課題として司書の方の待遇の改善をお願い

したいと思います。

平成27年度から3校、平成28年から1校、4校
に専任で配置をされているということです。こ

れは一応5年のモデル事業ですか。このモデル
事業は、その5年の年限が終わってからはどう
なるのか、お聞かせください。

【本村高校教育課人事管理監】 この4校につき
ましては、年間の生徒一人当たりの貸出冊数で

したり、図書館で行われる授業時数等も、配置

前と比べるとかなり改善、大きく冊数が増えた

り､授業での活用時間数も多くなっているとい

う効果があらわれております。

今後、この4名の方の実践の取組等は、ほか

の学校等へも研修会等を通じて、モデル的に取

り組まれている内容を多くの学校に広める努力

を今しております。ですから、私どもとしまし

ては、専任の学校司書を、とりあえず、先ほど

申しましたように令和4年度までに70％まで引
き上げるということで、配置の校数を拡充して

いこうと考えております。

【北村委員】事前にやりとりさせていただいて

いるので、この4校には専任できちっといたけ
れども、5年のモデル事業が終わったので、そ
れをほかの高校にも波及をさせたいということ

で専任ではなくなるということですね。

ただ、これが配置は配置なので、パーセンテ

ージは上がっていくという数字のマジックとま

では言いませんけれども、それでは、これまで

専任で受けられていた4校は、学校司書のアド
バイスを受ける時間というのは必然的に機会が

狭まっていくということだろうと思います。で

すから、パーセンテージは上がっているけれど

も、政策というか、効果としては、効果という

言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、

学習の機会としては非常に各校で制限をされて

いくような状況になるんではないかと考えてお

ります。

ですから、私としては専任の職員を全ての高

校にというのが理想でしょうけれども、そうい

ったところで専任の方をどのような、今はその

学校に行っていらっしゃるわけですが、この4
名の方が何校担当するのかとか、どういった回

り方をされるのかとか、そういったところをお

聞かせください。

【本村高校教育課人事管理監】先ほどおっしゃ

ったその4名の方の具体的な配置については、
まだ希望もお伺いしておりませんので、学校を

通じてこの4名の方が今後どういう希望を出さ
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れるかというのを聞きながら配置の方は進めさ

せていただきたいと思います。

なお、学校図書館につきましては、学校司書

と司書教諭もおります。そこが連携して図書館

の運営を行っていくということ。もう一つは、

図書委員という生徒もおります。この司書教諭、

学校司書、生徒、合わせて図書館活動というも

のの活性化というのが行われているところです。

現在、学校司書がいて、そして司書教諭もいて、

そこが連携して図書館の運営を行っているとこ

ろですので、広く学校に拡充していくことで、

そういう図書館活動というのは一層充実が進ん

でいくと思っております。

【北村委員】わかりました。司書教諭のお話が

さっき出ましたけれども、司書教諭というのは、

学校の教職員の方で司書の資格をお持ちの方と

いうことですね。ということは、ただでさえ忙

しい学校の自分の担任を持ちながらさらにとい

うことはなかなか難しいんじゃないかと。やは

り学校司書というのは、非常に専門性を高めて

いくべき職業だろうと思います。いろいろなこ

とを知りたい、探究したい、そういった課題を

持った生徒が、豊かな知識を求めてこの司書に

相談をしてくるわけですから、なかなか現況忙

しい中で、図書館活動までやれというのはちょ

っと酷かなというような気もしております。

さっき希望を聞かれるというようなことであ

りましたが、じゃ、この専任だった方が、私は

ここにずっと専任でいたいというような要望が

あったとすれば、そういう要望について応えら

れるお考えはあられるんですか。

【本村高校教育課人事管理監】まだ、その方々

と面接等をいたしておりませんけれども、一応

期限は、3名の方は今年度までということにな
っております。

配置の拡充をしていくと先ほど申しましたの

で、例えば1校に行っていらっしゃる方が1校と
また別の学校に行かれるとか、そういう形で拡

充をして、専任の学校司書の配置を増やしてい

きたいと思います。

【北村委員】ぜひ、現場で頑張っている方のご

要望というか、お声をしっかり聞いていただい

て、できれば専任で、全ての高校にあまねく配

置をしていただきたいと思いますし、あと待遇

ですね。やっぱりこれは財源の話ですから、こ

こにも愛情をと言いたいところなんですけれど

も、ぜひもうちょっと、単年度ではなくて、安

心して働けるような状況にしていただきたいと

要望をしておきます。全般的に司書の状況につ

いて、教育長の見解をいただければと思います。

【池松教育長】 学校司書については、今、委員

からもご指摘があったように、今後の学びの中

で子どもたちを支援していただくという意味で

は非常に重要な職務だと思っております。そう

いった意味では、限られた財源でありますが、

拡充に努めていかなければいけないと思ってお

ります。

1校に一人ずつ専任の司書を置くのが理想で
すけれども、今申し上げたような諸般の事情の

中で、兼任といいますか、いくつかの学校を受

け持っていただくようなことになるんだろうと

思います。ですから、まずは広く配置をすると

いう意味では、やはり兼任も今の時点では仕方

ないなと思っております。

学校司書のほかに、ご案内のとおりスクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

部活動指導員等、外部の専門の方々の力をお借

りして、子どもたちの健全育成等に寄与してい

ただいておりますので、一つの職種だけを見ま

すと、確かにご指摘のとおりだと思うんですが、
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そういう専門的な職種というのがたくさんあり

ますから、そこを子どもたちのためにどう効率

的に配置するかというのが課題だと思っており

ますので、北村委員のご指摘を踏まえて、今後

検討していきたいと思っております。

【北村委員】ありがとうございました。よろし

くお願いいたします。

もうちょっと時間がありますので、あと一点

だけ、特別支援教育についてお尋ねをいたしま

す。

議案の説明の中に、第二期長崎県特別支援教

育推進基本計画を策定をするんだというお話が

あったかと思いますけれども、その中で本年12
月中に第1回会議を開催することとしておりま
すというお話でした。12月も11日ですので、こ
の日程や場所が決まっているのか。もしくは、

一般のご興味のある方がオブザーブ、傍聴でき

たりするのか、そういった詳しいところをお聞

かせいただければと思います。

【分藤特別支援教育課長】第二期基本計画策定

に向けた「障害のある子どもの在り方に関する

検討委員会」につきましては、第1回目を12月
23日に県教育委員会室にて実施することとし
ております。

第1回目の内容は、長崎県の特別支援教育に
関する現状、第一期の基本計画を踏まえた評価

と課題、こういった内容を予定にしております。

ぜひ幅広く県民の皆様にもご理解いただくため

に、傍聴は可能かと思っております。

【北村委員】できる範囲で開かれた会議にして

いただければと思います。

これは、大体どれぐらいのペースというか、

開催頻度を考えていらっしゃるのかということ

ももう一点お聞かせください。

【分藤特別支援教育課長】 12月23日に第1回を

皮切りに、計7回会議を実施していきたいと思
います。頻度としましては、大体月に1回、た
だし、委員の方々につきましては、年度末、年

度始めはいろいろな業務でお忙しくもあります

ので、3月、4月は開催せず、5月から6月、7月、
8月、9月と、来年9月までの間、計7回実施して
いくことにしております。

【北村委員】 わかりました。

その特別支援教育の中で個別の教育支援計画

についてお尋ねさせていただければと思います。

先日、資料もいただきまして、ありがとうござ

いました。Ｑ＆Ａで最後まで事例まで見ており

ますと、多分仮名であると思いますが、氏名が

全員大村太郎になっていますね。これは大村の

人がつくったのかなと思いましたが、その辺で

もちょっと興味を惹きました。

そういった中で、個別の支援計画をつくらな

ければならないということで位置づけられてお

りますが、現在、支援が必要な方、どれぐらい

の方々にこの教育支援計画がつくられているの

か、現況をお聞かせください。

【分藤特別支援教育課長】個別の教育支援計画

につきましては、公立の幼稚園、小中学校、そ

して高等学校における、特に通常の学級で発達

障害を含む支援の必要な子どもたちの計画をつ

くってほしいという思いがありましたので、総

合計画等にもその数値目標を出させていただい

ておりますけれども、通常学級での策定率につ

きましては、91.6％となっておりまして、前年
度の数値を6.9ポイント上回っております。
個別の教育支援計画を作成している人数につ

いては、今手持ちがありませんで、全体で何％

つくっているかという整理は今あり、ご案内の

とおりですが、人数について持ち合わせており

ません。
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【北村委員】後ほどで結構ですので、お示しい

ただければと思います。

その支援計画についてですが、90％台を超え
ているということで充実をしてきているのかな

と捉まえておりますけれども、ただ、その中で

支援計画が果たして本当に保護者の方々としっ

かり共有されているのかどうか。いわゆる形骸

化をしていないのかどうかという県民の皆様の

声をお伺いすることもございました。この個別

の支援計画は、つくって終わりというようなこ

とではないんだろうと思いますけれども、いわ

ゆる見直しもしていきますと。定期的な見直し

を行い、加除修正を行うことが大切ですという

ような記載がございますが、こういった見直し

については、どのように今されているのか、現

況をお聞かせください。

【分藤特別支援教育課長】見直しにつきまして

は、当該児童生徒と担任、または、その子に関

わる教員、そして保護者や関係機関、こういっ

た方々と概ね学期に1回ずつ評価をしていると
ころが多いのかなと思います。委員のご指摘の

とおり、つくって安心して終わるではなくて、

個別の教育支援計画は、子どもを中心によりよ

い支援をみんなで提供していくためのツールで

すから、1回決めた支援の内容が1年間ずっとと
いうわけではなく、子どもも成長しますので、

しっかりと期限を決めながら評価、改善を繰り

返していくということが、大事だと思っており

ます。

そういった県民のお声を、今、北村委員を通

して教えていただきましたので、保護者ととも

に定期的に見直す機会を設けていくことが大切

であるということにつきましては、校長会や指

導主事会議等、そういったところで私たちも理

解を促していきたいと思っております。

【ごう委員長】 北村委員、そろそろ時間です。

【北村委員】わかりました。ぜひしっかり実の

あるものにしていただきたいと思いますし、最

後になりますが、先ほど学期に1回というお話
がありましたけれども、そういったＰＤＣＡサ

イクルを回していく、見直しをして改善をして

いくというのは、熱心な方とそうでもない方と

いろいろいらっしゃるんだと思います。ですの

で、その見直しというか、そういった定期的な

見直しの回数というか、基準というか、それを

市町の皆さんにご協力をいただくということに

はなってくるんでしょうけれども、そういった

明確な数値の見直しの回数の基準であるとか、

時期であるとか、そういったものがあるのかど

うか。ないのであれば、そういったところを設

定することが必要と考えているのかどうか、そ

ういったところだけお聞かせください。

【分藤特別支援教育課長】見直す回数等の基準

というものは設けておりません。

先ほど、適正配置の視点から設置基準のお話

がありましたけれども、特別支援教育対象の子

どもたちの障害の状態等につきましては多様で

ありまして、その多様な一人ひとりに必要な支

援の内容は、一定期間で必要なくなる者もおり

ますし、ある程度の長さで提供していくことも

必要な子どももおりますので、これはやはり一

人ひとり、学校が子どもに応じて設定していく

べきものなのかなと思っています。

しかし、それが1年の最初と最後ではなく、
きちんと途中に、評価をしっかりと入れていく

ということが非常に大事になりますので、こう

いったことにつきましてもしっかりと促してい

きたいと思っております。

【北村委員】 いろいろとケース・バイ・ケース

だというお話だったろうと思いますけれども、
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しっかり保護者と学校、そして本人の皆さんが

生きやすいような支援計画をつくっていただき

たいと思います。

終わります。

【ごう委員長】 ほかに質問のある方。

【山本(由)委員】 令和2年度の公立高校の進学
希望状況調査というのがありまして、こちらに

ついてまずお伺いしたいんですけれども、前回

が令和元年の7月1日、今回、令和元年10月15
日ということで第2回目の進学希望状況調査が
行われているようです。単純に数字を拾った時

に、7月から10月にかけて380人近く合計数が減
っているんですね。まず、これが正しいのかと

いうことと、もしそうだとすると、どういうふ

うに分析をされているのかというのをちょっと

お聞きしたいんですが。

【小野下県立学校改革推進室長】今、委員から

ご指摘をいただきました進学希望状況調査の人

数ということですが、それは卒業予定者数とい

うことでしょうか。それとも、公立高校への進

学希望者数ということでしょうか。

【山本(由)委員】 これは総務課が出しているん
ですかね。だから、これの進学希望者数です。

【小野下県立学校改革推進室長】 前回7月との
比較ということになりますでしょうか。前回、

7月からの比較で申しますと、進学希望者数、
少々お待ちいただいていいでしょうか。

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。

― 午後 ２時４０分 休憩 ―

― 午後 ２時４１分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【小野下県立学校改革推進室長】この令和元年

7月の調査の時の県内の公立全日制の志望者と
令和元年10月の県内の公立全日制の志望者の

数ということでございますが、これは正確に申

しますと426名、この志望は減っております。
このことなんですけれども、この7月の調査

というのが、それまで、いわば非常にぼんやり

とした志望ということで書いている子どもたち

が、夏のオープンスクールでありますとか、7
月の調査の様子を見て、そこからいろいろと情

報を得て、自分の志望を変えていくということ

で変動が生じます。

その中で、この7月から10月の間、本年減っ
た原因と我々が分析しているのは、やはり令和

2年度から私立高校で導入される授業料の実質
無償化、それからオープンスクールなどにおけ

る私立高校での自助努力、こういったのを踏ま

えて、子どもたちが公立の倍率を見た上で、志

望を公立から私立へ振り分けているという状況

があるのではないかと思っております。

【山本(由)委員】 そうですね。私も、かなり私
立に流れたんじゃないかと、そういうふうに感

じたんですね。ですから、多くの高校で7月と
比べて志願者が、増えているところもあるんで

すけれども、かなりの部分が減っている。学校

によっては1割以上、2割近く減っているところ
があるということで、正直言って県立学校に関

して危機感を少し覚えているところです。

11月ぐらいから推薦とか、そういう形のもの
が動き始めているとは聞くんですけれども、私

学の方が勧誘に回ってきたよという話をよく聞

くんですね。県立高校として、今、多分オープ

ンスクールとか、そういうのはやっていらっし

ゃると思うんですけれども、なかなか個別に来

てくださいと言うのは難しいのかもしれないん

ですけれども、間接的に声をかけるというんで

すか、そういう形の勧誘というふうな活動とい

うのは特に何かされていらっしゃるんでしょう
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か。

【鶴田高校教育課長】高校入学者選抜前のさま

ざまな勧誘といいますか、中学校への働きかけ

ということでございますけれども、先ほど小野

下室長からもありましたとおり、夏休みにオー

プンスクールをしております。それから、各高

校の校長、管理職、そういった職員も地元の中

学校等を訪問してパンフレットを配ったりして

おりますし、各中学校の進路学習の時に出かけ

て、高校の説明を実施させてもらっているとこ

ろでございます。

【山本(由)委員】先ほど、室長のご答弁の中で、
私学は私学でやっぱり危機感があると。昨日、

学事振興課とのやりとりの中で、私学自体が、

今、全体で約9割、定員に対して充足率が9割と
いうことで、結構7割、8割といったところの学
校が多いという中で、非常に危機感を持って積

極的に生徒の募集、オープンスクールだけじゃ

なくてされているという中で、県立高校ももち

ろんいろんな形で、オープンスクールであった

りとか、中学校との連携であったりとか、そう

いったことをされているんだろうと思うんです

けれども、やはり今の流れの中で、授業料無償

化の話もあったり、以前申し上げたバスの話が

あったりして、いわゆる県立高校離れというん

ですか、そういったものが起きてきているんじ

ゃないかという危惧をしています。

ちょっとずれますけれども、今、第三期の改

革の基本方針の中で、第二期の時にはキーワー

ドみたいな形で小規模校をできるだけ残すんだ

というふうなのがキーワードとしてずっと入っ

ていたんですね。今回、それを進めてきた結果、

小規模化が進んできたということも踏まえて、

少し見直しをされている部分がある。

ただ一方で、今まで標準的な学校を4学級か

ら8学級と言っていたところを、3学級から8学
級をベースという形にして、そこから状況によ

って2学級であったり、9学級であったりという
のもありだという話だったんですけれども、今、

3学級になっているところが、今回、3学級まで
は一応レギュラーと、3学級から8学級まではレ
ギュラーとしながらも、その3学級のところが、
結構今定員割れしているという形になってくる

と、これが今度2学級になるんだと。もし、2学
級になった時に、地域性でもうここしか学校が

ないということであれば、それは何とか残され

る方向になるんだろうけれども、地域が比較的

近いところであった場合に、これが統廃合の対

象になってくるんだろうなと、一方では一生懸

命配慮をして3学級でもいいですよとしながら
も、次をにらんだ時に、これがもし2学級にな
ったら、2と2とか、2と1で統合という形になっ
てしまうんではないかという非常に危機的な感

じがしているんです。そういった意味で、いわ

ゆる公立高校の、一生懸命やられているのかも

しれないんだけれども、やっぱり私学の必死さ、

死活問題になりますから、私学に比べてそうい

ったところがまだ弱い、足りないんではないか

と感じているんですけれども、そこのところは

いかがですか。

【小野下県立学校改革推進室長】 委員からは、

いわゆる公立離れが進んでいるのではないかと。

そして、その公立離れという現状分析の中で、

第三期基本方針はどういう考え方でその改革を

進めていくのかというご質問であったと思いま

す。

まず、公立離れということですけれども、進

学希望の状況を検証してまいりますと、私立を

早い段階で志望する子どもたちが増えているの

は事実でございます。それは先ほど委員からご
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指摘があった、通学への支援でありますとか、

オープンスクールをはじめとする広報でありま

すとか、そういったところでの効果があらわれ

ているのではないかと思います。

我々といたしましては、そういう意味では、

今回の進学希望状況調査についても危機感を持

っておりまして、公立高校は地域に密着して、

地域の子どもたちを地域で育てるというところ

が大きな役割であると思っておりますので、そ

ういった点を強化するということを関係の校長

などにも指示をしたりしているところではござ

います。

なお、第三期基本方針の基本的な考え方とい

たしましては、この長崎県において、社会の変

化に対応する学びというものを提供するのと同

時に、長崎県で地域に根差した教育を高校が進

めていくということを大きな目的としておりま

す。そういったことを踏まえた上での再編整備

ということでもありますので、今、委員がご心

配なされている内容も踏まえながら、三期の方

針の方向性を定めていると我々は思っておりま

す。

【山本(由)委員】 わかりました。先ほど質問し
た時、幾つもだらだら言ってしまったのですけ

れども、今、いわゆるＰＲとか、そういったも

のが私立に比べて少し弱いんじゃないかという

ことに関するご見解はいかがですか。

【小野下県立学校改革推進室長】広報について

は、私立高校は非常に力を入れていると思って

おります。

公立といたしましては、Ｗｅｂページであり

ますとか、オープンスクールといったこともそ

うなんですが、やはり地元の中学校との連携、

これが最大のポイントになってくるのではない

かと、普通科の場合は思っております。そうい

った点で、校長がマネージメント力を活かしな

がら、いかに地元の中学校との連携を図りなが

ら、自らの高校の学びでありますとか、もしく

は進路保障でありますとか、そういったものを

効果的に、的確に伝えていく、それも子どもた

ちが中3になってからではなく、早いうちにと
いうことを考えて、校長が、今動いている高校

も多くございますので、今後ともその動きを強

めてまいりたいと思っているところです。

【山本(由)委員】 まず、学校自体が、例えば普
通高校であれ、実業系の高校であれ、学校自体

が魅力ある学校にしていく。普通高校であれば

やっぱり進学率も上げていかないといかんだろ

うし、商業系、農業系であったら、それは地元

に就職をするなり、いいところに就職するとい

うのは、今の時代の場合はかなりできていると

いうか、結果的に求人が多いという中でできて

いると思うんですけれども、地元にどれだけ就

職できるかという形で、まず学校自体の魅力を

上げないと、私学の方がやっぱりその魅力を訴

える、おっしゃったみたいに魅力を訴える、メ

リットを訴える力が非常に強いなと感じている

んですね。だから、そういった意味で、そこに

スカウトとかというのはなかなか、個別のスカ

ウトとかはまた難しい話があるかもしれないん

だけれど、とにかくうちの学校に来てよと、こ

この学校に行きたいんだよというところが、オ

ープンスクールをしたことによって受け身にな

ったなという感じがしているんです。多分もう

10年ぐらい前からかもしれないんです。前は多
分学校に行かれていたんだろうなと。学校に行

って説明会を、子どもに対しても、それから保

護者に対しても、もちろん先生に対してもされ

ていたと思うんですけれども、少し受け身にな

ってないかなと感じますので、そこのところを
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今まで以上に積極的に、それから今後の流れ、

特に危機感は、悪い方に考えた時に、先ほど私

が申し上げた3学級が2学級になって、一緒にな
ってというのが、前回はあまりそれを意識しな

いでよかった、この第二期の計画の10年間はで
すね。第三期の10年間の場合は、それが現実的
になりはしないかと懸念しておりますので、ま

ずは学校、それから、今までやはり地域という

のが少し、正直言ってＯＢはたくさんいらっし

ゃるんですけれども、地域との関わりというの

が、イベント的なつながりしかなかったなとい

う感じがしておりますので、そういったところ

も踏まえて、ぜひご指導していただければと思

いますので、教育長、一言いただいていいです

か。

【池松教育長】 ご指摘のとおり、まず、高校自

体が選ばれる高校になる必要がありますので、

魅力化を、各高校の特色をどう活かしていくか

ということで、校長たちも今から、先ほど言っ

たように少子化が進む中でしっかり、今まで以

上に検討してもらわなければいけないと思って

いますし、あとはその魅力化が仮にあったとし

ても、それが伝わらないと選んでもらえません

ので、山本(由)委員おっしゃるように、学校の
魅力をどう伝えるかと。

私学みたいに、なかなかテレビコマーシャル

というのは打てるような状況じゃありませんの

で、いろんなホームページもありますけれども、

実際にフェイス・ツウ・フェイスで伝える努力

というのも今まで以上にやっていかなければい

けないと思っておりますので、今後とも高校の

魅力を増して、またそれを県民の皆さん方に伝

えるという努力を一層進めていきたいと考えて

おります。

【山本(由)委員】 ありがとうございました。今

度令和3年度から、前回議論がありました入試
改革という形で、枠が変わってくるような形に

なってくると、とにかく1回目にどれだけ引き
寄せられるかと。これは、特に田舎の場合は取

り合いの話になってくるだろうと、普通高校と

実業高校、それから普通高校と私立高校の取り

合いという話になってくるんだろうなと思いま

すので、引き続きそういったところを含めまし

てよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。

【山口(経)委員】 先ほど陳情審査の中で資料を
要求しましたところ、いただきましてありがと

うございました。

加えて、インクルーシブ教育推進に当たって、

どれくらいの受け入れ校があるのか、市町別に

わかりましたら、また追加でお願いしたいんで

すが、いいですか。

【日高教育環境整備課長】今、手元に資料を持

ちませんので、調べてまた提出したいと思いま

す。

【山口(経)委員】 後でよろしくお願いします。

それから、第三期の高等学校改革基本方針に

ついてお尋ねしますが、私の思いだけで言って

いるかもしれませんけれども、4ページの今後
の県立高等学校教育改革の方向性ということで、

その3つ目の「・郷土及び国家を担う」という
形なんですけれども、次の人材育成をするとい

うことであれば、国家ではなくて、国の将来、

郷土及び国の将来を担うという形の方に、柔ら

かい表現の方がいいんじゃないかと思います。

それから、5ページの普通科における現状と
課題なんですけれども、コミュニティ・スクー

ルの導入ということが一つの課題として上げら

れております。この中で小・中学校のコミュニ

ティ・スクールとちょっとイメージが違うんじ
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ゃないかと思っておりますので、高校において

のコミュニティ・スクールをどういう形で考え

ればいいのか、その辺をご説明いただきたいと

思います。

【小野下県立学校改革推進室長】まず、最初の

文言のことにつきましては検討させていただけ

たらと思っております。

コミュニティ・スクールについてでございま

す。現在、私どもが持っている平成30年4月1日
現在のデータによりますと、全国で、今、370
校の高校にコミュニティ・スクールが導入をさ

れております。

文部科学省が示しているコミュニティ・スク

ールの高校としての在り方ということなんです

が、地域学習の場合の教育資源を活用する部分

での協力体制というのをつくっていくような支

援をしていただくという学校がありましたり、

高校の場合は非常に広い学区から子どもたちが

登校してまいりますけれども、一定その高校が

立地している部分というのを一つのコミュニテ

ィと考えた上での学習の支援という部分をお願

いするという事例もあると聞いております。

委員がご心配されている、高校になじまない

とおっしゃっている部分は、恐らくその地域性

ではないかなと思います。そういった点では、

離島の高校でありますとか、一定コミュニティ

が限定されているような高校もあろうかと思い

ますので、そういった点も考え合わせ、全国の

事例というものを踏まえながら、今後検討して

まいりたいと思っているところでございます。

【山口(経)委員】 小・中学校の意味合いとはち
ょっと違うということで私も認識しております

けれども、その立地している地域の方々に高校

に足を運んでもらうというのも非常に大事かと

思います。しかしながら、子弟がいないと、保

護者、そして祖父母、そういった方がなかなか

足を運ばないわけでありますから、どのように

して足を運んでいただくかというのも地域とし

ては大事かなと思いますので、その点について

はいかがですか。

【小野下県立学校改革推進室長】今、委員から

ご指摘があった、地域の方々に学校に足を運ん

でいただくという部分というのももちろんコミ

ュニティ・スクールの、学校運営協議会制度の

大きな狙いであると思っております。

それと同時に、学校の経営の基本方針であり

ますとか、学校運営につきまして、校長から説

明をした上で、それぞれのその地域の方々にご

支援を賜る、ご協力を賜る、ご意見を賜るとい

うような形で、一層、今まで以上に学校の経営

にいわば参画を強めていただくという狙いもあ

ろうと思います。そういった狙いを進めていく

中で、地域の方々が学校に足を運んでいただく

機会も増えていくのではないかと思っておりま

す。

【山口(経)委員】 ふるさと教育の推進とか、そ
ういった部分を今からしっかりやっていこうと

いうことでありますので、高校におけるコミュ

ニティ・スクールというのも十分検討していた

だいて、充実させていただければと思います。

それから、7ページは農業科のことを書いて
ありますけれども、実業高校において、専門の

職を目指して上の学校に進学する道が閉ざされ

ているような気がするわけですけれども、数は

少なくても、実業高校においても進学という道

をちょっとは考慮いただきたいんですけれども、

その点についてはいかがですか。

【小野下県立学校改革推進室長】農業高校から

大学への進学をしている子どもたちの状況とい

うご質問であったかと思います。



令和元年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日）

- 64 -

農業高校から大学への進学というのは、その

学びを活かして大学の農学部、それから地球環

境学部といった学部に例年進学している学校も

ございまして、その高校での学びを活かしなが

ら、大学での学びを深めているという状況でご

ざいます。

そういう子どもたちが、深く、また、高い専

門性を得るための学びを受ける状況というのは

確実にございます。

【山口(経)委員】 普通科から大学進学を目指す
のが普通なんですけれども、専門用語の理解に

大学に入っても苦しむそうです。農業高校であ

れば、その専門用語をしっかり理解しながら、

次の学びをすれば、また伸びていくということ

もあります。

そしてまた、国立の試験機関というのがあり

ます。そういったところに進学をしていきます

と、それが技術者の養成ということになってい

きますので、そういう就職、あるいは後継者ば

かり育てるということではなくて、やっぱり技

術者、人材を育てるということも必要かと思い

ますので、その点についても考慮いただければ

と思います。いかがでしょうか。

【小野下県立学校改革推進室長】農業高校から

は、当然本県の農業大学校をはじめといたしま

して、いろいろな形での研修の形で学びを継続

し、そして、それを自分のスキルアップにつな

げているという状況がございます。現在、農業

高校の校長に確認をいたしましたところ、その

農業大学校と農業高校の連携した学びでありま

すとか、連携を強めるという動きもきちんと進

めているということでしたので、委員がお考え

になられているようなそういう人材育成という

ものは、一歩一歩進んでいるものと思っており

ます。

【山口(経)委員】 しっかりご配慮いただきたい
と思います。

それから、高等学校の再編整備について、17、
18ページです。先ほどからも統廃合のことにつ
いて出ておりますけれども、ここにちゃんと基

準を示して、こういう方向でいきますよという

ことが示されております。また、一島一高等学

校の在り方、それからまた、キャンパス校の導

入の在り方、そういったことも示されておりま

すけれども、小規模校になって統廃合の対象に

なろうかなと、そういう危険性がある対象校は

どれくらいありますか。

【小野下県立学校改革推進室長】まず、第三期

の基本方針における、小規模校に対する基本的

な考え方を、まずご説明をさせていただけたら

と思いますが、よろしいでしょうか。

まず、小規模校におきましては、この場合は

1学年1学級から2学級である高校を指しており
ます。そのような学校で、入学者の状況であり

ますとか、今後の入学者の見込み等を考え、総

合的に考えた上で高校を指定いたしまして、そ

して、そこで地域の皆様方、学校、そして市町

の方々にも入っていただいて活性化策を検討す

るという形で考え、それを実施するということ

で、まずは進めてまいりたいと思っております。

その際の協議会の設置についてでありますが、

1学年1学級、それから2学級と申しますと、先
ほど委員からご指摘がありました一島一高校が

3校、それからキャンパス校が3校、一島一高校
は宇久高校、それから北松西高校、そして奈留

高校となっております。1学年2学級は、9校と
なっております。

これらの高校の令和3年度の入学者の状況と
今後の入学者の推移の見込みなどを踏まえて協

議会を設置するという形で考えておりますので、
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いわゆる対象となる学校というものを今ここで

お示しするということはできない状況となって

おります。

【山口(経)委員】 それから、小規模校をなるだ
け維持するために、中高一貫という形で取組を

しますよということなんですけれども、その中

高一貫の対象はどれくらいありますか。

【小野下県立学校改革推進室長】今、委員がご

指摘になった小規模校の関連の中高一貫という

ことで言いますと、連携型の中高一貫というこ

ととなります。連携型の中高一貫は、まず、小

中高一貫という形で、小中一貫と中高一貫を合

わせた形で行っているのが、今申し上げました

宇久高校、北松西高校、奈留高校でございます。

それから、連携型の中高一貫教育を導入して

いるのは、大崎高校、そして上対馬高校の2校
でございます。地元の中学校との連携教育を進

めております。

【山口(経)委員】 子どもたちが減る中で、いろ
んな工夫をしながら、その地域の基盤である、

中核である学校を残していこうという形でいろ

んな努力をなさっております。しまの留学制度

もそうですね。特色ある教育をすることで魅力

を感じていただいて、小規模校にも生徒が集ま

るように努力をしていただいておりますけれど

も、そういう見通しについてはいかがですか。

【小野下県立学校改革推進室長】委員がご指摘

いただいているのは、恐らく今後、例えば協議

会を開いた学校などで、どういう形で活性化策

などを進めるのかというご質問ではないかと拝

察したんですけれども、協議会においては、い

ろいろな活性化策を検討していくことになると

思います。例えば、学区外から子どもたちを入

学させる方法でありますとか、地域の教育支援

を利用した学びを設定するでありますとか、そ

ういった点で申しますと、やはりその協議会で

地元の方々にご意見をいただきながら、お知恵

をいただきながら、そしてご支援をいただきな

がら、そういう学びを深めていく。もしくは活

性化に向けてアイデアを出していってプランを

つくっていくということが行えるのではなかと

今思っております。

また、そういう際には、委員もよくご存じだ

と思いますが、隠岐島前高校などで行われたよ

うな、地域の方々が中心となって、地元の高校

の活性化を進めるという動きも参考になるので

はないかと思っているところです。

【山口(経)委員】 小規模校は、大規模校にはな
い人間形成の環境が整っていると思います。そ

ういった意味で、もっとアピールをしながら、

小規模校にも人が集まってくるように、そして、

また、人口減少対策で県も頑張っておりますの

で、そういう子どもたちが増えることを願いな

がら、また改革に取り組んでいただきたいと思

います。

それから、もう何度も言いたくはないんです

けれども、教職員の不祥事についてであります。

教育長がメッセージを発した後に、飲酒運転は

根絶したであろうという思いも聞きましたけれ

ども、そういった中ですぐにこういう事例が発

生したということなんです。それについて、教

育長、いかがお考えですか。

【池松教育長】この委員会でもたびたびご指摘

を受けておりますけれども、我々も危機感を持

ってメッセージも発したんですが、その直後に

不祥事が起こったということで、県民の皆様方

に大変申しわけないということも含めて、私自

身は非常に悲しい気持ちになっております。

【山口(経)委員】 7月、8月、そして10月と、こ
れだけ続いているわけでありまして、もう一度
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怒っているぞというメッセージをしっかりと発

する必要があるんじゃないかと思いますけれど

も、いかがですか。

【池松教育長】教育長のメッセージというのは、

以前、不祥事が多発した平成23年に発出をして
おります。その後、今回ということなんですけ

れども、あまりメッセージ、メッセージと出す

ことによって、その危機感がまたかと薄れるの

もまた怖いんですね。ですから、私はどちらか

といいますと、あのメッセージをもとにして、

各校長たちも危機感を持って職員の指導をより

一層徹底していると思いますが、私の立場から

言うと、校長や教頭先生に個別にとか、全体の

集会の中で危機感を共有するような対応をして

いきたいと思いますし、学校に出向く機会の時

には、職員の方々にも、そういう危機感を共有

することについて、しっかりフェイス・ツウ・

フェイスでお話をしていきたいと考えていると

ころでございます。

【山口(経)委員】 異例であるということで、再
度、教育長は怒っているぞという形で、メッセ

ージとは言いませんけれども、何らかのそうい

う思いを発していただいて、教職員の皆さんに

も緊張感を持っていただくという形がいいんじ

ゃないかと思っております。皆さん方のご努力

は察しておりますので、これ以上、もう不祥事

が起こらないように願いながら終わります。

【ごう委員長】ほかに質問のある方はいらっし

ゃいますか。

【大久保委員】私は、県の総合計画チャレンジ

2020、平成30年度の数値目標、進捗状況、教育
庁分の12ページ、13ページをお開きいただいて、
そこの部分でお尋ねしたいと思います。

グローバル化の流れというのは、これはもう

世界的な流れでありまして、もう誰も止めるこ

とはできません。これはもうトランプさんであ

ってもそうだと思います。当然、我が国、我が

県もその流れがあるので、長崎県としてもグロ

ーバル化という変化の激しい社会を生き抜く人

材を育成するというのは大きな方針であるわけ

ですね。

そこで、このチャレンジ2020の中に、グロー
バル化社会を生き抜く力を持った人材づくりと

いうことで、ここに英語力の目標設定をして評

価がしてありますけれども、いずれも高校教育、

あるいは義務教育においても、進捗状況が遅れ、

やや遅れ、遅れということで評価してあります。

まず、ここの部分の現状分析と課題について、

ちょっと気になったものですからお答え願いた

いと思います。

【鶴田高校教育課長】 12ページの上の方にご
ざいます、高校卒業時に英検準2級程度以上の
英会話力を持つ生徒の割合ということで、目標

値に対して若干達成してないということで遅れ

というふうになっております。

この基準年に設定しております85.1％でござ
いますけれども、実は本県は独自の英会話力テ

ストを作成して実施をしております。平成27年
度までは、本県を紹介する英語教材についての

インタビューテストを実施しておりました。進

捗状況の分析のところに記載をしております。

各高校の地元の観光名所とか、そういったもの

を英語で説明するといったテストをやっており

まして、そのテストは結構成績がよかったとい

うことで、85％という目標を設定しました。
平成28年度以降は、実施するような英会話力
テストを何種類もつくりまして、全生徒にＡＬ

Ｔ等を活用して取り組んでおります。各学校も

生徒に繰り返しテストを実施したりして努力は

しているんですが、準2級程度ということでか
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なり程度も高うございますので、こういった数

値になっているという状況でございます。

【木村義務教育課長】 中学校卒業段階で英検3
級以上の取得、またはそれ相当の英語力を持つ

生徒の割合50％を目指しているところであり
ますけれども、本県の現状といたしましては、

平成30年度で43.4％、前年度より4.6ポイント増
であります。念のため、全国との比較でありま

すが、全国平均が42.6％ということであります。
これは全ての生徒が英検を受けるわけではな

いので、英検3級程度という英語力をできるだ
け客観的に測るため、県学力調査を昨年度より

難易度を上げ、この調査で6割程度の正答があ
れば英検3級程度の力があるというような判断
にしております。つまり、実際に生徒たちが、

また先生たちがどの程度のものかというのを具

体的にイメージできるような仕掛けをしながら、

この目標達成に向かって取り組んでいるところ

であります。

【大久保委員】ぜひ公教育の中でそういう英語

力のアップに向けてしっかりと授業を実行して

成果を出していただきたいと思っています。

もちろん英語力も非常に大事でありますけれ

ども、私自身の感じとしては、やっぱり学生が

若い時に海外に行くとか、国際的なものに触れ

るというのも一つの大きなグローバル化に対応

できる人材育成のモチベーションになるのでは

ないかと思っていまして、例えばライオンズク

ラブとかロータリークラブのボランティア団体

なんかは、交換留学の制度があったり、ホーム

ステイとか、学生の時のホームステイや交換留

学、あるいは国際的なボランティアに参画する

とか、そういったメニューが公教育の中でもし

あればご紹介いただきたいと思います。

【鶴田高校教育課長】委員ご指摘のとおり、海

外での経験というのは、やはりその生徒一人ひ

とりの視野を広げるという意味で大変重要かと

認識をしております。

今、ご指摘があった長期の1年間の留学です
が、今年度、県立高校の中で8名が今出かけて
いるところでございます。それ以外に、学校主

催で夏休み等に海外研修、2週間程度でござい
ますけれども、ホームステイ等を実施している

学校が16校で、494名が今年度行っております。
【大久保委員】しっかりと公教育、高校教育の

中でもそういう事業がされているということで、

私の希望としては、限られた予算の中であるで

しょうけれども、公教育の中でそういう海外に

触れるようなメニューをより充実をしていただ

いて、若い時にそういう国際的なものに触れて

いただくということは非常に大事なのではない

かと思います。

実はちょっとご紹介ですけれども、ＪＩＣＡ

の海外国際協力隊のＯＢで、今でもカンボジア

で教育支援をしている方を私は長崎に招いて、

実は母校、私の母校は教育長の母校と同じです

けれども、講演ができないものかということを

打診しましたところ、我が母校は国際性と平和

がテーマですから、もってこいなのでぜひとい

うことで実施をさせていただきました。

そうしましたら、体育館で高校1年生、2年生
を対象に講演をやったんですけれども、非常に

質問したいという生徒が多くいて、体育館から

場所を会議室に変えまして、会議室に来てくだ

さいということで。それでもたくさんの生徒が

来て、大幅に時間を延長したほどでありまして、

その後もそういう生徒たちが、校長先生からい

ろいろ話をお伺いするに、非常に関心を持って、

そしてまた、勉強に対する意欲も向上したよう

な話を聞きましたので、よかったなと思うんで
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すけれども、やっぱりそのお子さんたちもそう

やってホームステイに行ったとか、ボランティ

アに参画したとか、何かそういう経験を持って

いるお子さんたちが多かったと聞きましたので、

ぜひ公教育の中でそういったメニューを充実さ

せていただければと思っております。

それから、もう一つ、同じチャレンジ2020の
数値目標の進捗状況の10ページ、この事業群の
③番です。社会のさまざまな課題を主体的に判

断できる力を、政治に参画できる態度を育てる

教育推進ということで、今度の第三期の県立高

校改革の方針にも、「変化の激しい社会におい

て自立的に生き、社会の形成に参画する力」と

こうあるので、すばらしいなと思っているんで

すけれども、ではとなった時に、この政治や選

挙に関心があり、主体的に社会参画を目指す生

徒の割合というのが、これもやや遅れというふ

うになっております。この分析、課題がござい

ましたら、教えていただきたいと思います。

【鶴田高校教育課長】主権者教育に係る数値目

標の分析でございますけれども、委員ご指摘の

とおり、目標値を60％と定め、取組を行ってい
る中で、この3年、特に平成30年度は大型選挙
がなかったこともあって、関心があまり高まら

なかったのではないかと分析しておりますが、

いずれにしましても、選挙権年齢が18歳に引き
下げられて、もう4年ぐらい経っておりますけ
れども、そういった関心が低くなっていること、

伸び悩んでいることについては重く受け止めて

いるところでございます。

学校では、4年前から主権者教育として、変
わらず毎年取組を行っておりますけれども、そ

の取組が形骸化していないか、11月に校長一人
ひとりに指導したところでございます。

また、ふるさと教育を私ども進めておりまし

て、そういったところから地域に参画する意識

というものは高まっていると考えておりますの

で、60％の達成に向けて取組の充実を図ってい
きたいと思っております。

また、来週には県議会の方で若者議会もして

いただくということで、こういった取組も起爆

剤になるのではないかと期待をしております。

【大久保委員】そうですね、選挙年齢の引き下

げからもう4年ぐらい経ちますか。当初は県内
でも、高校在学生の中に有権者が含まれるとい

うこともあったりして、自治体単位で模擬投票

とかやったり、いろいろされたと思うんですね。

今回、議会でも若者議会ということで、前回は

大学生でしたけれども、今度高校生ということ

でありますから、ぜひそれはしっかり我々議会

も後押ししてやっていきたいと思うんですけれ

ども、この目標の設定率がやっぱり低いのでは

ないかと危惧をしております。というのが、昨

年は大きな選挙がなかったけれども、今年は4
月に統一地方選があって、7月に参議院選があ
って、いずれも投票率がめちゃくちゃ低いです

ね。これはもう全国的な流れかもしれませんけ

れども、50％を切るような投票率で、低い投票
率で我々も選ばれてきたんでしょうけれども、

世界の民主主義の成熟した国を見ますと、非常

にこれは情けない数字なんですね。だから、や

っぱりこの投票率を上げて、民主主義を成熟さ

せていくということを含めた時に、もちろんこ

れは国がやらないといけないこともあります。

県においても、選管、いわゆる市町村課がやる

べきこともあるんですけれども、やっぱり教育

委員会でやるべきことも大きいのではないかと、

こう思っておりまして、そこらあたりをもう少

し、だから、高校生の関心というものの目標設

定を高く、ここも60％ではなくて、7割、8割ぐ
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らいに設定をして、そこを目指して啓発活動を

やっていくということも大きな方針として必要

なのではないかと思いますけれども、そこらあ

たりどんなでしょうか。

【鶴田高校教育課長】委員ご指摘のとおりでご

ざいまして、こういった関心が高くなればなる

ほど、それはいいことだと考えております。現

状、厳しい状況ですので、まずは60％達成とい
うことに努力を傾けていきたいと考えておりま

す。

【ごう委員長】 では、審査の途中ですが、ここ

で休憩いたします。

再開は3時40分からとしたいと思います。

― 午後 ３時２６分 休憩 ―

― 午後 ３時４０分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【宮本委員】それでは、議案外所管事項につい

て質問させていただきたいます。

まず、議案説明資料の追加1の方になります
が、令和2年度の重点施策の中から、夜間中学
設置調査研究事業についてお尋ねをいたします。

一応100万円という計上になっておりますが、
これについてもう少し詳しくご説明をいただけ

ますか。

【鶴田高校教育課長】現在、予算化に向けて検

討しております夜間中学設置調査研究事業につ

いてのお尋ねでございますけれども、文部科学

省の委託事業として夜間中学の設置促進充実事

業がございます。これを活用し、来年度夜間中

学校の設置の検討に必要な資料やデータの収集

を行うこと、併せまして、設置のあり方を検討

する協議会を開き、方向性を決めていくという

ことを予定としております。

【宮本委員】 6月の一般質問でもさせていただ

きました。少しずつ進捗状況が見えているなと

いうことで非常にうれしく思っているところで

あります。ニーズ調査とか、今から非常に難し

いところになってくるのかなとも思いながらで

すが、来年度の予算化、あくまで今のところは

予算化ですので、大体の目途といいますか、長

崎県がいつぐらいを目途に設置しようという考

えなのか、今後のスケジュールについても併せ

てお尋ねいたします。

【鶴田高校教育課長】先ほど説明をいたしまし

た夜間中学の設置にかかる協議会を来年度設置

する予定ということでございます。この協議会

において、設置の方向性について考えていくよ

うにしておりますので、仮の話ということにな

りますが、それから2年ほどの期間をいただき、
準備や生徒の募集などを実施する必要があるの

ではないかと考えております。

【宮本委員】 ありがとうございました。大体3
年ぐらい、感覚としてはそれくらいなのかなと

いう思いもあります。

一般質問でも言いましたとおり、確実に義務

教育を受けていらっしゃらない方が国勢調査で

も出ていますので、協議会においてもしっかり

とさまざまな議論をしていただければと思いま

すし、また、今後も、私自身もしっかりとこの

事業については議論を重ねてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

引き続いて、10月25日だったかと思いますが、
松浦市議会の議長はじめ会派の方々が来られて、

松浦市の施政に対するさまざまな意見交換をい

たしました。その中で、学芸文化課とも話をし

た時に、鷹島神崎遺跡の件について意見交換を

したんですね。いろいろな考古学の研究機関を

設置してほしいだとか、今後、国に行きますと

かという要望もあった中で、もうちょっと県内
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だけではなく、全国的にアピールする必要があ

るんじゃないかという話も出たかと思います。

まさしくそのとおりだと思います。もっともっ

とアピールしていくべきであるというふうに思

っていて、その時もそういう話で終わったかと

思いますが、今後、そのような動きが出てくる

ような可能性があるならばお聞かせいただけれ

ばと思います。

【草野学芸文化課長】松浦市議会から県の方に

お見えになって、鷹島神崎遺跡の周知をもっと

広く進めてほしいと、県も協力してほしいとい

うご要望がありました。

県といたしましても、本年10月19日の「東ア
ジア国際シンポジウム」というのを県庁ロビー

で開きましたけれども、その際には10月15日か
ら1週間ほども鷹島の海底遺跡の遺物等を展示
して、県民の皆様にも見ていただく機会も設け

たところであります。

あと、国の方になりますけれども、来年度国

の方で「発掘された日本列島2020」という展示
会を開こうとされているんですけれども、その

中で「わが町が誇る史跡名勝、天然記念物特集」

という形で松浦の神崎遺跡、これが16カ所のう
ちの一つに選ばれておりますので、来年度は全

国的な博物館で巡回展が開かれるのではないか

と思っております。全国的にもそういったこと

で周知でき、広まればと思っております。

【宮本委員】ぜひとも全国にもっともっとアピ

ールしていただきたいと思いますし、水中考古

学の学術研究機関設置については、順を踏まえ

てやっていくべきであろうし、もうちょっと慎

重に議論を重ねる必要があろうかと思います。

私も県庁のロビーで行われた時も拝見をいた

しました。もっと大々的にしていただくという

ことで、来年度は楽しみにもしておりますので、

また併せて報告もいただければと思っておりま

す。

次に、先月の16日だったかと思います。佐世
保市内の19歳の男子高校生が大麻取締法違反
で逮捕されたという事件がありました。平成29
年だったかと思います、長崎市の男子高校生7
人が共同所持の疑いで、同じく大麻取締法で逮

捕されたという事案がありました。非常にショ

ッキングだなと思っています。今、世間でも大

麻については芸能関係でもいろいろ事件が取り

上げられている中、長崎県でもそういったのが

出たというのは非常に残念であります。

平成29年に一般質問をした時に、これを受け
てどういうふうに県教委はしていくのかという

ことを質問したら、薬物乱用防止教室を体験型

に変えていきながら、もっともっと強化してい

きますという答弁があったかと思います。

この男子高校生につきましては、こういった

薬乱防止教室を受けていたのか、もしくはその

高校がやっていたのかどうか、そこがわかれば

教えてください。

【松﨑体育保健課長】事案の生徒が当時おりま

した学校では、薬物乱用防止教室はやっており

ました。県下の公立高校全ての学校で100％実
施しているところです。ただ、その体験型、生

徒参加型の内容ではなかったということであり

ます。

【宮本委員】長崎県内では、他県と比べるとい

う言い方は難しいかと思いますが、他県の状況

というのが、その高校生の比較というのは難し

いかもわかりませんが、ほかはどういうふうに

なっているのかというのもちょっと気になると

ころでもあります。多かれ少なかれ、一人でも

逮捕されたということは、非常に残念なことで

もありますし、これを受けて、今後、もうちょ
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っと強化しないといかんという考えがあります

ならば、お聞かせいただければと思います。

【松﨑体育保健課長】今ありました薬物乱用防

止教室については、これまでも警察職員や薬剤

師などの外部専門家による講師を招いて実施し

ているところです。この薬物乱用防止教室の中

で、特に強調というか、コンセプトとしては、

まずは、薬物乱用は特別な問題とか、限られた

人によるものではない、誰の身近でも起こり得

る問題であるということを十分理解させること

が重要であります。

もう一つは、乱用される薬物は、使用するこ

とはもちろん、所持することも禁止されている

ということも理解させる必要があると思ってお

ります。

学校教育において、児童生徒が薬物乱用のそ

ういう誘惑に影響されることがないよう、正し

く判断して対応する、そういう力を身につけさ

せる必要があると思っております。

この薬物の問題、この規範意識を強化してい

くためにも、学校だけではなくて、家庭の方で

もしっかりと教育ができるような形をやってい

きたいと思っております。そのためにも、例え

ば薬物乱用防止教室の中に保護者も参加してい

ただいたり、あとはそれを受けて家庭で実施し

たり、ＰＴＡも今まで以上に、どういった形で

子どもに家庭の中で実施できるかという手法も

考えていきたいと思っております。

薬剤師会との意見交換会もございますので、

その中でもこちらから提案をしていきながら対

応していきたいと思っております。

【宮本委員】言われたとおり、大人も巻き込む

ということも大事かもしれませんね。思うんで

すが、やっぱりこれは氷山の一角ではなかろう

かなという懸念もありますね。だから、薬乱防

止教室を強化するのと同時に、もうちょっと違

う側面から考えていく必要もあるんじゃないか

なと思います。先ほどおっしゃったとおり、Ｐ

ＴＡとか大人も巻き込みながらやっていくとい

うことももちろん必要でしょうし、そういった

ことで、今後出ないように、こういった事案が

ないように県教委としても、市町の教育委員会

ともしっかりと連携をとって強化いただければ

と思います。

教育長、この事件、この事例を受けて、県教

委として生徒に対する指導のあり方、薬物に対

するあり方、いま一度考えるべきではないかと

思いますが、教育長のお考えをお聞かせくださ

い。

【池松教育長】この大麻の所持事案というのが

初めてじゃなかったわけですけれども、やはり

インターネット等の発達の中で、都会だけの話

ではなくて、いわゆる地方都市でもこういう事

案が起こり得るということの危機感を、我々大

人、教育関係者だけじゃなくて、持つ必要があ

ると思っております。

また、一方で合法化されている国もあるもの

ですから、体に悪くないというんですか、そう

いう情報も飛び交っていますので、しっかり自

分を傷つけることになるということを今まで以

上に、先ほど課長が答弁いたしましたように、

子どもだけじゃなくて、大人もそういう危機感

を持てるような啓発活動を繰り広げていかなけ

ればいけないと思っている次第です。

【宮本委員】ありがとうございます。教育長が

おっしゃったとおり、大麻というのは諸外国で

は合法化されています。医薬品としても、例え

ばてんかんという疾患についてもオイルで摂取

すれば劇的に改善するという報告も海外ではあ

るんですね。それを今、日本でも取り入れよう
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という動きもあります。だから、シビアに、慎

重に対応しなければならないなと、私自身も思

っていますから、先ほど教育長がおっしゃった

とおり、どこが悪くてどこがいいのかというの

をしっかりと教育していくべきであると思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

そして、午前中、そして先ほどからもさまざ

ま議論があっていましたけれども、佐世保市内

の県立青少年教育施設について、私の方からも

ちょっとだけ確認を踏まえてお尋ねをいたしま

す。

私もこれは小学校の時に世知原少年自然の家、

行きました。沢登りをいたしまして、嫌な思い

出しか残ってない。ものすごくきつかったんで

す、沢登り。なんでこんなことをするんだろう

かというぐらいの印象はものすごくあるところ

です。

今日の佐世保市議会の一般質問でもこの議案

が取り上げられて、県立青少年教育施設につい

てということで、地元の市議からも市教委に対

して質問があっています。

その中で、県立世知原少年自然の家の運営終

了に関して、利用者及び地元の理解が得られる

と思われるかというのを市教委に投げかけられ

ています。

もう一点、関係者への十分な説明と議論が先

行と考えるが、市教委から県に対し強く働きか

けするべきではというような議論もされている

んですが、先ほど課長が言われていました、今

後のあり方については地元の自治体と連携を取

りながら今後のあり方はやっていきますという

答弁があったかと思うんですが、これを廃止す

るに当たっての地元との協議、要は世知原町と

の協議というか、そこに対する働きかけはなか

ったということを聞いています。市教委にはあ

ったかもしれませんけれども、地元の自治体に

はなかったと聞いていますが、そのことについ

て、まずは確認をさせてください。

【山口生涯学習課長】 今おっしゃったとおり、

地元の佐世保市、松浦市、平戸市の教育委員会

の方には事前にご説明しておりますけれども、

地元の自治体というか、世知原の地元の公民館

とか、そういったところとは全く話はしており

ません。

【宮本委員】それはするべきではないかと思い

ますが、それをやらなかったのはなぜでしょう

か、理由をお聞かせください。

【山口生涯学習課長】 ここで、今日、教育長が

表明した後にやろうと考えていたからでござい

ます。

【宮本委員】遅いんじゃないかなという気がし

てですね。まず最初に、地元で説明を、恐らく

私の推測、反対が出るからというふうに私は思

っていたんです。地元から反対が出るから、地

元でまずはしたくないのかなというふうに思っ

ておったんですが、恐らくこれも廃止の方向で

すよね。なので、それを持っていくならば、も

うそれに従わなければならないというのがあり

ます。私としては、もっと地元の意見を聞いて

いただきたいという思いです。

その方が言われていました。世知原少年自然

の家は、地元にとってみたら光なんだと、宝な

んだと。地元の活性化においては、ここはなく

てはならないところなんですよというのをお聞

きしたところなんですよね。

いただいた資料についても、利用者が減って

いるのならまだしも、利用者はどんどん増えて

いっている。推移というんですかね、増えてい

る一方で、この話がどんときたら、やっぱり地
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元はいやいや、いやいやと、そんなに減ってい

ないでしょうと。確かに築年数はありますよ。

築年数はあるかもしれんけど、大規模改修は少

しずつやっていけばいいんじゃないかという気

にもなる。一気にどんではなくて、少しずつ時

間をかけてやっていってもいいんじゃないかと

思うんですが、集約するとなると、やはり地元

の反発というのはもちろんくるのは必然である

と思っています。その点について県の考え方、

県の対応としてはいかがなものかと思いますが、

再度答弁をいただけますか。

【山口生涯学習課長】今、お話をいただきまし

て、確かに手順として、地元に先に少し話して

おくべきだったのかもしれないとは思います。

ただ、案件といたしまして、私どもは、先ほ

ども申しましたように、世知原の少年自然の家

がだめだとか、そういうことではなくて、トー

タルで考えて、これからの青少年教育施設の在

り方を考えた時に、どうしても佐世保市に2つ
あるのは多いというふうに判断したものでござ

いますから、これに関しては、まず議員の皆様

とか、あるいは教育委員会の中で話し合いをし

てから、それから地元の方に説明をしていくの

が手順だろうと、私の方で考えたところでござ

います。

【宮本委員】 そうですね、佐世保に2つという
ことからするとそうかもしれませんけれども、

先ほどからも堤委員、そして宮島委員からもあ

ったとおり、もともとは佐世保市と北松という

括りだったというところからするならば、距離

的には近いかもしれませんけれども、利用とす

るならば、そういう分かれ方でいたんだという

ことがあるわけですよね。なので、ちょっと地

元の意見を聞いていただきたかったということ、

非常に残念だなと私自身は感じています。

これは世知原少年自然の家が廃止になって、

青少年の天地に集約するということであります

けれども、確実に集約できるとお考えですか。

【山口生涯学習課長】 令和元年度の4月から10
月までの利用状況を見ますと、世知原と天地、

を足して天地で入るかという計算をしたところ、

今のところ10日ほどオーバーフローする日が
ございます。120％とか101％になる日が10日ほ
どございますけれども、日程の調整を行えば、

理論的には全部入ってしまうと考えているとこ

ろでございます。

【宮本委員】試算された上でのこの考え、この

議題であるので、そうだろうと思います。

しかしながら、世知原少年自然の家、そして

青少年の天地、烏帽子は非常に登りますよね。

すごく登ります。天候が悪い時、冬なんかは非

常に行くのも難しいんじゃないかなというぐら

いです。ですから、築43年、そして片や築32年
ではあるかもしれませんけれども、もうちょっ

とこういう公共の施設については、今後の長寿

命化も含めて考えをしていくべきではないのか

なと思います。

佐世保は、新幹線問題で苦渋の選択、この世

知原少年の家で苦渋の選択、どこまで苦渋の選

択をすればいいんだという声もちょっと出てき

ておりますから、丁寧な説明を求めるところで

はあります。

今後の活用について、これは地元が活性化す

るような施設で残っていかなければならないと

思っておりますが、今後の対応については地元、

そしてまた、市、県、あるゆる関係団体と話を

されることになろうかと思いますが、その方向

性については、県としての一定のお考えを再度

確認をさせていただければと思います。

【山口生涯学習課長】 先ほども申しましたが、
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来週、世知原の地元の方々とお話しをする機会

を持とうと思っております。その後、佐世保市

との話になってくると思います。既に市教委に

はお話をしておりますので、投げ返しがあるだ

ろうと思っています。

ただ、戻りますけれども、建物とか、それは

そのままございますので、その跡地をどのよう

にしていくかということについては、ずっとこ

れからもお話し合いをしていく余地は十分ある

と思っております。

【宮本委員】もう時間ですので、市教委に恐ら

く話をされた時にも、市教委の方も非常に心苦

しかったと思います。それ以上に、地元はもっ

ともっと心苦しいのでは、心苦しいとやっぱり

思いますから、廃止というのは非常に残念では

ありますが、今後については、この地元がより

一層活性化できるように、そしてまた、耐震も

ありますので、どういうふうになっていくのか

は検討を協議をしながら進めていただきたいと

いうことを強く要望し、地元の意見をしっかり

と聞いていただきたいことも、再度、併せて要

望いたしますので、よろしくお願いいたします。

【ごう委員長】ここで県立学校改革推進室長か

ら、追加で説明をお願いします。

【小野下県立学校改革推進室長】先ほど私が答

弁いたしました山本(由)委員からの進学希望状
況調査の話なんですが、山本(由)委員がおっし
ゃった数字と、私が申し上げた数字が異なって

おりまして、私が426減と申し上げたんですが、
正確には423でありまして、申しわけございま
せん、それは訂正させてください。

それと、山本(由)委員がおっしゃったのは、
全日制の学校を既に希望している子どもたちの

数でして、公立の全日制で学校を決めていませ

んという子どももおり、それを加えると私が申

し上げた数字になるということでございますの

で、データ的にそごがあるわけではございませ

ん。

以上、補足説明させていただきました。

【ごう委員長】 では、次に質問のある方。

暫時休憩いたします。

― 午後 ４時 ３分 休憩 ―

― 午後 ４時 ６分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【前田委員】個別に済むことは個別にやります

が、1点だけ。
手元に補足説明資料として「平成30年度地方
創生交付金の効果検証について」という資料を

もらったんですけれども、まち・ひと・しごと

が2期目に入っていく中で、1期目の教育委員会
としての地方創生推進交付金を使っての事業の

数と、どんな事業があって、その成果はどうだ

ったのか、口頭で結構なのでお答えいただけれ

ばなと思います。

【草野学芸文化課長】 配付資料の5ページの一
番下になります、7番目なんですけれども、日
朝間の歴史文化の（発言する者あり）これは違

いますか。交付金をこれに使っているんですけ

ど。

5ページの一番下の7番です。これは先ほどち
ょっとご説明しました、今、一体型で対馬歴史

民俗資料館の再整備事業をしておりまして、対

馬市の方が対馬博物館を、県の方が対馬歴史研

究センター、これは仮称ですけれども、それを

一体的に整備を進めているという事業の建設費

に29年度だけ、事業費としましては6,271万円
ほど、その半分を国からいただいておりまして、

3,135万5,000円いただいております。これは地
方創生交付金という形でいただいている分がご
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ざいます。

【前田委員】わかりました。それは理解しまし

たが、私が聞いているのは、それはそれで結構

なんですけれども、この表でいけば、上の方に

ある拠点整備ではなく、地方創生推進交付金と

して各種事業をやったものが何があったんです

か、この5年間でというお尋ねをしています。
【ごう委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ４時 ８分 休憩 ―

― 午後 ４時 ９分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【中尾総務課長】委員お尋ねの地方創生推進交

付金を使った教育庁が主となる事業はございま

せん。

【前田委員】 平成26年12月にまち・ひと・し
ごと創生総合戦略というものが閣議決定して、

文科省においても地方創生、教育分野における

地方創生の推進ということで各種事業を展開し

ていますよね。じゃ、それを取り入れた事業と

いうのは、長崎県は何かあるんですか。国でや

っている地方創生推進事業の取り込みというの

はあるんですか。

資料をもらって、ないなと思って見ていたん

ですね。それで、文科省のサイトを見たら、や

っぱり地方創生の推進ということで文科省も事

業をいろいろ展開しているんですよね、まち・

ひと・しごと創生総合戦略の交付金を使って。

第二期の素案の概要の中にも、まち・ひと・

しごとの中で施策体系を構築するというところ

の1の3に長崎県の未来を担う子ども、郷土を愛
する人を育てるという施策体系が入っているん

ですよ。

ちょっと不思議に思ったのは、要は他県の事

例もちょっと確認させてほしいんですけれども、

長崎県の教育委員会としては、この5年間、拠
点整備は別としても、地方創生交付金を使って、

要は未来を担う子どもというか、それを育てる

という見地に立っての事業をやってないのかな

と思ったんです。やっていないのであればない

ということですから、第二期に向けてぜひやっ

ていくべきだと、一期の検証という意味でです

ね。だから、その地方創生推進交付金を使って

の事業という視点が、申しわけないけれども、

欠落しているのかなという気がするんですが、

他県はどうですか。他県もないんですか、こう

いう事業が。でも、文科省は持っていますよね、

地方創生推進交付金の事業を使って。

【ごう委員長】 休憩します。

― 午後 ４時１２分 休憩 ―

― 午後 ４時１４分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【中尾総務課長】 他県の状況につきましては、

現在、把握をしておりませんので、確認をしま

してご報告を差し上げたいと思います。

【前田委員】それは調べてほしいんですが、ま

ち・ひと・しごと、しつこいですけれども、こ

の推進交付金を使っての事業というものは、県

の教育委員会は自分たちとしては組み立てるも

のではないという認識なんですか。そこの確認

だけ。だって、実際出していないんだから、な

いということでしょう。他県を調べてもらいま

すけれども。十分教育委員会でつくり上げたも

のを出せば、推進交付金として申請できると私

は思っているんですよ、実を言うと。違います

かね。だから、その意識がないんだったら、そ

こはできないならできないでいいんだけれども

そこだけはっきりしてほしい。何か意思の疎通、

行き違っていますか。
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【中尾総務課長】現状では、教育委員会が主と

なり検討した事業はございません。

【前田委員】じゃ、その視点で検討できるのか

どうかは、第二期が始まるんですから、ぜひ早

急にやってほしいし、仮に他県がそういうのを

出しているのであれば、本県の教育委員会も地

方創生推進交付金を使ったソフトの事業とか展

開すべきですよ。なんでその視点がないという

か、今、できないということもわからないんで

しょう。

【ごう委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ４時１６分 休憩 ―

― 午後 ４時１８分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問のある方。

【宮島委員】時間も経過しておりますので、端

的に質問させていただきます。

先だって、新聞報道で県内の公立小・中学校

で、いわゆる過労死ラインとされる月80時間超
の時間外労働をした教職員の方が、昨年度、

2018年度で延べ6,785人いらっしゃったという
報道がありました。この件について、教育委員

会としてはどう把握しておられるのか、お聞き

します。

【高鍋義務教育課人事管理監】 超過勤務が80
時間を超えている職員について、今年度の4月
から9月に関しましては2,805人ということで、
割合としますと月当たり5.1％という状況でご
ざいます。

【宮島委員】前年同期に比べてどのくらいの減

少でしょうか。

【高鍋義務教育課人事管理監】職員数が変わっ

ておりますので、数は省かせていただきますが、

前年同期が8.0％でございました。それが今年度

は5.1％に減っております。
【宮島委員】報道記事にも掲載されてあります

とおり、100時間超とかの数字も書いてありま
すが、その辺は避けますけれども、県教委とし

ては、この時間外労働の縮減について努力され

ていると、減少傾向にあるということについて

は、その取組について良しとしたいと考えます。

しかし、一方で県教委の方では、2023年まで
にはこの超過勤務80時間超、これをゼロにする
という目標を掲げておられるので、ゼロにする

ということであれば、なかなかこれは難しい話

ではないかなと、もっともっと努力が必要だな

という感じがいたします。

その中で、県立の中学校、高校、あるいは特

別支援学校についても数字が書いてあるところ

でありますし、私も資料を頂戴いたしました。

この記事の中でも指摘をされているんですが、

一番多いのが部活動です。部活動の占める割合

というものが、県立学校でも全体で約半分ぐら

いが部活動に関わるものだと。このことについ

ては、既に部活自体の時間を制限されるなどの

取組や、あるいは運動部、そしてまた、今般は

文化部の方でも指導員を設置するという方針が

立てられております。このことについて進捗状

況や今後の方針についてお聞かせいただければ

と思います。

【松﨑体育保健課長】運動部の部活動指導員に

つきましては、今年度、県立高校の方で11名、
県立中学校で1名、市町では11名の予算を確保
しております。今後、5年間で、我々としては
各学校に1名ずつ配置していきたいと考えてお
ります。

【草野学芸文化課長】文化部の方になりますけ

れども、本日、お配りしております資料の重点

戦略のところに、来年度の予算要求としまして、
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文化部の方の部活動指導員も要求をさせていた

だいているところです。市町にニーズ調査をい

たしましたけれども、市町からは部活動指導員

のニーズは出ておりませんでした。県立の方で

そういった要求をさせていただいております。

【宮島委員】しっかり取り組んでいただきたい

と思います。

その次に理由として挙げられているのが校務

分掌、これが挙がっております。県立学校全体

で16.3％、昨年ベースでありますけれども、そ
ういう数字が挙がっております。この校務分掌

の時間を縮減するということについてはどのよ

うな取組をしていくのかお聞かせいただきたい

と思います。

【本村高校教育課人事管理監】校務分掌と申し

ますのは、学校の中で仕事を、例えば教務で時

間割をつくる人とか、進路指導で生徒の進路希

望を取ったり、就職であればその企業との調整

をしたり、生徒指導であったり、そういう業務

を幾つかに分けて実施、業務分担をして行って

いるものが校務分掌でございます。現在、この

校務分掌が非常に学校の中で数が多いというこ

とでありまして、その校務分掌を統合して、2
つを1つにしたりするようなことで負担軽減を
図り、あるいは業務を分担するような方法をと

っております。

【宮島委員】この校務分掌、そのほかにもクラ

ス担任業務という形で12.3％上がっております。
これも高い数値でありますので、併せてその縮

減について取組を進めていただくよう要望した

いと思います。

それと、もう一つでありますけれども、理由

として挙がっているのが課外授業なんですね。

特に、全体の県立学校の6.4％がその超過の理由
として挙げられておりますけれども、全日制の

普通科におきましては、9.0％、約1割程度の皆
さん方がこの課外授業を超勤の理由として挙げ

られておりますけれども、この課外授業につい

ての取組はいかがでしょうか。

【本村高校教育課人事管理監】課外授業はＰＴ

Ａの依頼を受けまして、早朝であるとか、土曜

日であるとか、そういったところで補習の授業

等を実施しているところであります。

平成30年度から働き方改革を校長会でもお
話をしておりまして、どういう業務が削減でき

るか、あるいは見直すべきかというのをずっと

議論を重ねております。その中で、先ほど委員

がおっしゃった超過勤務の主な理由の中の課外

授業もこの中の一つに入っておりまして、補習

であるとか、あるいは自学会等は回数を見直し

たり、縮減の方向で進めていく。そして、やは

り学力をつけるというのは正規の授業でしっか

り学力をつけていくべきで、補習と申しますの

は、補完的に基礎学力を定着させるという意味

合いが強いのでないかと思います。今後とも、

力をつける、学力をつけるのは授業、正規の授

業を中心にやっていくという方向で働き方改革

を進めてまいりたいと思っております。

【宮島委員】長崎県の場合は、他県と比べても、

いわゆる詰め込み教育をやっているんじゃない

かというような指摘も一部ございます。先ほど

ご説明をいただいたとおりに、補習、そしてま

た自学会、また夏には1週間程度の合宿の学習、
そうしたこともずっとやっておられて、そうい

う意味では、先生のみならず、生徒に対しての

負担もかなり強いんじゃないかということを感

じております。

そういう意味では、補習に関して言えば、先

生の中でも、中には好きで補習をやりたいわけ

ではないんだというようなことを公言される先
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生もおられるようでありまして、傾向とすれば

あまりよくなってない。もちろん、最終的には

子どもたちの学力を上げるというのが一つの大

きな目的であると思います。しかし、センター

試験などの都道府県別の平均点などを見ても、

必ずしもその成果が上がっていないということ

を見れば、この詰め込み教育自体を見直す、そ

ういう意味では課外授業自体を根本的に見直す

ような時期にきているんじゃないかという感じ

がいたしますけれども、教育長のご所見をいた

だきたいと思います。

【池松教育長】教職員の働き方改革ということ

は何のためにやるかということなんですが、先

生方に時間的な余裕が生まれて、心の余裕が生

まれることによって、子どもたちともっと密接

に接することができるような時間をつくらなけ

ればいけないという観点で取り組んでおります。

県立高校のお話で、確かに課外授業、いわゆ

る補習の部分で朝があったり夕方があったりし

ていますので、そこが正規の勤務時間外にカウ

ントされるということはまさにそのとおりであ

ります。

先ほど言ったように、校長会そのものも各学

校にあった働き方改革を進めております。

ただ、逆に保護者の方から、例えば大学進学

の進路について、十分そこに行けるように、教

えてくれというような要望もございます。宮島

委員がおっしゃるように夏の勉強合宿等も含め

て、長崎独自の部分もあるんでしょうけれども、

私が一番気にしているのは、保護者の方々の要

望もある中でそこを単純にやめるというわけに

は現実的にいかないだろうと。ですから、そこ

を保護者、生徒自身も理解をいただいて、そう

することによって、いわゆる先生方がもっと張

り切って仕事ができる状態にすることが、結局

は子どもたちにとってプラスになるんですよと

いうことも含めて取り組んでいかなければいけ

ないと思っております。

部活動もそうです。ガイドラインで、例えば

2日休む、第3日曜日は必ず休むというガイドラ
インを示して、日本一になりたい子どもがいた

時どうするんだというようなご批判もあったん

ですけれども、休むことが子どもたちにとって

もプラスになると、実力も上がっていくという

ような啓発を含めて、保護者の方々の理解が今

進んでいるところだと思いますので、学校の教

育の面についても、おっしゃるように時代が変

わってきた中で、どう折り合いをつけていくか

という視点で我々も取り組んでいきたいと思い

ますし、小・中学校については市町の教育委員

会とも連携をとって進めていきたいと考えてい

るところでございます。

【宮島委員】ただいま、教育長のお話のとおり

に、随分時代も変わりまして、いろいろな教育

環境が変わる中で、生徒のニーズ、あるいは保

護者のニーズも変化をしていると感じます。そ

うは言いながらも、教育長が言われるとおり、

なかなかすぱっと物事を変えるのも難しいとい

う話も、これはこれとして確かなことだなと思

います。しかし、生徒そのものが、もうそれあ

りきということではなくて、やはりそこは環境

と時代に合わせて柔軟に考えていただいて、ま

ずは生徒第一に考えていくべきでありましょう

し、またそのために先生がしっかりと支えても

らうという意味で、お互いがよくなるような環

境を、これは市町等も含めて連携をとっていた

だきながら、しっかりと進めていただくよう要

望したいと思います。

【松﨑体育保健課長】 宮島委員の答弁の中で、

市町の運動部活動の指導員の数を11名と答弁
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させていただきましたが、21名の誤りです。申
し訳ございません。

【ごう委員長】 ほかに質問のある方。

【北村委員】前回の質問の中で質問のし残しが

ございました特別支援教育についてでございま

す。

この支援計画の中に特別支援教育コーディネ

ーターという記載がありまして、この個別の教

育支援計画は、本人、保護者、そして教職員の

特別支援コーディネーターが携わるであるとか、

保護者との面談には管理職や特別支援教育コー

ディネーターというような方が一緒に同席する

ということで、その特別支援コーディネーター

の方の役割といいますか、大体どういった配置

状況なのかとか、どのような資格をお持ちなの

かとか、そういったところをご教示いただけれ

ばと思います。

【分藤特別支援教育課長】特別支援教育コーデ

ィネーターの指名につきましては、100％指名
をされている状況でございます。

特別支援教育コーディネーターの業務といた

しましては、通常の学級で、発達障害を含む配

慮の必要な子どもたちの指導をその担任の先生

が一人で考えるのではなくて、一緒に考え、支

援するということが大きなものじゃないかと思

います。もちろん、特別支援教育に関する内容

について、学校外と連携・調整を図る。学校外

と申しますのも、例えばその子どもが放課後に

使われている放課後等デイサービスとか、また、

特別支援学校のセンター機能を活用したりする

時に、コーディネーター間で相談、連絡調整な

どをすると。そういったことが業務としてある

かなと思います。

校内委員会のなかで、特別支援教育に関する

ことについて、ケーススタディーをしていく中

心メンバーとして、その会を切り盛りするとい

う役割も大いにあろうかと思います。

【北村委員】 わかりました。100％指定されて
いると。教職員の方がなられるという理解でい

いですね。

【分藤特別支援教育課長】校長が教員をコーデ

ィネーターとして指名するということでござい

ます。

【北村委員】わかりました。この特別支援教育

コーディネーターの方々に保護者の方から寄せ

る期待が大きいのかなということでお声を聞い

ております。やはりこういったことは経験とか、

知識が豊富な方ほどよいのかなと思います。ぜ

ひしっかり研修等々を充実させていただければ

と思います。

続きまして、特別支援学校で医療的ケアが必

要な児童生徒の推移ということで事前にお伺い

をしておりましたけれども、児童生徒数の推移

と、要は、医療的ケア児として、年間、何人が

新たに入ってきているのか。その推移をお示し

ください。

【分藤特別支援教育課長】まず、我々は二つの

調査をしております。一つが特別支援学校の医

療的ケア児数の実態把握、二つ目が公立の幼稚

園、小・中学校、高等学校の医療的ケア児数の

実態把握をやっております。

平成30年5月1日現在の数字を申しますと、訪
問教育を含む県立特別支援学校に136名、公立
小・中学校に10名、計146名の医療的ケア児が
在籍しておりまして、そのうち新しく小学1年
生で入学した医療的ケア児数は146名の中の7
名ということでございました。

平成30年度以前のデータを見ますと、大体7
名から8名ぐらい、小学1年生のお子さんが入学
しているような状況でございます。
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今後も、この医療的ケア児の実態調査を継続

していきまして、医療的ケア児の安全確保と充

実した教育を提供するための資料としてまいり

たいと思います。

【北村委員】わかりました。出生時に医療的ケ

ア児の数の確認が、個人情報ということもあっ

てなかなかできないという中で、ただ、小学校

に上がったら児数がわかるということでありま

すから、そういった数を、5課にまたがるとい
うことでございますので確認をさせていただい

たところでございます。

そして、昨日、県庁舎跡地の調査をさせてい

ただきまして、非常にいろいろ遺構とか見せて

いただきましてありがとうございました。その

中で、フローチャートで流れの説明がございま

したけれども、現在、予備調査を行っている状

況で、これで遺構なしか遺構ありに分かれると

いうところだったと思います。そして、その遺

構がありということで、来年の令和2年の1月、
2月ぐらいに報告をするというお話だったかと
思いますが、確認のために、もう一度お願いい

たします。

【草野学芸文化課長】現在、県庁舎跡地の範囲

確認調査、これは10月16日から3カ月の予定で
進めております。今の予定では1月15日までと
いうことで、現在、発掘調査の状況は18カ所で
調査を進めておりますけれども、昨日、18カ所
目に着手しましたので、一応全部、今のところ

調査を始めたという状況です。

12月5日に県庁舎跡地活用室の方の外部専門
家で委嘱されている委員のうち2人、奈良大学
の坂井教授と熊本文学歴史館長の服部館長に来

ていただいて調査の状況を見ていただきました。

その中でも2点お話があったのが、旧立体駐車
場前の試掘坑では、見ていただいたように明治

期の石垣と江戸期の石垣のラインが出てきてい

ると。こういったラインが特定できれば絵図と

合わせて奉行所の規模や配置がわかる手がかり

の一つになるということで、ラインの確認がで

きたのは大きな成果であるというご意見をいた

だいております。

このほか、西側、第3別館側の石垣付近にお
いては、もともと地形が低くなっている土地で

したので、我々もまだ調査開始の時では地山が

確定できていない場所でございました。そこの

ところは江戸期の層が削平されずに残っている

箇所がありそうだと。寛文の大火1663年以前の
ものと思われる遺物とか、土層あたりが確認さ

れているので、その下にさらに古い時代の遺物

を含む層が残っている可能性もあるのではない

かと、そういうことで掘り下げて調査をしてみ

てはというようなご意見をいただいたところで

す。

我々も1月15日までまだ調査をしていきます
ので、次の層がどんなものが埋まっているのか、

そういう確認をしていかなければならないと思

っている状況であります。

昨日、この後の流れについて、遺跡がなしと

いうことではなくて、遺跡ありの方で今後協議

を進めていく必要があるということで考えてお

りますけれども、調査が終わった段階で、また

専門家のご意見等も含めて、遺構についてご意

見をいただいて、また、開発側の跡地活用室と

協議をしていくような形になるかと思います。

【北村委員】遺跡ありということで進めていく

という理解だったんですが、ありなしを含めて

また協議をするということなんですか。

【草野学芸文化課長】言葉足らずで申しわけご

ざいません。その遺構がどういったものである

かは、我々がご報告をするという形になります。
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1月15日に調査が終わって、その後1～2週間整
理の期間が要りますけれども、その後にどうい

ったものがここの中にあったというような形で

ご報告をさせていただいて、そういったものの

報告を踏まえて専門家の意見を聞きながら、ど

う進めていくのかということについて、市の方

がホールの方を整備しようとされておりますし、

交流・おもてなしの施設は県の方で整備をされ

ようとしておりますので、そういった部分につ

いての協議をするという形になってまいります。

【北村委員】わかりました。これが一応予備調

査ですから、本発掘調査というのもやる可能性

があるというところで、そこまでのスケジュー

ルは11月くらいと見込んでいるというような
話だったかと思います。

私の感触というか、県民、市民の皆さんの一

番気になるところは、この計画が変更されるの

かどうかというところかなと思います。確実な

ことは言えないんだろうと思いますけれども、

この市によるホールの建設とかの計画が変更さ

れる可能性が高まったのではないかという理解

をしているんですけれども、その辺の見解はい

かがでしょうか。

【草野学芸文化課長】まだ、調査の途中の段階

でございますので、そこのところについてどう

なっていくかというのは、（発言する者あり）

それと活用についての所管部署でもございませ

んので、そこについてはなかなか答弁できると

ころではございません。申しわけありません。

【北村委員】 わかりました。

調査結果を資料でいただきまして、1614年以
降、長崎奉行所の時代にはいろいろ出てきたと

いうようなお話でした。しかし、原始から教会

堂破却の時代、いわゆる西暦1614年までにおけ
る埋蔵文化財の確認はできなかったというよう

な報告だったろうと思いますけれども、この原

始から教会堂破却の時代のものが資料のＴＰ7、
8、10、11でなかったということでありますか
ら、これでなかったと断定をできるのかどうか。

もしくは、ほかのところを掘ってみれば、やっ

ぱりまたあるんじゃないかという可能性を考え

てしまうんですけれども、どういう判断をされ

ているんでしょうか。

【草野学芸文化課長】昨日、視察いただいた段

階までの調査では、まだそこは確認できていな

いということで、まだなかったの結論までは至

っておりません。まだ、その下の層が残ってい

るということでもありますので、そこまで掘り

下げてまた調査を進めていくという形になりま

す。

【北村委員】わかりました。専門家の方々もし

っかり、いろいろな遺物が残っている可能性が

あるのではないかという見解を示されているの

で、慎重に調査を進めていただければと思いま

す。終わります。

【ごう委員長】 ほかに質問のある方。

【堤委員】 一言だけ、今日、県教委として世知

原の少年自然の家の廃止を決定したことを本日

表明をしたということで、この資料にもありま

すけれども、廃止後の施設等の活用について、

地元の方々などのご意見を伺いながら検討とい

うこと。つまり、地元の意見というのは、廃止

後の施設の活用についてということになるかと

思いますが、この廃止というのは、もし廃止さ

れることになれば、利用者の皆さんにとっても、

地元にとっても、県北地域全体にとって大変大

きな損失になると思います。厳しい状況の中と

思いますけれども、せめて、もし廃止をしない

といけないのであれば、これを遅らせることは

できないのかと思います。できるだけ、もう少
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し存続をさせて、もうしばらく続けられるよう

にということを要望したいと思っていますが、

見解をお願いいたします。

【山口生涯教育課長】委員のお気持ちはよくわ

かりますけれども、先ほども申しました、ユー

ザーのことを考えますと、このままやらせてい

ただきたいと考えているところでございます。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

教育委員会関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時４５分 休憩 ―

― 午後 ４時４５分 再開 ―

【ごう委員長】 再開いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時よりこども政策局を含む福祉保健部の審査を

行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時４６分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年１２月１２日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ５時 ８分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) ごうまなみ 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委   員 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 山本 由夫 君

〃 山口 経正 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 堤  典子 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

教育委員会教育長 池松 誠二 君

総 務 部 長 平田 修三 君

福祉 保健部 長 中田 勝己 君

福祉保健部次長 安永 留隆 君

福祉 保健課 長 渡辺 大祐 君

福祉保健課企画監
（福祉保健総合計画
・企画予算担当）

岩崎 次人 君

監査 指導課 長 磯本 憲壮 君

医療 政策課 長 伊藤 幸繁 君

医療人材対策課長 石田 智久 君

薬務 行政室 長 本多 雅幸 君

国保・健康増進課長 小田口裕之 君

国保・健康増進課企画監
（健康づくり担当）

永峯 裕一 君

長寿 社会課 長 峰松 茂泰 君

長寿社会課企画監
（地域包括ケア担当）

山口 美紀 君

障害 福祉課 長 桑宮 直彦 君

原爆被爆者援護課長 橋口 俊哉 君

こども政策局長 園田 俊輔 君

こども未来課長 濱野  靖 君

こども家庭課長 今冨 洋祐 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【ごう委員長】それでは、委員会及び分科会を

再開いたします。

これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。

分科会に入ります前に、委員の皆様にお諮り

をいたします。

審議を行う予算議案と第135号議案「公の施
設の指定管理者の指定について」は関連がある

ことから、予算議案及び第135号議案について
説明を受け、一括して質疑を行った後、予算議

案についての討論、採決を行い、委員会再開後、

第135号議案についての討論・採決を行うこと
としたいと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】それでは、そのように進めさせ
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ていただきます。

【ごう分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

福祉保健部長より、予算議案説明をお願いい

たします。

【中田福祉保健部長】福祉保健部関係の議案に

ついてご説明いたします。

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料の福祉保健部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第123号議案
「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）」のうち関係部分の2件であります。
はじめに、第119号議案「令和元年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分
についてご説明いたします。

1ページの中ほどをご覧ください。
歳入予算は、福祉保健部合計で119万2,000円

の増、歳出予算は、福祉保健部合計で7,000万
8,000円の減となっております。
なお、各科目につきましては、記載のとおり

でございます。

2ページをお開きください。
補正予算の内容につきましては、職員給与費

について、関係既定予算の過不足調整に要する

経費であります。

また、債務負担行為について、長崎県看護キ

ャリア支援センター管理運営にかかる令和2年
度からの5年間に要する経費として、2億6,642
万5,000円を計上いたしております。
次に、第123号議案「令和元年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につ
いてご説明いたします。

歳出予算は、福祉保健部合計で1,743万3,000
円の増となっております。

なお、各科目につきましては記載のとおりで

あります。

補正予算の内容につきましては、職員の給与

改定に要する経費であります。

この結果、令和元年度の福祉保健部所管の歳

出予算は、1,028億7,831万4,000円となります。
続きまして、第135号議案「公の施設の指定

管理の指定について」につきましてご説明いた

します。

福祉保健部の文教厚生委員会関係議案説明資

料をお開きください。議案の内容につきまして

ご説明いたします。

第135号議案「公の施設の指定管理の指定に
ついて」につきましては、長崎県看護キャリア

支援センター条例に基づき、長崎県看護キャリ

ア支援センターの管理運営を行う指定管理者を

公募したところ、1者から申請があり、選定委
員会における審査結果を踏まえ、「公益社団法

人長崎県看護協会」を指定管理者として指定し

ようとするものであります。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう分科会長】 次に、こども政策局長より、

予算議案説明をお願いいいたします。

【園田こども政策局長】こども政策局関係の議

案についてご説明いたします。

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料のこども政策局の1ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第123号議案
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「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）」のうち関係部分の2件であります。
はじめに、第119号議案「令和元年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分
についてご説明いたします。

歳出予算は、こども政策局合計で93万6,000
円の減となっております。

なお、各科目につきましては記載のとおりで

あります。

補正予算の内容につきましては、職員給与費

について、関係既定予算の過不足調整に要する

経費であります。

次に、2ページをお開きください。
債務負担行為について。

令和2年4月1日から履行する里親育成支援事
業業務委託に係る令和2年度の債務負担行為と
して、793万1,000円を計上いたしております。
次に、第123号議案「令和元年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につ
いてご説明いたします。

歳出予算は、こども政策局合計で162万円の
増となっております。

なお、各科目につきましては記載のとおりで

あります。

補正予算の内容につきましては、職員の給与

改定に要する経費であります。

以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう分科会長】次に、医療人材対策室長より

補足説明をお願いいたします。

【石田医療人材対策室長】予算議案に計上して

おります債務負担額と、第135号議案の長崎県
看護キャリア支援センターの指定管理者の指定

につきまして、一括してご説明いたします。

「長崎県看護キャリア支援センター指定管理

者候補者の決定について」という表題の補足説

明資料をご覧ください。

本議案につきましては、令和2年3月31日で指
定管理期間が満了となる長崎県看護キャリア支

援センターについて、同条例第2条の規定によ
り指定管理者の指定を行おうとするものでござ

います。

長崎県看護キャリア支援センターにつきまし

ては、県内における質の高い看護職員の安定的

な確保を目的として、佐世保市平瀬町にありま

した旧県立佐世保看護学校校舎等の跡地におい

て、平成27年4月に開所し、今回2期目の指定管
理となっております。

業務内容につきましては、資料の2に記載の
とおりでございます。

長崎県看護キャリア支援センターの指定管理

者の募集に当たりまして、応募団体は、資料の

3に候補者として記載しております公益社団法
人長崎県看護協会の1団体でありました。
指定管理期間につきましては、4に記載のと

おり令和2年度から令和6年度までの5年間とい
たしております。

県の負担金といたしましては、5に記載のと
おり毎年5,328万5,000円、5年間合計で2億
6,642万5,000円を予定しております。
裏面をご覧ください。

選定の経過でございますが、有識者5名の委
員からなります指定管理者選定委員会を設置し

て、申請のありました事業計画書、申請者によ

るプレゼンテーション、質疑などをもとに審査

を行った結果、指定管理者として妥当であると

の判断をいただきましたことから、今回、指定

管理者の候補者として決定したものでございま
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す。

なお、本会議において議決を得られた後は、

令和2年1月に指定管理者の指定の告示を行い、
指定管理業務について指定管理者と協議を経て

年度内に基本協定を締結、令和2年4月に令和2
年度の協定書を締結する予定としております。

以上で、長崎県看護キャリア支援センターの

指定管理者の指定について、ご説明を終わらせ

ていただきます。

【ごう分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案及び第135号議案に対する質疑を行いま
す。

質疑はありませんか。

【宮本委員】 それでは、福祉保健部の第119号
議案と第135号議案、一括して質問をさせてい
ただきます。

長崎県看護キャリア支援センターの債務負担

行為、5年間、約2億6,000万円で、これは単年
度に直せば約5,300万円になりますが、この内訳
をもう少し具体的に。年間、こういったところ

にこういった経費がかかるという、ちょっと具

体的なものを教えていただけますか。

【石田医療人材対策室長】 債務負担の額、1年
に直しますと約5,300万円でございます。これに
受講料等の収入が約100万円ございまして、総
事業費としては年度当たり約5,400万円となっ
ております。このうち半分の約2,700万円が、職
員8名、常勤換算でいうと6.7人の人件費でござ
います。残りが事業費と管理費ということにな

ります。

事業費については約2,500万円となりますが、
このうち約1,000万円が講師の謝金、旅費、ある
いは外部の会場使用料、こういったものに使わ

せていただいております。残りは、研修資材等

の消耗品、あるいは研修資料、広報活動にかか

る印刷製本、もしくは来場者及び職員のパソコ

ンリース料、電気代、こういった費用になって

いるということでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。半分の

約2,700万円が人件費ということで、8名は次期
5年間も変わりないということでよろしいでし
ょうか、確認させてください。

【石田医療人材対策室長】はい、変わりござい

ません。

【宮本委員】ものすごくここはきれいな施設に

なっていまして、広い施設になっています。い

ろいろ備品もあるかと思うんですが、平成27年
4月からということでありますならば、研修に
資するベッドとか、そういった機材などもある

かと思いますが、そういった消耗品について、

劣化したりとか替えなければいけない大きなも

のはないという認識でよろしかったでしょうか。

【石田医療人材対策室長】委員ご指摘のように

この施設には、ベッド、もしくはシミュレーシ

ョンに使うような機材といったものがございま

す。今、予定しているところでは、大きなとこ

ろを一気に変えることはないということでござ

いまして、前回、平成27年度当初に買って、そ
の後は平準化して、今は消耗品費は大体毎年同

じくらいの額になっているということでござい

ます。

【宮本委員】これもまた初歩的な質問ですみま

せん。あそこの土地代とか家賃とかというのは、

どうなっていましたでしょうか。県の土地にな

っていますかね、確認させてください。

【石田医療人材対策室長】県有地でございます。

【宮本委員】 ありがとうございます。

第135号議案も一括でということですので、
業務内容についてもちょっと確認をさせていた
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だければと思います。

いただいた資料で、業務内容は①から⑥まで

ありますが、就職支援もここはされていますね。

ハローワークと連携をしながら、看護師人材を

県内に普及させようと。再就職が主だと思うん

ですが、平成27年4月からということですから、
年間どれぐらいの看護師の方々がここを経由し

て実際に現場に行っているか、そういった就職

の数はわかりますでしょうか。

【石田医療人材対策室長】求職の相談につきま

しては、諫早市に長崎県ナースセンターがござ

いますが、そこの佐世保地区の相談的な機能を

看護キャリア支援センターは担っています。4
年間で650人の方から求職登録をいただいて、
就職決定者は418人ですから、年間で100人ぐら
いが就職されているということになります。

【宮本委員】 ありがとうございます。年間100
人というと、結構な数ですね。わかりました。

再就職で650人も登録をいただいて、そのう
ち418人が就職につながっているという状況は、
結構、比率としては高いんじゃないかと思いま

す。

また、先ほども申したとおり、いろいろと設

備が整っていて、ものすごくいい施設ですので、

今後も5年間のうちで発展できるようなことに
もなろうかと思います。

業務内容の⑥に独自企画による研修の企画運

営と書いてありますが、この独自企画というの

が非常に大きいのじゃないかと思います。ちな

みに、5年間で今回受けた公益社団法人長崎県
看護協会で、企画か何か立てられているものが

ありますならば教えていただければと思います。

【石田医療人材対策室長】研修内容につきまし

ては、研修者に毎回アンケートをとっておりま

す。それから、地域の医療機関、学校、福祉施

設等の外部委員で構成します事業検討委員会と

いうものを設置いたしまして、研修内容は毎年

変えてきたところでございます。

これまで変えたものとしては、例えば、新た

にスキルアップ研修とか、看護教員の継続研修、

あるいは研修内容に応じて施設外での研修を増

やしたりとか、こういったことをやってきた。

この他は、細かいところではいろいろ変えてき

ているところでございます。

今回提案があっておりますのは、今まで離島

でも研修をしてきたわけでございますが、今年

度から、あじさいネットを使ってそういったも

のができないかと、来年度以降、増やしていけ

ないかと、こういった提案もいただいていると

ころでございます。

【宮本委員】あじさいネットは長崎県が誇る医

療ネットワークシステムですので、導入、研修

いただければ助かるかなと思います。

ともあれ、目的が県内における質の高い看護

職員の安定的確保でありますから、これに資す

るように効率的かつ効果的に、5年間また運営
をしていただきますよう、よろしくお願いしま

す。

【ごう分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山口(経)委員】 看護キャリア支援センターの
運営費の中で、一般財源で全て措置されており

ますけれども、聞くところによると、後には基

金で組み替えをするということなんですけれど

も、その辺をちょっと詳しく教えていただけま

せんか。

【石田医療人材対策室長】このセンターの研修

は、年度当初4月から開始する必要があります
ので、国から内示がある前に指定管理者との協

定に基づいて負担金を支払っているところでご

ざいます。そうしたことから、これは例年なん
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ですが、一旦は一般財源として予算計上してお

支払いをして、2月補正によって基金に財源更
生を行っているところでございます。

【山口(経)委員】 その場合、国の支援はどれく
らいありますか。

【石田医療人材対策室長】医療介護総合確保基

金を活用しておりますので、国が3分の2、県が
3分の1ということでございます。
【山口(経)委員】 予算面はそれでわかりました。
先ほど宮本委員からも、縷々、あっております

けれども、キャリアアップのために研修が、需

要が増えているということで、研修の年次的な

推移はどれくらいの数になっていますか。

【石田医療人材対策室長】少し補足してご説明

いたしますと、看護キャリア支援センターは、

県内全域の看護職員を対象とした研修機関であ

り、キャリアアップや再就業に関する相談機関

として設置しているものでございます。

研修内容としては、新人看護職員やその指導

者を対象とした研修、その後のキャリアアップ

が図れる研修、再就業のための研修、病院だけ

じゃなくて福祉施設のような対象を広げた研修、

それから離島の看護職員を対象とした研修等、

多岐にわたる研修を行っているところでござい

ます。

これまでの過去の実績を見ますと、研修の受

講者数は平成27年度が3,216人でございました。
昨年度は4,282人と年々増加しているところで
ございまして、今年の10月までに1万8,258人が
受講したという状況でございます。

それから、先ほど就業の話が宮本委員からご

ざいまして、その中では実人数でお答えさせて

いただきましたが、そういったものも含めて相

談があっておりまして、この相談についても平

成27年度2,563件、昨年度は3,162件と増加をし

ているところでございます。今年の10月までで
は1万3,816件の相談があっているということ
でございます。

研修は、学生が就業先を決定する上で非常に

重要視しているところがございますので、県と

して、広報をする時にも非常に効果的なものと

なっているところでございます。そういったこ

とから、県にとっては必要な施設となっている

ところでございます。

【山口(経)委員】 長崎県は、離島・半島を多く
抱えるという大きなハンデを持っております。

離島に勤務なさっている看護師の研修について、

あじさいネットを活用した研修も進めていくと

いうことでありました。

この間、沖縄県に視察に行かせていただいた

際に、離島と本土部を結んで、ＩＣＴによるリ

アルタイムの研修を受けられると、そういうシ

ステムを取り入れていましたが、あじさいネッ

トに関してはそういうこともできるのか、それ

ともまた別の方法でやるのか、その辺をお聞か

せください。

【石田医療人材対策室長】まず、試行的に来年

1月に壱岐病院で、中堅看護職員の研修会にあ
じさいネットを使うということでございまして、

一方的にビデオとか送るんじゃなくて、要は相

互につないで、それがメリットと考えてやり始

めるということでございます。こういった試行

を見ながら増やしていきたいと、わざわざ行か

ずとも見られるような仕組みは今後構築してい

きたいと考えているところでございます。

【山口(経)委員】 離島の看護師のいろんな声は
どのあたりまで届いていますか。離島の看護師

はキャリアアップの研修を受けるために交通手

段を使わなければならないということで、いろ

いろな不都合もありますけれども、看護師の要
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望とかなんとか、そういったものはありますか。

【石田医療人材対策室長】 毎年、4離島におい
て研修を行っているわけでございますが、その

時にはそれぞれの離島から、今問題になってい

ることとか、やってほしい研修、こういったも

のをお聞きして、その上で毎年実施していると

いうことでございます。

今後は、少しずつにはなろうかと思いますが、

こういったネット環境も利用して、一般的に本

土の方が受けられるような研修の中から、見て、

そして相互でつないで質問するとか、そういっ

たことができるような環境を整えていきたいと

考えているところでございます。

【ごう分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【前田委員】補足説明資料として医療人材対策

室から1枚ものが出ていますけれども、指定管
理の更新で、前回から引き続きの1者からしか
申請があっていないので、しっかり自負をもっ

てやってこられたと思っているので、5年間や
ってきたことの実績といった資料も添付するべ

きだと思う。なおかつ、1者でも審査会で審査
した結果があるわけですから、そういうものも

今後はきちんと添付をして諮ってほしいという

ことを1点要望しておきたいと思います。
その上で、確認の意味を含めてですね。

こども政策局からの債務負担行為として、里

親育成支援事業業務委託費が上がっています。

すみませんが、確認という意味で、概要につい

て少しご説明いただきたいと思います。

【今冨こども家庭課長】これは、長崎県里親育

成センター「すくすく」の業務を委託するもの

でございます。

現行の家庭的養護推進計画に基づきまして、

里親等への委託を推進するために、平成25年度
までは長崎・佐世保のこども・女性・障害者支

援センターで個別に実施しておりました里親制

度の周知啓発とか各種研修を里親育成センター

に一元化しまして、新規里親確保のための出前

講座等の広報啓発の実施とか、里親の資質向上

のための研修、それに加えまして里親希望者か

らの相談にも応じているところでございます。

【前田委員】 概要はわかったんですけれども、

債務負担として上げて業務委託するわけで、現

況の課題の認識だけ、この機会にお知らせをい

ただきたいと思います。

【今冨こども家庭課長】里親育成センターでの

業務につきましては、先ほど申し上げましたと

おり、啓発とか研修に限って事業を委託してい

るところでございます。

今回の議会にも報告させていただいておりま

す「長崎県社会的養育推進計画」の策定を行っ

ているところでございますが、この中で、さら

に検討を進めまして、マッチングとか、その後

の支援というところもセンター業務として一元

的に委託することを検討しているところでござ

います。

【ごう分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第119号議案のうち関係部分及び第123号議
案のうち関係部分は、それぞれ原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。



令和元年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日）

- 90 -

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案については、原案のとおり可

決すべきものと決定されました。

【ごう委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

福祉保健部長より所管事項説明をお願いいた

します。

【中田福祉保健部長】予算決算委員会文教厚生

分科会でご説明いたしました予算議案の部分を

除く福祉保健部関係につきまして、ご説明いた

します。

福祉保健部の文教厚生委員会関係議案説明資

料をお開きください。

議案外の主な所管事項についてご説明いたし

ます。

1ページ下段の長崎県外来医療計画及び長崎
県医師確保計画の策定についてであります。

長崎県外来医療計画及び長崎県医師確保計画

につきましては、医療法の一部を改正する法律

に基づき、県民に対し良質かつ適切な医療を効

率的に提供する体制の確保を図るため、長崎県

医療計画の一部として新たに策定することとし、

検討を進めてまいりました。

この計画の素案については、県議会のからの

ご意見を踏まえるとともに、今後、パブリック

コメントを実施し、県保健医療対策協議会や専

門部会等関係者のご意見を伺いながら、年度内

の策定を目指しております。

続きまして、2ページ上段、長崎県ギャンブ
ル等依存症対策推進計画の策定についてであり

ます。

長崎県ギャンブル等依存症対策推進計画の策

定については、9月定例県議会文教厚生委員会

におきまして、素案に対するご意見をいただい

た後、パブリックコメントや関係団体等からの

意見聴取を行いました。

また、長崎県依存症ネットワーク協議会の専

門部会のご意見も伺いながら、計画案として取

りまとめました。

今後、県議会のご意見を踏まえ、1月中に計
画を策定するとともに、その実現に向け各種施

策の充実に努めてまいります。

続きまして、4ページ下段の健康長寿日本一
長崎県民会議の開催についてであります。

県民総参加のもとで健康長寿日本一の長崎県

づくりを目指した活動を展開していくため、昨

年度、県内の幅広い関係者の皆様にご参画いた

だき、設置しました「健康長寿日本一長崎県民

会議」の第2回総会を去る11月16日に開催いた
しました。

今回の総会は、国民の健康長寿延伸に向けて

実効的な活動を行うために組織された「日本健

康会議」との共催とし、また、県民会議の活動

を広く県民の皆様に知っていただくため、民間

企業主催の「ながさき元気フェスタ」との同時

開催といたしました。

本年度の会議では、健康づくりのために積極

的な活動や独自の工夫で成果を上げている企

業・団体等を表彰する長崎県健康づくり優良事

例表彰「ながさきヘルシーアワード」の表彰を

行い、実践部門、応援部門、自治体部門の3部
門で5つの企業・団体を表彰するとともに、受
賞団体からの事例発表を行いました。

県としましては、今後も引き続き県民お一人

おひとりの取組を進めていただくため、積極的

に優良事例等の情報発信に努めるとともに、関

係団体の皆様と連携・協力しながら、県民の健

康づくりに取り組んでまいります。
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そのほかの所管事項につきましては、障害者

スポーツ・芸術文化活動の振興について、地域

包括ケアシステムの構築状況について、全国健

康福祉祭への選手団の派遣について、「介護の

日」イベントの開催について、長崎県総合計画

チャレンジ2020の数値目標の進捗状況につい
て、事務事業評価の実施について、長崎県まち・

ひと・しごと創生総合戦略の数値目標の進捗状

況について、地方創生の推進について、令和2
年度の重点施策で、記載の内容のとおりでござ

います。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう委員長】次に、こども政策局長より総括

説明をお願いします。

【園田こども政策局長】予算決算委員会文教厚

生分科会でご説明いたしました予算議案を除く

こども政策局関係の議案について、ご説明いた

します。

文教厚生委員会関係議案説明資料のこども政

策局の1ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第127号議案「長崎県児童福祉施設の設備及び
運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例」、第128号議案「長崎県幼保連携型認定こ
ども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例」の2件
であります。

議案の内容についてご説明いたします。

第127号議案「長崎県児童福祉施設の設備及
び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例」につきましては、児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準の一部を改正する省令の施行

に伴い、所要の改正をしようとするものであり

ます。

第128号議案「長崎県幼保連携型認定こども
園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例」につきまし

ては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、

職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正

する命令の施行に伴い、所要の改正をしようと

するものであります。

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

長崎県子育て条例行動計画の策定について。

次期長崎県子育て条例行動計画の素案につき

ましては、去る10月29日に今年度第2回目の長
崎県子育て条例推進協議会を開催し、ご意見を

いただきました。

また、11月25日からはパブリックコメントを
実施しており、県民の皆様のご意見をいただい

ているところです。なお、委員会資料提出時に

おきましては、実施予定でしたので、ご報告さ

せていただきます。

今後、引き続き素案の検討を行うとともに、

県議会をはじめ、パブリックコメントのご意見

等を踏まえながら、今年度末の策定に向けて取

り組んでまいります。

長崎県社会的養育推進計画の策定について。

長崎県社会的養育推進計画については、国が

定める「都道府県社会的養育推進計画の策定要

領」に基づき、本県の実情等を踏まえた上で、

長崎県社会的養育推進計画策定委員会において

検討を進めてまいりました。

本計画の素案については、県議会からのご意

見を踏まえるとともに、今後、パブリックコメ

ントや関係団体等からの意見聴取を行い、本年

度中に計画を策定することとしております。
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なお、この事項につきましては、後ほど、こ

ども家庭課長より補足説明をさせていただきま

す。

児童虐待の防止等について。

本県の児童相談所における児童虐待相談対応

件数は、全国と同様に、昨年度、過去最高とな

るなど、児童虐待は大きな社会問題となってお

ります。

国においては、毎年11月を「児童虐待防止推
進月間」と定め、児童虐待防止のための広報・

啓発に取り組んでおり、本県においても、全世

帯広報誌等を活用した児童虐待の防止や児童相

談所全国共通ダイヤル「1 8 9
いちはやく

」の周知、大学生

と協働した浜町アーケードでの街頭キャンペー

ン、小中高への啓発ポスターの掲示など市町や

関係機関と連携した広報・啓発活動に取り組ん

だところです。

また、児童相談所職員の児童虐待事案の対応

能力の向上や、児童相談所と警察との連携強化

を図ることを目的として、去る10月9日に佐世
保市、10月24日に長崎市で、合同訓練を実施し
ました。

本訓練は、虐待通告があった児童の自宅への

立ち入り、及び抵抗する両親から児童を保護す

る内容で行い、児童相談所職員にとって大変有

意義なものとなりました。

今後とも、児童虐待に対する県民の理解をよ

り一層深めることができるよう、さまざまな機

会を通じて広報・啓発を行うとともに、児童相

談所職員の資質向上や警察等の関係機関の連携

強化を行い、児童虐待の防止、早期発見・対応

に努めてまいります。

その他の所管事項につきましては、ココロね

っこパレードについて、長崎県総合計画チャレ

ンジ2020の数値目標の進捗状況について、政策

評価の結果等について、長崎県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の数値目標の進捗状況につい

て、地方創生の推進について、追加1になりま
すけれども、令和2年度の重点施策で、内容は
記載のとおりであります。

以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【ごう委員長】 以上で説明が終わりました。

第135号議案の質疑は終了していますので、
第127号議案、第128号議案に対する質疑を行い
ます。

質疑はありませんか。

【山口(経)委員】 第128号議案は、幼保連携型
認定こども園の学級の編制とか運営の基準に関

する条例の一部を改正されるということですけ

れども、内容をもうちょっと詳しくお聞かせい

ただけませんか。

【濱野こども未来課長】今回、建築基準法の改

正に伴い、保育所と認定こども園の設備基準に

ついての条例を改正することで上程をしており

ます。

改正内容につきましては、従来、延べ床面積

に関係なく3階建て以上につきましては建築基
準法で耐火が義務付けられておりましたが、今

回の基準で200平米未満につきましては耐火基
準の規制がなくなりました。それで、従来どお

りの200平米未満についても耐火基準を維持し
ようという改正です。

そもそも認定こども園の認定基準につきまし

ては、これまでも建築基準法に上乗せをして、

3階以上に保育室を設ける場合には、建築基準
法とは別に認定こども園の条例で耐火基準を満

たすように設定をしているものです。
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【山口(経)委員】 3階建て以上ということです
けれども、3階以上に保育室がある認定こども
園の県内の状況はいかがですか。

【濱野こども未来課長】認定こども園に関しま

して、現在把握している状況では、87施設のう
ち9施設が3階以上の建物となっておりますが、
このうち200平米以下の部分については該当が
ありません。

【山口(経)委員】 認定こども園になっていただ
こうと推進をしているわけですけれども、現状

として、保育所あたりで建替えの築年に達して

いるところが結構出てきているわけです。建替

えをすれば、1年間ぐらいは仮の施設を賃借し
て建替えに臨むわけですが、そういった場合に

耐火基準を満たしているのかといったことが問

題になってこようかと思います。これからそう

いう時期を迎えるということで、間借りする施

設に対しても耐火基準が必要になってこようか

と思いますが、そういった方面の指導はいかが

なさいますか。

【濱野こども未来課長】今お話がありました建

替え等の場合には、市町あたりにご相談がある

し、直接私どもにある場合もあろうかと思いま

すので、そこにつきましては、建替えの間に仮

園舎といいますか、どこかを間借りされる場合

にも、当然条例で規定をしていますように耐火、

あるいは準耐火の基準を満たすような建物への

間借りということを指導していきたいと思いま

す。

【ごう委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもちまして質疑を終了いたします。

次に、第127号議案、第128号議案、第135号
議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第127号議案、第128号議案、第135号議案に
ついては、原案のとおり、それぞれ可決するこ

とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案については、原案のとおり可

決すべきものと決定されました。

次に、障害福祉課長より補足説明をお願いい

たします。

【桑宮障害福祉課長】 それでは、私の方から、

長崎県ギャンブル等依存症対策推進計画案につ

きまして、お手元に配付しております概要説明

資料を用いまして概要をご説明いたします。

まず、1、計画の性格でございますが、この
計画は、ギャンブル等依存症対策基本法第13条
第2項に規定します、都道府県ギャンブル等依
存症対策推進計画として、国のギャンブル等依

存症対策基本計画を踏まえ、本県の実情に応じ

たギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的

に推進する計画となっております。

次に、2、計画の目的、基本理念でございま
すが、精神疾患に位置づけられる「病的ギャン

ブラー」だけでなく、日常生活に問題が生じて

いるレベルの「問題ギャンブラー」、さらには

問題のないギャンブラーやギャンブルをしない

一般県民を対象に、予防的な対策や進行予防、

回復支援を適切に組み合わせた対策を実施する

こと、また、ギャンブル等依存症の回復に向け

た直接的な支援だけでなく、本人や家族の生き
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づらさを理解し、日常生活、社会生活を円滑に

営むことができるように総合的に支援すること、

さらに、多重債務や自殺等の問題に関する施策

等の有機的な連携を図ることとしております。

3、計画の期間につきましては、令和2年度か
ら4年度までの3年間となっております。

4、計画策定の体制につきましては、医療、
福祉、保健、教育、司法関係者、警察関係者や

民間団体、事業者等に委員にご就任いただいて

おります長崎県依存症対策ネットワーク協議会

ギャンブル等依存症対策専門部会において、計

画案の内容について検討を行ってまいりました。

5、計画の特徴、及び6、計画の体系について
は、計画素案と同様に6つの基本的方向性と3つ
の段階的施策として取りまとめ、事業者や関係

団体等の取組も含め記載しており、修正はござ

いません。しかし、今後、社会情勢の変化、施

策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直し

を行うこととしております。

7、計画素案からの主な修正点については資
料のとおりです。

なお、10月2日から10月27日において実施い
たしましたパブリックコメントにおきましては、

7人から9件のご意見をいただいたところです
が、既に素案に盛り込まれているものや、今後

検討するもの等に対する意見であったため、パ

ブリックコメントを踏まえた修正は行っており

ません。

説明は以上でございます。

【ごう委員長】次に、医療政策課長より補足説

明をお願いいたします。

【伊藤医療政策課長】 右肩に「令和元年11月
定例会医療政策課補足説明資料」とある、長崎

県外来医療計画素案の概要の資料をご覧くださ

い。

長崎県外来医療計画素案の概要につきまして

ご説明をさせていただきます。

まず、1の計画の性格でございますが、本計
画は、医療法に基づき県が定める医療計画の一

部として新たに策定するものでございます。

2の計画の趣旨でございます。背景といたし
まして、外来医療につきましては、無床診療所

の開設が都市部に偏っている、休日の在宅当番

医などの救急医療やグループ診療等の連携が、

個々の医療機関の自主的な取組にゆだねられて

いる状況を踏まえまして、今回、医療法の一部

が改正され、都道府県が外来医療計画を策定す

ることとされたものでございます。

本計画では、県内8つの二次医療圏における
外来医療に係る医療提供体制を確保するため、

地域の外来医療に関する現状や課題を明らかに

しながら、充実が必要な外来医療機能や外来医

療に関する連携強化、偏在是正等について協議

を行っていくこととしております。

3の計画の期間ですが、令和2年度から令和5
年度までの4年間となっており、その後は3年ご
とに見直しを行うこととなります。

4の外来医療計画のポイントでございます。1
点目の外来医療に関する情報発信は、①の外来

医療に関する客観的な指標として、国が示した

計算式により医療圏ごとの診療所の医師数と診

療所の外来患者数から外来医師偏在指標を算定

いたします。

次に、②として、この指標を全国335の二次
医療圏で比較し、上位3分の1である112位まで
に該当する地域を外来医師多数区域として設定

します。

次に、③として、外来医師多数区域において、

新たに開業しようとする医師に対しまして求め

る外来医療機能を公表することで、新規開業を
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予定する医師の自主的な行動変容を促し、外来

医療機能の偏在是正等を目指すというものでご

ざいます。

2点目は、二次医療圏ごとに外来医療の現状
と課題について協議を行う場を設置するという

ものでございます。本県では、この協議を行う

場として、地域医療構想調整会議を位置づける

こととしております。

裏面をご覧ください。

5の計画の内容でございます。外来医療計画
については、国が示す外来医療に係る医療提供

体制の確保に関するガイドラインに基づきまし

て、（1）から（4）に示す項目につきまして記
載してまいります。

なお、（1）の外来医師偏在指標及び外来医
師多数区域につきましては、今年3月に国が示
した暫定値となっており、今後、国から公表さ

れる偏在指標の確定値を踏まえて、外来医師多

数区域が決定されることとなります。

（3）の圏域ごとの外来医療提供体制につき
ましては、各医療圏の医療施設や医師数などの

医療資源の状況、新規開業者に求める外来医療

機能として、国のガイドラインに示された初期

救急、在宅医療、産業医などの公衆衛生の3つ
の項目の現状と課題等について、郡市医師会や

市町に対して行ったアンケート等に基づいて記

載しております。

（4）の医療機器の効率的な活用につきまし
ては、対象となるＣＴやＭＲＩなどの配置状況、

保有状況などの情報を可視化するとともに、そ

の効率的な活用を推進するため、医療圏ごとに

医療機器の共同利用の方針を定めるものでござ

います。

6の計画策定の体制でございますが、最終的
には医療法に基づき県の医療審議会への諮問・

答申を経て策定することとなります。

県全体にかかわる内容については保健医療対

策協議会、医療圏ごとの内容については地域医

療構想調整会議で議論してまいります。

7の策定スケジュールですが、これまで県保
健医療対策協議会、地域医療構想調整会議にお

いてご協議いただいた内容を、今回、素案の概

要版としてお示しをしております。

今後、本委員会のご意見を踏まえた修正等を

行い、年明けにパブリックコメント、関係団体

への意見照会等を行い、再度、県保健医療対策

協議会でご協議いただき、計画案として取りま

とめたものを次の2月定例県議会でご説明させ
ていただき、3月に予定しております医療審議
会への諮問・答申を経て、年度内に策定をした

いと考えております。

以上、簡単でございますが、長崎県外来医療

計画素案に関する補足説明を終わらせていただ

きます。

【ごう委員長】次に、医療人材対策室長より補

足説明をお願いいたします。

【石田医療人材対策室長】それでは、私の方か

ら、長崎県医師確保計画素案の概要につきまし

てご説明をさせていただきます。

右肩に「医療人材対策室補足説明資料」と記

載しております資料をお開きください。

まず、1の計画の性格でございますが、本計
画は、平成30年の医療法改正により、医療計画
の一部として各都道府県が今年度末までに策定

するとされたものでございます。

2の計画の趣旨でございますが、本計画は、
地域における医療提供体制を確保し、実効的に

医師確保対策を進めるための計画としておりま

す。また、産科・小児科に関する医師確保計画

も併せて策定することとしております。
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3の計画の期間でございますが、令和2年度か
ら令和5年度までの4年間となっております。以
後、医療計画の中間見直しに合わせて3年ごと
に計画の見直しを行い、2036年に医師の偏在解
消が図られることを目標としております。本計

画は、その第1期の計画となります。
4の医師確保計画のポイントについてご説明

をいたします。

（1）については、全国ベースで医療圏ごと
に医師の多い少ないを測る新たな指標となる医

師偏在指標を厚生労働省が算出し、これに基づ

き、基本的には全国にある335の二次医療圏の
うち、医師偏在指標の値が上位3分の1、第112
位以上の医療圏を医師多数区域、下位3分の1、
第224位以下の医療圏を医師少数区域として県
が設定することとなります。

医師偏在指標の数値については、国から正式

にはまだいただいておりませんが、本県分につ

いては先月、内示として示されたところであり、

計画素案は、この内示に基づいて策定をさせて

いただいております。

国から示された医師偏在指標によりますと、

長崎県は全国9位の医師多数県となっておりま
す。また、二次医療圏ごとには、表にお示しし

ておりますように、離島の医療圏における医師

偏在指標の値が総じて少ない結果となっている

ところでございます。

（2）の医師偏在指標を踏まえた医師確保の
方針でございますが、離島の各医療圏について

は、地理的に本土とのアクセスが制限されてお

り、また、医師偏在指標の値も総じて低い状況

を踏まえまして、引き続き県養成医の派遣を継

続し、医師の充足を図る計画といたしておりま

す。

それから、医師の中程度区域の佐世保県北、

県南医療圏については、医師数を現状よりも減

らさない計画とします。医師多数区域の長崎、

県央医療圏については、原則として当該区域の

医師のみを増やすことを目的とした医療確保対

策は行わない計画といたします。

次に、（3）の確保すべき医師の数の目標の
設定でございますが、お示ししておりますよう

に、長崎県全体とその下に二次医療圏で医師偏

在指標の値が最も大きい長崎圏域から最も小さ

い上五島圏域までを順に並べて記載をしており

ます。

医師多数県については、県全体の医師を増や

す目標設定はできないこととされていますので、

1段目に記載のように、県全体での医師数はプ
ラスマイナスゼロと計画しております。

また、医療圏ごとには、最下段に記載してお

ります上五島から順に6人、3人、2人を増やす
計画とし、計画が達成できれば、離島医療圏の

医師偏在指標の数値はほぼ同程度となると見込

んでいるところでございます。

この増員の合計を11人としておりますのは、
計画期間中における県養成医の勤務開始と離島

の病院企業団の退職等によりまして、11人の増
加が見込まれるためでございます。

また、長崎、県央医療圏については、県全体

の目標医師数をプラスマイナスゼロといたしま

したことから、各圏域の医師数の比率により、

機械的に離島増加分の11名を割り振りまして、
それぞれマイナス9人、マイナス2人としている
ところでございます。

それから、（4）の目標医師数を達成するた
めの施策でございますが、計画において増加を

見込める医師は、県養成医の派遣によることと

しまして、現在取り組んでいる施策を中心とし

て、医師確保に取り組むこととしております。
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（5）の産科・小児科医師の確保でございま
すが、現医療計画に沿って周産期医療ネットワ

ークや地域小児科センターの維持に努めること

として、医師数の増加に努めることを基本方針

としております。

（6）の医師少数スポットの設定でございま
すが、二次医療圏内で局所的に医師が少ない地

域を、地域のご意見を伺いながら医師少数スポ

ットとして設定し、重点的に医師確保対策を実

施することとしております。将来的には、当該

地区に県養成医の派遣を行うことも検討してい

く必要があろうかと考えているところでござい

ます。

それから、5の計画策定の体制でございます
が、最終的には長崎県医療審議会に県が諮問し、

答申をいただくこととなります。

なお、先だって行われました長崎県保健医療

対策協議会において、本計画の素案については

ご了解をいただいたところでございます。

6の策定スケジュールでございますが、本議
会の意見を踏まえ、修正を行った上で、来年1
月にパブリックコメントを予定しております。

また、2月定例県議会に改めてご説明を行う
ほか、医療審議会への諮問、答申を受けて、年

度内に計画を策定する予定としております。

ということで、以上、簡単ではございますが、

長崎県医師確保計画に関する補足説明を終わら

せていただきます。

【ごう委員長】次に、こども家庭課長より補足

説明をお願いいたします。

【今冨こども家庭課長】私からは、長崎県社会

的養育推進計画の策定について、お手元の資料

に沿ってご説明いたします。

まず初めに、資料の1、計画の性格でござい
ます。

この計画は、昨年7月の国からの通知、「都
道府県社会的養育推進計画の策定について」に

基づき、平成26年に策定いたしました家庭的養
護推進計画を全面的に見直し、代替養育だけで

なく家庭における在宅支援まで含めた社会的養

育推進計画を新たに作成するものでございます。

次に、2、計画の目的でございますが、この
計画は、平成28年、改正児童福祉法の理念のも
と、家庭での養育を第一とし、家庭における養

育が困難な場合に、家庭と同様の養育環境であ

る養子縁組による家庭や、里親などでの養育を

進めます家庭養育優先原則を徹底し、子どもの

最善の利益を実現するものでございます。

続きまして3、計画期間でございます。計画
期間は、国からの通知に基づきまして、令和2
年度から令和11年度までの10年間といたして
おります。

次に、4、計画策定の体制につきましては、
長崎県児童養護施設協議会等の施設等関係者と

か学識経験者、社会的養護経験者、市町の関係

機関16名の委員で構成されます長崎県社会的
養育推進計画策定委員会におきまして、ご審議

をいただきながら策定を進めているところでご

ざいます。

続いて、5、計画のポイントでございます。
国は、これまでも家庭的な養育環境を進めてい

く際の指標としまして里親等委託率を用いてお

りまして、今回、国の目標として、乳幼児の里

親等委託率を概ね7年以内に75％以上、3歳未満
の乳幼児の里親等委託率を概ね5年以内に75％
以上、学童期以降の児童の里親等委託率を概ね

10年以内に50％以上とすることを掲げ、各県に
おける里親等委託率につきましては、国の目標

を念頭に置き、地域の実情を踏まえ数値目標を

設定することとしております。
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本県の実情としまして、昨年度の里親等委託

率は、資料の一番下の計算式になりますが、

17.3％と平成29年度の全国平均19.7％より低
い状況にあり、目標については、10年後の令和
11年に全体の43.2％を設定しております。
目標設定の考え方につきましては、計画の素

案の19ページと20ページをお開きください。こ
れは、本県の里親委託率が進まない原因を調査

するため、昨年度、新規に施設へ入所措置した

子ども101名について、里親等へ委託できなか
った理由を整理したものでございます。

真ん中のグラフのａからｃにあります施設で

のケアが必要な場合など、子ども自身に原因が

ある場合のほか、ｅの保護者が里親等委託に明

確に反対した場合が22.8％、ｆの里親に不当な
要求を行うなど対応困難な保護者が22.8％と、
主に保護者が原因で里親委託が進んでいない状

況にございます。

里親等への委託推進のための取組につきまし

ては、計画の15ページから18ページに記載して
おります。

このような保護者対策としましては、資料の

計画の18ページをご覧ください。18ページの真
ん中あたりに「保護者への対応」という項目が

ございます。こちらに新たに、里親等への委託

に反対する保護者の理解促進に向けた取組とか、

対応困難な保護者に対し組織で対応する仕組み

づくり、施設退所に向けた児童相談所の里親支

援等の実施体制強化などに取り組むこととして

おります。

本県における里親等委託率の目標につきまし

ては、このような本県の実情を踏まえたさまざ

まな取組によりまして、実際に里親に委託でき

るかを先ほどの101名について個別に分析し、
また、当初は施設に措置した子どもについても、

その後、どれだけ里親等に委託できるかを、先

進自治体における取組とその実績データをもと

に今後の委託可能数を推計しまして目標値を設

定したものでございます。

次に、最初の資料に戻っていただきまして、

裏面の6、計画の体系をご覧ください。
計画の体系につきましては、国の通知に基づ

きまして（1）から（10）の項目により取りま
とめております。

10の項目のうち、左端に星印がついている項
目につきましては、資料の真ん中あたりにござ

います※印に記載しておりますとおり、本計画

が子どもの権利保障と子どもの家庭養育優先原

則を実現するため、子どもの権利擁護、在宅で

の支援から養子縁組、代替養育や自立支援まで

一体的かつ全体的に進めるために、現行の家庭

的養護推進計画の項目に新たに追加したもので

ございます。

最後に7、策定スケジュールにつきましては、
今後、パブリックコメントや長崎県社会的養育

推進計画策定委員会で素案に対するご意見をい

ただき、2月の定例県議会に最終案をご報告し、
ご意見をいただいた上で、3月末までに計画を
策定し公表してまいりたいと考えております。

以上でございます。よろしくご審議いただけ

ますようお願いいたします。

【ごう委員長】次に、提出がありました政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料に

ついて、説明をお願いいたします。

【渡辺福祉保健課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出いたしました福祉保健部関係の資料について

ご説明をいたします。

文教厚生委員会提出資料 福祉保健部の1ペ
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ージをご覧いただきたいと思います。

はじめに補助金内示一覧表でございますが、

県が箇所付けを行って実施する個別事業に関し、

市町並びに直接・関節の補助事業者に対し内示

を行った補助金について、9月から10月までの
実績を記載しております。

直接補助金は、資料1ページから5ページに記
載のとおりで計37件、間接補助金は資料6ペー
ジから7ページに記載のとおりで計13件でござ
います。

次に8ページをお開き願います。
1,000万円以上の契約案件の9月から10月分

の実績につきましては、資料8ページに記載の
とおりで計1件となっております。
次に、9ページをご覧ください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

9月から10月までに県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものは、一般社団法人長崎県身

体障害者福祉協会連合会、佐々町の計21件とな
っており、それに対する県の取扱いは9ページ
から30ページまでに記載のとおりでございま
す。

次に、31ページをお開き願います。
附属機関等会議結果について、9月から10月

分の実績は、長崎県福祉保健審議会高齢者専門

分科会など計27件となっており、その内容につ
きましては資料31ページから60ページに記載
のとおりでございます。

以上で報告を終わります。

【濱野こども未来課長】「政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議」に基づき、本委員会に提出い

たしました福祉保健部こども政策局関係資料に

ついて、ご説明をいたします。

1ページをお開きください。

補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

付けを行って実施する個別事業に関し内示を行

った補助金について、本年9月から10月分まで
の実績を記載することとなっております。なお、

前回9月の定例県議会で報告すべきでありまし
た8月分の内示１件につきまして、前回の報告
に記載が漏れておりましたので、この分を合わ

せて今回記載をさせていただいております。

大変申し訳ございませんでした。

前回報告が漏れておりました1件を含めまし
て、直接補助金が1ページに記載しております2
件、そして2ページになりますが、間接補助金
が1件でございます。
次に3ページをご覧ください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

について、県の対応状況を記載しております。

長崎県子育て支援協会、長崎県保育協会、佐々

町からの要望書の3件となっており、それに対
する県の対応状況は、3ページから11ページま
でに記載のとおりでございます。

次に、12ページをお開きください。
附属機関等会議結果について、実績は1件で

あり、その内容につきましては13ページに記載
のとおりでございます。

以上で報告を終わります。

【ごう委員長】以上で説明が終わりましたので、

次に陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査対象の番号は60、61、67、
69、74、78、85であります。
陳情書について、何か質問はありませんか。

【山本(由)委員】 陳情番号の85番、難病相談支
援センターの運営における県北地区での難病相
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談の充実についてということで、この件につい

て、まず現況を確認させていただきたいんです。

現在、難病相談支援センターの指定管理になっ

ていますが、この分の人員体制を教えていただ

けますか。

【小田口国保・健康増進課長】難病患者やその

ご家族の相談支援に当たるため、茂里町に公の

施設として難病相談支援センターを設置してお

ります。現在、6名体制で業務に当たっており
ます。

【山本(由)委員】 次に、難病相談支援センター
の相談件数について、平成29年度は1,318件、
平成30年度は、この間の成果指標だと964件と
いうことで、ＳＮＳ等でちょっと減っていると

いうご説明があったんですが、このうち県北地

区からの相談件数はわかりますでしょうか。

【小田口国保・健康増進課長】 平成30年度、
難病相談支援センターで電話や対面により相談

を受けた件数は814件であります。このうち佐
世保市及び県北地区からの相談は、190件で全
体の約2割となっております。
【山本(由)委員】 難病相談支援センターから、

県北であったり島原であったりということで出

張相談をされているようです。県北地区と島原

地区だけですか。それぞれの回数と、相談件数

を教えていただけますか。

【小田口国保・健康増進課長】県北地区におき

ましては、昨年度後半から試行的に出張相談を

行っておりまして、平成30年度は相談会を2回
開催し、患者や患者のご家族の方との交流を深

める難病カフェというものを3回開催しており
ます。

また、県南地区におきましては、医療講演会

を開催しておりまして、県南地区で1回の開催
をしております。

【山本(由)委員】 出張相談に行かれて、県北は
2回とカフェが3回というお話です。
相談に関して、指定されるから、たまたまそ

の日には行けないというふうな声を聞くんです。

実際に、設定されてもなかなか、その日には体

調の関係で行けない、あるいは行けなかったと

いうふうな声は県の方にも届いていますでしょ

うか。

【小田口国保・健康増進課長】県北地区での出

張相談につきましては、今年度から体制を充実

させることもありまして、毎月定期的な相談会

や難病カフェの開催を始めたところであります。

難病カフェにおきましては人数ご参加いただ

いているんですけれども、委員ご指摘のとおり

相談会については事前予約ということでありま

すので、日時等の都合がありまして開催できな

い月もございますので、日にちが固定されるこ

とはなかなか不便だという声は聞いております。

【山本(由)委員】 この件について、過去のやり
取りを調べてみましたら、実は宮本委員が4年
前に、県北地区に常設で設置をしてほしいとい

う要望をなされていまして、その時の県のご回

答が、まず施設を確保できるかという問題、そ

れから相談員を常駐させるとなるとその分の経

費がかかるという問題、そこまで需要があるか

という問題、そういうことがあるので、定期的

な出張回数を重ねることで、状況を見極めなが

ら検討をしていきたいというご回答をされてい

ます。これは平成27年11月定例会です。
今回、陳情して要望されています難病連絡協

議会の役員の方が、独自に平成29年から県北支
部を立ち上げておられる。これはほとんどボラ

ンティアだと思いますけれども、そういう形で

やっていらっしゃって、事務所を確保できるか

という問題については、確保されていると。そ
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れから相談員の方に関しても、ボランティアと

いうことではありますけれども対応されている

と。

需要の関係でいうと、県北からの相談件数が

全体の2割ぐらいある、出張相談等に行かれて
の相談がある、それから独自にされているのが

要望書によると年間110回ということで、どこ
までこの需要自体が認知されているかというの

が、今の段階では任意団体のような形でしょう

から、まだ認知度も高くないことを考えれば、

潜在的な需要はまだ多いんだろうなと、これが

明らかになることによって需要も増えてくるん

だろうなと。

状況が、平成27年の時から、平成29年にそう
いうふうな形で自主的にやられているというこ

とで、その辺の問題はかなりクリアされてきて

いるんじゃないかなと。逆に言うと、設置に向

けて、常設することにより、日にちが合わない

とかといった問題も改善できるのではないかと

思います。

現在、ほぼ自己負担で行われているというこ

とです。このままの状態でというのは、ちょっ

と善意に甘え過ぎているのではないかと感じま

す。一気に、あるいは段階的にという形ででも、

支援についてご検討いただけないかと思います

けど、その辺はいかがでしょうか。

【小田口国保・健康増進課長】 私どもも、セン

ターにおける対面の相談については、長崎市内

やその近郊に在住の方からのものが多く、その

他の地域の方からは主に電話による相談を受け

ておりますが、その他の地域においても、相談

者の利便に配慮した対面による相談が可能な体

制が望ましいと考えております。そのため、先

ほど申しましたが、佐世保地区においては定期

的な出張相談等を開始したところであります。

今回要望のあった県北地区でのサテライト等

の開設については、県としましては、県内の難

病患者支援のためには、まずは現在センターの

取組として行っている出張相談事業について、

その効果等を検証しながら、関係機関とも連携

し、充実を検討していきたいと考えているとこ

ろであります。

今回要望を、先週、私どもはいただいたんで

すが、その内容につきましては、一定の支援実

績もありますし、今後、難病相談支援センター

の出張相談の一部として位置づけること等につ

いても、センターと協議をしていきたいと考え

ております。

【山本(由)委員】 わかりました。
ここ自体が今、指定管理期間中。もし、この

協議会でされるということであれば、今は指定

期間中で債務負担がされているという問題もあ

るんだろうと。ですから、財政的な問題も多分

あるかと思うんですけれども、4年前よりも少
し進んだようなご回答をいただいたと理解をい

たしますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【北村委員】 陳情一覧表の60番です。人材確
保対策等についてですが、陳情要望事項対応書

に書いてありますけれども、人材確保対策につ

いての1番、保育士修学資金貸付事業について、
令和2年度をもって事業の打ち切りの可能性が
あるということで、こちらの対応書では、国に

対して要望を行っておりますというようなこと

でした。

その要望を行って、国はどのような意向を示

しているのかというか、感触というか、そうい

った見通しが今わかればお示しください。

【濱野こども未来課長】国に対する政府施策要
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望の中で要求はしておりますが、まだ国からの

詳しい情報等は入っておりませんので、令和3
年度以降について、今のところはまだ不透明と

いうような認識をもっております。

【北村委員】続けて要望を繰り返していただけ

ればと、制度の継続をお願いしたいと思います。

今度は60番の3番目です。何度となく、この
議会で話題になっております副食費についてで

ありますが、こちらの対応書でも、なかなかこ

れは難しいんだというようなことで、これまで

の県の姿勢を踏襲された対応になっているかと

思います。

これまでの答弁にもありましたとおり、これ

らの市町に対して国の主旨を伝えてまいります

と対応書に記載されているわけですが、たしか、

前回か前々回の議会で非常に話題になって、た

しかその時には現状は21市町で7、7、7で分か
れていたと思います。副食費を独自にやるとこ

ろが7、決めかねているところが7、やらないと
ころが7だったかと記憶をしております。
この市町に対して主旨を伝えていただいたと

思うんですけれども、その後、現況としては何

か変化があったのかどうか、お示しください。

【濱野こども未来課長】 10月から、この無償
化は既に始まっておりますので、その直前の段

階で確認をしたところ、国の規定どおり、特段

何も対応しないところは9で、残りの12につい
ては無償化、または減免の対象者を拡大すると

いったところで対応しております。完全に無償

化をするのは6団体、残り6団体が、3歳以上は
360万円という収入の制限がありますけど、そ
の辺を拡大して無償化の範囲を広げるといった

ことで、合わせて12市町が何らかの対応をして
いるということでございます。

【北村委員】 21市町の方針ということですか

ら、それはそれで尊重しなくてはならないのか

なと思いますが、何度となく話に出ておりまし

たけれども、県内の子どもたちの保育について

の環境整備が、格差が出ないようにしていただ

きたいと思っております。

この要望書について最後にしますが、この5
番目、ｅラーニングによる研修の実施について

の要望が上がっております。

こちらの対応では、ｅラーニング方式につい

て、研修の実施についてはシステムの構築や不

正行為の対策等の検討が必要だというような記

載があるんですけれども、不正行為というのは

どういったものがあるのか、教えていただけれ

ばと思います。

【濱野こども未来課長】ｅラーニング自体がど

ういうやり方でするかによるんでしょうけど、

不正というのは、受講を一方的にビデオ等で流

して、実際のところは受講しないでも受講した

ような扱いになるとか、そういった問題等があ

るということです。

ここについては保育協会も、いろんな先進地

の視察をされたということで、近いうちに視察

状況の話を聞きながら、どういった形でｅラー

ニングを取り入れることができるか検討したい

と思っております。

【北村委員】対応についても、実施に向けて検

討してまいりますと書いてありますので、ぜひ

しっかり進めていただければと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありますか。

【前田委員】 引き続いて60番の保育協会から
の要望と、85番の難病連絡協議会からの要望に
ついて、質疑をさせていただきたいと思います。

まず保育協会の方で、今、北村委員からも質

問があったので、重複するところは省略します

けれども、政策等決定過程の透明性の資料にも、
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同様の要望に対する対応状況が書かれていて、

さっき北村委員からも格差をなくしてほしいと

言われました。

当時は、ここに書いているように、国におい

て無償化によって、市町が独自に負担していた

財源を地域における子育て支援のさらなる充実

に活用することが重要であるということで、そ

ちらの方を充てていただく中で格差をなくして

ほしいというような答弁をしていたと記憶して

います。そういったことを各市町に対して助言

というか、指導ではないですけれども、意見し

ていきますという答弁が出たと思うんですが、

この政策等の資料の文言を見ると、完全に市町

のことであり、県は指示できる立場にないとい

うふうに、ちょっと何か後退したような感じに

受け止められるんですが、その点はいかがです

か。

【濱野こども未来課長】市町の問題で、私ども

は関与しないということではなく、今まで独自

に各市町が保育料を軽減をしていた財源の活用

については、その優先順位はあくまでも市町が

いろいろご判断されるものなので、まずもって

浮いた財源があったとしたら、それを副食費の

無償化に充ててくださいというような依頼の仕

方ではなく、浮いた財源があれば、子ども・子

育て支援の関係にぜひお使いくださいという話

をずっとしていく中で、一部の市町は副食費の

無償化に充てるところもございますし、またそ

れ以外の事業に充てたというようなところでご

ざいます。

【前田委員】そういうことになろうかと思いま

すが、これは当事者である保育協会も各市町に

対しての要望活動をきちんとやっていかなきゃ

いけないと思うんです。

結果的に、見ているところと見ていないとこ

ろで格差という形で出ることは避けてほしいと

思うので、引き続き、市町の優先順位はあるか

もしれませんが、県としても、このことについ

ては関心をもって、その動向を見極めていただ

きたいと要望しておきます。

もう1点、保育協会からの要望について。人
材確保対策ということで1項目に挙げています。
直接的に人材確保対策についての要望に対して

どう取り組むかという質疑にはならないんです

が、最後の方に「さらなる処遇改善」という言

葉が出てきているんです。

現場の方から聞くところによると、無償化に

よって、あらゆる事務負担というものが、保育

士の負担が増えたと。そういう負担が増えてい

くと、さらに人材確保が厳しい。保育士は非常

に大変なんだということで、就職を敬遠するん

じゃないかというような声も出ている。

お願いしたいのは、まだ始まったばかりなん

ですけれども、無償化になったことによって、

どれぐらい事務負担の量が増えたり、新たにど

んな事務が生じたか、本来だったら子どもに費

やす時間を十分取ってほしいんですが、事務量

が増えることによって、そういった時間を取ら

れているというような県下の地域ごとのデータ

とか実績を調査していただいて、そのことに基

づいて、また来年度以降、この処遇改善の方策

の検討をしてほしいと思うんです。

今現在、始まったばかりなのでまだだと思い

ますが、そういう調査等をやっているのかとい

うことと、今後やるような考えがあるのか、お

尋ねしたいと思います。

【濱野こども未来課長】保育協会等とお話をす

る中では、現場としての声はいろいろあるとい

うことですけど、一定整理をしたり、まとめた

りした部分というご報告はいただいておりませ
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ん。

県としても、いろんなお話がある中で、実際

に市町とも話をしながら、その辺でどういった

事務負担が増えてきているかについては確認を

していきたいと思います。

【前田委員】ぜひですね。人材確保につながる、

もしくは処遇改善につながる話ですので。

保育協会からの調査の結果というか、実績を

待つこともですけれども、保育士さんたちが言

いづらい部分もあろうかと思いますので、例え

ば保育士に直接アンケートをとって郵送で返し

てもらうとか、いろんな方法を検討して現場の

実態の把握に努めていただくことを要望してお

きます。

続きまして85番についてです。山本(由)委員
から、私もほぼ同じような認識の中で、質疑し

ようと思っていたところで質疑が出ているので、

重なる部分は省略しますが、確認ですけれども、

平成30年の実績の814回のうち、県北は190回と
いうご答弁がありましたが、難病連絡協議会が

独自に出している資料の110回というのは、も
ちろん190回の中に含まれているという判断で
いいですか。

【小田口国保・健康増進課長】これはセンター

が受け付けたものでありますので、110件は含
まれておりません。

【前田委員】センターが受け付けたものなので、

さっきおっしゃった814回のうちの190回とは
別なんですね。

ということは、190回の相談はどういう形で
受けていらっしゃるんですか。今は茂里町にし

かセンターはありませので、そっちに出向いて

とか、ＳＮＳを使ってといる思うんですが、190
回の相談の方法というか、どんな状況で相談を

受けたか、もっと細かに内訳を述べてください。

【小田口国保・健康増進課長】 190件のうち、
センターに来ていただいて対面による相談を受

けたものが13件でありまして、電話が135件で、
残りが電子メール、ファクス等によるものとな

っております。

【前田委員】県北の方々が、本来ならば対面で

の相談が望ましいと私は思うんですが、長崎市

まで来た件数が13件で、あとは電話とかメール、
ファクス等々ということ。

それとまた別に、ボランティア的にというか、

難病連絡協議会が独自の取組としてやった実績

が110回あるということを考えたら、814分の
190、2割という数字以上に、県北地域に対する
支援体制が、もうちょっと強化が望まれると私

は思いました。

そして、もう一遍確認ですが、私も関係者と

お会いしているので、詳しく聞いているんです

が、ここに「人件費・通信費・事務費・家賃等

は、自己負担で運営しています」という一文が

入っています。年間経費の54万4,880円は、協
議会の要望文にある「独自の取り組みに係る経

費を本会や本会役員が継続して負担することは

困難な状況にあり」と、このことを示す資料と

して出されているという認識でいいんでしょう

か。54万4,880円の中に、公費というか、行政
が支援している金額は全くないんですか。

【小田口国保・健康増進課長】難病連県北支部

が負担しているものだと認識しております。

【前田委員】 そういうことであれば、山本(由)
委員も言われたように、善意に甘えるというわ

けではありませんが、難病連絡協議会もしくは

役員の使命感をもってやられているという中で

ですね。

ちょっとタイミングが悪いかなと思うんです

けど、4月から5年間の指定管理をしてスタート
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したばかりなので、なかなか難しいと思うし、

今日お聞きすれば、過去に宮本委員からも問題

提起があり、今年から出張相談とかカフェを始

めたということで、本来、行政のやり方でいけ

ば、問題意識をもって新しく取り組んだのが平

成30年度、今年度、この結果を見て翌年に検証
して、また次にということになるんでしょうけ

ど、現実の問題として、難病でお困りの方、相

談される方が今もう目の前にいますので、そう

いうことを考えた時には、山本(由)委員が要望
されたように、指定管理は指定管理としてあり

ながらも、何らかの支援を早急に検討し、でき

るなら来年の予算の中に少しでも反映させてい

ただくことを要望して、私の質疑を終わりたい

と思います。

【ごう委員長】 ほかに質問はありますか。

【堤委員】 私からも85番について。山本(由)
委員、前田委員からの質疑の中で大分明らかに

なりましたけれども。

今年度から定例で佐世保、県北に出張相談に

行っていると。これは事前予約が必要であると

いうことですが、月に1回ですか、2回ですか。
【小田口国保・健康増進課長】個別相談も難病

カフェも、月1回実施しています。
【堤委員】 茂里町では6名体制で相談を受けて
います。こちらの方もやっぱり事前予約が必要

なんですか。

【小田口国保・健康増進課長】基本的にセンタ

ーの方は、開館時間には相談員が常駐しており

ますので、開館時間内でありましたら相談が可

能であります。

【堤委員】出向いて来られたら、その場で相談

ができるということで、事前の予約は必要ない

ということでよろしいですか。

県北と県南、長崎市で、難病の患者さんに対

する扱いがすごく格差があると思います。今年

度から新たに指定管理者になったということで、

重なるかもしれませんが、やはりこれは何らか

の措置が必要ではないかと、善意に甘えていて

はいけないと思います。

今年度4月からスタートということですけれ
ども、事前の予約がどれぐらいあって、実際に

相談ができたのがどのくらいでしょうか。

【小田口国保・健康増進課長】佐世保市での出

張相談におきましては、センターから相談員が

出向いて、毎月定期的に開催するということで

すので、事前の予約をとってということになっ

ているんですけれども、10月までの実績により
ますと、実際に相談が行われたのは4月の3人と
9月の1人でありまして、あとの5・6・7・8・10
月については相談がなかったということです。

【堤委員】 4月の3人、9月の1人以外に予約を
されたケースはなかったんでしょうか。

【小田口国保・健康増進課長】 4月、9月以外
の月におきましては予約がなかったので、相談

会を実施しておりません。

【堤委員】 こういう取組がされていることが、

まだ十分には伝わっていないということもある

と思います。私も佐世保に住んでいて、県庁ま

で来るのに、やはり長時間の移動になりますか

ら、健康な人間であっても大変な負担、皆さん

そうだと思うんです。難病患者の皆さんは、た

だでさえ難病を抱えて大変な状況でありますか

ら、ぜひ県北の地域でもそういう相談体制が進

んでいくよう、先ほど前田委員も言われました

けれども、何らかの形で前進した取組を進めて

いただきたいと要望いたします。以上です。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【宮本委員】 簡潔に要望させていただきます。

先ほどから山本(由)委員、前田委員、そして堤
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委員からもありましたが、85番の件に関しまし
て、もういろいろ出てきております。

私も、山本(由)委員からありましたように質
疑をさせていただいて、長崎県難病相談支援セ

ンターの県北のサテライトをつくっていくべき

ではないですかと質問をした時の回答は、実績

がなかなかないんですよという回答だったんで

す。

今まさしく動かぬ実績が出ています。もう熟

しているかなと思います。これにつきましては、

難病連が今回2回目の指定管理ですかね、たし
か。さらに5年間になりますので、きちっとし
た実績も出ていますし、ニーズも多いというこ

とは、この件でも明らかになったかなと思いま

す。

平成27年ですから、5年たちましたので、そ
ろそろサテライトは考えてもいい、設置すべき

であると思っていますので、再度、こういった

要望を踏まえて、そしてまた実績等も踏まえて

動いていただければというふうに思っています

ので、よろしくお願いいたします。

併せてもう1点、陳情の60番についてであり
ます。副食費の問題とかいろいろありますが、

2番の利用児童の交通事故防止対策について、
ちょっとだけ確認をさせてください。

これにつきましてはキッズゾーンの設定とい

うことで新聞報道にもいよいよ出て、私も県警、

いろいろ確認をしたところであります。

県におきましては、各施設に対しまして、危

険箇所がどれだけあるかという調査をされてい

るかと思います。ちょっと確認だけ。長崎県内

で危険箇所がどれくらいあるかという報告が上

がっているならば、教えていただければと思い

ます。

【濱野こども未来課長】現時点での合同点検の

結果では、対策が必要な箇所数が1,078カ所とい
う結果になっております。

このうち、移動経路を変更するなどの対策が

進んだ箇所が348カ所あるということで、残り
730カ所が、今後、道路管理者や警察、あるい
はその市町の保育担当部局等と検討しながら対

策を講じていく予定になっているということで

す。

【宮本委員】要望があっていますキッズゾーン

の設定ですけど、保育所とか幼稚園から半径

500メートル、ですから直径1キロメートルぐら
いをキッズゾーンと設定しますと国は定めてい

るみたいです。

実際にこれが運用になれば、730カ所がまだ
措置されていないということですが、キッズゾ

ーンの設定については、各市町と県警と関係団

体、要は保育園、幼稚園の関係者が協議をして

設定していくという流れになるのでしょうか。

【濱野こども未来課長】キッズゾーンの取扱い

につきましては、先月12日に国より通知が来た
ばかりでございまして、まだ具体的な動きにつ

いては承知しておりません。

今後の運用についてのお尋ねですが、基本的

には市町の保育担当部局が中心となり、道路管

理者、警察と協議をして設定していくことにな

りまして、当然合同で調査をしている保育施設

の方も一緒に協議の中に加わるものと考えてお

ります。

【宮本委員】滋賀県の事故を受けて、国もキッ

ズゾーンという新たな創設をしたところでもあ

り、要望が出ていますので、子どもの安全を守

るためにも、県としても、市町と保育園であっ

たり幼稚園、関係者の方々と今後協議をしてい

ただきたいと要望させていただきます。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。



令和元年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日）

- 107 -

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】では、ほかに質問がないようで

すので、陳情につきましては承っておくことと

いたします。

審査の途中でありますが、午前中の審査はこ

れにてとどめまして、午後は、1時30分から再
開したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４４分 休憩 ―

― 午前 １時３０分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

これより、所管事務一般に対する質問を行う

ことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 福祉保健部の提出資料の9ペ
ージから、陳情要望事項対応要旨ということで、

長崎県が受けた陳情要望についての対応状況が

示されております。1点、これは中身に入る前
に少し、具体的なところは議案外で続きをさせ

ていただきますが。

一般社団法人長崎県身体障害者福祉協会連合

会から、19ページですか、20項目の陳情がなさ
れています。本県の条例に関すること、災害対

策に関すること、手帳の提示やカード化などの

件、現物給付について、文化芸術活動について、

パーキングパーミットや交流スペースや駐車場

に関する件、補装具、手話言語条例に関する件、

視覚障害者の同行援護、さらにはＣＫＤ、慢性

腎臓病と透析に関すること、一つの要望者から

非常に多くのものがここにあるんです。

行政や自治体というのは、当然幅広い事柄に

ついて要望されていますので、各委員会に所管

に分けてあると思うんですが、こういった団体

からこれほど多くのものが、そして中身は非常

に多岐にわたっていると。これ一つとっても、

障害者に関する組織、協会、団体、その所管す

る分野は広い視野で、視点で、社会の中の隅々

にわたって関係しているということが十分わか

るんだと思うんです。

ただ、それが、ここから先ですけれども、毎

年行われていると、毎年この内容が、ほぼ出て

いるんですよね。一歩一歩進んでいることは理

解するし、県や国の制度、法整備等も取組は評

価するところではあるんですが、こういった現

場からの声が、毎年これだけの量がきていると。

その実態について、そして、ご自身たちの取

組について、まず、要望事項対応要旨をもって

所見を伺いたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】今回の長崎県身体障害者

福祉協議会連合会の要望書につきましては、連

合会という名前が示しますように、各地区の身

体障害者の方々の協会の集まり、それから加盟

団体として障害種別ごとの、例えば視覚障害者

協会、聾あ協会、県の腎臓病協議会、障害種別

の団体も加盟しておりまして、それぞれの要望

書を取りまとめた結果、要望項目については、

かなり多岐にわたる内容となっております。

毎年同じ要望が、進んでいるのかもしれない

けど出ているという委員のご指摘がありました。

一つひとつの進捗の中で、どうしても解決がな

かなか難しい事項等もございますし、少し解決

に向かっている事項もございます。その一つひ

とつにつきまして、連合会の方とも少し話をし

まして、どういった進捗状況か、あるいは来年

度の要望をどういった形でやっていくのが一番

いいのかといったところも含めて、今回の要望

が終わった後、年が明けたぐらいに連合会の方

と、要望についての報告、あるいは議論等を少
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ししてみたいというふうに考えている次第です。

【山本(啓)委員】 担当の課長のご答弁としては、
そういったことになろうかと思います。私が意

見として申し上げたことをなぞると言ったら失

礼かもしれませんけど、そうであると。その上

で、現在、連合会とも、またそれぞれの協会と

も連携を果たしながら取り組んでおりますとい

うことになると思うんです。

ただ、私が今、冒頭の質問としてそちらに向

けたのは、こういった社会の状況にあるという

ことを受け止めていらっしゃるのかなというと

ころを問いたくて、これだけ多くの多岐にわた

る内容が毎年出てくる状況について、どのよう

にお考えかと。まだまだ全然足りていないと思

っていらっしゃるのか、いやいや、そんな急に

は無理なんだから、順序、財源も確保しながら

やるんだという認識なのか、ちょっと抽象的な

言い方からすると気概の部分をお尋ねしていま

すけれども、いかがですか、部長。

【中田福祉保健部長】こちらの要望対応につい

ては、私も直接対応させていただいて、お話を

伺わせていただいたところでございます。

連合会ということで、多岐にわたる分野から

の要望もあり、一つは条例の啓発の問題から、

それぞれ予算措置が必要なもの、多岐にわたっ

ておりますので、私が陳情の場でお受けさせて

いだいた際には、その中身を具体的に議論させ

ていただきまして、その中でなるべく優先課題

をもって対応していかなきゃいけないところを、

より明確化して進めていかなければいけないな

ということで、そういった観点でいろいろ意見

交換をさせていただきました。

したがいまして、今回、非常に要望が多岐に

わたっていることについては、それぞれまだま

だ地域で多くの課題が残っているんだというこ

とは十分認識させていただいた上で、可能な限

り優先順位をつけながら、解決に向けて進めて

いきたいというふうに考えております。

【山本(啓)委員】 その上で、多くは議案外です
るとして、1項目の「障害のある人もない人も
共に生きる平和な長崎県づくり条例」について

の要望を少しお尋ねしたいと思います。

今、担当課長と福祉保健部長から答弁をいた

だきました。結局、これまで社会においてはそ

うでなかった環境を、そうである環境と言った

らおかしいですけれども、多くの方々が平等で

ある、または障害をお持ちの方々が、暮らしに

おいて差別を感じない、そういうこれまでなか

ったものをつくり出すのは、ハードの部分だけ

じゃなくて、意識についてもしっかりと、そこ

に暮らす人々が共有しなきゃいけないと思うん

です。誰かが、障害がない方が、障害のある方

の暮らしのことを理解するとかじゃなくて、社

会が一体的に共有しなきゃいけない意識だと私

は思うんです。その際に、条例について今どの

ような取り組みがあるか。

先般、9月定例会で私は質問をしたと思いま
すけれども、そういう団体の方々、連合会であ

れ、それぞれの協会であれ、やり取りされてい

ますかと問いかけて、条例の改正等々の求めは

ありませんかという質問をしたと思います。

そうしたら、一定、そういう方々とのやり取

りはしていますと、会議も行っていますと、そ

の上で改正には至っておりませんというような

答弁だったと理解します。

しかし、数年たてば、条例自体についてもい

ろんなリクエストはあると思うんですよ。皆さ

んがそういうやりとりをされている対象が、果

たして協会や連合会の役職の方だけであるのか

ないのか聞かなければならないんですけれども、
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もっと障害者の方のそばにいる方、寄り添って

いる方、または障害者本人でも結構だと思うん

ですけど、そういう方々とのやり取りがあって、

県民の中にみんなが共有できる意識が生まれて

くるし、条例もよりよいものに改正が求められ

ていくのかなという思いをしています。

そういったことも含めまして、この1項目の
要望の内容と県の考え方、さらには今後どうい

った形の意見交換をし、そして条例の中身につ

いて、どのようなよりよいものにしていく可能

性と方法があるのか、ご答弁をいただきたいと

思います。

【桑宮障害福祉課長】 9ページの「障害のある
人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条

例」につきましては、記載がありますように、

本県の取組としましては、リーフレットの作成、

あるいは県の広報媒体による広報活動、これが

条例の周知活動に当たるのかなと思っておりま

す。

それと、条例の存在自体を周知するだけでは

なく、条例が謳っている差別の禁止、あるいは

合理的配慮といったところの理解を深めていた

だくためにも、障害のある方と共同して共生社

会セミナーや各種研修会の開催を実施して、理

解を深めるような活動に取り組んでいるところ

であります。

また、条例の課題、あるいは時代の変化に応

じたものになっているかというところについて、

団体の意見等をどういう場で聞いているかとい

うお尋ねかと思いますけど、私ども、いろんな

団体の要望とか意見交換の場を持たせていただ

いております。その場に当事者、当然当事者団

体の方と意見交換をする場合もありますし、そ

の場に当事者が施設の方と一緒に来られて意見

交換をしたり、あるいは、障害者に意見を聞く

会ということで、知的障害のある若い方に集ま

っていただいて、今悩んでいることとか、ある

いは困っていることとか、それ以外にどういう

ことに取り組んでおられるか、将来の夢は何か

といった意見を聞く会という率直に意見交換を

するような会を開催しているところであります。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【前田委員】施策全般を包含するような質疑の

後で恐縮でありますが、少し実務的な質問をさ

せていただきます。

まず、有床診療所等スプリンクラー等施設整

備事業ということで助成がなされております、

補助金ですね。まず、ルールとして有床診療所

というものが全てスプリンクラーを付けなきゃ

いけないのかという確認と、もし、その条件の

中で付けなきゃいけないところがあるのであれ

ば、付けなきゃいけない数全体に対して、今現

在での達成率、実施率についてご答弁いただき

たいと思います。

【伊藤医療政策課長】有床診療所等のスプリン

クラーの設置については、平成26年10月に消防
法施行令が改正をされまして、診療所につきま

しては3,000平米以上、もしくは3,000平米未満
で病床数が4床以上、あるいはベッドがない診
療所で6,000平米以上の診療所等につきまして
はスプリンクラーを設置する義務がございます。

消防法施行令は令和7年6月までに設置をし
なさいということで、毎年度、国の補助制度を

活用いたしましてスプリンクラーの設置を推進

しているところでございます。

この設置義務がある医療機関は、県内で252
の病院、診療所がございます。これに対しまし

て、今年度の補助制度を活用する医療機関も含

めて設置率は86.1％ということになります。平
成26年度からこの設置に取り組んでおりまし
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て、できるだけ早く100％にしていきたいと思
っております。

【前田委員】わかりました。設置率は86.1％と
いうことです。その面積はさておき、4床以上
というと、かなりな数だろうなと思ったので、

また今後も推進に努めていただきたいと思いま

す。

あと、金額の確認なんですけれども、今回、

人工内耳の助成費、事業補助金ということで合

計して270万円の補助を出されています。もう1
件、ロボット・ＩＣＴ導入促進補助金もかなり

の件数が出ているんですが、補助ですから、そ

もそも当初、ある程度の見込みが出るだろうと

いうことで積算して、予算を組んだ中から出し

ているという理解をしているんですけれども、

それぞれ年間、単価掛け件数がどれぐらいで積

算していて、今現在どれぐらいの執行率なのか、

お答えいただけますか。

【桑宮障害福祉課長】 資料6ページから7ペー
ジの人工内耳体外器購入助成事業費補助金につ

いてお答えしたいと思います。

本事業は、平成29年度から今年度までの3年
間の事業でございまして、毎年大体15件程度を
想定して予算を組んでおります。補助金の実績

といたしましては、平成29年度が2件、平成30
年度が4件であります。
今年度の内示につきましては、現在、市町か

ら見込みを取っている内容でありますので、1
件1件、これが個別にひもづいているというわ
けではありません。実際に申請があって補助が

行われるという形でございます。

【峰松長寿社会課長】介護ロボット・ＩＣＴ導

入促進補助金の件であります。この事業につき

ましては今年度からの事業でありまして、介護

事業所から申請があって、その申請の内容につ

いて我々の方で審査会を開いて審査をした結果、

補助決定をするというようなスキームでやらせ

ていただいております。

実際、今回の機器に当たりましても、介護ロ

ボット・ＩＣＴ関係でありますと広うございま

すので、昨年、介護ロボットのＩＣＴ関係につ

いてアンケート調査をいたしまして、一定効果

があると認められた見守り機器や、介護の記録

から請求までつなげるような一貫型のシステム、

この2種類についてシステム導入という形で募
集をかけまして、27事業所から応募がございま
した。実際に予算といたしましては年間で600
万円を予定しておりまして、合計しますとちょ

っと予算額を超えましたので、審査をさせてい

ただいた結果、今回19事業所を選定させていた
だいております。

19事業所につきましては、ここに記載のとお
りの事業所でありまして、内示額といたしまし

ては547万2,000円となっておりまして、実際に
交付決定をいたしております。予算との差額の

部分については、今後の動向を見ながら検討し

たいというふうに思っております。

【前田委員】 人工内耳の助成事業については、

私自身も少し関わったことがあります。3カ年
ということですので、今年度で終わる中で、ち

ょっと増えたのかなと思って見ておったんです

が、来年度以降どのようにするかについては、

また改めてご相談させていただきたいと思って

います。

ロボット・ＩＣＴは、介護事業所の人材が不

足する中で、これからもっともっと加速的に展

開すべきところだとするならば、今、600万円
の中でちょっと査定したというようなご答弁で

ありましたけれども、全体的な事業費の規模に

ついてニーズを調査して、導入したいところに
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しっかりとつくように、来年度以降またご検討

いただきたいと思います。

最後にもう1点だけ。1,000万円以上の契約の
中で、行政備蓄用イナビルの購入と書いてあり

ます。ネットとかで調べたら、備蓄目標が国は

45％ということも書いてありましたけれども、
この約6,100万円は、数としては何人分に当たる
んですか。

【本多薬務行政室長】 委員は45％とお話しで
したけど、現在の備蓄計画では国は25％になっ
ております。

今回購入しました6,100万円は、3万5,700人
分の抗インフルエンザ薬になっております。

【前田委員】その計算式というか、出し方はど

うやって出しているのかということと、もう一

つは、既存の備蓄していたものはどうなってい

るんですか。

【本多薬務行政室長】 この制度は10年以上前
から始まっておりまして、今回購入しましたも

のはイナビルという薬ですけれども、その前は

タミフルという薬を備蓄しておりました。その

備蓄していた薬の有効期限が10年ということ
でありまして、今回、その有効期限が切れた分

について購入をしたということでございます。

計算式ですけれども、全国で25％となって、
その半分を国が備蓄をする、その半分を県が備

蓄するということになっておりまして、県の方

では約19万人分の備蓄を国の方から言われて
おります。

【前田委員】タミフルの既存の備蓄していたも

のが期限切れになると。

今回購入したイナビルは、何年間備蓄がきく

んですか。そこを最後に教えてください。

【本多薬務行政室長】今回、備蓄用のイナビル

を購入しておりまして、今年度購入した分につ

いては10年間の有効期限になっております。
【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事項に対する質問を行うこと

といたします。

質問のある方はどうぞ。

【北村委員】医療的ケア児の件についてお伺い

をいたします。午前中の質疑で、特別支援教育

科等、一体、医療的ケア児が県内に何人いるん

だという中で、教育を受けなければならないと

いうようなところで、小学校になったらわかり

ますというようなお話でした。県内、大体130
から140名程度で推移をしており、毎年6～7名、
医療的ケアが必要なお子さん方が新たに生まれ

ているのではないかというような答弁をいただ

いたところであります。

出生時は、やはりプライバシーというか個人

情報でございますので、医療的ケアが必要なお

子さんが何人生まれているのかという実態がな

かなか把握ができていないという事前のやり取

りでありました。小学校に入ってからわかると

いうことではなくて、出生時からそういった実

態の把握をする必要があると思っておりますが、

それについてはどうなっているか、お示しをお

願いいたします。

【伊藤医療政策課長】医療的ケア児の実数でご

ざいますが、医療的ケア児のそもそもの定義も

まだ明確になっていないところでございます。

確かに就学後は教育委員会のほうで把握をされ

ておりますが、それ以外の方については現状わ

かっていないという状況でございます。

過去、平成29年度に厚生労働省の調査事業で
数を推計しておりますが、その時の推計では平

成28年10月時点で169名でございました。
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医療的ケア児に対する施策を検討していく中

でも、この対象となる医療的ケア児がどのくら

いいるのかというところは非常に大事なところ

でございますので、医療政策課といたしまして

は、小児科医が医療的ケア児に関わっていると

いうところを考えまして、本年度、県の医師会

に委託をいたしまして、就学前の医療的ケア児

がどのくらいいるのかという調査を行ってまい

りたいと思っております。

【北村委員】ドクターの力を借りてということ

だろうと思いますが、その調査結果はいつ頃出

るのかというのをお示しください。

【伊藤医療政策課長】今年度の県医師会への委

託事業の中で調査を進めてまいりますので、年

度内には人数を把握したいと思っております。

【北村委員】年度内ということでございますか

ら、今年はもう終わりでしょうから、新年度早々

にでも詳しい数字をお示しいただければと思い

ます。

先般、ＮＨＫ長崎放送局イブニング長崎でも

レポートが放映をされておりまして、医療的ケ

ア児を抱える保護者への支援というのが非常に

注目を浴びているところでもあるのかなと思い

ます。

ごう委員長も一般質問でおっしゃっていまし

たが、その中で医療的ケアが必要なお子さんが

保育園に通うにはどうすればいいのかという課

題が1つあると思うんです。やはり保育園に看
護師が必要だということが、まずはあると思い

ます。その看護師の人件費が、先ほど申し上げ

たＮＨＫのレポートの中では、保育園が自腹を

切ってやっていると、厳しい運営を強いられて

おりますというようなお話がありました。

この陳情の中にも、看護師の基準保育士への

カウント数の要件の撤廃についてというような

要望が上がっていたり、やはり医療的ケア児も

保育をしっかり受けられるような環境整備が必

要であると考えておりますが、看護師の配置と

かについて、今どのようなことを行っているの

か、お示しいただければと思います。

【濱野こども未来課長】看護師の配置につきま

しては、今、委員からもお話がありましたけれ

ども、今の制度上は０歳児、乳児を4名以上受
け入れている保育所は、看護師を1人配置した
場合は保育士としてカウントができますので、

看護師を配置したことによる加算であるとか、

補助であるとかいったものは、今のところは特

段ございません。

【北村委員】その回答でも、これは国の基準だ

から、撤廃することはなかなか困難であると示

されておりますが、国のモデル事業を今やられ

ているかと存じます。それについては現状どう

なっているか、お示しください。

【濱野こども未来課長】実態として人数等につ

いて把握できていないという部分がございます

が、実際希望している全ての人を受け入れるよ

うな体制になっていない中で、国としても、モ

デル事業を平成29年度から実施をしておりま
して、今年度、本県の松浦市と佐々町の2市町
が、新たにモデル事業に採択を受けました。

事業内容を見ますと、看護師を配置する人件

費、この辺が事業予算のほとんどというような

形で、今年度、下半期から実際に取り組んでい

ますので、そういった状況を私どももちゃんと

把握をしながら、課題について勉強したいと思

っております。

【北村委員】わかりました。これはモデル事業

でありますから、これがずっと続いていくのか

どうかというのは、やはり非常に不安なところ

でもあります。こういったことは、国のモデル
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事業が終わったからやめるというわけにはいか

ないんだろうと思いますけれども、それについ

ての考え方をお示しください。

【濱野こども未来課長】将来的には、全てのお

子さんたちが希望する保育所に入っていける体

制が非常に望ましいかと思いますし、現在、国

においてもモデル事業をやっております。今後、

国としても、そのモデル事業の結果を踏まえて、

医療的ケア児の受け入れについて、制度面につ

いても当然考えていくと思いますので、その動

向を見ていきたいと思っています。

【北村委員】国に、このモデル事業の継続をし

っかり要望していただくのはもちろんだと思い

ますけれども、それが主流になる可能性もある

わけでございますから、その時はぜひ、県の単

独でもやるんだというような新しい制度の創設

などを含めて検討をしていただければと思いま

す。

あのレポートでは、保育所に通えるようにな

って、日中に少し時間ができたから、これまで

のキャリアを生かして職場に復帰できたという

ようなお話があったかと思いますけれども、そ

こで非常に負担になっているのが、どうやって

医療的ケア児を保育所とかに移動するかという

ところであります。

資料によりますと、県央保健所がつくってい

る子ども在宅医療サポートブックの中に、移動

に必要なバギーを市町に申請をして助成を受け

てくださいというようなご案内があるんですが、

その最後に、「バギーの価格が予算額を超える

と助成金が全く出なくなる市町があるため、注

意が必要です」というようなご案内があります。

これはちょっとよくないんじゃないかなと思っ

ているんですが、この辺についてはどう把握を

されているのか、お聞かせください。

【ごう委員長】暫時休憩します。

― 午後 ２時 ０分 休憩 ―

― 午後 ２時 ２分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【桑宮障害福祉課長】障害福祉課で所管してお

ります日常生活用具の器具に該当する可能性も

考えられますので、私どもの方で確認をさせて

いただきたいと思います。

【北村委員】県内で市町によってばらばらな制

度というのは、ちょっとふさわしくないのでは

ないかと思っておりますので、安心して移動の

バギーなどの装具をつくれるように、市町にお

願いをしていただければと思います。

送迎の支援というところからバギーの話をさ

せていただいたんですけれども、これは提案と

いうか、ぜひ検討をいただきたいという要望に

なってしまうんですが、今、介護事業等々で使

われている福祉タクシーとか、事業所も車いす

対応型の車をたくさん持っているんです。動い

ているのは送迎の朝と夕方だけ、昼間はずっと

空いているというような状況が本当にたくさん

あるんです。ですから、今はシェアリングエコ

ノミーと言っておりますが、そういったところ

で連携して移動の支援ができないか、調査、研

究をしていただきたいというのが1点でござい
ます。

その調査、研究の推進エンジンとなるものが、

医療的ケア児等の協議会かと存じます。平成31
年3月27日、厚生労働省社会援護局障害保健福
祉部長から「医療的ケア児総合支援事業の実施

について」という文書が出ていると思います。

その事業を進めてくださいという中で、1から5
の事業のうち、複数の事業にでも単独でも、ま

ずは取り組んでくださいと、都道府県、そして
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市町に通知が出ているわけですが、その医療的

ケア児等の協議の場の設置というものがありま

す。

現在、この協議の場の設置が県内でなされて

いるのかどうか、現況についてお伺いしたいと

思います。

【桑宮障害福祉課長】現在、県及び市町におい

てそれぞれ、医療的ケア児の協議の場の設置に

取り組んでいるところであります。

県につきましては、本年6月に、医療的ケア
児等支援部会を県の自立支援協議会の中に設置

しまして、第1回の会議を開催したところであ
ります。

市町の協議の場につきましては、医療的ケア

児個々の実態把握とか、それぞれの地域の実情

に応じて、どう支援体制を組んでいくかと、そ

ういった支援体制の構築に取り組む場になるの

ではないかというふうに考えております。

現在の設置状況につきましては、設置済みの

市町が14、未設置が7市町となっております。
未設置の市町においても、設置に向けた検討が

進んでいるところであります。

【北村委員】医療的ケア児が実際にいるか、い

ないかというようなところも関わってくるので

はないかと思います。まだ7市町が設置をして
いないということでありますから、そこにしっ

かりと設置をしていただくようにお願いをいた

します。

この協議会は、保健、医療、福祉、教育、子

育て、各分野の関係機関、各当事者団体から構

成される協議の場だというようなことで、先ほ

ど申し上げたような移動の支援等々についても、

いろいろな新しい政策ができるのではないかな

と期待をするところでございます。

医療的ケア児の最後になりますが、災害時の

件でお伺いをいたします。

こちらも長崎県央保健所からいただいた資料

でありますが、災害が発生したらというところ

で、そもそも移動が難しいというところもあり

ますし、人工呼吸器であるとか、痰の吸引器で

あるとか、電源が必要な方々が多いと思うんで

すけれども、最後に、各市町での取組、災害時

要援護者避難支援プランの作成をお願いしてく

ださいということで、県央保健所から、その保

護者の方々に配られているんです。

この支援プランというのは、先ほどの答弁の

中で160～170名ぐらいだろうということであ
りますから、どの程度作成をされているのかと

いうところがおわかりになりましたら教えてく

ださい。

【渡辺福祉保健課長】災害時に支援が必要な避

難行動要支援者と呼んでおりますけれども、そ

の名簿作成を市町においては義務づけられてお

りまして、その中に、お話がありました医療的

ケア児、在宅でいろんな支援を受けられている

方も含まれるものと考えております。

その内訳のところは把握しておりませんけど、

全体で申し上げますと、要支援者が約7万人に
対しまして、支援計画を策定しているのがまだ

1万人弱というような状況でありまして、個別
計画の策定自体にまだ着手をしていないところ

が、今年の4月現在、半数程度あるということ
でございまして、今年に入ってからもスクラム

ミーティングとか、新たに要支援者の対策の担

当課長会議を開催しまして、県としては、個別

支援計画をしっかり策定を進めてほしいという

ことで市町に働きかけをしているところでござ

います。少しずつですけれども、4市町がまた
策定に着手されたと伺っておりますし、引き続

き、市町に対して働きかけをしてまいりたいと
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考えております。

【北村委員】ぜひ働きかけていただいて、安心

して日々生活ができるような体制をつくり上げ

ていただければと思います。

時間になりましたので、最後に１つだけ。こ

ういった病気を抱えて生まれたお子さんの保護

者にとって、非常に頼りになるのが先輩のママ、

要は仲間や親の会がありますよというご案内を

されています。そういったところともしっかり

情報交換をしていただいて、障害のある人もな

い人も安心して暮らせるような長崎県づくりを

進めていただければと思います。

【ごう委員長】 ほかに質問のある方はどうぞ。

【山口(経)委員】 外来医療計画、医師確保計画
について、少しばかりお尋ねをしたいと思いま

す。

今年の9月26日に厚生労働省から、公的医療
機関等の具体的対応方針の再検証の議論が必要

であるとして、県内7病院のリストが発表され
ました。これについて、我々の会派でも、機械

的な算出ではなくて、地域の実情を踏まえてく

ださいという要望をしております。全国知事会

でも、そういう発出に当たっては、いろいろな

考慮をしながら発出してくれという形で申し出

もあっているようであります。

今回医師確保計画において、医師偏在指標の

中に、長崎県は離島・半島を多く抱えていると

いう地域の特殊性が含まれているのか、お尋ね

したいと思います。

【石田医療人材対策室長】圏域ごとの医師の偏

在を比較するに当たりまして、これまで都道府

県は、人口10万人当たりにどれぐらいの医師が
いるか、こういったところを一般的に活用して

きたわけでございます。

今回、より客観的に二次医療圏、あるいは三

次医療圏ごとに医師の多寡、多い、少ないをは

かる指標として新たに導入された指標が医師偏

在指標でございます。

医師偏在指標は、人口当たりと違うのが、算

定式の中で、分子となる医師数については医師

の性別、年齢といったものが考慮されておりま

すし、また分母については人口に患者の受療率

を掛け合わせるなど、これまでよりも細やかな

指標となっていると認識しているところでござ

います。

今ご指摘いただきましたように、本県は離島

が非常に多い県でございます。こういった離島

の特殊性については、国の構想段階では、へき

地等の地理的条件についても考慮するというふ

うにされていたわけでございますが、最終的に

示された算式には含まれていないという状況が

ございました。

こうしたことから、当県からも国に確認した

ところでございますが、例えば北海道のように

面積的な条件、あるいは本県のように離島のア

クセス条件、こういったものは、なかなか技術

的な限界があって今回はどうしても加味できな

かったと、今後工夫ができないかとは考えてい

るというふうな回答をいただいているところで、

国においても問題意識は持っていただいている

ところでございます。

こうしたことから、今回策定した後にも、是

非離島の特殊性、こういったものについては評

価していただきたいという要望はしていきたい

と考えているところでございます。

【山口(経)委員】 医師偏在指標は、全国の平均
値という形で、労働時間にしても、しっかりし

た調査をした実数でのケースではないというこ

ともあります。そういったいろんな課題もある

中で、指標を元に医師確保計画を組むわけです。
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県としては、どういうお考えでやられますか。

【石田医療人材対策室長】今回内示がされた医

師偏在指標でございますが、先ほどご指摘があ

りました離島の地理的要因を除いても、やはり

離島は本土よりも相対的に医師が少ないという

ような結果が出ております。

また、医師偏在指標は、同じようにアクセス

が厳しい離島間の比較は可能であることから、

今回の第1期計画では、国のガイドラインに沿
い、かつ地域の実情に応じて、これまで同様、

離島医師の充足を図ることを柱としておりまし

て、増加が見込める11人についても離島で確保
する計画としているところでございます。

また、今ご指摘がございました労働時間につ

きましては、平成28年度の厚生労働科学特別研
究、医師勤務実態及び働き方の意向等に関する

調査研究というものがございまして、その中で

調査された医療施設従事医師の性・年齢別にど

れくらい働いているかと、平均の労働時間を出

して決められているものでございます。

こうしたことから、これまでは医師数だった

のが、全国的に労働力としてどれぐらい能力が

あるかを見て全国と比較をする一つの基準を決

めて全国の算定がなされているということでご

ざいますので、繰り返しになりますが、今回の

分につきましては、離島という同じ条件の中で

比較させていただいたところでございます。

【山口(経)委員】 都市部では、診療所の後継者
もいる形が多いわけで、郡部に行きますと、後

継者が少ないことで高齢になってもフルタイム

で診療をしていらっしゃると、そういう労働時

間の違いは、年齢ばかりでは算出できないわけ

です。平均的なことばかり使って係数で掛けて

ということであれば、やっぱり機械的な算出で

あったとしか言われないわけです。

病院の再編統合においても厚生労働省は、機

械的な数値をもって「こうですよ」という形で、

地域の実情に合っていないと、地域では不安を

感じるということであります。医師偏在指標も

そういう機械的な算出でもってやられたという

ことで、地域の特殊性ということも考慮しなが

ら確保計画にも当たっていただきたいと思うん

ですけれども、もう一度いいですか。

【石田医療人材対策室長】今のご指摘で、先ほ

ど説明しました労働力のところで、例えば70代
の男性医師でいいますと0.635という数値を掛
けています。

委員がご指摘されました、仮に70代の男性が
離島であれば多く働いているだとか、へき地で

あれば働かざるを得ずに長く働いているといっ

た場合も、逆に0.635しかいないと計算されてい
るところでございますので、そういった中での

比較ということでございます。ですから、働い

ているからということではなくて、労働力とし

てこれだけしかないんだということで適正な評

価がされているのではなかろうかと思っており

ます。

【山口(経)委員】 そういう実態をしっかり調査
し、厚生労働省にも申し上げるところはしっか

り申し上げる。自分のバックデータを持ちなが

らやることも肝心かと思いますので、調査に当

たってほしいわけです。

聞くところによると、調査をするための回答

率が大変低いと、なかなか協力いただけないと

いうことであります。そうであっても、やっぱ

り県としては、ちゃんとした調査をしてバック

データを持っておくということは大事じゃない

かと思っております。その点も要望いたしてお

きます。

それから、第1期の医師確保計画の目的は、
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これまでと同じく離島の医師確保というふうに

理解するわけでありますけれども、外来医療計

画は、また建付けが違うということでありまし

て、外来医療計画を策定する目的についてお尋

ねをいたします。

【伊藤医療政策課長】外来医療計画も医師確保

計画と同じく、医療法、医師法の一部改正に伴

い、今回、計画を策定するものでございます。

外来医療計画につきましては、先ほどご説明

した中で少し触れましたけれども、現在、無床

診療所の開設が都市部に偏っている、あるいは

実際の救急医療とかグループ診療というような

外来医療機能が、個々の医療機関の自主的な取

組にゆだねられているというような状況がござ

います。

このような地域ごとの外来医療に関するデー

タを可視化することで、今後開業しようとする

医師にその情報を提供することで、その医師の

自主的な行動変容を促し、少しでも外来医療の

地域偏在をなくしていく、あるいは不足してい

る外来医療機能を担っていただきたいというよ

うなことで策定をするものでございます。

ただ、地域で不足する外来医療機能をお願い

する区域につきましては、国のガイドラインで

は、外来医師多数区域に限られているところで

ございます。

本県におきましては、地域医療構想調整会議

が各圏域で設置されて、入院医療につきまして

は地域の課題の議論がされているところですけ

れども、外来医療計画をつくることで、入院医

療だけではなくて外来医療につきましても圏域

ごとに議論、課題を抽出して、それをどう対応

していくのかというような議論を行うための仕

組みづくりをしていきたいと思っております。

今後、望ましい外来医療の提供体制を確保する

ために議論を行えるたたき台となるような計画

にしてまいりたいと思っております。

【山口(経)委員】 外来医療の医師偏在指標にお
きまして、五島と壱岐が医師多数区域というこ

とになっているわけです。この原因は何かとい

うことで10ページ、11ページに書いてあります。
それによると、病院の外来が多くて、診療所の

外来は少ないという形で、医師偏在指標が医師

多数となるということです。

こういう課題を十分承知しながら、つくらな

ければならないという矛盾といいますか、そう

いったことはどう捉えておられますか。

【伊藤医療政策課長】確かに、今回の国のガイ

ドラインに沿って整理するデータにつきまして

は、一部診療所に偏っているところがございま

すが、本県といたしましては、先ほど申しまし

たように、外来医療を圏域ごとに議論できるよ

うな内容でつくってまいりたいと思っておりま

すので、外来医療に関するデータにつきまして

は、診療所に限らず病院も含めてデータを示し

ながら議論をしてまいりたいと思っております。

【山口(経)委員】 それでは、10ページの課題の
ところに、このデータばかりではなくて、さま

ざまなデータを活用しながら、この地域に合っ

たものをすると書いてありますけれども、どう

いうデータを想定していらっしゃいますか。

【伊藤医療政策課長】現在、外来医療計画に必

要なデータにつきましては、国から順次データ

をいただいているところでございます。

県といたしましては、国からいただくデータ

だけではなく、今回の素案の内容につきまして

も、各郡市医師会、各市町全てにアンケートを

行いまして、その状況も含めて、この計画をつ

くっていこうとしております。県で入手できる

病床機能報告によるデータ等につきましても県
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独自で整理をして、この調整会議に出していき

たいと思っております。

【山口(経)委員】 先ほど、医師確保計画の中で
も申し上げましたけれども、県独自の調査デー

タを、しっかりと基礎データとして持っておか

なければならないと思うんです。それが、なか

なか調査が不十分だということですが、その点

はいかが考えておられますか。

【伊藤医療政策課長】医師確保計画、外来医療

計画、また先ほど委員がおっしゃった、今回の

再編統合の議論が必要とした公立公的病院のリ

ストの関係でも、国が機械的にデータを活用し

て分析をした結果ということが問題ではないか

ということかと思います。

県といたしましても、外来医療計画につきま

しては郡市医師会や市町に対してのアンケート、

あるいは、公立公的病院の再編統合に関わる検

討をする場合には、県内の全ての民間病院に対

して県独自で調査をかけた結果も踏まえて議論

を今後進めてまいりたいと思っております。

【山口(経)委員】 調査に協力してくださる診療
所、あるいは病院が少ないということです。基

礎データとなるところの調査依頼を、アンケー

ト方式ではなく、本来の調査という形でできな

いものでしょうか。

【中田福祉保健部長】両方にまたがることです

ので、私の方から一括してお答えさせていただ

きます。

この件についての県独自の情報把握という点

では、私としても大事だと思っていますし、逆

に医師会の方からも、そういうような要望が具

体的に上がっております。

今回行った一つの調査としては、例えば、産

科のドクターにつきましては、単に標榜として

産婦人科を標榜しているだけではなく、具体的

分娩をどのように何件扱っているのか、そこが

将来の周産期医療体制を確保していく上では、

単に表層的なデータだけじゃなくて、実際の仕

事の中身を把握しないと国に対しても反論でき

ないだろうということで、県と県医師会、県産

婦人科医会と協力して、そういう具体的な調査

も実施させていただきました。

したがいまして、今後、この計画を進めるに

当たりまして、当事者でございます医師会等の

協力もいただきながら、必要なものはそのよう

に情報把握に努めていきたいと考えております。

【山口(経)委員】 そのようにしっかりとした基
礎データを持っておって、厚生労働省からのこ

ういう機械的な算出によって誤差が生じるとい

うことに対しての県としての対応をしっかりと

やっていただいて、地域の方々が安心して医療

を受けられるような体制を築いていただきたい

と思います。

この地域医療構想調整会議で、こういうこと

もしっかりともまれるわけでしょうけれども、

調整会議の議論の活発化ということで、9月26
日に厚生労働省から病院の再編統廃合という形

のデータが示されたわけですから、調整会議の

活発化について部長はどうお考えですか。

【中田福祉保健部長】委員ご指摘のとおり、今

回、公立公的医療機関のみの公表となっており

ますが、この課題を解決していくためには、公

表された病院だけではなくて周りの医療機関、

また民間の医療機関の協力もいただきながら地

域医療をどういうふうにしていくのかというこ

とを考えなければ、指定された病院だけがダウ

ンサイジングすればいいということにもならな

いかと思っております。

したがいまして、地域医療調整会議において

は、そういう周りの民間の方々の意見も踏まえ
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ながら、逆に公的病院としてはこういったこと

に機能強化をしてほしいといったご意見もあろ

うかと思いますので、その地域に求められる機

能をより強化していけるような方向で調整会議

が進み、それが地域医療の確保につながるよう

に議論を進めていく必要があるというふうに考

えております。

【山口(経)委員】 地域の住民の方々の不安が増
すことのないように、調整会議の議論を活発化

させて、しっかりとした地域医療を確立してい

ただきたいということを申し上げて、終わりま

す。

【ごう委員長】 ほかに質問のある方。

【前田委員】 3点質問させていただきます。一
般質問でもあっておりましたが、子宮頸がんワ

クチンについて、確認も含めて改めて質疑をさ

せてください。

本会議の一般質問の中で県内の状況も確認で

きたところでありますが、今現在の子宮頸がん

の県内の罹患の状況、並びに子宮頸がんワクチ

ンの県内の接種率の推移についてご答弁いただ

きたいと思います。

【伊藤医療政策課長】まず、子宮頸がんワクチ

ンの現状の接種率でございます。最新のデータ

が平成29年度の数字になりますが、県内での接
種率は0.28％にとどまっております。
子宮頸がんの罹患者数でございますが、最新

のデータで508人ということでございます。こ
れは全年代についての数字でございまして、先

日の本会議でのご答弁の中では20代、30代の子
宮頸がんの罹患者数につきましては220人とい
うことでございます。

【前田委員】子宮頸がんワクチン接種率は平成

29年で0.28％ということです。
平成25年から予防接種法で予防接種に定め

られたと理解をしています。推移ということで

質問したので、年次の推移を改めてご答弁いた

だきたい。

罹患が508人ということでしたが、私の記憶
としてとどめていたのは、ごう議員の一般質問

の中で、平成28年の数値で20代、30代のがんの
罹患率が、すみません、ここは正確じゃないの

で補足してほしいんですけれども、420人近く
あって、そのうち男性が70人、女性が350人の
うちの6割が、さっき言った220人の子宮頸がん
という数字であったと記憶しておりますが、改

めてその2点について正確な数字をご答弁いた
だきたいと思います。

【伊藤医療政策課長】ごう議員の一般質問の際

に答弁させていただいた人数は、20代、30代の
がんと診断された方という人数をお示しをいた

しました。その人数が、男性が72人、女性が35
5人、女性のほうが男性よりも約5倍多、そのう
ち子宮頸がんが6割以上を占める。その6割以上
の数字が220人ということでございます。
もう一つ、ワクチン接種の推移でございます

が、平成29年度の接種率は0.28％でございます。
定期接種化された平成25年度の県内の接種率
は5.1％、全国では平成25年度の接種率が14.6％
でございます。

定期接種化される前に、基金を活用いたしま

してワクチン接種をしておりました平成22年
度から平成24年度までの県内の接種率は約7
2％でございます。
【前田委員】丁寧な答弁で、定期予防接種前の

数字も述べていただきました。

素人ながらの認識として、がんがワクチンで

予防できるのは唯一、子宮頸がんだと理解をし

ていて、12歳から16歳の間で3回接種するとな
っております。
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結局、国が裁判で訴えられる中で結論が出な

いのがずっと続いて、そうは言いながらも毎年

毎年こうやって罹患される方、もしくは子宮を

取り除いたり死に至っている方もおられる現況

の中で、私は早急に再開すべきだという認識を

持っていますし、医師会としてもそういう認識

に立たれるとお聞きしております。

それで、県としての認識を問いたいんですが、

後ほど、委員の皆様には意見書という形で提案

させていただきたいと思っています。ただし、

その意見書の中に、私たちが案文を作成した中

であえて触れていないところは、平成27年に始
まった厚生労働省研究班による全国疫学調査で

は、ＨＰＶワクチン接種歴のない者においても、

ＨＰＶワクチン接種後に報告されている症状と

同様の多様な症状を呈する者が一定数存在する

ということです。これまで裁判等も含めて、副

反応が出ている、危険だと、その危険性が広く

世の中に知れ渡っていますが、実はしっかりし

た調査の中では、そのワクチンを打った子ども、

ワクチンを打たない子どもにおいても、その副

反応と言われている症状の発生率については何

ら変わるところはないんだと、そのことをもっ

て因果関係は見受けられないと、因果関係は言

及できないという報告がなされております。こ

のことをもってすれば、早急な結論を私は出す

べきだと思っているんですが、この内容も含め

て、県としての認識と今後の取組についてご答

弁いただきたいと思います。

【伊藤医療政策課長】今、委員がおっしゃった

とおり、平成25年4月に定期接種化された子宮
頸がんワクチンは、同じく平成25年6月には、
厚生労働省から積極的な勧奨を差し控えるよう

にという勧告通知が出ております。現状では、

県といたしましても、まず国において、この積

極的な勧奨の再開について早急に結論を出して

いただきたいと思っております。

ただ、国が方針を示されるまでの間について

も、その予防接種に関する副反応の可能性も含

めて適切な情報提供を行って、実際にその定期

接種の対象者の中で希望される方が、きちんと

定期接種を受けられるような体制が必要ではな

いかと思っております。

国が積極的な勧奨の再開について結論を出し

ていない現状におきましては、その正確な情報、

ワクチンの有効性とか副反応を含めた安全性等

について最も情報を有しているのは国であると

思います。まずは国、みずからが正しい情報の

周知に取り組む、あるいは県、市町がその周知

に取り組むに当たっての正しい情報内容を示し

ていただくことが必要ではないかと思っており

ます。

【前田委員】すみません、一番肝心なものを手

元に忘れたんですけれども、課長にはお渡しし

ておりましたけれども。

今般の直近の国会の中でも、質問状、質問主

意書という形で国に出されてあって、その回答

も、今、課長が一部言われましたが、接種を推

進すべきというような内容でありましたし、そ

の責務においては各自治体にあるんだというこ

とが明記されておりました。

そして、一部そういった形で、岡山県をはじ

めとして自治体独自の判断で接種の呼びかけ、

安全性について情報提供をしている団体に対し

ての特段のとがめというか、そういうものはな

いんだというようなこともしっかりと書かれて

おりましたので、ぜひ、国に対して求めること

とあわせて、県としての独自のパンフレットを

つくるとか、そういったものについて、来期し

っかりと取り組んでいただきたいことを要望し
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ておきたいと思います。

続きまして、長崎県歯・口腔の健康づくりの

推進条例についてお尋ねしますが、結論として

先に言いたいのは、推進条例が平成21年12月議
会で、議会発議でつくられて、翌年の4月から
施行となって、当時は新潟、北海道に続き3番
目の制定となっております。

私も途中、途中で質問していたんです。1つ
は、その後行われた歯科保健を推進する歯なま

る計画の1期目が平成29年で終わった段階の実
績において、推進計画の実施がまだまだ未達が

多いじゃないかという指摘と併せて、国におい

ては、2017年の経済財政運営と改革の基本方針、
骨太の方針の中で、歯科保健の充実についてし

っかりとうたわれています。

そして今現在、歯科保健を取り巻く現況を見

た時、もしくは健康全般を見た時に、健康寿命

の延伸の取組の中で歯科保健がいかに重要であ

るかということも確認できておりますし、もっ

と言えば、他県が積極的にやっている未病の改

善、オーラルフレイル対策など、近年における

歯科に関わる新たな動きや、県民の歯・口腔の

健康づくりをより一層推進するためには、10年
前につくった条例をですね。

これまでも計画の中でやれていると言いまし

たけれども、条例自身の、時代の中で変わって

きた環境変化の中での基本理念や基本施策につ

いて、改めて項目を見直したり追記するものが

必要だと思っています。ほかの自治体では既に、

後発のところでありながら改正している現実も

あります。そういう意味においては、関係団体

である歯科医師会からも強く要望が出ている歯

科保健の条例の見直しを、関係団体とともに検

討する時期に来ていると思います。

このことについて、まずは推進計画の実績等

を少し課長の方からお答えいただいて、総合的

に部長の方から、この見直しについてどういう

考えで臨まれるかをご答弁いただきたいと思い

ます。

【永峯国保・健康増進課企画監】まず私の方か

ら、歯なまるスマイルプランの1期目の計画の
状況について答弁申し上げます。

歯なまるスマイルプランにつきましては、委

員からお話がございましたとおり、平成25年度
からの5カ年計画という形で、この条例の推進
計画として策定したものでございまして、虫歯

の予防や歯周病疾患予防の対策、こういった20
項目の目標を設定して取組を進めたものでござ

います。

結果としましては、目標を100％達成できた
ものが、12歳の一人平均の虫歯の本数など全部
で8項目でございます。
一方で未達成というものが、60歳代の方々で
進行した歯周炎を有している方の割合など5項
目でございますので、その後継計画である歯な

まるスマイルプランⅡの方では、そういった成

人期の歯科保健対策の充実といったところを重

点的に取り組むという形で策定をし、現在、取

組を進めているという状況でございます。

【中田福祉保健部長】歯科口腔保健の条例につ

きましては、これまで虫歯の減少という一つ大

きな目標を達成しつつ、今後は我が県でも10年
先に高齢化という中で、新たにオーラルフレイ

ルというものが全身の状態にも非常に大きく関

わってくる、非常に重要な課題として時代も変

わってきております。

したがいまして、私どもといたしましても、

歯科医師会とも連携をさせていただきながら、

条例の見直しに関して、技術的な検討を進めて

いきたいというふうに思っております。
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【前田委員】これまで推進条例の見直しという

か検討については、現計画の進捗の中で対応し

ていくということでしたが、明らかに取り巻く

環境とか求められるニーズが変わってきていま

すので、今、部長がおっしゃったように、団体

とともに検討したものを早期に提案していただ

きたい。

ただ、これは議会発議で出している関係もあ

るので、どういう検討をし、どういう提案の仕

方にするかというのは、多分実務的にあろうか

と思いますので、そこはまたご相談しながら進

めていただきたいと思います。

最後に、要望に近い形になりますが。

先週の長崎市議会の陳情審査の中で、発達障

害児のハートセンターの状況について、早急な

改善をしてほしいと陳情が出されておりました。

どういうことかというと、発達障害児において

は、ご承知のとおり、早期に発見して早期に診

断を行い、その診断に基づいて療育していくこ

とがとても大切だという認識は皆さん共通だと

思うんですが、現状において、早期発見ができ

たとしても、県南地区の拠点のハートセンター

においては、診察を受けるまでに4カ月ぐらい
待たなきゃいけない。その後、療育をするまで

に6カ月待ちという現状が続いているというこ
と。その現状がある中で、ハートセンターはも

う手いっぱいで、なかなか受付ができないとい

うようなことを言われている。そういう現況が

あるから、保育界等各種団体が望んでいる5歳
児の定期健診による早期発見が。

最も人口の多い長崎市において、マンパワー

の不足もあるけれども、発見した後にどうした

らいいんだと、発見したけれども、その後をつ

なぎ切れないとなったら、なかなかそこはうま

くいかない。

そういうことも含めて、全県下での5歳児健
診に対して、特に長崎市が消極的な姿勢である

ということを考えた時に、今回の陳情について、

紙面でしか見ていませんが、担当の部長は、問

題意識はしている、鋭意検討したいということ

でしたけれども、県との協議とかが行われたと

いうようなことは何一つ答弁がなかったそうで

す。そういうことを考えた時に、県北ももちろ

ん同様な課題があると思うんですが、特にこの

県南の状況についてですね。

この話は、僕らは何年も前から聞いていたの

で、今般、長崎市が陳情を受けていますが、ぜ

ひ県の担当部署としても、この現状を確認する

中で県と市が連携して、どういうふうにして改

善ができるかということについて早急な検討を

してほしい、もしくはそういう協議会を設置し

てほしいと思うんですが、担当課長、もしくは

部長の考え方を述べてください。

【桑宮障害福祉課長】発達障害にかかる長期の

診療待ちの解消につきましては、前回の議会で

もご議論があったように記憶しております。

その後、私どもも、発達障害を主に診察して

おられる長崎市、佐世保市のそれぞれの医療機

関、みさかえの園、長崎大学病院にもヒアリン

グをしまして、どういった形であれば長期の診

療待ちの解消ができていくか、あるいは発達障

害を診る医師を増やしていくにはどういう研修

のあり方とか、どういうキャリアの描き方があ

れば目指す方が集まっていただけるのかといっ

たことも含めて意見交換をしているところでご

ざいます。

今現在、お聞きしたことを整理中でございま

すので、論点を整理しながら、また先生方にも

お集まりいただいて、どういった形で取組をや

っていけばいいかというところの方向性が出て
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くればいいかなというふうに考えております。

【前田委員】あえて最後に、もう一遍確認で質

問したんですけれども、要は、当事者並びに保

護者の方にとっては非常に切実な問題なので、

今のような答弁で了としますが、そう時間を置

いてもいけないし、仮に時間がかかるとしても

一つずつ何か前進して、ここが変わってきてい

るというような取組をきちんと見せてあげない

と不安は解消できないと思うんです。当然一遍

にゼロを100にしろとは言いませんけれども、
その段階を見せる、もしくは、今できないこと

でもいついつまでには何とかここまで到達した

いというようなことを、早期に、そういう陳情

をしている団体や保護者の方々に示せるような

取組を、もう少し急いでほしいということを要

望したいと思います。

最後に部長から一言、答弁をいただきましょ

うか。

【中田福祉保健部長】課長から答弁がありまし

たけれども、この問題は、私も急がなきゃいけ

ないというふうに思っていまして、私が、それ

ぞれ発達障害を担当されているドクターに直接

確認して、どういう対策が必要かというのを今

やっております。

県こども医療センターをはじめ、長崎のハー

トセンター、また佐世保にもございますし、み

さかえの園の先生にもいろいろお伺いして、今

の診断の待機待ちの解決をどうしていこうかと

いうのを今、聞いています。

最終的にはどうするかを皆さんの合意のもと

でお示ししたいとは思うんですが、私の聞いて

いる範囲ですと、当然診断されるドクターが少

ないという数の問題もあるんですが、地域の連

携体制もしっかりしないと、センター的な施設

の役割と地域医療機関の役割をもうちょっと明

確化しないと、この問題は多分前に進まないん

じゃないかというようなご意見もいただいてお

りまして、それをやるためには地域の役割分担

を明確化して、どういった医療機関が何をやる

んだということを県全体としてまとめないと多

分、地域全体が動いていかないのかなというふ

うに思っていまして、今、私が個別の先生に話

を聞いている段階です。

年明けには、それを整理して、関係のドクタ

ーに集まってもらって、一定の合意を得られる

ように努力して、できれば来年度の早いうちに

は何らかのお示しできるものを、一歩ずつには

なるかもしれませんけれども、早めに対応して

いきたいという思いで取り組んでいるところで

ございます。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堤委員】 社会的養育推進計画についてです。

その中の子どもの権利擁護ということで、児童

養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施

設に入所措置中の児童については、児童福祉審

議会の事務局に直接届く封筒を添付した権利ノ

ートを配布し、児童から意見の申し立てがあっ

た場合は事務局を経由して審議会に報告する仕

組みとなっているとあります。これを里親・フ

ァミリーホーム委託児童についても活用して、

子どもの声を受け止める、そういう体制が必要

と書いてあるわけです。

前段の児童養護施設などの児童に、審議会の

事務局に直接届く封筒を添付した権利ノートを

配布となっていますけれども、この現状はどう

なっているんでしょうか。

【今冨こども家庭課長】子どもの権利ノートに

つきましては、現状、児童養護施設におきまし

て、そのような申し出が子どもの方からあった

場合には、こども家庭課にその連絡がくるよう
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になっております。その後、その申し立てにつ

きまして、児童相談所を通じて事実の調査を行

いまして、その結果を審議会の方に出すという

形になっております。

ただ、私が来て、この2年の間には、そのよ
うな事例はございません。

【堤委員】私、これを読んで、子どもにとって、

こういうことを申し立てるのは難しいことでは

ないかなと思ったり、身近に信頼できる大人が

いれば、そこで相談ができるということであり

ますけれども。

子どもの権利ノートがつくられてから、1件
も相談がなかったということですか。

【今冨こども家庭課長】その件については、私

が来て2年目ですけれども、その前にあったか
どうかは確認させていただければと思います。

【堤委員】 そうしますと、里親・ファミリーホ

ーム委託児童についても、これを利用する子ど

もたちが出てくるのかというのは、ちょっと疑

問があるように思うんです。

子どもの声を受け止める態勢、子どもの声を

代弁する仕組みは、もう少し子どもたちが声を

出しやすい、届けやすい制度が必要なのではな

いかと思っているんですが、この点については

いかがでしょうか。

【今冨こども家庭課長】子どもが意見を表明す

る仕組みについては、まずは身近なことについ

ては当然施設であったり、里親であったり、そ

の当事者の中でやっていくものというふうに思

っております。

その上で、例えば施設における処遇とか、も

しくは自分が置かれている施設であったり里親

であったり、措置そのものに対する不満に対し

て申し立てをする場合に、施設であったり、当

事者間の中ではなかなか言いにくいというよう

な問題もあるかと思っております。そういうも

のに対応するために、子どもの権利ノートを活

用した意見表明はあるものと思っております。

この部分の実績が、この2年間にあっていな
いということでございまして、そのやり方につ

いては、このノートの趣旨とか、施設の中でも

っと説明をさらに詳しくやるということを今度

の計画の中にも考えておりますし、また、自分

が措置されていることに対して意見を述べるの

に、その大もとであるこども家庭課であったり

児童相談所にそれを申し出るのはなかなか難し

いという意見もございますので、その分につい

ては第三者の代弁というものを今、国の方で検

討しておりまして、そういう仕組みも併せてや

っていきたいというふうに思っております。

【堤委員】実際にこれを活用する、利用すると

なれば、ある程度年齢が上がって、しっかりと

考え方も持っていないと、なかなかできないこ

とではないかと思います。第三者などの活用が

検討されているということですので、本当に子

どもたちの声を受け止める制度が十分に構築さ

れる仕組みを求めていきたいと思います。

それと、児童相談所の児童福祉司についてで

す。全国でいろいろな虐待事件、虐待死事件な

どが起きて、厚生労働省から児童福祉司の増員

が緊急対策として打ち出されているということ

です。同じく計画の最後のページのところに、

2019年度、2022年度、2024年度と児童福祉司、
児童心理司などの指標が示されているんですが、

今現在はどういった状況になっているんでしょ

うか。

【今冨こども家庭課長】児童福祉司の配置基準

につきましては、現状、4万人に1人となってお
りまして、その基準に沿った形で配置をしてお

ります。
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それが、3万人に1人と配置基準が多くなりま
して、その人数を計画を立てて配置することに

なっております。

【堤委員】 2022年度までに、全国で1,000人規
模の児童福祉司の増員を求めていると、新聞報

道の中身ではそうなっています。

今年度の児童福祉司の必要な数、そして2022
年度に向けての増員計画の見通しはどんなふう

になるんでしょうか。

【今冨こども家庭課長】今年度につきましては

4万人に1人ということで35名、基準どおりの配
置となっております。これは基準を満たす人数

となっております。

これを50人にまで増員していく計画で、増員
の仕方については、人事当局の方と今、協議中

でございます。

【堤委員】 今年度は、35人は達成されている
ということですね。

今、児童相談所の虐待相談対応が非常に急増

していると聞いています。長崎、佐世保の状況

はどうなっていますでしょうか。

【今冨こども家庭課長】昨年度の児童虐待相談

対応件数につきましては、合計で898件と過去
最高となっております。長崎と佐世保の内訳で、

長崎が553件、佐世保が345件となっております。
【堤委員】 898件は過去最高ということですね。
この553件、345件は、前年度からはどのくらい
伸びているんですか。

【ごう委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時５８分 休憩 ―

― 午後 ２時５９分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【今冨こども家庭課長】 昨年は長崎が346件で、
佐世保が284件です。そうしますと、長崎が対

前年比159.8％になります。佐世保が、対前年比
121.4％になります。
【堤委員】159.8％というのは1.5倍以上という
ことで、大変な件数だと思うんです。

児童福祉司の皆さんの業務量もかなり増大し

ているのではないかと思いますが、一人当たり

の時間外とか、多い人はどのくらいになるんで

すか。わかりますでしょうか。

【渡辺福祉保健課長】確かに業務量がかなり増

大をしているということで、時間外は、センタ

ーを所管している私の方からお答えします。

児童福祉司の昨年度の月の平均が約25時間、
その前の年が17時間ですので、1.5倍程度になっ
ている状況でございます。臨時職員や非常勤職

員の配置とか、パソコンの配置とか、そういっ

た形での事務の効率化、業務支援にも取り組ん

でいるところでございます。

【堤委員】平均は25時間、平均ということは、
人によってはそれ以上、もっと長時間の時間外

労働をしている方もいらっしゃると。

扱っている業務が虐待相談対応という非常に

重たい業務内容で、一人当たり何件ぐらいを持

たれているんですか。

【今冨こども家庭課長】 昨年の6月1日時点で、
ケースワーカー一人当たりで49ケース、約50ケ
ースを担当しております。

【堤委員】本当に大変な数で、それぞれにしっ

かりした対応をしていくのは本当に大変な仕事

ではないかと思うんです。

今、4万人に1人の配置ということで基準は満
たしてあるかもしれませんが、この仕事量の多

さであれば、もっと増員をするべきではないか

と思うんですが、いかがでしょうか。

【今冨こども家庭課長】 人員配置について、3
万人に1人というものはまだ2年後ですけれど
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も、委員ご指摘のとおり、この業務はすごく増

えておりまして、職員一人ひとりの事務量は相

当なものがあるというふうに思っております。

担当部局としましては、この人員増ができる

ように、人事当局と協議を進めてまいりたいと

思っております。ただ、全体の中でできる部分、

できない部分があることは事実でございます。

担当部局としては、そういう実情をできるだけ

お伝えして、配置に向けて努めてまいりたいと

考えております。

【堤委員】しっかり要望していただきたいんで

すが、今後、15人の増員が必要になってくると
いうことです。

先ほど、人事課と協議中であると言われまし

たけれども、新たな採用をかけるのか、それと

もほかの部署から人事異動で来られるのか。新

たな採用が必要ではないかと思っていますが、

いかがですか。

【渡辺福祉保健課長】児童福祉司等の社会福祉

職が中心になるかと思うんですけれども、その

採用については最終的には人事事課方で試験を

していただいているところで、我々としては、

新規の採用、もしくは配置換え等も含めて、そ

ういった人数が確保できるように対応してまい

りたいと考えております。

【堤委員】新規の採用、配置換えということで

すが、配置換えでありましたら、15人を増やし
ていくためにほかの部署が手薄になるのではな

いかと思ったりもするわけです。児童福祉司と

か、専門の皆さんがいろんなケースを扱ってキ

ャリアを積んでいただくと効果も上がってくる

とは思うんですけれども、もっと新規の採用、

そして研修などを強めていって、本当に適切な

対応ができるような体制整備をお願いしたいと

思いますが、その点についてはいかがお考えで

すか。

【今冨こども家庭課長】職員の研修につきまし

ては、現在もケースワーカーになった方に対す

る専門研修とか、ＳＶに対する専門研修、こう

いうものをしっかりとやらせていただいており

ます。

ただ、委員ご指摘のとおり、今、経験年数が

少ないケースワーカーも増えていて、そのこと

が時間外につながっている部分もあるというこ

とを我々も認識しております。そういったこと

から、特にＳＶの養成については、計画的な人

事異動等の部分も含めてしっかりやっていきた

いと考えております。

【堤委員】しっかり取り組んでいただきたいと

思います。

児童相談所の強化、体制の整備ということに

ついて、部長の見解をお聞きしたいと思います

が、今後しっかり取り組んでいただく決意をお

願いします。

【園田こども政策局長】人事等採用の関係は福

祉保健部でございますが、児童相談所としての

機能部分は私の方で担当しておりますので、私

の方から。

当然のことながら今、いろいろな社会情勢の

中で虐待相談対応件数が増えてきておりまして、

その中で業務に当たる児童福祉司の業務が非常

に複雑多岐にわたってきているというのは十分

認識をしております。しっかりと児童相談所の

強化に努めてまいりたいと思います。

【堤委員】ありがとうございます。全国各地で

虐待死の痛ましい事件が報道されるたびに、児

童相談所は何をやっていたんだと責められて、

過酷な業務をされている方たちが追い込まれる

ような状況になっているのではないかと思いま

すので、そんな事態にならないように、子ども
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たちの命を守り、そして、業務に当たる皆さん

がしっかり取り組めるような体制整備をよろし

くお願いして質問を終わりたいと思います。

【ごう委員長】審査の途中ですが、ここでしば

らく休憩をとります。再開は3時25分からです。
暫時休憩いたします。

― 午後 ３時 ８分 休憩 ―

― 午後 ３時２６分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

引き続き、議案外の質疑を行います。

質問のある方はどうぞ。

【大久保委員】こども政策局にお尋ねをいたし

ます。

長崎県社会的養育推進計画について、今年度

中に計画を策定するということでありまして、

先ほど説明をしていただきました。

平成26年度に策定をした長崎県家庭的養護
推進計画を全面的に見直すということでありま

す。この全面見直しになった背景とか考え方に

ついて、まずお尋ねをしたいと思います。

【今冨こども家庭課長】家庭的養護推進計画が

社会的養育推進計画に抜本的に見直された背景

についてです。

これは、平成28年に児童福祉法の改正がござ
いまして、その中で基本理念としまして、子ど

もが権利の主体であることが位置付けられると

いう大きな視点の転換がなされております。そ

れに加えまして、子どもの家庭養育優先原則と

いうものが明記されております。今回の社会的

養育推進計画につきましては、児童福祉法の改

正の理念を反映させる形で計画をつくることと

されております。

これまでの家庭的養護推進計画については、

いわゆる代替養育の中で従来の大舎制における

施設養育を、家庭養育であります里親・ファミ

リーホームでの養育にできるだけ移していくこ

とと併せて、それが難しい子どもたちについて

は、施設養育の中で、できるだけ小規模かつ地

域分散化された家庭的な養育環境で養育するこ

とをすいしんするものでございました。

社会的養育につきましては、家庭的養護の推

進に、先ほどの理念を合わせたものであり、で

きるだけ家庭で養育するということで、まずは

家庭に戻すこと。次に、なかなか家庭での養育

が難しい場合には、養子縁組を優先すること。

養子縁組におきましても、よりパーマネンシー

の保障がなされています特別養子縁組の方を優

先して、それでもだめな場合に養育里親にする

こと。

それでもだめな場合には施設での養育になり

ますが、その時にも小規模かつ地域分散化され

た家庭的な環境の中で養育をしていくと、その

ような形になっております。

社会的養育については、そういう代替養育に

よる社会的養護の推進に加えて家庭養育の優先、

そして養子縁組の推進、自立支援まで含め、家

庭的養護よりもさらにウイングの広がった計画

となっております。

【大久保委員】 わかりました。

改正児童福祉法の理念は家庭養育優先原則と

いうことであるのに、長崎県の計画が、もとも

と家庭的養護推進計画だったのが全面的に見直

されて社会的養育推進計画になって、その辺の

言葉の使い方が非常にわかりにくかったもので

すから、確認をさせていただきました。

次に、代替養育を必要とする子どもの数の見

込みということで、資料の後ろの方に載ってい

ます。もちろんご承知のように長崎県の児童人

口の推移は年々減っていくわけですね。ところ
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が、代替養育が必要な子どもの数は、近年若干

増えてきています。さらには、乳児院、児童養

護施設、里親・ファミリーホームに入所した子

どもの数も微増ということですね。それから、

一時保護の子どもの状況というものも増えてお

りますね。

そういう中でどうやって対応していくのかと

いうことが、恐らく今回の新たな推進計画に盛

り込まれてくるんだろうと思いますけれども、

方策として何か考えていることがありましたら

教えていただきたいと思います。

【今冨こども家庭課長】社会的養育を推進する

中で一番の目標となりますのは、冒頭の説明で

も申し上げましたが、里親等委託率を上げてい

くということ、これを一番の指標として掲げて

おります。今の計画におきましては、現状の17.
3％を10年後に43.2％まで上げていくというこ
とを目標としております。

その目標を達成するための1番の取組が、計
画で申し上げますと15ページから18ページに
なります。こちらに、里親・ファミリーホーム

への委託推進に向けた取組ということで、いろ

いろ書かせていただいております。

ここには、将来像とか、現状における課題、

そして17ページから取組と指標ということで、
まず1つには、アのところに書いておりますフ
ォスタリング業務の実施体制ということで、今

日の質問の中にもございましたけれども、現在、

大村の方で委託をしております「すくすく」の

業務、ここにマッチングの部分まで含めたとこ

ろで一体的にフォスタリング機関として新たに

設置するということを考えております。これを

することによりまして、里親の育成から、研修、

マッチングまで一貫してやることによって、よ

り効果的にマッチングや、その後の支援もでき

るものと考えております。

その後の取組としまして、いろいろございま

すけれども、里親を増やしていくためのリクル

ートとか、里親との不調を防ぐことを目的とし

て里親・ファミリーホームの専門性向上のため

の研修、18ページにございますのはその支援体
制ということで、これまでの里親支援機関とし

ての体制をチーム養育という形でやっていくよ

うな形で、さらに充実強化していきたいと考え

ております。

あと、オの部分につきましては、冒頭に説明

いたしました保護者への対応ということで、こ

この部分については最も力を入れてやっていき

たいと考えております。

【大久保委員】 わかりました。現在の里親・フ

ァミリーホームの委託の割合は、非常に実績と

して低いんですけれども、将来的にはかなり高

い目標を掲げていますので、里親のマッチング

の活動というかフォスタリング業務を、今回の

計画にしっかり盛り込むことによって進めてい

こうということでありますので、ぜひですね。

窓口はこども家庭課で、実際にやるのは大村

の施設を使って、そこを拠点にしてやっていく

というようなイメージでよろしいでしょうか。

（発言する者あり）

【ごう委員長】 答弁をお願いします。

【今冨こども家庭課長】この計画の推進に当た

りましては、我々こども家庭課をまずは中心と

いたしまして、現場における中心となりますの

は児童相談所でございます。ここと、先ほど委

員からお話がありましたフォスタリング機関を

里親支援の機関の中心として、今後、チーム養

育の体制をしっかり整えていきたいと考えてお

ります。

【大久保委員】そういう必要な児童がいらっし
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ゃる中で、家庭で、あるいは地域で、社会で受

け入れていくという方針にのっとって、しっか

り応援をさせていただきたいと思います。

もう一点、これは福祉保健課に。チャレンジ

2020の進捗状況の中で、唯一進捗が遅いと評価
をしてあるところが、社会的配慮を必要とする

人たちに必要な支援を行う体制づくりというこ

とで、先ほど質問に出ていましたけれども、避

難行動要支援者名簿の作成等々、進捗が遅れて

いるということであります。この辺の見解と課

題について、お示しいただきたいと思います。

【渡辺福祉保健課長】 チャレンジ2020の目標
のところで、社会的配慮を必要とする人たちへ

の必要な支援を行う体制づくり、この指標の代

表的な指標として、避難行動要支援者の個別支

援計画の作成済みの市町の数を上げております。

しかしながら、表をご覧になればおわかりのと

おり、実績値として作成済みの数1市町という
のが続いております。

我々としましても、これまでもずっと市町に

働きかけはしてきておりますけれども、市町の

マンパワーの問題であるとか、実際策定に当た

って、いろいろな関係者の同意であるとか協力

が必要ということで、なかなか進んでいなかっ

たという状況がございます。

今年度は特に、首長が集まるスクラムミーテ

ィングの場でも、こういった作成が進んでいな

い状況をご紹介して、1市町となっているのは
諫早市が作成済みということですので、要支援

者の担当をする市町の課長たちを集めて諫早市

の事例を紹介したり、少しずつ作成に向けて着

手をしていただくことをまずお願いをしている

ところでございます。

それで、今年の4月時点では未着手が11市町
ございましたが、計画の策定に着手したところ

はまた4市町増えまして、今は7市町が未着手と
いうことで、来年度中には全て着手をしていた

だいて、一部でも計画を策定していただくと。

支援が必要な方はいろんな方がいらっしゃい

ます。重度の障害者であるとか、独居の高齢者

とか、優先的にそういった計画の作成が必要な

方から順次進めていただくことをお願いしなが

ら、計画策定を進めてまいりたいというふうに

考えております。

【大久保委員】昨今は、本当に全国的に大規模

な自然災害が多くて、社会的配慮を必要とする

方々はやっぱりハンデがあるわけでして、そう

いう人たちを災害から守るという意味でもです

ね。

諫早市は過去に未曽有の大水害があったから、

恐らく早くそれをしたのかなという気はしてお

りますけど、全県的にそれは早く進めていただ

いてですね。

県議会にもそれぞれ地元がありますので、協

力をお願いして、それぞれの自治体で早目にそ

ういう計画をつくって対応していただくことも

必要になってくるのではないかなと思っており

ます。

本当に毎年いつどこで、県内で災害が起こる

かもわからない時に、こういう方々を先に率先

して避難を誘導して救うことは大事になってこ

ようかと思いますので、ぜひお願いを申し上げ

たいと思います。しっかり推進をしていただき

たいと思います。終わります。

【ごう委員長】ほかに質問のある方はありませ

んか。

【山本(啓)委員】 午前中の要望の際に、県が受
けた要望の内容について、議案外で掘り下げる

と申し上げておりましたので、続きを少しさせ

ていただきたいと思います。資料としては提出
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資料から。

この中で障害者についてのことをお尋ねする

わけですけれども、午前中も申し上げましたが、

これはまさしく社会を変えることだと思うんで

すよ、意識的にも、風景としてもですね、物理

的にも。その気概をもって、これまでもしてこ

られたから、改善がどんどんとされてきている

んだと思うんです。それをもっともっとしよう

と、してくれという要望であり、我々はしなけ

ればならないという思いで質問をしております。

できる、できないは当然、財源や、さまざまな

制限があろうかと思います。しかし、そこはう

まく連携や協力を果たしながら進めていただき

たいと。

その中で1点申し上げたいのが、障害者交流
スペースの拡充と障害者向け駐車場及びパーキ

ングパーミットの利用についての改善の要望で

す。

私は、今年この委員会に所属しながら、パー

キングパーミットのことを逐一、委員会で質問

しないまでもお尋ねしてきましたし、その改善

を求める。その内容はまさしく、民間や組織、

基礎自治体との協力を、県がリーダーシップを

発揮して行っていただきたいということを申し

上げてまいりました。総括的なご答弁を、まず

いただきたいと思います。

【渡辺福祉保健課長】パーキングパーミットの

利用について、ご要望をいただいているところ

でございます。パーキングパーミット制度につ

きましては、障害者あるいは妊産婦、そういっ

た方に利用書を交付することで、身障者用駐車

場の利用の適正化を図る制度でございまして、

本県では平成19年8月から取組を開始している
ところでございます。

歩行が困難な方など一定の基準を満たす方に

申請を行っていただきまして利用書を交付して

おりまして、協力施設が現在、県内に730施設
ございまして、台数でいえば1,334台ほどは、そ
ういった利用ができるところです。また、利用

証は約3万枚ほど、これまでに交付をしている
ところでございます。

県として、この制度の周知、あるいは協力施

設の拡充といったところに、これまでも市町等

も連携しながら取り組んできたところです。

課題としましては、さらなる協力施設の確保、

台数の確保、適正な利用の周知啓発といったと

ころというふうに考えております。

【山本(啓)委員】 ぜひ一気呵成にやっていただ
きたいと思う理由は、どこに行ってもというこ

とであれば、健常者もそうでない方もと、障害

のある方もない方もということであれば、まさ

しくこういった利用はそれに当てはまるんだと

思うんです。ぜひ、地域とか民間、あとは基礎

自治体と連携をし、協力を求めながら改善をい

ただきたいと。これを常態化してほしいんです

よ。そういったものをつくることが常識になっ

てほしいんですよ。

そして、それをやっていただいている、協力

していただいている企業や事業所、またはそう

いった施設をしっかりと顕彰していただいて、

明らかに敬意を表していただいて、そして、そ

ういったところの取組を皆さんで共有していた

だきたいということを申し上げたいと思います。

次に、同じく要望の中で手話言語条例の制定

内容についての要望があります。

平成26年に長崎県議会は、手話言語法の制定
を求める意見書というものを国に提出しており

ます。その後の国の動き、そして本県の動きに

ついてご説明をいただきたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】委員のお話にありました
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ように、平成26年10月に長崎県議会より、手話
言語法制定を求める意見書が提出されておりま

す。

それから、県レベルの取組としましては、知

事の手話を広める会という、47都道府県の知事
が入って組織される会がありまして、そこでも

手話言語法の制定といった要請は行っていると

ころでありますが、現時点では法の制定には至

っておりません。

それから、県の取組の状況でありますが、透

明性の資料の22ページにありますように、県内
では10市町が制定しておりますが、本県ではま
だ制定をしている状況ではございません。

現在、手話関係団体、市町と県を交えた意見

交換会を開催しておりまして、その中で、ろう

者が抱える課題とその解決策、そして、条例が

もしあれば、こういう部分での施策が進むので

はないかといった視点からも話をしながら、ろ

う者が抱える課題の解決策について議論をして

いるところであります。

【山本(啓)委員】 26の道府県が、県内でも10
市町が制定していると。そして何よりも47都道
府県の知事が、法制化に向けた求めの動きをす

る会を組織して行っていると。しかし、現在、

我が県も平成26年に出している意見書がある
けれども、今の時点で法制化がなされていない

と。そういう状況下にあって、県内において、

関係組織や当事者の方々との意見交換を積み重

ねているという状況を今、説明いただいたと思

うんです。

法制化を求める動きの中で、各都道府県や各

市町が条例化を進めているのは、なぜですか。

【桑宮障害福祉課長】各市町の条例の制定につ

きましては、それぞれ個々の市町のご事情があ

ろうかと思います。団体の方からご要望があっ

て、それぞれの市町内でご検討されて策定する

方針を決定されたところが多いように聞いてお

ります。

【山本(啓)委員】 ここも要望されているわけで
すよね。条例化の要望もされているわけですよ

ね。

もう一つ確認したいのは、市町や都道府県、

都道府県で結構ですけれども、26の中で議会発
議はどれだけありますか。

【ごう委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ３時４７分 休憩 ―

― 午後 ３時４７分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

【山本(啓)委員】 申し訳ありません。阿吽でだ
めかと思って。すみません、私も確認しており

ませんので。ただ、あることは確かですね。

何が言いたいかといえば、国に対する法制化

を求める動きがあって、47都道府県が一丸とな
って、知事がそういう認識を共有している実態

がある。各市町や道県は、条例化を先に進める

ことによって国の法制化を促そうとしていると。

だったら、本県も取り組まない理由がないと。

しかしながら、条例をつくればそれでいいわ

けじゃないという行政側の認識もわかります。

特異な地形を持っている長崎県ですから、連携

のあり方とか、基礎自治体のあり方とか、さま

ざまあると思うんです。だから、条例があれば

いいというわけじゃない。それは十分わかるん

です。

しかし、私は、条例には力があると思ってい

るんですよ。文章とか文字とかじゃないんです、

条例は。条例をつくることによって、県下に号

令を発して、自治法でいろいろあるかもしれな

いですよ。でも、長崎県が号令を発することで、
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その当事者もまた組織の方々も、旗印になると

思うんです、条例そのものが。

ぜひ、少しスピードを速めていただいて、ま

た意見の聴取の内容を深く掘り下げていただい

て、進めていただきたいと思いますけれども、

どなたか、まとめの答弁をいただきたいと思い

ます。

【中田福祉保健部長】先ほど障害福祉課長から

話がありましたとおり、これまで意見交換会を

重ねて、技術的な点など詰めてきたものでござ

います。

私どもとしては、この条例の要件となるよう

な、例えば県民に求めていく内容とか、民間の

施設にも求めていく内容とか、そういったとこ

ろを技術的な点を詰めるために、これまで協議

を重ねてきたものと考えております。

私どもとしても、まさにこういう趣旨を実現

するために、いろいろな方のご協力をいただき

ながら、さまざまな方法を模索しながら検討を

進めていきたいというふうに思っている次第で

ございます。

【山本(啓)委員】 国際連盟でのさまざまな動き
や、国での障害者基本法の動き、そして本県で

は平成26年に意見書を出していると、そんなに
最近の話ではないですからね。かなり時間がた

っていますので、一定の形を。計画なのか、条

例なのか、いろいろ方法はあろうかと思います

が、意見を聴取するだけではあまり変わらない

ような気がするので、お願いを申し上げたいと

思います。

最期ですけれども、透析患者への取組につい

ての要望について、少し質疑を重ねたいと思い

ます。

9月定例会の委員会において、私は最後に部
長に、透析患者の通院に対する支援など、また、

障害者や高齢化の進んでいる患者の方々の通院

の状況について、データの更新や、またはその

通院自体の課題の聴取、各地域の状況の把握な

どを求めて、年末にはと。まだ年末というのか

どうかわかりませんが、今日しかありませんの

で、答弁を求めたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】それでは私の方から、人

工透析を必要とされる方の通院支援の実態につ

きまして、市町及び長崎県腎臓病協議会、当事

者の団体の方にもお話を伺いまして、どういっ

た支援が行われているかということを少し調べ

ておりますので、ご説明をさせていただきます。

前回、9月定例会の委員会では、県で実施し
ております人工透析患者通院支援事業のみをご

説明させていただきましたが、これ以外に通院

支援の方法としまして、障害福祉サービスの一

つである居宅介護の中で通院等の介助という支

援の項目がございます。

それと、市町村が実施主体となりまして移動

支援、一般質問の医療的ケア児の質問の中でも

少し出たかと思いますけど、移動支援事業とい

う形で全市町において支援が行われております。

これは地域の実情に応じて柔軟に事業を実施す

るもので、例えばマンツーマンで支援する個別

実施型とか、グループ、複数の障害者に同時に

支援するやり方、それと車両移送型と申しまし

て福祉バス等が巡回しまして病院等へ送迎をす

るといった事業が行われております。

3つ目の方法として、市町の独自事業による
移動支援が行われております。一つは福祉タク

シーと申しまして、タクシー券の交付が各市町

で行われております。それ以外にも市町単独の

事業として、例えば新上五島町では、人工透析

患者の送迎サービスといった事業が行われてい

るところであります。
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最後に、県の方で4地域で実施している人工
透析患者通院支援事業と、概ね、この4つの手
段で通院支援をしている状況であります。

【伊藤医療政策課長】 9月定例会の委員会の中
で、人工透析患者の流出入のデータのお話をさ

せていただきました。今、手元にあるデータが

平成29年度の調査ということでご報告をした
んですが、これ以降、新たなデータがまだ出て

おりません。新たなデータが出次第、また再度

分析をしてみたいと思います。

医療提供体制の状況につきまして、データ的

な分析ができませんでしたので、県内の透析医

療の専門家ということで長崎大学病院の泌尿器

科の先生や、県の透析医会の先生に、人工透析

に係る県内の現状や課題につきまして改めてヒ

アリングをさせていただきました。

その結果、今、県内における人工透析の医療

体制については、透析過疎地といいますか、実

際に地域で透析を受けられないという地域はあ

まりなくて、概ね対応できていると、おおよそ

お住いの地域で受けられる体制はとれていると

お聞きしているところでございます。

【山本(啓)委員】 まとめますけれども、結局、

透析という治療というか、医療を受ける場所に

ついては用意できます、それぞれの通院につい

てはそれぞれの自治体でやっていますと、多分、

あの時にお尋ねしたこととあまり変わらないん

ですよね。それを把握しましたというだけの話

だと思うので。

もっと掘り下げたものというのは、結局、医

療機関や自治体が出しているサービスとか支援

だけじゃなくて、当事者の方がどのような状況

にあるかとか、それらを支える方々がどういっ

た状況にあるかとか、また今後どういった数字

の伸び方をするのかとか、そういったところも

少し踏み込んで。もちろん透析患者だけにこだ

わってやるのは少しバランスがあるのかもしれ

ませんけれども、そういったところに目を向け

た医療の捉えをしていただきたいというふうに

最後に申し上げまして終わりたいと思います。

ありがとうございました。

【宮本委員】それでは、福祉保健部から質問を

させていただきます。

まず、医師確保計画についてです。山口(経)
委員からもありまして、私の方からも確認を踏

まえて端的に質問をさせていただければと思い

ます。

私も山口(経)委員と同じで、地域の実情に応
じて、医師偏在指標とかにとらわれずにしてい

ただきたいという思いはあるんですが、室長か

らいろいろご説明がありまして、11人増える見
込みですというお話がありました。

いただきました概要版の資料を見た時に、第

4章の15番目に11名とあります。これは確認で
す。4年間で11名増える予定で、この方々は県
養成医だから、長崎県内の離島・へき地に配属

がほぼ決まっている方という認識でよかったで

しょうか。

【石田医療人材対策室長】そのとおりでござい

ます。15ページにございますように、養成医の
勤務開始が52人を予定しておりまして、義務明
けとか定年退職、こういった者を引いたのが11
人でございます。

現在は、県の条例に基づいて、離島の病院に

基本的に配置をしているところでございまして、

この4年間で、養成によってこれだけ医師が増
える見込みを立てているということでございま

す。

【宮本委員】国の考え方、本県の考え方という

ことで、15番にもあります。4,042人を超えな
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い範囲で設定しなければならないということで、

長崎県は医師多数県ということでありますから、

この人数を超えないことと。

ただし、二次医療圏で見ると、順位としては

ばらばらであります。例えば、県北地域で見る

ならば平戸とか松浦は医師は足りないと思いま

すし、よく医師が不足しているという声も聞き

ます。県南も多分、そうじゃないかなと思うん

ですけど。

概要の下の方に、医師偏在指標を踏まえた医

師確保の方針とありまして、（2）のところに3
つのポツがあるんですけど、4年間は県北、県
南については現状よりも減らさない。というこ

とは、逆に言えば4年間は増やさないというこ
とになるかなと。計画の段階ですから、そうな

るかもしれませんが、これについては、4年間
は県北もしくは県南は、これよりも増やすこと

はできないという認識になりますか。確認をさ

せてください。

【石田医療人材対策室長】医師の確保について

は、一義的には各病院とか、公的病院ですと設

置されている市町が取り組まれているというこ

とでございまして、これを計画によって制限す

るというものでは全くございません。

それから、これまで離島やへき地などの公的

な医療機関に対しては、地域医療人材支援セン

ターであっせんをしております。これについて

も継続して実施するつもりでございます。

国の説明の中では、医師多数区域について、

当然その外向きに医師派遣をやってもらいたい

ところであるんだけれども、必ず減らせという

ことではなくて、これまでの取組に加えて施策

をやっていくのはやめてほしいという趣旨だと

聞いております。

医師確保計画では、基本、圏域単位というこ

とでやっておりますので、医師の偏在解消を図

るために、今回出た医師偏在指標の中でも離島

が少ないという状況が出ておりますので、一定、

確実に増加が見込まれる県の養成医については、

この4年間は離島でという計画とさせていただ
いているところでございます。

それから、説明の中でもちょっとお話をした

んですけれども、医師少数スポットという制度

もございます。これは、例えば医師が多いと圏

域で判断されたところでも、離島もしくは山間

部などで非常に交通アクセスが悪いようなとこ

ろについてはスポットを設定できる。これは慎

重にやってくれということで、圏域ごとという

基本的な考えがございますので、これを没却さ

せることがないように慎重にということでござ

いますが、こういった制度も設けられておりま

すので、その地域の状況をよく聞きながら、そ

ういった設定もして、医師を確保していきたい

と考えているところでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。先ほど

室長が言われた医師少数スポット、私もこれを

ちょっと確認したく、今、いろいろご答弁いた

だいたんですが、資料の№23と24、25になりま
すが、国の考え方は、おっしゃったとおり非常

に厳しいですよね。慎重に行う必要があるとい

うこと。24では、県内には存在しないんですよ
ということ。

下の本県の医師少数スポット、Ｂ地区とあり

ますよね、Ｂ病院。これは、本県では今からの

想定になるんでしょうけど、このような地区と

いうのは、今の段階ではどこを想定されている

のか、今の段階でありますか。確認させてくだ

さい。

【石田医療人材対策室長】今のご指摘でござい

ますが、例えばアクセスの面でＢのようなとこ
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ろでいいますと、先ほどご指摘になった平戸半

島の南部は該当するのではなかろうかというと

ころでございます。

ただ、当然のことながら、そこの地域の医療

体制がどうなのかというのもきちんと確認する

必要がございますので、地域医療構想調整会議、

こういった場を通じて地域の実情を踏まえて設

定を考えていくことになるということでござい

ます。

【宮本委員】わかりました。概要版を見せてい

ただいたんですが、理解しがたいところが結構

あってですね。非常に慎重にしなければならな

いと思っていて、地域医療構想調整会議でしっ

かりと検討いただければと、地域の実情をしっ

かりと聞いていただければと思います。これか

らいろんな反発とか意見があろうかと思います

ので、医療圏ごとにしっかりと意見を聞いて、

私が言いたいのは、県がイニシアチブをしっか

りとっていただきたいということを要望させて

いただきます。

部長、これについて、医師確保計画が国から

示されてきました。計画の趣旨などもあります。

医師偏在がなかなか解決できないので、国が、

医師偏在指標を示して、これについてやってい

きましょうということであるんですけど、長崎

県においては、なかなか一概にいかないところ

もあるかと思います。今からの策定になろうか

と思いますが、この計画について、一言ご意見

をいただければと思います。

【中田福祉保健部長】県は、これまでも長い歴

史の中で、地域枠のような県の修学資金の貸与

をさせていただいて医師を養成して、何とか地

域の医師を確保しようという努力を重ねてきた

ところでございます。

今回、国の方からこのような指標を用いて、

オールジャパンの制度として行っていくことに

なりましたので、こういう計画を設けていると

ころでありますが、私の実感としても、まだま

だ離島半島地域等の医師の偏在問題は解決でき

ていないと思いますので、今後、養成した養成

医がそういったところでしっかりと勤務してい

ただいて、最後はそういった方々がきちんと長

崎に残って地域の医師として活躍していただく

ことを目標として、地域偏在をなくしていくよ

うな取組としてしっかりと活用していきたいと

いうふうに考えております。

【宮本委員】わかりました。これが医師確保に

しっかりつながる計画であることを願いながら

要望させていただきます。

次に、保険者努力支援制度について、今議会

が恐らく委員会も私も最後かと思いますので、

この際、確認だけさせていただきます。

病気予防交付金であったり健康づくり交付金、

保険者努力支援制度については、国の方も2020
年度の予算については1,500億円というものを
今のところは計上されていますね。これは非常

に大きなものであろうと思います。

長崎県において、2019年に保険者努力支援制
度はどれぐらいの交付金があって、現在どれぐ

らいの位置にあるのかというのを教えていただ

ければと思います。

【小田口国保・健康増進課長】保険者努力支援

制度は、保険者の特定健診の受診率とか重症化

予防の取組を点数化しまして、全国で都道府県

分が500億円、市町村分が500億円、計1,000億
円の交付がされております。

令和元年度の本県の状況でありますが、被保

険者一人当たりでは3,943円で、これは都道府県
別にいきますと全国で11位となっております。
総額で、県分、市町分を合わせまして13億4,669
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万円となっております。

【宮本委員】 一人当たり3,943円、全国第11位
ということです。これを見た時に、県としては

非常に頑張っていらっしゃるということかと思

います。

これは健康長寿日本一の長崎県づくりにも通

じるものであると思っていますし、私も6月定
例会の一般質問の折には、糖尿病性腎症の重症

化予防対策についてということで質問をさせて

いただきました。こういったものがそれに当た

るかと思うんですけど、あの時に、レセプトデ

ータをしっかり活用して、市町にもやっていく

べきだということを言ったんですが、その後、

何か動き等々ありますならば教えていただけれ

ばと思います。

【小田口国保・健康増進課長】 先般、議会でい

ろいろとご議論いただきまして、その後、私ど

も、レセプトを使った受診勧奨を行っていない

団体に対しましては、個別に訪問をしましてお

願いをしたり、または国保連合会に協力を依頼

し対象者の抽出作業を行い、リストを各市町に

提供するというようなことを行っております。

その結果もありまして、順次、今、各市町に

おいて、受診勧奨の取組に着手しているところ

であります。

【宮本委員】 わかりました。

来年度は、先ほど言ったとおり1,500億円とい
う交付金。変な言い方かもしれませんけど、ニ

ンジンをぶら下げて「やれ、やれ」ということ

かもしれませんけど、やっぱり健康づくり、病

気予防は大事だと思っていますので、県に13億
円だったですよね、県に入ってきているという

状況で、11位ということ。もっともっとこれが
上位になって、さらなる健康づくりに交付金と

して使用できるように、県としても努力してい

ただくことをまた要望させていただきます。こ

の制度についても、またいろいろ議論させてい

ただければと思います。

最後に1点だけ、こども政策局のところで。
説明資料の2ページ、児童虐待の防止等につい
てのところです。

この中で、さまざまな資料を前回の委員会で

もいただきましたが、児童相談所全国共通ダイ

ヤル189（いちはやく）の周知があります。こ
の189は無料になりましたね。これが平成27年
からだったかと思います。長崎県としてどれぐ

らいの相談件数があって、どのような内容があ

りましたというのがわかれば、教えていただけ

ればと思います。

【今冨こども家庭課長】児童相談所全国共通ダ

イヤル189の状況についてのご質問でございま
す。

長崎県に189を通じてかかってきた件数は、
平成27年が160件、これは7月から始まったこと
で少なくなっております。平成28年は487件、
平成29年が725件、平成30年が443件で、今年
度は上半期で229件となっております。平成29
年が725件と多いですけれども、それ以外は大
体450件付近で前後している状況であります。
内容については、統計の中で189の分だけを

ピックアップしたものがございませんので、通

常の児童虐待の相談と同じ形での対応になりま

す。

【宮本委員】 わかりました。

これは、189に電話すれば、そこのもよりの
児童相談所に転送するという形だったかと思い

ます。内容等がわからないということならば、

これを介して実際に児童相談所で一時保護され

た方とか、もしくは緊急な場合、警察が動いた

というようなケースは確認できないということ
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ですか。

【今冨こども家庭課長】 申し訳ございません。

189に限ってのそういう統計というものがござ
いませんので、この分でどのような形で警察に

つながったであるとか、その後の対応の整理と

いうものはされていない状況でございます。

【宮本委員】 わかりました。いずれにせよ、年

間で450ぐらいの相談件数があるというのは、
やっぱりＳＯＳを求めているということかと思

います。しかも無料ということ。

教育委員会では、ラインを活用したいじめと

かの対応もなされているので、こういったもの

をしっかりと活用していきながら、虐待の相談

対応件数が増えたことによって、そういった危

機回避につながればと思っています。

今後の周知についてはどのように。この189、
無料になったことも含めてもっと周知していく

べきであると思いますけど、今後の周知方法が

ありますならば教えてください。

【今冨こども家庭課長】 189の広報・啓発につ
いてでございます。189に限っての周知という
ものは行っておりませんけれども、児童虐待の

周知ということで、そのポスターの中に必ず

189の部分も表記して周知を行っております。
具体的には、11月を児童虐待防止推進月間と定
めまして、そこで集中的にポスターの配布とか、

全世帯広報誌の配布とか、そういうものを含め

てやっております。

【宮本委員】わかりました。まだまだ知られて

いないところが多いかと思いますので、例えば

教育委員会とタイアップして学校で配布すると

か、もうやられているかもしれませんけど、そ

ういったことも徹底をしていただければと要望

させていただきます。以上です。

【宮島委員】午前中から人材確保についてのや

り取りがずっとあっております。看護職員の安

定的な確保、保育士の話もありましたし、ただ

いまは医師確保の話もありましたが、それぞれ

人材確保が大変重要であるということを改めて

認識をしたところであります。

そうした中で、人材不足が深刻になっている

一つに歯科衛生士の問題がございます。先ほど

前田委員からは、条例の見直しを通じて、歯科

口腔保健の重要性、あるいは、この委員会には

専門家の委員もおられますし、そもそも皆様方

もよくご承知のことでありますから、その重要

性については時間もありますので割愛をしたい

と思いますが、高齢者保健、あるいはさまざま

な疾病の予防、そうした点において、口腔保健

が極めて重要であるということは改めて明らか

になっているのではないかというふうに思いま

す。

その一方で、歯科医療を補助する、また、口

腔ケアの実施や、指導を行う歯科衛生士の方が

非常に人材不足であるということがよく言われ

るわけであります。この課題につきましては、

これまでも本会議や委員会でさまざまなやり取

りがされてきたと拝察をいたしております。

ちょうど1年前も委員会の中で質疑があって
いるようでありまして、その時には理事者側か

らは、求人数に対しての求職者が少ないという

認識がある一方で、県内における不足数等の状

況が調査できていないため、関係団体等々と連

携し、現状の把握に努めたいという答弁がなさ

れております。

1年たったわけでありますが、歯科衛生士の
人材不足について、現状をどのように把握され

ているのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

【伊藤医療政策課長】県内で就業しております
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歯科衛生士は、平成30年度で1,763人でござい
ます。人口当たりの就業者数では、全国平均よ

りも約2割多い状況でございます。
県の歯科医師会に現場での実情等をお聞きい

たしました。歯科医師会のお話では、実際の歯

科診療所には複数の歯科衛生士がいた方がいい

ということでございますが、全く常勤の歯科衛

生士がいない、あるいは1人しかいない歯科診
療所が半数近くございます。このような現状を

踏まえますと、県内の歯科衛生士は不足してい

るのではないかという認識でおります。

【宮島委員】就業者数の部分と実態の部分が乖

離して、現場ではやはり歯科衛生士が不足して

いるという認識であろうかと思います。

一方で、これを育成する、供給する側は、県

内では長崎歯科衛生士専門学校、九州文化学園

の歯科衛生士学院の2校が、その育成に取り組
んでおられるわけでありますが、こちらの状況

についてもお聞かせをいただきたいと思います。

【伊藤医療政策課長】県内の歯科衛生士の養成

校であります、長崎市内にあります長崎歯科衛

生士専門学校は、定員が50名でございますが、
定員に対する入学者の推移を見てみますと、約

6割から7割で推移しております。
一方、佐世保市にございます九州文化学園歯

科衛生士学院は定員が40名でございますが、こ
ちらも定員に対する入学者数は6割から7割で
推移をしているところでございます。

【宮島委員】ただいま、厳しい状況を課長から

お聞きいたしましたけれども、この卒業生の皆

様方が県内に就職される割合はおわかりになり

ますでしょうか。

【伊藤医療政策課長】長崎歯科衛生士専門学校

の新卒者の就職状況をお聞きしております。平

成29年度の卒業者の場合で、県内就職率が

86.7％、その前の平成28年度では87％というこ
とでございます。

【宮島委員】状況とすれば、これから供給する

側の数は年々深刻になってきているという認識

を強めなければならないというふうに感じます。

ここの減っている理由はどこにあるのか、課

長はどう分析されますでしょうか。

【伊藤医療政策課長】少子化の問題も当然ある

かと思います。あるいは、県内での開業医の増

加、あるいは歯科衛生士そのものの知名度の低

さ、看護師に比べますと、歯科衛生士の知名度

が極めて低いのではないか、あるいは、歯科衛

生士の不足は長崎県に限ったことではなくて、

全国的に不足している状況にあることで、より

条件がよい都市部へ流れているのではないかと

考えております。

【宮島委員】現状の認識を踏まえるならば、そ

の背景として、看護師には法整備などがあって、

そうした人材確保についても取り組んでいるし、

また、公的な養成機関もあったり、ある意味、

助成金なども充実しているのではないかと。一

方で歯科衛生士については、その部分について

やはり若干欠けているのではないかと認識もす

るところでありますが、歯科衛生士の対策につ

いて、行政がしっかり取り組むべきだというふ

うに考えますが、部長のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

【中田福祉保健部長】これまでの経緯について

は、課長からお答えのとおりかと思うんですが、

この問題を解決するためには、要因となる課題

を明確化して、それに対する対策を打っていく

必要があるかなというふうに認識しております。

その点につきましては、これまでも歯科医師

会の方からご意見をいただいているところであ

りますが、しっかりとその点は協力いただきな
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がら分析して、課題解決のための対策の検討に

努めていきたいというふうに考えております。

【宮島委員】先ほどの話では、条例の見直しな

ども検討されるという話でありますが、歯科医

療に関わる人材確保についてもしっかりと盛り

込まれるように、ぜひ取り組んでいただければ

と要望しておきたいと思います。

次の質問に移ります。今回、私、本会議の一

般質問に登壇をさせていただきましたが、慣れ

ない質問でありましたので、答弁をいただく時

間がございませんでして、ここで改めて質問を

して、答弁をいただきたいと思います。

つくも苑です。つくも苑の跡地に今、佐世保

市が観光公園を建設しておりますけれども、そ

の件について、改めてお尋ねをしたいと思いま

す。

この用地は、もちろん障害福祉課が管理をい

たします用地でありますので、県が一義的に、

これまでいろいろな問題に取り組んでいただい

ておりました。昭和45年の福祉村構想に始まり
まして、昭和49年に県立コロニーが建設され、
その後、つくも苑にかわるというようないきさ

つがありまして、つくも苑の移転に伴って、こ

の跡地をどうしようかということで、現在、佐

世保市が観光公園を建設しております。

そういう意味では、私は、このいきさつを考

えれば、県も、利活用を佐世保市に委託をする

という立場ではなくて、しっかりとサポートを

すべきだというふうに考えますけれども、県と

しては、これまでどのような対策をとっておら

れるのか、お聞かせをいただきたいと思います。

【桑宮障害福祉課長】佐世保市がつくも苑跡地

に整備中の俵ヶ浦半島公園（仮称）でございま

すが、九十九島の新たな拠点となる観光施設と

して、また、パールシーや展海峰とも連携した

クルーズ船観光客などの周遊先としても位置づ

けられております。

委員のお話にもありましたように、県立コロ

ニーの時代から、昭和40年代の整備のころから
地域住民のご協力、土地の提供から始まって、

つくも苑が移転するまで、地域のご支援をいた

だいて運営されてきた施設でございますので、

その跡地につきましても、できるだけ賑わいの

多い場になることが地元のご意向にもかなうも

のではないかという考えのもと、県としても支

援を行っております。

現在、公園の整備につきましては、市の方で、

令和2年度の完成を目指して進めておりますが、
県としましては、この跡地の有効活用を図る観

点から、整備費用の2分の1を補助するとともに、
土地については無償貸付けという支援を行って

いるところであります。

引き続き、市や俵ヶ浦半島開発協議会とも協

議を行いながら、必要な協力を行ってまいりた

いと考えております。

【宮島委員】これまでの県の取組については了

としたいというふうに思います。

しかし、一方で、福祉村構想というのは非常

に壮大な構想でありまして、本会議でも申し上

げましたけれども、当時の久保知事は、この地

に特養老人ホームや母子住宅、看護学校などな

ど、いろいろな福祉の施設を整備するという計

画を立てられたわけでありますが、残念ながら

久保知事が病に伏せられまして、この計画も道

半ばで終わってしまったということであります。

しかし、この壮大な構想に地元の人たちは非

常に共感をいたしまして、全面的な協力をし、

用地なども提供したというようないきさつが実

はあるわけであります。そのいきさつを考えて

も、先ほど申し上げましたとおりに、県は、あ
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る意味指導的に、この跡地利用というものをや

っていただきたいと。また、佐世保市がこれか

ら考える構想についても、計画についても、し

っかりとサポートをしていただきたいと、この

ことを強く要望しておきたいと思います。

また、この用地は実は3分の1、法面などもあ
りますので使えない用地もあるわけであります

けれども、しかしながら、まだまだ利活用でき

る用地もございますし、また周辺の用地もござ

いますので、そうしたこともしっかりと佐世保

市と連携を組んで、この観光スポットが充実さ

れるように努力をしていただきたいと思います

けれども、ご所見はございますでしょうか。

【中田福祉保健部長】これまでの多大なる地元

の方々の協力に感謝しながら、またしっかりと

佐世保市とも協力をさせていただきたいと思っ

ております。（発言する者あり）

【伊藤医療政策課長】先ほどの歯科衛生士の関

係の答弁で訂正をさせていただきます。

九州文化学園の定員に対する入学者でござい

ますが、6割から7割と答弁させていただきまし
たが、8割から9割の間違いでございます。長崎
市歯科衛生士専門学校は6割から7割、九州文化
学園は8割から9割ということでございます。
【ごう委員長】 ほかに質問のある方。

【山本(由)委員】 私の方から、社会的養育推進
計画のことで、数字的なことをまずお伺いをし

たいんですけれども、国の目標が乳幼児の委託

率が75％、学童期以降が50％、これに対して、
県の方の出ている目標は、トータルで43.2％と
いうことですけれども、これは、国の基準と並

べた場合、乳幼児だったら何％、学童期以降だ

ったら何％という数字がわかりますでしょうか。

【今冨こども家庭課長】里親委託率の年齢区分

ごとの目標値についてですけれども、計画では

23ページに里親委託のところがございまして、
子どもの委託率がございます。3歳未満のとこ
ろが、2018年度の30.7％から2029年度に75.0％、
3歳から6歳の部分が9.0％から33.9％、学童期の
部分が12.0％から26.8％を考えております。そ
の下に、ファミリーホームで同様に書いており

ます。ここの部分が、国の目標でいきますと

75％、70％、50％という形になります。
ただ、国の方は、年齢区分を合わせた形での

合計の率というものは示されておりません。こ

れを、本県の児童の割合に当てはめてみますと、

10年後に53.5％に国の目標では全体ではなる
という形になります。これは県の割合に当ては

めた場合でございます。

【山本(由)委員】 私も、23ページが2つに分か
れているものですから、単純に足せなかったん

です。推測というか、ほかの資料を見ながらや

っていくと、多分、乳幼児が60％ぐらいになる
んじゃないか、学童期以降が40％ぐらいになる
んだろうなというふうに思います。

ただ、いずれにしても、これが前の計画では

3分の1ですから、33％だったものが、今回のも
ので43％と、10％上げてこられたということで、
すごく頑張って目標を立てられたんだなと感じ

ております。

それで、もう一つ数字を確認したいんですけ

れども、平成30年の委託率が17.3％、2018年度
が18.3％という数字が出てくるんですけれども、
これは平成30年度ではなくて平成30年4月で、
それぞれの期初の数字という形になるんですか。

【今冨こども家庭課長】まず、説明資料の平成

30年に書いております17.3％につきましては、
平成31年3月31日、平成30年度の年度末の数値
になります。

計画の22ページに書いております2018の
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18.3％は、2018年度における里親委託率の最大
値という形になります。

【山本(由)委員】 実数ではないわけですね、失
礼しました。

次に、2029年度の目標達成のためには、資料
にありますとおり、里親委託率を、この2018年
度で出ている67人から156人と、ファミリーホ
ームを29人から67人というふうに増やす計画
になっているんですけれども、現状はファミリ

ーホームが県下に7つあります。長崎市に2つ、
佐世保市、諫早市、大村市、島原、壱岐市とい

う形であります。里親も5市町にあるんですけ
れども、どうしても偏在をしていますね。

ファミリーホームがない地域とか委託里親が

いない地域、そもそも里親登録のない地域があ

るんですけど、こういった地域の偏在をできる

だけ解消をして、子どもたちの希望に沿った配

置にするためにどういうふうに具体的に取り組

んでいくのかということについてお示しくださ

い。

【今冨こども家庭課長】里親、ファミリーホー

ムの偏在につきましては、子どもたちの一時保

護時の学習権とか学校生活の連続性、これらを

保障するためにも、また、児童の意向に沿った

里親委託が可能となるようにするためにも、中

学校区単位での里親登録を目指し、現在、県内

全市町におきまして出前講座の実施を、これか

らも実施しますとともに、里親の不在地域にお

きましては、児童福祉関係者とか教育関係者な

どにターゲットを絞るなど、実効性のあるリク

ルートを実施してまいりたいと考えております。

【山本(由)委員】 わかりました。
それから20ページに、里親もあるんですけど、

ファミリーホーム委託としなかった理由の中に、

ｄとｇということで、ファミリーホームであれ

ば受け入れ可能であったけれども、適当なファ

ミリーホームがないとあるんですけれども、こ

れはどういう事情なのか。例えばファミリーホ

ーム側が求めている条件と、その子どもさんが

合わなかったのか。適当なファミリーホームが

なかったという事情、内容について教えてくだ

さい。

【今冨こども家庭課長】地域からそのまま通い

たいというような子どもさんもいらっしゃいま

す。そうした時に、その地域におきましてファ

ミリーホームが適当なものがないと。どうして

も県内各地、7カ所しかございませんので、そ
ういう地域があるということで、このような結

果が出ております。

【山本(由)委員】 わかりました。私は、ファミ
リーホームによっては、女性だけとか、そうい

うふうなご希望があるというふうに聞いていた

ものですから、そういうずれかなと思ったんで

すが、地域的なずれということですね。わかり

ました。

それを解消するために、今後、里親とかファ

ミリーホームを確保していくことで、この部分

についてはある程度解消できるだろうと、そう

いう話になるわけですね。わかりました。あり

がとうございました。

それから、今後、数的にも増やしていくんだ

けれども、当然質的にもそれに伴ったような形

でやっていかなくちゃいけないという中で、専

門性の向上等、それからいろんな広告、ＰＲ、

研修等も含めて、フォスタリング機関というの

が先ほどから出てきます。フォスタリング機関

に業務といいますか機能を一元化するというよ

うなお話をされました。今現在、里親支援員と

かという形でばらばら、里親は里親、ファミリ

ーホームはファミリーホームみたいな形になっ
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ているのを、既存の施設、福祉施設であったり、

そういったところに委託をしようというお考え

なんでしょうか。

【今冨こども家庭課長】フォスタリング機関と

申しますのは、言葉の定義からいきますと、今

は県内にはないという状況であります。これは、

いわゆる普及啓発から研修、マッチング、支援

に至るまで、これを一元的に行うものをフォス

タリング機関というふうに呼びます。

ですから、今の大村にあります「すくすく」

の機能にマッチングの部分も加えまして、一元

的な管理を行うフォスタリング機関というもの

を県内にも設置していきたいと考えております。

その上で、里親支援専門相談員という方が各施

設におりますけれども、こういう方々について

は、フォスタリング機関を中心としまして、こ

れをチーム養育という形で、里親支援をする一

つのチームという形で、フォスタリング機関を

中心としながら一つの組織として動けるような

形をこれから作り上げていきたいと考えており

ます。

【山本(由)委員】 わかりました。ありがとうご
ざいました。

ここでまたチーム養育というものが出てきま

す。今までももちろん地域、市町であったり学

校であったり、保育園であったり、医療機関で

あったりというところと当然連携をしていくと

いう形になるかと思うんですけれども、今回、

フォスタリング機関とかチーム養育というのも

また謳ってこられたと。結局、先ほど、子ども

の権利擁護の話も出たんですけれども、多くの

方が関わってくることによって、子ども自体が

守られるという部分があるかと思いますので、

ぜひ、そちらの部分の連携の取組もよろしくお

願いしたいと思います。

それから、社会的養護自立支援の推進の話で

すけれども、措置解除後の状況として、なかな

かわからないんです、私も。児童養護施設に入

所する子どもの大学進学率とか、こういう数字

はあるんですけれども、現状、措置を解除にな

った子どもさんたちは、例えば家庭に戻ったり

とか、進学したりとか、就職したりとか、そう

いったところは把握していらっしゃるでしょう

か。

【今冨こども家庭課長】 平成30年度の卒業生
が58名います。そのうち、就職をした方が39名、
進学をされた方が19名いらっしゃいます。その
方々が家庭に戻られたかどうかというのは、申

し訳ございませんが、資料がございません。

【山本(由)委員】 卒業後といいますか、措置後
の子どもさんに対して、社会的養護自立支援事

業であったり、就学者自立生活援助事業とか、

それから自立援助ホームというのがあるんです

けど、こういうふうな支援を受けていらっしゃ

る方は何人いるとか、そういうのはわかります

か。

【今冨こども家庭課長】社会的自立支援事業と

就学者自立生活援助事業につきましては、児童

養護施設や里親、ファミリーホームを解除とな

って、社会人とか大学生になった後も、18歳か
ら22歳までは、本人が希望して支援が必要な場
合には、この事業によりまして引き続き、施設

や里親宅に居住して生活することが可能になり

ます。

ただ、現状、この事業を活用して施設とか里

親から引き続き、大学に通ったり働いていると

いう方はいらっしゃらないという状況でござい

ます。

【山本(由)委員】 全体的に、今の社会的養育推
進計画って、計画がすごく変わった中で、よく
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まとめられているというふうに思います。

ただ、あとは、こういうふうにやります、こ

ういうふうにやります、こういうふうに組みま

すということが書いてあるだけなので、具体的

なところはこれからだと思います。目標が達成

できるように、そして子どもたちが安心して愛

情豊かに育っていけるように、ぜひ取組をよろ

しくお願いいたします。以上です。

【ごう委員長】 ほかに質問のある方。

【北村委員】 事前に資料を2点ほどいただいて
おりましたので、端的に。

障害福祉課のまちかどふれあいバザール運営

委員会の委託事業についてであります。先般か

ら、県庁のロビーなどでも定期的に行っていた

だいているところでございますが、これは就労

継続支援Ｂ型事業所などの工賃の水準を引き上

げていくというような目的で行われていると存

じます。

私も、よくこのバザールは行かせていただく

んですが、頑張られている中から、何とか県か

らの補助を減らさないでほしいというようなお

話をいただきました。

そこで、平成28年度から令和元年度までの県
の委託契約額を、確認の意味でご答弁をお願い

いたします。

【桑宮障害福祉課長】街角のふれあいバザール

運営委員会に対しては、販売会の開催委託とい

う形で委託をしております。委託額につきまし

ては、平成28年度は55万6,000円、平成29年度
が59万8,000円、平成30年度が54万8,000円、令
和元年度が70万円となっております。
【北村委員】 わかりました。平成28年度から
平成30年度までは大体55万円というようなと
ころで、令和元年度がちょっと上がっているん

ですね。ただ、これは県の単独の事業ではなく

て、国が2分の1を出していたり、また市町と共
同で財源を担保しているというところがありま

すから、県の委託契約額としては上がっている

というようなところだと思います。

気になるのは令和2年度の契約額であります
が、ぜひ、同額の要望をしていただきたいと思

いますけれども、いかがでしょうか。

【桑宮障害福祉課長】 本事業につきましては、

国の工賃向上計画支援等事業という予算を活用

しておりまして、国2分の1、県2分の1で実施し
ております。

この販売会の委託以外にも、品質向上支援の

ための専門家派遣とか、事業所を対象にした工

賃向上セミナー等を開催しております。そうい

った他の事業との兼ね合いで若干、配分等で事

業費が変動する可能性はございます。

この事業を実施している間、県の平均工賃は

伸びておりますので、一定、事業の効果はある

というふうに理解しておりますので、引き続き

事業費の確保に努めたいと思います。

【北村委員】ぜひ、事業費の確保に努めていた

だきたいと思います。

いただいた資料では、平成18年度は平均工賃
額は長崎県は全国順位が31位でした。この効果
が上がっているのかとは存じますが、平成28年
度に全国平均を上回り、現在は17位と上り調子
だというようなところでありますから、引き続

き、国そして市町と連携をして、この事業を続

けていっていただきたいと要望をしておきます。

もう1点は、こちらは令和元年5月、全国衛生
部長会で提出されたと思いますが、衛生行政の

施策及び予算に関する要望書についてでありま

す。

その中の項目の8番、予防接種実施支援の充
実の細目の5、造血幹細胞移植後のワクチン再
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接種を予防接種法上の定期予防接種に位置づけ

ることというような表記がなされておりまして、

これはどういうことかと申しますと、骨髄移植

をした方が、専門的な言葉でいえば、二次性の

免疫不全に陥ってしまう。これまで受けてきた

ワクチンが全てキャンセルされてしまう。そし

て、もう一回、全て受け直さなければいけない

状況になるという話でございます。

県内でも、大体、10数件の非血縁者間の移殖
が行われていると思いますので、そういった方

が、自己負担でできる方々もいらっしゃれば、

なかなかお困りの方もいらっしゃるというよう

な話であります。

市町では、新上五島町では、私も電話で確認

をいたしましたが、町長の裁量で公費でされた

実績があるということでございます。

ただ、市町によっては、そういう裁量の範囲

なのかどうなのかと、いろいろの議論があると

思いますけれども、ぜひ、二次性免疫不全に陥

った方々も、感染症のまん延防止の観点から必

要と認められるワクチンの再接種については努

力義務を課し、予防接種法上の定期予防接種に

位置付けるよう所定の見直しをしていただきた

いというような表記があります。これについて

今はどうなっているのか、どう把握をされてい

るのか、お答えください。

【伊藤医療政策課長】今お話がございましたよ

うに、骨髄移植等の医療行為により、治療前に

受けた定期予防接種、ワクチン効果が失われて

しまうということがございます。

その際に再度ワクチンを接種するという取扱

いにつきましては、厚生労働省が設置をしてお

ります厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科

会予防接種基本方針部会で検討が進められてお

ります。

昨年10月に開催されました第24回のこの部
会におきまして、ワクチン接種への自治体によ

る支援の状況等についての説明等がございまし

て、その後、各委員での議論が行われておりま

すが、その際はまだ賛否両論がございまして、

この定期予防接種化につきましては結論は出て

いないという状況でございます。

この部会は継続して審議をしておりまして、

今年8月に開催されました第32回の部会では、
この案件だけということではなくて、予防接種

法全体の見直しにつきまして、この部会で検討

を進めておりますが、年内をめどに、実際の予

防接種に関する施策の現状についての意見交換

や、学会関係団体や自治体等からのヒアリング

等を行い、論点整理を行って、年明け以降に、

その論点ごとにさらに詳細な検討を行って提言

を取りまとめたいというスケジュール感で議論

が進んでいるところでございますので、県とい

たしましても、今後も国の動向を注視してまい

りたいと思っております。

【北村委員】わかりました。賛否両論があると、

さまざまな観点があるということで承知をいた

しましたが、この会議には部長が行っていただ

いているものと思って、ドクターでもございま

すし、ぜひ、この骨髄ドナー支援事業について

も、本来ならばこれは国でやるべきなのではな

いかというようなことですが、国がまだまだそ

の法制化ができない、制度化ができないという

中で、じゃあ、もう自治体が自分たちでやろう

じゃないかというような流れの政策であります

し、先ほど申し上げた新上五島町のケースにつ

いては、非常に英断だなと考えているところで

ございます。

ぜひ、県としても、ここで21市町の格差が出
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ないように進めていただきたいと思いますし、

最後に部長、これについての見解とコメントを

いただければと思います。

【中田福祉保健部長】 この件につきましては、

確かに骨髄移植をしてしまうと、全く免疫が変

わってしまいますから、消えてしまうという課

題があるのは私も重々承知しています。

先ほど課長が述べましたとおり、国全体、制

度の動向はきちんと押さえつつも、県としての

対応について、財源の問題等、いろいろござい

ますので、確たることは今の段階では申し上げ

られませんが、我々としてもしっかりと検討し

ていきたいと思っております。

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。

【今冨こども家庭課長】先ほど、堤委員からご

質問のありました、施設入所中の子どもからの、

子どもの権利ノートを配布した後の意見の申し

立ての実績について、確認ができました平成27
年以降の状況をご報告します。

今年度、令和元年と平成30年度につきまして
は、実績はなしでございます。平成29年、平成
28年、平成27年につきましては、それぞれ1件
ずつということで、委員ご指摘のとおり実績と

しては少ない状況でございます。

【ごう委員長】それでは、ほかに質問もないよ

うですので、議案外所管事項に対する質問を終

了いたします。

次に、自由民主党・県民会議会派及び自由民

主党会派より、「国民が将来にわたり必要な医

療・介護を安心して受けられるための適切な財

源確保に関する意見書（案）」提出の提案を受

けておりますので、事務局より文案の配付をお

願いいたします。

（文案配付）

【ごう委員長】それでは、山本(由)委員から、

意見書提出についての提案、趣旨説明等をお願

いいたします。

【山本(由)委員】それでは、お手元に配付の「国
民が将来にわたり必要な医療・介護を安心して

受けられるための適切な財源の確保に関する意

見書（案）」について、趣旨説明を行います。

我が国におきましては、国民皆保険制度によ

って、誰でも、いつでも、どこでも保険医療を

受けることが可能であり、このことが国民生活

の安心・安全の保障につながっています。

少子・高齢化が進んでいく中、今後とも国民

が住み慣れた地域で安心して医療や介護を受け

ることができるように、持続可能な社会保障制

度の確立が必要です。

そのためには、医療の効率化や負担の平等化

などの議論と併せて、地域の医療機関や介護事

業所の存続、従業者の確保を通じた安定的な運

営のため、その実質的な原資である診療報酬、

介護報酬の十分な手当てが必要と考えます。

本年10月には、医療、看護、介護や患者の団
体である国民医療推進協議会で、持続可能な社

会保障の確立に向けて適切な財源確保を要望す

る旨の決議がなされ、本県の地域医療推進協議

会でも同様の決議がなされ、本議会に陳情も提

出をされたところでございます。

つきましては、国民皆保険制度の維持と適切

な財源の確保を内容とする本意見書案による意

見書提出につきまして、ぜひ皆様のご賛同をよ

ろしくお願いいたします。

【ごう委員長】それでは、ご質問のある方はい

らっしゃいますか。

【堤委員】内容についてはないんですけれども、

意見書の中について聞いていいんですか。

【ごう委員長】 はい。

【堤委員】 文章の中に、西暦で2017年と書い
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てありまして、令和元年というのと統一しなく

ていいのかなと、ちょっと思ったんですけれど

も。

【山本(由)委員】 調整をさせていただいて、委
員長に一任したいと思います。よろしくお願い

します。

【ごう委員長】 ほかにご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】質問がないようですので、しば

らく休憩をいたします。

― 午後 ４時５３分 休憩 ―

― 午後 ４時５３分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

意見書案の提出について、採決を行います

本提案のとおり、意見書案を提出することに

ご異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「国民が将来にわたり必要な医療・

介護を安心して受けられるための適切な財源の

確保に関する意見書（案）」については、提出

することに決定されました。

なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

次に、自由民主党・県民会議会派及び自由民

主党会派より、ＨＰＶワクチンに関する意見書

（案）提出の提案を受けております。

それでは、前田委員から、意見書提出につい

ての提案、趣旨説明等をお願いいたします。

【前田委員】本会議並びに、先ほどの議案外の

審査の中でも質疑をさせていただきましたが、

県内において多くの方が子宮頸がんにり患され

て、そして特に若い世代において、若い女性の

子宮頸がんの率が非常に高いということが答弁

の中で確認をされました。

平成25年以降、積極的な勧奨を中止しており
ますけれども、今現在、6年たってもまだ、そ
のことに対する答えが出ていない状況の中で、

り患者が増えていることを鑑みた時に、本県と

しての認識を確認させてもらったところ、ここ

に書かれているような、国に対して、勧奨の再

開の是非を早急に判断してほしいということ、

そして県としても積極的に正しい知識について、

これからパンフレット等を通じて普及していき

たいということを答弁として得られましたので、

そういうことも踏まえまして、意見書を作成さ

せてもらいました。

できましたら、文面の中の一言、「以上」の

上の下から2行目の「ＨＰＶワクチンの有効性
と安全性について」と書いていますが、この「安

全性」の後に「等」という言葉を挿入させてい

ただきたいと思いますので、そこも含めてよろ

しくお願いいたします。

【ごう委員長】ただいま前田委員から説明があ

りましたＨＰＶワクチンに関する意見書案につ

いて、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】質問がないようですので、しば

らく休憩いたします。

― 午後 ４時５７分 休憩 ―

― 午後 ４時５７分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

意見書案の提出について、採決を行います

本提案のとおり、意見書案を提出することに

ご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「ＨＰＶワクチンに関する意見書

（案）」については、提出することに決定され

ました。

なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

それでは、福祉保健部・こども政策局関係の

審査結果について整理をしたいと思います。

しばらく休憩をいたします。

― 午後 ４時５８分 休憩 ―

― 午後 ４時５８分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を終了いたします。

この後、分科会長報告及び委員長報告の取り

まとめなどの委員間討議を行います。

理事者退出のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時５９分 休憩 ―

― 午後 ４時５９分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容について、

12月18日水曜日の予算決算委員会における文
教厚生分科会長報告、及び12月20日金曜日の本
会議における文教厚生委員長報告の内容につい

て、協議を行います。

それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩をいたします。

― 午後 ５時 ０分 休憩 ―

― 午後 ５時 ０分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

文教厚生分科会長報告及び文教厚生委員長報

告については、協議会における委員の皆様の意

見を踏まえ、報告をさせていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩をいたします。

― 午後 ５時 １分 休憩 ―

― 午後 ５時 １分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【ごう委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

委員改選前の定例会における委員会は、本日

が最後となりますので、閉会に当たり、理事者

の出席を求めております。

理事者入室のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ５時 ２分 休憩 ―

― 午後 ５時 ３分 再開 ―

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。

委員改選前の定例会における委員会は、これ

が最後となりますので、閉会に当たりまして、
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一言ご挨拶を申し上げます。

令和元年長崎県議会の定例会における最後の

委員会でありますので、ご挨拶を申し上げます。

本年6月定例会で、委員長として選任をされ、
各月の定例会、決算審査、現地調査と務めさせ

ていただきました。

この間、中村(一)副委員長をはじめ、各委員
の皆様方にはご助言、ご協力を賜り、また、理

事者の皆様方には誠意あるご対応をいただき、

おかげをもちまして委員長としての責務を果た

すことができましたことを、心から感謝し、お

礼申し上げます。

さて、文教厚生委員会の関係部局では、県の

重要課題である人口減少対策、子育て支援、健

康長寿日本一など、県政推進に一番重要な各種

施策を取り組まれているものであり、大変重要

な位置づけであることを改めて認識したところ

であります。

思い返してみますと、総務部関係では、県立

大学の県内就職率の向上など活発な論議が交わ

されました。

令和3年度からの情報セキュリティ学科の定
員増員と併せて、今後とも、その魅力強化へ向

け部局間、産学官の連携を図り、なお一層の取

組を実施していただきたいと思います。

次に、教育委員会関係では、プログラミング

教育の充実や部活動指導員の配置など、児童生

徒への教育の充実のみならず、教職員の働き方

改革の視点からも活発な論議が交わされました。

今後は、特に第3期の県立学校改革基本方針
について、地域の事情や多様な教育ツールがあ

ることなどを踏まえながら、十分な論議かつ慎

重な取組が実施されることを期待いたします。

次に福祉保健部関係では、食の改善に対する

取組や特定健診の受診率向上への取組など、健

康長寿日本一の長崎県づくりの目標の達成に向

け、各種施策を着実に進めていただきたいと思

います。

また、こども政策局におきましては、こども

や子育て家庭への支援、安全で安心な子育て環

境づくりのための各種施策の充実に努めていた

だきたいと思います。

最後になりますが、県政の今後ますますのご

発展、並びに委員の皆様、及び理事者の皆様方

の一層のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、

ご挨拶とさせていただきます。

本当にありがとうございました。（拍手）

次に、理事者側を代表して、教育長からご挨

拶を受けることといたします。

【池松教育長】閉会に当たりまして、理事者を

代表してご挨拶を申し上げます。

ごう委員長、中村(一)副委員長をはじめ、文
教厚生委員の皆様方におかれましては、委員ご

就任以降、文教厚生全般にわたりまして終始熱

心にご審議をいただき、貴重なご意見、ご提言

を賜りましたことに対しまして、心よりお礼を

申し上げます。

総務部関係では、県立大学や私立高校の卒業

生に係る県内就職促進、地域を支える人材育成

の取組などについてご議論をいただきました。

現在、検討中の情報セキュリティ産学共同研

究センター（仮称）の整備をはじめとする県立

大学の教育研究の充実や私立学校の振興に向け、

教育環境の改善を図ってまいります。

次に、福祉保健部関係では、健康長寿日本一

の長崎県づくり、医療・介護人材の育成・確保、

各種計画の策定など、福祉保健行政の諸課題に

つきましてご議論をいただきました。

今後も、県民一人ひとりの尊厳が保たれ、と

もに支え合い、誰もが安心して健やかで生きが
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いのある生活を送ることができる地域をつくる

ため、県民一人ひとりを支える医療、介護、福

祉施策の充実を図ってまいります。

また、こども政策局関係では、幼児教育・保

育の無償化をはじめ、子どもの貧困対策など各

種施策につきましてご議論をいただきました。

今後も安心して子どもを産み、育てることが

でき、子どもが生まれてきてよかったと感じる

社会となるよう、引き続き、結婚、妊娠、出産

から子育てまでの一貫した切れ目ない支援に努

めてまいります。

最後に、教育委員会関係では、第三期長崎県

立高等学校改革基本方針素案や、県庁舎跡地の

発掘調査、ふるさと教育など教育行政にかかる

施策につきましてご議論をいただきました。

今年度からスタートした第三期長崎県教育振

興基本計画に掲げる長崎の明日を拓く人・学

校・地域づくりを目指し、教育県長崎の確立に

向け、引き続き努めてまいります。

以上、委員の皆様方より賜りました貴重なご

意見、ご提言を踏まえながら、今後とも、本県

教育、子育て、福祉保健の発展のため全力で取

り組んでまいりたいと考えておりますので、引

き続きご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

最後になりますが、委員の皆様がご健勝にて、

本県発展のために今後なお一層ご活躍されます

ことを祈念いたしまして、簡単ではございます

が、お礼のご挨拶とさせていただきます。

本当にありがとうございました。（拍手）

【ごう委員長】 ありがとうございました。

これをもちまして、文教厚生委員会及び予算

決算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ５時 ８分 閉会 ―



文教厚生委員会委員長　　ごう　まなみ

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

令和元年度長崎県一般会計補正予算（第４号）（関係
分）

原案可決

令和元年度長崎県一般会計補正予算（第５号）（関係
分）

原案可決

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例のうち
関係部分

原案可決

長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
の一部を改正する条例

原案可決

長崎県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設
備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

計　  ４件（原案可決　４件）

２　請　　願

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 3 号 ゆきとどいた教育を求める請願 不 採 択

計　　 １件（不採択　１件）

番　　号 

番　　　号 

記

文 教 厚 生 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和元年１２月１２日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

第 119 号 議 案

第 123 号 議 案

第 135 号 議 案

第 128 号 議 案

第 126 号 議 案

第 127 号 議 案
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委員長（分科会長）      ご う ま な み

副委員長（副会長）      中 村 一 三

署 名 委 員      山 本 啓 介

署 名 委 員         山 本 由 夫

書  記   山 脇   卓

書  記   菅   達 郎

速  記   (有)長崎速記センター
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